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会誌８７号を通して会員の皆様にご挨拶を申し上げることができる

ことを心より嬉しく存じます。

昨年は新世紀の始まりであり，学校歯科医制度７０周年，社団法人

日本学校歯科医会設立３０周年という，節目の記念すべき年でありま

した。

本会では，学校歯科保健アジア会議をはじめいくつかの記念事業

を開催いたしましたが，会員ならびに加盟団体各位のご協力のお陰

をもちまして，無事盛会裡に終了できましたことをご報告を申し上

げ，誌上を借りて厚く御礼申し上げる次第です。

また，第６５回全国学校歯科保健研究大会も新世紀最初の記念すべ

き大会として大阪で開催していただき，大阪府歯科医師会はじめ

府・市の学校歯科医会あるいは教育委員会等々の皆様の多大なるご

尽力を賜り大盛会裡に終了することができ，関係各位には深甚なる

謝意を表します。

当会誌は，この第６５回大会の特集号であり，この大会の感動を実

際にご参加いただけなかった会員にもお伝えいたしたく，まとめま

したのでご熟読願えれば幸いです。

長らく続く不況に加え，世界を揺るがす事件が起こり，全体には

暗いニュースが多かった昨年でしたが，唯一皇室に新しい生命が誕

生したことが明るい話題であったと思います。

新世紀の初めに日本を象徴する皇室に新たな生命が誕生したのを

期にわが国の少子化に歯止めがかかってくれないものかとも考えま

す。

不安定な世界情勢の中にあって，幸いにも日本はこの半世紀以上

に亘って戦争という最悪の事態には関わっておりませんし，医療・

経済・技術面では，一応の世界水準に達し，切迫した生命の危機に

晒されることは稀であり，平和を享受し，世界一の長寿国となって

おります。

我々学校歯科医は，生命を守り育てる医療人の一員として，また

教育に関与できる補助者として子ども達に関わり，この長寿を単な

る長生きなだけでなく，真の意味の長寿となるよう働きかけ，現在

そしてこれら生まれてくる子ども達が，平和の使者，健康と長寿の

使者として，日本から世界へ発信できるように育むことが，我々の

職責を全うすることであると思っております。

結びに会員諸兄姉がますます健康でご活躍されるよう祈念し，会

誌８７号巻頭の挨拶といたします。
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会誌８７号の
発刊に寄せて

社団法人日本学校歯科医会

会長 西連寺 愛 憲
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◆表紙◆

表紙は平成１３年度図画・ポスターコンクール

入選作品より，沖縄県城辺町立砂川中学校２

年砂川寿美さんの作品です。



第第
６６５５
回回
全全
国国
学学
校校
歯歯
科科
保保
健健
研研
究究
大大
会会

記念講演

シンポジウム

領域別研究協議会

幼稚園・保育所（園）部会
小学校部会
中学校部会
高等学校部会
プレゼンテーション
（盲・聾・養護学校協議会）

研究協議会報告

全体協議会



ヘルスプロモーションは，人類の真の豊かさを創造していく挑戦が原点になって

いる。現実の課題の解決を図りながらあらゆる障壁を乗り越えていくことに人間の

価値がありQuality of Life の実現に向けて人間が叡知を結集することをヘルスプロ

モーションは我々に求めている。

学校歯科保健は，学校教育活動と不即不離の連携を推進しながら今日までの歯科

医学の成果を踏まえ，疾病志向から健康志向への戦略を発展させてきた。これから

も，なお社会の変革の著しい情勢を踏まえながらも，児童生徒の口腔保健の向上を

通して一人ひとりのQuality of life の実現を目指して行かなければならない。

本研究大会が２１世紀嚆矢の記念大会であり，参加された会員がシンポジウム・研

究協議を通して新しい主題の理解を深化されて，これからの学校における歯科保健

をさらに飛躍されるように希求するものである。

変革に向けての学校歯科保健の飛躍

――生涯にわたる健康意識の向上と実践力の育成をめざして――

文部科学省，�日本学校歯科医会，�日本学校保健会，�大阪府歯科医師会，�大

阪府学校歯科医会，�大阪市学校歯科医会，大阪府，大阪府教育委員会，大阪市，

大阪市教育委員会，堺市，堺市教育委員会，東大阪市，東大阪市教育委員会

厚生労働省，�日本歯科医師会，�日本歯科衛生士会，全国学校保健主事会，全国

養護教諭連絡協議会，�大阪府医師会，�大阪府薬剤師会，大阪府学校保健会，大

阪市学校保健会，大阪府小学校長会，大阪府公立中学校長会，大阪府立高等学校長

協会，大阪府国公立幼稚園長会，大阪府私立小学校連合会，大阪府私立中学校・高

等学校連合会，�大阪府私立幼稚園連盟，大阪府 PTA協議会，大阪府立高等学校

PTA協議会，全国学校給食会，�大阪府スポーツ・教育振興財団，全国学校栄養

士協議会大阪支部，�大阪府栄養士会，�大阪府歯科技工士会，�大阪府歯科衛生

士会，近畿歯科用品商共同組合

平成１３年１１月１５日（木）～１１月１６日（金）

第１日（１１月１５日）大阪国際会議場（グランキューブ大阪）

�開会式・表彰式・記念講演・シンポジウム・アトラクション

５Ｆメインホール

�懇話会 ３Ｆイベントホール

１ 趣 旨

２ 主 題

３ 主 催

４ 後 援

５ 期 日

６ 会 場

第６５回全国学校歯科保健研究大会

開 催 要 項
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第１日（１１月１５日）

第２日（１１月１６日）大阪国際会議場（グランキューブ大阪）

�文部科学省解説 ５Ｆメインホール

�領域別研究協議会 幼稚園・保育所（園）部会 １０Ｆ１００９会議室

小学校部会 ５Ｆメインホール

中学校部会 １０Ｆ１００３会議室

高等学校部会 １０Ｆ１００２会議室

�プレゼンテーション 盲・聾・養護学校協議会 １０Ｆ１００１ 会議室

�研究協議会報告・全体協議会・閉会式 ５Ｆメインホール

（１０：００～１２：００）

司会 浅 井 あけみ

開 会 式

開 会 宣 言 大阪府歯科医師会副会長 高 松 平 人

国歌「君が代」斉唱

物 故 者 へ の 黙 祷

挨 拶 文部科学副大臣 岸 田 文 雄

日本学校歯科医会会長 西連寺 愛 憲

大阪府歯科医師会会長 岡 邦 恭

７ 日 程

１１／１５（木） ９：００ １０：００ １２：００ １３：００ １４：３０ １７：００ １７：３０ １８：００
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１１／１６（金） ９：３０ １０：００ １０：３０ １２：３０ １３：３０ １４：３０ １５：００
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領域別研究協議会
（幼稚園・保育所（園）部会）
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閉

会

式

領域別研究協議会
（小 学 校 部 会）

領域別研究協議会
（中 学 校 部 会）

領域別研究協議会
（高等学校部会）

プレゼンテーション
（盲・聾・養護学校協議会）

１ 開会式・表彰式

�開催要項

日本学校歯科医会会誌８７号２００２年２月
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祝 辞 厚生労働大臣 坂 口 力

大阪府知事 太 田 房 江

大阪市長 磯 村 隆 文

衆議院議員 吉 田 幸 弘

日本歯科医師会会長 臼 田 貞 夫

日本学校保健会会長 矢 野 亨

来 賓 紹 介

表 彰 式

�感 謝 状 贈 呈 日本学校歯科医会会長 西連寺 愛 憲

前回開催地代表 高知県歯科医師会会長 恒 石 定 男

全日本学校歯科保健優良校表彰

�審 査 報 告 全日本学校歯科保健優良校表彰審査委員会

猪 股 俊 二

�表 彰 状 授 与

文部科学大臣賞 賞状：文部科学副大臣 岸 田 文 雄

副賞：日本学校歯科医会会長 西連寺 愛 憲

�受 賞 校 ８ 校 宮城県仙台市立幸町小学校

福島県福島市立水保小学校

和歌山県田辺市立上秋津小学校

大阪府堺市立東深井小学校

山口県防府市立大道小学校

徳島県三好郡三好町立昼間小学校

愛媛県周桑郡丹原町立中川小学校

鹿児島県鹿児島市立武岡台小学校

日本歯科医師会特別表彰 日本歯科医師会会長 臼 田 貞 夫

�受 賞 校１０校 山形県酒田市立松原小学校

茨城県水戸市立上大野小学校

千葉県柏市立光ヶ丘小学校

埼玉県さいたま市立常盤小学校

岐阜県上矢作町立上矢作小学校

滋賀県甲賀町立大原小学校

京都府八幡市立橋本小学校

大阪府高槻市立松原小学校

大阪府大阪市立九条東小学校

福岡県北九州市立北小倉小学校

全日本学校歯科保健優良校表彰

日本学校歯科医会会長 西連寺 愛 憲

受賞校代表謝辞 大阪府堺市立東深井小学校
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祝電披露

次期開催地決定報告 日本学校歯科医会会長 西連寺 愛 憲

学校歯科の鐘引継ぎ 大阪府歯科医師会会長 岡 邦 恭

宮崎県歯科医師会会長 白 尾 国 興

次期開催地代表挨拶 宮崎県歯科医師会代表 白 尾 国 興

次期開催地（宮城県）のビデオ紹介

閉式のことば 大阪府歯科医師会副会長 岸 直 樹

樽井小学校による歯科保健啓発劇

（１３：００～１４：００）

記 念 講 演 「こころとからだ」 作家 渡 辺 淳 一

謝 辞 大阪府歯科医師会副会長 玉 利 行 夫

（１４：３０～１７：００）

テ ー マ 生涯にわたる健康意識の向上と実践力の育成をめざして

８０２０達成への学校歯科保健の飛躍

座 長 大阪大学大学院歯学研究科統合機能口腔科学

専攻高次脳口腔機能学講座教授 森 本 俊 文

シンポジスト 順天堂大学スポーツ健康科学部大学院教授

大 津 一 義

大阪府健康福祉部長 高 杉 豊

明海大学歯学部口腔衛生学講座教授

安 井 利 一

日本学校歯科医会理事 中 條 幸 一

文楽アトラクション「二人三番叟」

（１８：００～）

開会のことば 大阪府学校歯科医会会長 瀬 尾 正

挨 拶 文部科学省スポーツ・青少年局

学校健康教育課課長 惣 脇 宏

日本学校歯科医会会長 西連寺 愛 憲

大阪府教育長 竹 内 脩

大阪府歯科医師会会長 岡 邦 恭

乾 杯 宮崎県歯科医師会会長 白 尾 国 興

開 宴

万 歳 三 唱 日本学校歯科医会監事 入 交 重 道

閉会のことば 大阪市学校歯科医会会長 淡 井 一 郎

２ 記 念 講 演

３ シ ン ポ ジ ウ ム

４ 懇 話 会

～休 憩～

�開催要項
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第２日（１１月１６日）

（１０：００～１０：３０）

「新学習指導要領と健康教育」 文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課

教科調査官 戸 田 芳 雄

（１０：３０～１２：３０）

�幼稚園・保育所（園）部会
座 長：日本大学歯学部小児歯科学講座教授 赤 坂 守 人

基調講演：東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科摂食機能構築学分野教授

大 山 喬 史

発表者１：福井県鯖江市立鯖江幼稚園副園長 佐々木 一 枝

発表者２：大阪府和泉市立横山幼稚園教頭 大 中 美智子

発表者３：大阪府和泉市立北池田保育園園長 西 川 一 代

看護婦 本 田 道 子

�小学校部会
座 長：東京都中央区立有馬小学校長 木 暮 義 弘

基調講演：大阪歯科大学口腔衛生学講座教授 神 原 正 樹

発表者１：高知県須崎市立安和小学校長 岡 田 千 恵

発表者２：大阪市立九条東小学校教諭 桐 山 佳 晃

�中学校部会
座 長：大阪大学大学院歯学研究科分子病態口腔科専攻

口腔分子免疫制御学講座教授 雫 石 聡

基調講演：日本大学歯学部保存学教室歯周病学講座教授 伊 藤 公 一

発表者１：東京都北区立田端中学校養護教諭 中 村 智 子

発表者２：大阪市立平野中学校養護教諭 西 木 澄 江

�高等学校部会
座 長：国際武道大学大学院前教授 猪 股 俊 二

基調講演：東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科

顎顔面矯正学分野教授 黒 田 敬 之

発表者１：千葉県立若松高等学校養護教諭 巻 嶋 孝 子

発表者２：大阪府立白菊高等学校長 石 黒 典 男

発表者３：大阪市立佐野高等学校学校歯科医 岡 村 親一郎

１ 文部科学省解説

２ 領域別研究協議会
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�プレゼンテーション ―盲・聾・養護学校協議会―

座 長：徳島大学歯学部小児歯科学講座教授 西 野 瑞 穗

基調講演：昭和大学歯学部口腔衛生学教授 向 井 美 恵

発表者１：千葉県千葉市立幕張東小学校学校歯科医 鏡 宣 昭

発表者２：大阪府立河南高等学校長 森 川 英 子

（１３：３０～１４：３０）

シンポジウム報告：

大阪大学大学院歯学研究科統合機能口腔科学専攻

高次脳口腔機能学講座教授 森 本 俊 文

幼稚園・保育所（園）部会報告：

日本大学歯学部小児歯科学講座教授 赤 坂 守 人

小学校部会報告：東京都中央区立有馬小学校長 木 暮 義 弘

中学校部会報告：大阪大学大学院歯学研究科教授 雫 石 聡

高等学校部会報告：国際武道大学大学院前教授 猪 股 俊 二

プレゼンテーション報告：徳島大学歯学部教授 西 野 瑞 穂

（１４：３０～１５：００）

議 長 団 日本学校歯科医会副会長 松 島 悌 二

高知県歯科医師会会長 恒 石 定 男

宮崎県歯科医師会会長 白 尾 国 興

大阪府歯科医師会副会長 高 松 平 人

前 回 処 理 報 告 高知県歯科医師会会長 恒 石 定 男

議 事

第１号議案 代表提案者 大阪府歯科医師会理事 垣 内 邦 昭

第２号議案 代表提案者 福島県歯科医師会学校歯科医部会幹事

佐 藤 演 由

第３号議案 代表提案者 山口県歯科医師会理事 仁 保 光 昭

大会宣言起草委員選出

大 会 宣 言 案 朗 読

朗 読 者 大阪府歯科医師会専務理事 太 田 謙 司

大 会 宣 言 文 提 出

提 出 議 長 大阪府歯科医師会副会長 高 松 平 人

受 領 者 日本学校歯科医会会長 西連寺 愛 憲

（１５：００～１５：３０）

閉 会 宣 言 大阪府歯科医師会副会長 岸 直 樹

３ 研究協議会報告

４ 全 体 協 議 会

５ 閉 会 式

�開催要項
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�主題設定の趣旨
ヘルスプロモーションは，人類の真の豊かさを創造して

いく挑戦が原点になっている。現実の課題の解決を図りな

がらあらゆる障壁を乗り越えていくことに人間の価値があ

りQuality of Life の実現に向けて人間が叡智を結集するこ

とをヘルスプロモーションは我々に求めている。

学校歯科保健は，学校教育活動と不即不離の連携を推進

しながら今日までの歯科医学の成果を踏まえ，疾病志向か

ら健康志向への戦略を発展させてきた。これからも，なお

社会の変革の著しい情勢を踏まえながらも，児童生徒の口

腔保健の向上を通して一人一人のQuality of Life の実現を

目指していかなければならない。

本研究大会が２１世紀最初の記念大会であり，参加された

皆様がシンポジウム・研究協議を通して新しい主題の理解

を深め，これからの学校における歯科保健がさらに飛躍す

ることを切望して，この主題を設定した。

�第６５回全国学校歯科保健研究大会の方針
過去において２１世紀に心豊かにたくましく生きる幼児・

児童生徒の歯・口の健康の保持増進を目指し，学校・家

庭・地域と行政とが一体となった包括的な歯科保健活動を

積極的に展開してきた成果を踏まえ，今大会から設定した

「変革に向けての学校歯科保健の飛躍」の主趣に沿って，社

会の変革や価値観の多様性を踏まえつつ，歯科医学はもと

より行動科学，社会科学等の知見を統合して，歯・口の健

康つくりを通して幼児・児童生徒一人一人が生涯健康を創

出できるように学習と実践の理論を構築するための探求を

行い，具体的な実践方法を示して，シンポジウム並びに研究

協議を深めることを基本方針とし，現在歯科界を挙げて推

進している「８０２０運動」にも寄与できる方向を探る。

このため，特に次の事項を重点に研究協議を進めること

とする。

１．８０２０につながる生涯にわたる健康意識の向上を

めざす健康教育と歯科保健活動

２．８０２０につながる生涯にわたる健康意識の向上を

めざす行政の進め方

３．８０２０につながる生涯にわたる健康意識の向上を

めざす学校歯科保健活動の進め方

４．８０２０につながる生涯にわたる健康意識の向上を

めざす学校歯科医の職務

変革に向けての
学校歯科保健の
飛躍

メインテーマ
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幼稚園・保育所部会

生涯にわたる健康意
識の向上をめざした
幼稚園・保育所にお
ける歯科保健活動

１．幼児の発達段階
からみた歯科保健
の目標と内容及び
活動の在り方

２．歯科医学からみ
た幼児期の課題と
歯科保健活動の在
り方

３．幼稚園・保育所
の歯科保健におけ
る園歯科医（歯科
医師）の役割とか
かわり方

「生涯にわたる健康意識の向上と実践力の育成を

めざして８０２０につながる学校歯科保健の飛躍」

１．生涯にわたる健康意識の向上をめざす健康教育と歯科保健活動

２．生涯にわたる健康意識の向上をめざす行政の進め方

３．生涯にわたる健康意識の向上をめざす学校歯科保健活動の進め方

４．生涯にわたる健康意識の向上をめざす学校歯科医の職務

小学校部会

生涯にわたる健康意
識の向上をめざした
小学校における歯科
保健活動

１．小学生の発達段
階からみた歯科保
健の目標と内容及
び活動の在り方

２．歯科医学からみ
た小学生期の課題
と歯科保健活動の
在り方

３．小学校の歯科保
健活動における学
校歯科医の役割と
かかわり方

変革に向けての学校歯科保健の飛躍

―生涯にわたる健康意識の向上と実践力の育成をめざして―

中学校部会

生涯にわたる健康意
識の向上をめざした
中学校における歯科
保健活動

１．中学生の発達段
階からみた歯科保
健の目標と内容及
び活動の在り方

２．歯科医学からみ
た中学生期の課題
と歯科保健活動の
在り方

３．中学校の歯科保
健活動における学
校歯科医の役割と
かかわり方

高等学校部会

生涯にわたる健康意
識の向上をめざした
高等学校における歯
科保健活動

１．高校生の発達段
階からみた歯科保
健の目標と内容及
び活動の在り方

２．歯科医学からみ
た高校生期の課題
と歯科保健活動の
在り方

３．高等学校の歯科
保健活動における
学校歯科医の役割
とかかわり方

盲・聾・養護学校協議会

生涯にわたる健康意
識の向上をめざした
養護学校等における
歯科保健活動

１．児童生徒等の発
達段階からみた歯
科保健の目標と内
容及び活動の在り
方

２．歯科医学からみ
た課題と歯科保健
活動の在り方

３．養護学校等の歯
科保健活動におけ
る学校歯科医の役
割とかかわり方

第６５回全国学校歯科保健研究大会全体構想

☆☆主主 題題

☆☆シシンンポポジジウウムム

☆☆部部会会
課課題題 ププレレゼゼンンテテーーシショョンン

☆☆研研究究のの
内内容容

�メインテーマ 全体構想
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第第４４００回回

全全日日本本
学学校校歯歯科科保保健健
優優良良校校表表彰彰
被被表表彰彰校校

優良校表彰を受けた学校のうち，最優秀８

校に文部科学大臣賞と副賞が，特別賞受賞

校には日本歯科医師会より会長賞が授与さ

れた。

最最優優秀秀受受賞賞校校 宮 城 県 仙台市立幸町小学校

福 島 県 福島市立水保小学校

和歌山県 田辺市立上秋津小学校

大 阪 府 堺市立東深井小学校

山 口 県 防府市立大道小学校

徳 島 県 三好郡三好町立昼間小学校

愛 媛 県 周桑郡丹原町立中川小学校

鹿児島県 鹿児島市立武岡台小学校

特特別別賞賞受受賞賞校校 山 形 県 酒田市立松原小学校

茨 城 県 水戸市立上大野小学校

千 葉 県 柏市立光ヶ丘小学校

埼 玉 県 さいたま市立常盤小学校

岐 阜 県 恵那郡上矢作町立上矢作小学校

滋 賀 県 甲賀郡甲賀町立大原小学校

京 都 府 八幡市立橋本小学校

大 阪 府 高槻市立松原小学校

大 阪 府 大阪市立九条東小学校

福 岡 県 北九州市立北小倉小学校

日本学校歯科医会会誌８７号２００２年２月
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青 森 県 弘前市立和徳小学校

岩 手 県 二戸市立金田一小学校

秋 田 県 秋田市立川尻小学校

宮 城 県 仙台市立通町小学校

宮 城 県 仙台市立八幡小学校

宮 城 県 仙台市立荒町小学校

福 島 県 福島市立御山小学校

茨 城 県 新治郡霞ヶ浦町立美並小学校

茨 城 県 鹿島郡鉾田町立徳宿小学校

栃 木 県 那須郡黒羽町立黒羽小学校

栃 木 県 那須郡塩原町立塩原小学校

栃 木 県 宇都宮市立戸祭小学校

群 馬 県 吾妻郡東村立東小学校

群 馬 県 多野郡吉井町立南陽台小学校

群 馬 県 高崎市立京ケ島小学校

千 葉 県 千葉市立泉谷小学校

千 葉 県 千葉市立高洲第二小学校

千 葉 県 柏市立増尾西小学校

埼 玉 県 川口市立新郷東小学校

埼 玉 県 鴻巣市立馬室小学校

埼 玉 県 羽生市立羽生北小学校

埼 玉 県 比企郡鳩山町立鳩丘小学校

東 京 都 新宿区立愛日小学校

東 京 都 台東区立金曽木小学校

東 京 都 江東区立明治小学校

東 京 都 目黒区立緑ケ丘小学校

東 京 都 大田区立大森第六小学校

東 京 都 北区立滝野川小学校

東 京 都 八王子市立加住小学校

東 京 都 足立区立新田小学校

神奈川県 横須賀市立汐入小学校

神奈川県 小田原市立町田小学校

神奈川県 厚木市立厚木第二小学校

神奈川県 津久井郡相模湖町立桂北小学校

神奈川県 横浜市立南台小学校

山 梨 県 南都留郡河口湖町立小立小学校

長 野 県 木曽郡南木曽町立田立小学校

静 岡 県 磐田郡水窪町立水窪小学校

静 岡 県 静岡市立水見色小学校

静 岡 県 裾野市立千福が丘小学校

静 岡 県 駿東郡長泉町立南小学校

愛 知 県 東加茂郡下山村立田平沢小学校

愛 知 県 名古屋市立千石小学校

岐 阜 県 多治見市立養正小学校

岐 阜 県 瑞浪市立稲津小学校

石 川 県 加賀市立南郷小学校

富 山 県 中新川郡立山町立立山中央小学校

奈 良 県 山辺郡山添村立豊央小学校

京 都 府 京都市立第三錦林小学校

京 都 府 福知山市立成仁小学校

大 阪 府 東大阪市立花園北小学校

大 阪 府 河内長野市立加賀田小学校

大 阪 府 岸和田市立春木小学校

大 阪 府 寝屋川市立第五小学校

大 阪 府 大阪市立北中島小学校

大 阪 府 大阪市立栄小学校

兵 庫 県 多可郡八千代町立八千代北小学校

兵 庫 県 美方郡浜坂町立御火浦小学校

兵 庫 県 神戸市立夢野小学校

岡 山 県 上房郡有漢町立有漢東小学校

広 島 県 世羅郡甲山町立中央小学校

香 川 県 高松市立弦打小学校

愛 媛 県 喜多郡長浜町立豊茂小学校

高 知 県 安芸市立川北小学校

福 岡 県 大牟田市立大牟田小学校

福 岡 県 太宰府市立水城西小学校

表表 彰彰 校校

�全日本学校歯科保健優良校表彰被表彰校
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本校は，昭和４６年仙台市内で５１番目の小学校として
開校し，今年３０周年を迎えた。現在は１３学級３４８名，
教職員２１名の学校である。
本校では，「心身ともに健康で，人間性豊かな，自

主性・創造性に富む児童を育成する。」をめざし，
日々の実践を進めている。
歯科保健の指導については，仙台市教育委員会より

平成８年度「歯の衛生モデル校」の指定を受けたこと
をきっかけに重点的に取り組み始めたものである。歯
科保健を基礎的基本的な態度，生活習慣育成のための
手段の中心として取り上げ，その意識向上や習慣化
が，保健安全全体の意識へと広がり生活の中に根付く
ようにしたいと考えた。当初から「無理なく継続的に
できること」を主眼におき，日常の指導を充実させて
いくよう工夫してきた。
３年前から始めた給食後の歯みがきは，最近では各

学級ごと自然な流れで行われるようになってきてい
る。また歯みがきカレンダーを年間を通して実施して
６年目を迎え，歯みがき習慣の定着化が見られるよう
になってきた。
児童の保健意識の高揚のための手だてとして，学級

での指導のほか，歯の衛生週間を年２回設定し，作文
発表，ビデオ放映などを行っている。児童保健委員会
も保健劇上演，ジュースの糖度調べなどの実験，保健
祭りの開催，宮城県口腔保健センターの「歯の学校」
訪問など活発な活動をし，他の児童によい影響を与え
ている。
歯科健診の方法も，予想・結果の記入，担任からの

説明，個別指導等を含めたものとし，児童が積極的に
参加して，自分の口の中の状態を正しく知ることがで
きるようにした。課題のある児童に対しては養護教諭
が個別指導を行っているが，家庭への働きかけが重要
であることから，保健便りや歯みがきカレンダーを通
して啓発に心がけており，保護者の意識も徐々に高
まってきている。
歯のよい習慣が自然な形で定着してきているほか，

健全歯者が２５％を越えるなど統計的にも成果が表れて
いる。また，歯のよい習慣が他の基本的生活習慣に波
及し，よい効果をもたらしているように思われる。無
理なく地道に長く続けていくというモットーのもと，
今後も学校全体として取り組みを続けていきたい。

（顔写真は全て学校歯科医の先生です）
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第４０回

全日本学校歯科保健
優良校

宮城県仙台市立幸町小学校

〒９８３‐０９３６
宮城県仙台市宮城野区幸町２丁目１９‐１
電話 ０２２‐２９１‐８３９２

�校 長 國井 周一
�学校歯科医 郷家 哲也



児童数は年々減少し，現在は６学級１３９名の小規模

校である。しかし，子供たちは，平成元年に新築され

た校舎や恵まれた自然の下，元気に生活している。教

職員は１４名である。

児童に多い疾患であるむし歯の問題については，安

全指導や学習指導との関連も大きく，学校教育活動の

根幹をなすものととらえ，年間計画を作成し，予防と

完全治療を目指して活動を進めている。予防として

は，正しい歯磨きの習慣形成を第一と考え，給食後の

歯磨きを行うとともに，長期休業中に「歯みがきカレ

ンダー」を配布して習慣化に努めている。また，毎月

１回「むし歯予防活動」を朝の時間に設定し，歯や口

腔に関しての知識を深めながら，自ら実践できる力の

育成にも努めている。なお，この活動は，児童会保健

委員会が中心となって取り組み，一年生への歯磨き指

導をはじめとして，全校生への啓蒙活動に力を入れて

いる。さらに，年５回，家庭の協力を得ながら実施し

ているカラーテスターによる歯磨きチェックでは，結

果と口腔内の様子を「歯の健康手帳」に記入し，学校

と家庭が手を取り合って予防に努めている。昭和６０年

からは，歯質の強化をはかるために，週１回フッ素洗

口を取り入れ，現在に至っている。

健康診断は，むし歯や歯周疾患の早期発見と治療の

ために年２回実施し，歯科医による健康相談や養護教

諭による個別指導を行い一人一人の児童に対応してい

る。

以上の取り組みを継続してきた結果，６年生におけ

るDMF歯数は，１５年前２．９本であったが，徐々に減

少し，現在は０．７本になり，健全歯者率は，７．１％から

３２．１％に上昇している。また，児童自身も，歯を大切

にしようという意識が向上している。

今後は，学校保健委員会を中心に，年々変化する児

童の健康課題を的確に把握しながら，地域社会とのさ

らなる連携のもと，児童が健やかな生涯を送れるよう

働きかけたい。

本校は，明治９年１１月２５日に開校，現在１２５年目と

なり，１２学級，児童数は２７２名で，教職員は２２名である。

教育方針は「知・徳・体の調和がとれ，心身ともに

たくましく生きぬく児童の育成」とし，教育目標の

「体」の部分では「健康に気をつけ，心身ともにたく

ましい子どもを育てる」として取り組んでいる。

平成３，４年度には「虫歯予防推進指定校」として

文部省の指定を受け研究に取り組み，大きな成果を上

げた。その時の良き伝統を受け継ぎ，発展させて来た。

学校保健安全計画だけでなく，生徒指導年間計画，

給食指導年間計画にも健康についての取り組みを明記

し，様々な角度からの実践を目指している。給食後

は，情報委員が担当して，約４分間１６通りの歯みがき

タイムのテープを流し，音楽とナレーションに合わせ

て子どもたちは一生懸命歯をみがいている。

本校では，学校歯科医の献身的な尽力により，健診

で児童一人ひとりに充分時間を取り助言を受けたり，

養護教諭への具体的な指導助言が，う歯治療の向上に

つながったと評価している。

学校保健委員会で，懸案となっていた「歯みがき指

導研究会」も本年度，当地方歯科医師会，教育委員

会，及びメーカーの協力を得て実現出来た。幼少の連

携や保護者の意識も大いに高まり，歯科保健のみなら

ず健康つくりを考えていく上で，大きな成果を上げる

こととなった。

この全日本学校歯科保健優良校表彰最優秀賞の受賞

を励みとし，今までの健康教育の実践を再度評価し直

し，保健活動の重点化を図ると共に，２１世紀に生きる

子どもたち一人ひとり主体的な実践意欲を高める為の

具体的な取り組みを推進していきたい。

福島県福島市立水保小学校

〒９６０‐２１５２
福島県福島市土船字原野町１９‐１
電話 ０２４‐５９３‐１０９７

�校 長 和光 幸男
�学校歯科医 渡辺 一民

和歌山県田辺市立上秋津小学校

〒６４６‐０００１
和歌山県田辺市上秋津４５６５
電話 ０７３９‐３５‐００１４

�校 長 硯 愼一
�学校歯科医 住吉 増彦

�全日本学校歯科保健優良校文部科学大臣賞受賞校プロフィール
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本校は，母体校である深井小学校の児童数急増に伴

う過密解消のために，堺市第８２番目の小学校として，

昭和５７年４月分離新設され，１９学級・６９４名の児童・

３０名の教職員によって歩みを始めた。

歯科保健教育に関しては，全学級での歯垢染色剤を

使っての歯磨きの全体指導とむし歯の多い児童や

CO・GOの児童を対象とした歯磨きの個別指導を組

合せ，健康な歯の維持・増進に取り組んでいる。昨年

度は，歯科衛生士専門学校生約３０名の協力を得て，一

人一人の児童に正しい歯磨き指導を行い，成果を上げ

ることができた。

また，今年度は歯周病予防にも取り組み，歯ぐきへ

の興味関心も高めている。

児童保健委員会は，日常の点検や健康についての広

報活動，児童集会での寸劇やクイズ等による児童の体

や歯の健康に対する関心を高める取り組みを行ってい

る。

新１年生の就学時健康診断時における，保護者への

歯磨きの個別指導，学校保健委員会や学校だより，保

健だより，給食だより，PTA広報紙等をとおして，

保護者への啓発を行い，歯科校医先生の献身的なご指

導ご協力の下，学校と家庭が一体となっての児童の健

康な歯の維持・増進にも努めている。

以上のような継続的な実践の結果，平成４年度の６

年生のDMTの３．３が，平成１３年度には１．６２になり，

取り組みの成果が表れている。

これまでに大阪府よい歯を守る学校園表彰知事賞，

日本学校歯科保健優良校特別賞等いただいているが，

歯の健康を中心とした健康教育の成果が認められたも

のと考えている。

今後は，歯の健康だけではなく，体全体の問題や食

等についても興味関心を育て，自らの健康について，

生涯にわたって維持・増進させようとする実践的態度

の育成をめざし，総合的な学習の重要な内容の一つに

健康教育を位置づけ，取り組みを進めていきたい。

本校での学校保健は，教育活動の根底を支えるもの

と考え，学校生活の全分野で指導を行い，家庭・地域

との連携を密にし実践の浸透化を図るとともに環境整

備にも努めている。

多くの児童が問題や課題を持っている歯や口の健康

づくりを，生涯にわたる健康増進の基礎づくりと考

え，健康教育を進めている。保育（保健領域）を中心

とし，理科，生活科等の関連教科で歯や口の健康に関

する知識の習得を目指し学級活動（保健指導），学校

行事，児童会活動での指導，個別指導等で実践的な態

度や望ましい習慣形成を目指している。

具体的な本校の取り組みの概要は以下のとおりであ

る。

定期健康診断，２回の歯科健診を実施し，それを中

心とした指導，さらにその結果を基に個別指導を継続

的に実施している。

児童の実態に配慮をした保健指導を実施するように

し，毎年１回は歯垢染め出し剤を使った指導を行って

いる。

学校歯科医・歯科衛生士によるブラッシング指導，

RDテスト（う蝕活動性試験）を５年生対象に実施し

ている。

保健委員会活動では，口・歯・食べ物のこと等児童

自らが調べ，全校児童に広める活動をしている。

拡大学校保健委員会を実施し，多くの保護者に健康

について関心をもってもらい，連携を深める機会とし

ている。

長期休業期間は，「歯磨き頑張りカード」（歯磨きと

おやつの食べ方）を配布するなど家庭との連携をと

り，歯磨き指導を進めてきた。

このような取り組みを継続的に実施してきた結果，

平成１３年度には，むし歯のない児童が３０％，DMF０．３２

となった。

今後とも，歯・口の健康づくりのための基本的な生

活習慣を一層身につけさせ，さらに生涯にわたりより

よいライフスタイルを自己選択していける児童を育て

ていきたい。

大阪府堺市立東深井小学校

〒５９９‐８２３７
大阪府堺市深井水池町３２１４番地
電話 ０７２‐２７８‐２７９１
�校 長 赤坂 文男
�学校歯科医 富田 康則

坂本 直樹

山口県防府市立大道小学校

〒７４７‐１２３２
山口県防府市大字台道４００の１
電話 ０８３５‐３２‐０００７

�校 長 清水 寛
�学校歯科医 緒方 一昌
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本校は１１学級，児童数２８３名で，教職員数は１９名で

ある。

明治１９年に統合・創立以来，町の中心校として，多

数の人材を育成してきた。

本校では平成９年度以降，学校保健のテーマを「進

んで自分の健康づくりの習慣が身につく児童の育成

―歯・口の健康づくりを目指して―」とし，学校歯

科医の，極めて熱心な指導・助言のもとに，特に次の

ような点に重点をおいて，継続的に取り組んできた。

� 児童自らが自分の歯や口に関心を持ち，課題を解

決しようとする態度を養う。

� 児童の歯と口に関する実態調査に基づいた指導計

画を立て，実践と評価を行う。

� 健康についての児童や保護者の認識を高めるため

に，家庭との連携を密にし，啓発活動や協力態勢づ

くりに努める。

� 歯と口の健康づくりのための環境の整備に努め

る。

本年度も，「平成１３年度 歯・口の健康づくり年間

指導計画」に基づき，全校をあげて次のような歯科保

健指導を実践している。

� 学級活動での歯科保健指導

� 学校行事での歯科保健指導

� 児童会活動での歯科保健指導

� 保健委員会活動

ア むし歯予防集会

イ １年生へのブラッシング指導

� 給食委員会活動

ア 正しい食生活のしかたや歯と口の健康の大切

さについての啓発活動

イ 給食後の歯磨きの習慣化の徹底

このように全校をあげて取り組んできたことによ

り，子どもたちには，歯と口だけでなく，自分や周り

の人々の健康生活全般について関心を持ち，よりよい

生き方をしようと努力する態度が備わってきた。

また，学校，学校歯科医，家庭，地域の連携が深ま

り，すべての教育活動にもよい影響が出てきている。

本校では，平成９・１０年度「文部省 歯・口の健康

つくり推進指定校」の研究・実践の成果を生かし，研

究を継続している。１１年度からは，「総合的な学習の

時間」に健康教育に関するテーマを設定し，「歯・口

の健康つくり」から「心身の健康つくり」へと広が

る，トータルな健康つくりに取り組んでいる。

本校では，次のような取り組みを進めている。

� 歯・口の健康に関する保健教育

・学級活動やさわやかタイムにおける歯・口の保健

指導年間指導計画を作成し実践。

・基本的な指導過程やワークシートの工夫，T・T

による指導など，個に応じた指導や支援について

の研究と学習改善。

・「健康バッチリ大作戦」（「総合的な学習の時間」）

の活動計画案を作成し実践。

・「健康まつり」（学校行事）で，各学年の取り組み

や学習の成果を発表し，保護者や地域を巻き込ん

だ健康つくりを推進。

・毎週水曜日のさわやかタイム（業前・保健指導）

で，歯垢染め出しなど年間指導計画に沿った活動

と記録のファイル（ピカピカファイル）。

・ヘルス委員会を中心とした歯・口の健康に関する

保健集会。

� 歯・口の健康つくりに関する保健管理

・年２回の歯・口の健康診断と学校歯科医による健

康相談。

・給食後の全校歯みがきタイムの常設による歯みが

きの習慣化。

� 歯科保健に関する学習環境

・養護教諭や学校歯科医，学校栄養職員など，関係

諸期間との連携を図ったT・Tでの授業。

	 家庭や地域との連携・啓発・協力

・親子歯みがきカレンダーや家庭での歯垢染め出し

など，家庭を巻き込んだ実践。

・歯・口の健康つくりの具体的な目標を設定した学

年の PTA活動。

今後とも，歯・口の健康つくりの推進を通して，健

康に関する自己管理能力，そして「生きる力」を育て

ていきたい。

徳島県三好郡三好町立昼間小学校

〒７７１‐２５０１
徳島県三好郡三好町大字昼間１６３７番地
電話 ０８３‐７９‐２１５８

�校 長 稲井美緒子
�学校歯科医 秋田 一郎

愛媛県周桑郡丹原町立中川小学校

〒７９１‐０５３１
愛媛県周桑郡丹原町大字来見１番地１２２
電話 ０８９８‐７３‐２３０１

�校 長 黒河 誠二
�学校歯科医 佐伯 勉

�全日本学校歯科保健優良校文部科学大臣賞受賞校プロフィール
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本校は，平成元年４月に開校し，本年度で開校１３年

目を迎えた新しい学校である。開校当時２３学級，７９１

名いた児童も，現在では１３学級，４０１名に減少してい

る。

本年度は，学校保健目標を「自ら進んで健康つくり

を確立する児童の育成～一人一人がめあてをもち，自

分の健康つくりに努めるとともに，特にむし歯ゼロを

めざして努力する」とし，特に歯の健康教育に重点を

置いた活動を展開している。

その主な活動は次のようなものである。

� 年２回（５月，９月）の歯科健診後の学校歯科医

による児童・保護者を対象とした歯に関する健康相

談の実施と，担任による治療を要する児童・保護者

への相談活動の実施

� 毎学期１回の学校保健委員会の場での学校歯科医

による講話の実施（全職員が参加し研修の場として

いる。）

� 毎学期１回の保健強調週間の設定による家庭での

歯磨き運動の展開（「健康さわやかカードの活用」）

� 歯の衛生週間の設定（歯科学院専門生を講師に招

いての授業，児童保健委員会によるポスター・標語

の募集と掲示）

� 学級 PTAにおける歯の健康に関するビデオの視

聴と研修

� 給食後の歯磨き指導の徹底（「給食時計」による

歯磨き時間の設定，自作「歯磨きソング」の放送）

このような取り組みをしてきた結果，むし歯治療率

も徐々に良くなり，児童の意識も向上してきた。今後

もこの受賞を励みとして健康教育の充実に努めたい。

鹿児島県鹿児島市立武岡台小学校

〒８９０‐００３１
鹿児島県鹿児島市６丁目１‐１
電話 ０９９‐２８１‐１５４５

�校 長 西� 寅雄
�学校歯科医 濱崎 真一

文部科学大臣表彰校表彰式

表彰状伝達式
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今回の実地審査で最優秀表彰候補校において共通に感じたことは，各学校において学校教育目標と学校保健目

標が有機的に連動していたこと，学校保健における学校歯科保健が明確に位置付けされ付加価値を高めている活

動が継続されていたことである。さらに学校歯科保健活動の実践が候補校のどの学校においても，地域特性を踏

えまた活動として継続されていたことである。学校と家庭と行政の連携が円滑に推進され，加えて児童が歯・口

の健康，心身の健康を実現する生活の習慣化に主体的に創意工夫しながら実践していることが明確になったこと

である。

全日本学校歯科保健最優秀表彰校に対する学校保健関係者の評価が高まってきたことは，学校歯科保健の諸活

動が質的に充実し，学校教育目標を達成する内容を具備しているとの認知が普遍化された結果と推察される。学

校保健活動の主体的な活動こそ，究極には児童の人間成長の基礎であることの認識が行政関係者，教職員や保護

者に衆知され学校歯科保健活動を核として活動されていたことである。

◆候補校の概要

大規模・中規模・小規模校の各学校において，学校歯科保健活動が機能的に展開し活性化していること

をあげることができる。このことは学校歯科保健優良校表彰制度の意義が，行政関係者・教職員・学校保

健関係者・保護者などに理解され，活動として組織的・機能的に展開したからに他ならないことを第一に

あげることができる。

次は学校教育の中で学校保健の位置付けが確立されていたことである。それは歯・口の健康つくりが心

の健康づくりに深く関わっていることの認識が共有化され，生涯にわたって健康な生活を実践していくた

めの具体的な行動目標として歯科保健活動を選択されていたことである。

しかし各学校が平成１４年度からの学習指導要領の実施に向けて教育課程の編成や移行措置の実施が試行

錯誤の状況にあったことであり，各学校が教育課程編制を集約し，これからの実践に期待している。

◆歯科に関する保健教育

候補校において教員の多くが児童の歯・口の健康つくりに理解を持ち，実践していたことがあげられ

る。このことは保護者からの学校に対する質問に応えられる力量を教員が具備しているということができ

る。第一に適時性を踏まえたライフスキルの習熟が，人格形成に不可欠であるとする認識，そのための歯

科に関する学習方法の検討，教材研究の工夫などが候補校全てに認められたことである。第二には歯・口

の健康つくりのための有効な方法としてのフッ化物応用によってう蝕予防の効果を優先するあまり，歯・

口の健康つくりのための教育効果を過小評価してきた反省にたった活動の見直しが認められたことであ

る。今回の実地審査において，各学校にあって歯・口の健康診断がスクリーニングとして明確に位置付け

されていたことである。CO・GO・顎関節の異常の診査が児童にとって日常生活の行動と深く関わってい

るとする教材として，教員が保健指導を充実する題材として共有化されていたことをあげることができ

る。

◆歯科に関する保健管理

平成６年度に改定された学校保健法施行規則の健康診断の意義を踏まえ，どの候補校でも CO・GOに

関する学習と悪化を阻止する生活実践の工夫とが重視され展開されていたことを強調しておきたい。さら

全日本学校歯科保健優良校表彰
最優秀校を審査して

第４０回全日本学校歯科保健優良校表彰審査会

�全日本学校歯科保健優良校表彰最優秀校を審査して
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に食習慣の在り方を含めて保健指導の教材になっていたことは，８０２０運動の基本的な実践が定着して

いたことが示唆された。また，各候補校で保健教育の補完として保健管理が望ましい方向性をもって展開

されていたことを指摘しておきたい。集団管理はともすれば規則的な管理方法に傾きやすい弊害がある

が，学級担任による学習と管理が基盤となって，養護教諭さらには学校歯科医による，より個別的な対応

へと発展していくものである。このことは全国の全ての学校においても参考にすることができる保健管理

の活用方法である。保健管理としての個別指導は各候補校でも認められたが，共通して児童の生涯を視点

にして教員－学校歯科医の活動が展開されていたことを特筆しておきたい。保護者にとって児童の学校適

応が円滑に行われるほど，学校に対する信頼が増幅され，協力関係が強くなるものである。

◆学校・家庭との連携協力

学校と家庭との連携は，簡単なようで至難な活動である。候補校においてはこの視点が明確であり活動

が適切であった。特に学校保健委員会の活動において地域学校保健委員会の活動形態の過渡的な活動とし

ての全保護者が参加する委員会活動が実践されていたことは，生活基盤としての家庭の意義を教職員が再

認識した結果であろう。さらに本活動の展開において校長の適切なリーダーシップが不可欠であることが

確認されたといえよう。歯科保健に関する管理活動の展開は多様であるが，家庭に対する啓発活動の工

夫，支援の仕方等において本年度の候補校の実践を参考にしてそれぞれの地域の実態に即しての方法を創

出されることが重要である。

◆教員の歯科保健に関する研修

教育活動の基本は，各学級の活動にある。学級王国といわれるほど児童にとって，学級集団から受ける

影響は大きい。極言すれば歯科保健活動も学級担任と児童との創意に基づいた協同の実践に他ならない。

歯科保健の課題をどのように児童生徒一人一人が認識し，その解決を図っていくのか，多様な教材研究を

基礎に教育環境を形成していくかにある。候補校の学校歯科医の活動が専門性を前面にリーダー性を発揮

するのではなく，教員の歯科保健活動の研修を支援していることに徹底していたことが印象的であった。

しかし平成１４年度の学習指導要領の実施に向けて教育課程の編制が急務であることや移行措置の試行で，

教員の歯科保健に関する研修がやや低調であったことは否めない。さらに候補校の実践は多様であり優れ

た内容であったが，実践に対する評価がやや不足していたし，児童への還元が不十分であった。創設され

た「総合的な学習の時間」における歯・口の健康つくりの展開は，児童に主体的な課題解決をせまること

ができる契機であることから候補校を含め全国の各学校が実践と評価を踏まえた一層の活動が望まれる。

◆歯科保健に関する学習環境

学校週５日制の実施にともなって各学校における歯科に関する学習時間の確保は難しくなってくること

から，意図的に多くの影響を与える学習環境の整備を重視していくことが肝要になる。歯科資料室の整

備，廊下壁面を活用した言語環境や絵画環境の展開，視聴覚教材の活用，学校給食と歯科保健の関わりな

ど，児童全体に及ぼすプラスの影響を考えると各学校においても間接的な学習効果を高める環境の整備が

急務と考えられる。これら学習環境の整備は，児童の参加によって実施されることが望まれる。たとえそ

の学習資料の制作が幼拙であっても，意図的に学習しようとする児童にとっては代え難い教材になるもの

である。学校歯科医等の専門的な助言を得ながら参加型学習の一層の充実が望まれる。

学校歯科保健優良校の実地審査の講評を終えるにあたって，最優秀候補校に選出されなかった学校も活動実践

の評価は候補校の評価と僅差であった。これからも希望をもって実践され栄冠を掌中にされることを希求して審

査会の報告とする。
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北海道生まれ 医学博士

１９５８年札幌医科大学卒業後，母校の整形外科講師となり，医療のか

たわら小説を執筆。１９７０年「光と影」で直木賞を受賞。

作品には医学を題材としたものから，歴史，伝記的小説，男と女の

本質に迫る恋愛小説と多彩で，医学的な人間認識をもとに，華麗な現

代ロマンを描く作家として，現在文壇の第一線で活躍している。

現在まで１００冊をこえる著作を発表，１９８０年には文藝春秋社から渡

辺淳一作品集全２３巻を，さらに１９９５年には角川書店から渡辺淳一全集

全２４巻を刊行し，１９９７年２月刊行の「失楽園」（講談社）は，日本経

済新聞に連載中から話題を呼び，２６０万部を突破。その題名は１９９７年

の流行語大賞に選ばれた。

また，１９９８年６月には渡辺淳一文学館が故郷の札幌に完成し，一般

公開されている。

記 念 講 演

テーマ 「こころとからだ」
わた なべ じゅん いち

渡 辺 淳 一
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◆◆◆ 全国学校歯科保健研究大会年次表

回 開催地 年 月 日 回 開催地 年 月 日

� 東 京 昭和６年４月６日 � 静 岡 昭和４５年１０月２５日～２６日

� 東 京 昭和７年４月８日 � 千 葉 昭和４６年１０月２８日～２９日

� 福 岡 昭和８年５月２０日～２２日 � 秋 田 昭和４７年１０月１０日～１１日

� 名 古 屋 昭和９年５月２０日～２２日 	 東 京 昭和４８年１１月１７日～１８日


 東 京 昭和１０年５月１９日～２０日 � 京 都 昭和４９年１０月１２日～１３日

� 山 梨 昭和１１年５月３日～５日 
 香 川 昭和５０年１１月１５日～１６日

� 大 阪 昭和１２年５月１６日～１８日 � 栃 木 昭和５１年１０月３０日～３１日

� 静 岡 昭和１３年５月１日～３日 � 神 奈 川 昭和５２年９月３０日～１０月１日

� 京 都 昭和１４年９月１３日～１５日 � 大 阪 昭和５３年１１月１７日～１８日

� 宮 崎 昭和１５年５月１１日～１３日 � 兵 庫 昭和５４年１１月９日～１０日

� 秋 田 昭和１６年６月１４日～１６日 � 鹿 児 島 昭和５５年１１月１４日～１５日

� 兵 庫 昭和１７年５月９日～１０日 � 東 京 昭和５６年１１月１３日～１４日

� 東 京 昭和１８年５月１６日～１７日 � 愛 媛 昭和５７年１０月１５日～１６日

� 名 古 屋 昭和２５年１０月２１日 � 福 岡 昭和５８年１１月２５日～２６日

� 福 岡 昭和２６年１０月５日 � 山 形 昭和５９年９月２８日～２９日

 宮 城 昭和２７年８月３日 ! 奈 良 昭和６０年１０月２５日～２６日

" 香 川 昭和２８年１１月１４日～１５日 # 岩 手 昭和６１年９月１９日～２０日

$ 島 根 昭和２９年１０月８日 % 岐 阜 昭和６２年１０月２３日～２４日

& 東 京 昭和３０年１１月２３日～２４日 ' 青 森 昭和６３年１０月１４日～１５日

( 北 海 道 昭和３１年８月５日～６日 ) 和 歌 山 平成元年１０月２７日～２８日

* 岐 阜 昭和３２年７月２１日～２２日 + 広 島 平成２年１０月１９日～２０日

, 栃 木 昭和３３年１０月２４日～２５日 - 宮 城 平成３年１０月１８日～１９日

. 青 森 昭和３４年１０月１１日～１２日 / 徳 島 平成４年１１月１３日～１４日

0 和歌山県 昭和３５年９月２５日～２６日 1 埼 玉 平成５年１２月２日～３日

2 神 奈 川 昭和３６年１１月１２日～１４日 3 富 山 平成６年９月２９日～３０日

4 京 都 昭和３７年１１月２３日～２４日 5 愛 知 平成７年１０月１９日～２０日

6 山 形 昭和３８年１０月５日～６日 7 東 京 平成８年１１月２１日～２２日

8 富 山 昭和３９年９月１８日～１９日 9 福 島 平成９年１０月１６日～１７日

: 東 京 昭和４０年１０月１７日～１８日 ; 沖 縄 平成１０年１１月１９日～２０日

< 大 阪 昭和４１年１１月１９日～２０日 = 北 海 道 平成１１年９月３０日～１０月１日

> 名 古 屋 昭和４２年１１月１１日～１２日 ? 高 知 平成１２年１１月３０日～１２月１日

@ 熊 本 昭和４３年１１月１０日～１２日 A 大 阪 平成１３年１１月１５日～１６日

B 滋 賀 昭和４４年９月２１日～２２日
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１１ シンポジウムの概要

医療の目標は，人々の生涯にわたる健康の維持を医

療面から支援することにより各人の生活の質（Quality

of Life, QOL）を高めることにあると云える。ヒトが

人生の終局にいたるまで求めている楽しみは，「食べ

ること」と「話すこと」の二つが最も大きいだろう。

QOLを高め，生きる喜びに満ちた人生を送るために

は，これらの機能を支障なく発揮できることが重要で

ある。これら二つの機能は，いずれも口の働きに関係

しているので，歯科医療の貢献はきわめて期待され

る。もし，顎口腔の疾患のために，これらの機能が自

由に発揮できなければ，生きることに非常に苦しみを

伴うことは容易に想像できる。それだけではなく，「食

べる」ことは，様々な身体の他の組織や器官に作用し

てヒトの健康を高めるのに役立っていることが近年明

らかにされつつある。口腔の健康を保つことにより，

「食べること」，「話すこと」の楽しみを人生の終局ま

で失せないことが，高い生活の質を保つためにきわめ

て重要である。８０２０運動は，この目標を達成する

ための歯科医療の面からのアプローチと言えよう。

今回の研究大会開催の趣旨にあるように，学校歯科

保健は児童生徒の口腔保健の向上を通して一人一人の

Quality of Life（QOL）の実現を目指していくことを

目的としている。歯周病やう蝕などの主な歯科疾患は

生活習慣病としての性質を持っているが，このことは

逆に良い習慣を人生の早期につけることにより，これ

を予防することが可能であることを示唆している。生

活習慣病を防ぐために良い生活習慣をつけるのには，

学校時代がもっとも適していると言う意味で，学校歯

科保健はその最も良い教育課程であるといえる。この

教育課程を有効に活用するためには，学校歯科保健の

時間に「健康に対する意識の向上」と「健康を維持す

るための実践力を育成する」ことが，二つの重要な柱

になる。そして，学校歯科保健を児童・生徒に教育

し，指導する側の努力もまた求められる。今回のシン

ポジウムを，ぜひそのために利用していただきたい。

本シンポジウムでは，「生涯にわたる健康意識の向

上と実践力の育成をめざして８０２０につながる学校

歯科保健の飛躍」を目指して４人の先生方に講演をし

ていただく。講演の順序は，�一般健康教育のあり方

と進め方（大津先生），�健康教育と行政（高杉先

生），�学校歯科保健の進め方（安井先生），�学校歯

科保健の実践（中條先生）と言うふうに，系統立てて

組み合わされている。図１に示すように，これら４つ

のテーマは，「健康に対する意識の向上」と「健康を

維持するための実践力を育成する」ための学校歯科保

健教育を導き，支援するための主要な事項である。

学校教育の中で健康教育は，生涯を通して健康で生

き生きとした生活を送れるよう支援するためにきわめ

て重要であるにもかかわらず，そのあり方については

確固とした考えがなかなか根付き難い。そのため，つ

い軽視される傾向がある。そこで，健康教育をどのよ

うに一般教育の中に取り込んでいくかが問題となる。

シンポジウム

生涯にわたる健康意識の向上と実践力の育成をめざ
して８０２０につながる学校歯科保健の飛躍

座 長

大阪大学大学院歯学研究科 森 本 俊 文
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この点について，大津先生の講演は，生涯健康づくり

の基礎としての学校健康教育の役割とその実践法につ

いて，理論と具体策が主題に取り上げられている。平

成１４年度から小・中学校において始まる新学習指導要

領にしたがって，「ゆとりの中で生きる力をはぐく

む」教育方針の一翼を担うものとしての学校健康教育

が期待されている。そのため，先ず「健康教育の向上

を目指すこと」が目標となり，その目標達成のための

実践力の育成を図らなければならない。すなわち，自

らの心身の健康および生活行動や環境を適切に管理・

改善出来る能力を養うことが目標である。そのために

QOLを高めて，「健康に良い生活行動」を児童・生徒

がとれるように，健康に対する価値観，生きがい感覚

の育成と環境の整備が求められる。学校歯科保健はそ

のための絶好の場であると言えよう。

学校教育の中で健康教育を進めていくためには，既

述のように環境整備が欠かせない。なかでも社会的環

境の整備は，個人のレベルでは容易に行えるものでは

なく，行政の面からの指導と支援が必要である。人々

が自らの健康を管理して，改善することができるよう

にするプロセスをヘルス・プロモーションと呼んでい

るが，その戦略として「健康的な公共政策作り」，「健

康を支援する環境作り」，「地域活動の強化」などが挙

げられる。これらに関しては，行政の指導や指示が強

力な援護・支援になる。このような学校保健教育の行

政面について，大阪府健康福祉部長の高杉先生からお

話をしていただく。

さて，このような学校歯科保健の理念は，学校保健

教育の中で実践されていく必要がある。これまで学校

歯科検診は「う蝕や歯周疾患などの状態をいかにコン

トロールするか」という疾患診断・管理型であった

が，今後は「自己実現のために歯・口腔の健康をいか

に保持増進するか」という健康増進・教育型の活動が

展開できるようにする必要がある。すなわち「健康志

向型学校歯科保健活動」が求められる。人生の「質」

の向上に，高い健康状態のレベルを維持することがそ

の基礎として重要であり，そのために大切なことは，

児童生徒に健康とは何か，どのようにすれば健康の保

持増進ができるかを自ら考え，実践できる能力を開発

支援することである。明海大学歯学部の安井先生は，

「生涯にわたる健康意識向上を目指す学校歯科保健活

動の進め方」として，学校は健康教育にとって大変良

い場所であり，全身の健康を保つための入り口とし

て，歯や口の健康を保つための教育が大切であること

を説明されている。すなわち，口腔保健は，他の領域

の保健に比べて児童生徒による自律的健康作りのため

の教育題材として優れていることが多い点があげられ

る。

このような学校歯科保健の理念が提唱された段階

で，次に求められるのは，その理念を実践するための

学校での対応の仕方である。学校歯科医である中條先

生から，「生涯にわたる健康意識向上を目指す学校歯

科医の職務」と題して学校歯科保健の実践の場でのお

話をしていただく。先生の学校歯科保健の経験と実績

から，歯・口の健康つくりを出発点にして，子供達の

食生活・リズムのある生活の習慣化ができるように

なったとの報告がある。それだけではなく，子供達が

意欲的に学習に取り組むことができるようになり，ま

た PTA，地域との結びつきが強まり，総合的な学習

に対する取り組みに，自信と意欲が見られるように

なったこと，教師間の共通理解や協力体制が緊密に

なったことなどの良い波及効果があることなどが報告

されている。このように学校歯科保健の実践からはじ

まって，総合的な学習へ発展していくことが，「生きる

力をはぐくむ，歯・口の健康つくり」の基礎になるため

には学校歯科医の並々ならぬ努力が必要とされる。

学校（児童・生徒）

健康意識
向上

健康維持
実践力育成

一般健康
教育�

歯科からのアプローチ

８０２０運動
歯科保健
実践 福祉行政

�
生涯にわたる
健康の創造・維持

歯科保健
教育

�
目 標

高いQOL
（生活の質）

図１ 学校歯科保健の目標と本シンポジウムの目的
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２２ 食べることと生活の質（QOL）

３３ 咀嚼の消化，摂食調節作用

このように本シンポジウムは，健康教育の一般概

念，その行政，学校歯科保健の理念とその実践という

筋でまとめられている。各先生からのお話が一通り終

わった後で，場内からの質問をお受けしたいと思って

いる。参加者からの活発なご発言を期待している。

生涯にわたる健康の維持に，歯・口腔の健康を守る

ことがなぜ大切なのかを児童生徒に理解してもらうこ

とは，学校歯科保健の出発点になる。すなわち，自分

で行う健康維持行為の目標の理解である。そのために

は，歯・口腔の健康を維持することが，食べることや

話すことの楽しさを生涯持ちつづける価値を認識して

もらうことである。そこで，咀嚼することの意義を例

にとって図２に示した。

咀嚼は「食べる」ための基本動作であり，食べる楽

しさに動機付けられている。もし「食べる」ことに楽

しさが伴わなかったら，食べることが生命の維持に必

須であるにしても，咀嚼は単なる口の繰り返し運動に

過ぎず，苦痛以外の何者でもない。このことは，味覚

を失った患者の症例でよく知られている。また，味が

分からなくなると唾液分泌は少なくなり，咀嚼や嚥下

が円滑におこなえず，したがって食べる楽しさが一層

分からなくなる。また，味が感じられても，口腔疾患

や口腔外傷などにより口腔に痛みがあれば咀嚼するこ

とができず，やはり食べられないことに対する不満は

大きい。これらの事実は，咀嚼することにより生じる

食物の味や舌ざわり・歯ざわりなどの顎口腔の感覚

が，食物の美味しさとそれによる「食べること」の楽

しみに深く関係していることを示している。近年，こ

のことを証明するいくつかの科学的証拠が得られてい

る。すなわち，食べることによりオピオイド opioids

のような快感を生じるもの，美味しいものを食べよう

とする意欲に関係するドーパミン dopamine のような

生理活性物質が脳内に分泌されることが明らかにされ

ている。

さらに，これらの脳内生理活性物質が分泌される

と，痛み感覚閾値が上昇し，不安感が和らぐことも知

られている。また，このような効果を無意識に求め

て，ストレスがあると往々過食する。俗に「やけ食

い」と云われる現象である。同様な現象はラットでも

認められる。このように，食べることは脳内物質の分

泌を介してヒトの心理に大きい影響を与え，また逆に

無意識的に快感やストレスの緩和を求めて摂食するこ

とがある。したがって，顎口腔の健康を保つことは基

本的に，人生を楽しむために大切であるが，同時に摂

食の管理もまた大切であることを伝えることが必要で

ある。

咀嚼することは食物消化にとって基本的には欠くこ

との出来ない重要なプロセスであり，咀嚼による食物

の機械的な噛み砕き作用は，噛み砕かれた食物が胃や

腸管の中で様々な消化液と接触する面積を増やして，

消化されやすくするのに役立っている。また，噛み砕

かれた食物中の澱粉が唾液中のアミラーゼにより分解

される作用もある。しかし，唾液分泌にはもう１つ大

切な作用を持つことが明らかにされている。すなわ

ち，唾液には消化管の粘膜を保護する作用があり，咀

脳血流・脳温・脳活動
おいしさ（ドーパミン，オピオイド）
摂食行動

脳 消化の脳相

運動
調節 感覚 味，匂い，歯ざわり

舌ざわり，温度

食欲調節 咀 嚼 唾 液

機械的消化

EGF
（上皮成長因子）

アミラーゼ

マルトース産生

消化液

消化管 胃酸・膵液など

ホルモン

ガストリン
インスリン
グルカゴン

図２ 脳を介して起こる咀嚼の全身的な影響
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４４ まとめ

嚼により分泌される唾液中には，消化管粘膜の潰瘍を

予防するような物質（上皮成長因子 EGF）が存在す

ることが明らかにされている。したがって，嚥下され

た食物による胃粘膜の障害は，このような唾液成分に

より，潰瘍になるのを妨げていると考えられる。

さて，このような機械的な噛み砕きによる咀嚼の消

化作用を直接的作用とすると，咀嚼には他の間接的な

消化作用がある。美味しそうな食物を見たり，その匂

いを嗅いだり，食事の準備をする音を聞いたりするだ

けで，空腹時には，消化管から胃液や膵液が分泌され

る。それだけではなく，実際に食物が無くても，食べ

たい食物のことを想像するだけで，このような消化液

の分泌が起こる。すなわち，食物を咀嚼するときに

は，既に胃腸では消化準備が行われている。このよう

な分泌は，古くから消化の脳相（または頭相）として

知られているもので，食事による味覚，嗅覚，機械的

刺激による無条件反射，あるいは，視覚や聴覚を介し

ての条件反射によって起こり，迷走神経を介して起こ

る神経性の分泌であることが知られている。たとえ

ば，食物を口腔内に入れたときの膵液分泌は最も強力

で，そのため咀嚼中に生じる口腔感覚はきわめて重要

であるといえる。しかし，逆に脳相における消化液の

分泌は，不愉快な視覚，嗅覚，味覚の入力あるいは恐

怖などのストレスがあると容易に抑制される。した

がって，快適な環境で食事をすることが，脳相におけ

る消化液の分泌が十分であるために大切であるといえる。

また，胃や腸内では食物消化に際して粘膜細胞から

種々の消化管ホルモンが分泌されるが，これらは血液

を介して脳内で食欲の調節に働くとされている。この

ように，食べること，咀嚼することはフィードバック

作用により巧みに全身の健康維持に役立っている。

精神的な問題を含めて，全身の健康を守るために

は，まず健康についての価値を認識して，それを守る

ための行動を生涯自分でやらなければならない。ここ

に保健教育の意義がある。口腔の健康について先生方

の努力で児童・生徒のときから歯磨きをする良い習慣

がつけられていることは，きわめて大きい意義を持っ

ている。良い習慣を訓練付けることのほかに，健康を

保つ意義を知識で受け入れることが大切であること

は，本シンポジウムで強調されていることである。口

の機能が身体の他の機能に与える影響についての知識

を与え，学校歯科保健の児童・生徒指導の上に生かし

ていくことは大切である。図２に示したように，咀嚼

することは，全身の健康を保つのに様々な役割を持っ

ていることを学校時代に認識してもらうことが重要で

ある。

開会式
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１ はじめに

２ 生きる力を支える学校健康教育の役割

学校保健の分野でもヘルスプロモーションによるア

プローチが浸透してきている。ヘルスプロモーション

とは，健康教育による健康意識の向上等の生活者づく

りと社会政策の整備等の環境づくりの両面相俟って

QOLの向上を目指すプロセスである。学校保健活動

の主領域である歯科保健活動の推進にとっても，その

両面からの対応が必要であるが，組織は人なりと言わ

れるように，環境づくりも人によって左右されること

からすれば，人づくり・生活者づくりを目指す健康教

育をより一層重視し，充実強化を図る必要がある。

健康教育は様々な場で行われているが，学校におけ

る健康教育は，生涯健康教育（人々が生涯を通して健

康で生き生きとした生活を主体的に送れるよう支援す

る過程）の基礎づくりとしての重要な役割を担ってい

る。その役割は社会の変化に対応して変動してゆくの

であるが，折しも平成１４年度から小・中学校において

新学習指導要領の全面実施がなされ，生きる力の育成

に向けて学校健康教育への期待が高まっている。その

改善点も踏まえながら，生涯にわたる健康意識の向上

をめざす上での学校健康教育の在り方，進め方につい

て，目標，内容，方法，評価の面から若干の私見を述

べることにする。

（生涯健康づくりの基礎づくり）

平成１４年度からは，「ゆとりの中で生きる力をはぐ

くむ」との教育方針のもとで，各学校では，完全学校

週５日制が施行され，自ら学び自ら考える力の育成，

基礎・基本的な内容の確実な定着，個性を生かす教育

の充実，小学校３年生からの「総合的な学習の時間」

の実施，小学校３・４年生での保健領域（保健授業）

の実施，学校の教育活動全体を通しての「健康に関す

る指導」の充実，体験学習や課題学習の重視，絶対評

価の一層の重視，家庭や地域社会との連携の一層の重

視などに向けて，かってない程に創意工夫を生かした

特色ある学校づくりが求められている。

生きる力とは「自分で課題を見つけ，自ら学び，自

ら考え，主体的に判断し，行動し，よりよく問題を解

決する資質や能力」と「自らを律しつつ，他人と共に

協調し，他人を思いやる心や感動する心など，豊かな

人間性」と「たくましく生きるための健康や体力」の

各要素から構成されている全人的能力である。この生

きる力を育む上で，学校健康教育はその一翼を担って

おり，大きな期待が寄せられている。このことは，こ

れまで曖昧にされてきた学校健康教育の教育課程にお

ける位置づけ・役割が，今回の改訂で学習指導要領の

総則第１の３項に「学校における体育・健康に関する

指導は学校の教育活動全体を通じて適切に行うものと

する。」（下線部は今回新設）と明示されたことからも

明白である。「学校の教育活動全体」とは，体育科・

保健体育科，家庭科や理科などの関連教科，学級活動

での保健指導や給食指導などの特別活動，今回新設さ

れた「総合的な学習の時間」等を指している。学校健

康教育は，これらの機会・場において，それぞれの特

シンポジウム

生涯にわたる健康意識の向上を
めざす健康教育と歯科保健活動

シンポジスト

順天堂大学スポーツ健康科学部大学院 教授 大 津 一 義

１

日本学校歯科医会会誌８７号２００２年２月

３０



３ 学校健康教育の目標のとらえ方 ４ 学校健康教育の目標の推移

性を生かしながら，しかも相互の連携を図りながら総

合的に行われなければならないが，学校内部だけでな

く，「家庭や地域社会との連携を図りながら，日常生

活において適切な体育・健康に関する活動の実践を促

し，生涯を通じて健康・安全で活力ある生活を送るた

めの基礎が培われるよう配慮しなければならない。」

とされている。

L. W. Green が「健康教育とは健康によい行動が自

発的にとれるように計画的にあらゆる学習機会を組み

合わせることである」と定義しているように，学校健

康教育においても，従前にも増して，学内は無論のこ

と，学校間や家庭及び地域社会等との連携を深め，日

常生活での健康実践の促進を通して，生涯健康づくり

の基礎づくりとしての役割を果してゆかなければなら

ないのである。

（健康意識の向上をめざすとは？）

健康教育の目標領域は通常，知識・認知領域と情意

領域（態度）と行動領域（精神・運動領域）とに分け

られ，それぞれ低次から高次への階層を有している。

知識・認知領域では，理解→思考（応用→分析）→判

断（創造→企画→評価）である。情意領域では，感情

的態度（意識→興味・関心・意欲）→認知的態度（価

値づけ）→行動的態度・主体性（価値の大系化・組織

化→個性化）である。行動領域（精神・運動領域，技

能含む）では，模倣→巧妙化→精密化→分析化→自然

化である。

しかも，認知領域と情意領域の階層の各過程は相互

に関連・対応していると言われている。例えば，知

識・認知領域の「判断」力の形成がなされると，情意

領域の同じ段階にある「行動的態度」の形成もなされ

るのである。

また，３領域の各階層においては，より高次の過程

への形成が進む程，健康に良い行動が生じやすいと言

われている。標題の「健康意識の向上をめざす」と

は，この高次への形成過程を経ることを意味してい

る。つまり情意領域において，感情的態度（どう感

じ）→認知的態度（どう考え）→行動的態度（どうす

べきか）への過程を経ることを意味している。これを

学習者の気持ちからみると，学習してみたい・注視す

る→楽しい・夢中になる・感動する→自分から進んで

考える・もっと知りたい・調べてみたい・確固たる信

念や価値観を抱く→やってみたい・習ったことを自分

のためや他の人及び社会のために生かしたいなどと，

主体性を確立してゆく過程を意味している。この情意

形成過程は知識・認知形成過程とも対応しているの

で，健康知識を習得し，思考力，判断力などの知的能

力を高めることも健康意識を高めることになる。その

高次への知識・認知形成過程を外から見て分る行為動

詞を用いて表すと，わかる・できる・説明する・別の

言葉で言い換える→適用する・関連を掴む→いろいろ

な考えを出す・予想する・計画する・新しい考えを出

すなど，という過程を経ることになる。

（実践力の育成へ）

健康教育の目標は，健康に関する知識及び認識や情

意・技能，習慣を形成し，健康に良い行動が自発的に

とれるようにすること（望ましい方向への行動変容，

健康的なライフスタイルづくり）を通して，究極的に

はQOLの向上を支援することにある。しかし，健康

教育のねらいについて尋ねると，健康知識の習得を挙

げる者が多いように，健康教育は知識・認知領域の低

次の段階である知識の習得（注入・記憶）に終始して

きた嫌いがある。学校健康教育及びその中核をなす保

健授業においてもしかりであるが，平成３年の改訂指

導要録では，新学力観の名の下で，学力の評価の観点

の配列順序（ウエイトづけ）が大きく変わった。学力

は，学ぼうとする力（興味・関心・意欲），学ぶ力（思

考力・判断力，表現力），学んで得た力（わかったこ

と－知識・理解・できたこと－技能），学んで得たも

のを応用する力（創造する力，行動できる力）の４つ

の要素が総合されたものであるが，興味・関心・意欲

が最初に，次いで思考・判断，技能・表現，知識・理

解の順に配列されたのである。興味・関心・意欲が重

視されたのは，１つに，学校の授業が楽しくない等で

増えてきた不登校等の対応策としてである。２つは，
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５ 健康的なライフスタイルづくりに役だつ
内容・教材

生涯学習社会に対し，学ぼうとする力（興味・関心・

意欲）は一人一人が生涯に亘って健康に生きてゆくこ

とのできる自己教育の原動力となり，継続していく力

となるからである。３つに，KAP（Knowledge－At-

titude－Practice）モデルやヘルスビリーフモデルに

代表されるように，知識と行動の間に介在している態

度・情意（信念など）によって行動が左右されるから

である。例えば，早めに虫歯の治療をすることが大切

なのは分かっているがなかなか実行に移せないとか，

甘い物を摂りすぎない方が良いと分かっていても摂っ

てしまうなど，“分かっちゃいるけどできない，止め

られない”ことが少なくなく，健康知識があるからと

いって必ずしも健康にとって良い行動に結びつかない

のである。従って，知識の行動化・生活化を図るに

は，また，健康によい行動がとれるようにするには，

情意に揺さぶりをかけ，低次から高次へと健康意識を

高めて行く必要がある。但し，情意に揺さぶりをかけ

るといっても脅すことは効果が薄く，極力避けるよう

にする。

今回の改訂でも，この情意重視の方向は変わらない

が，健康的なライフスタイルを確立するための実践力

を培うことが一層重視されている。学校健康教育の中

核を占める保健授業の目標は，日々の生活における健

康・安全についての理解を通して，健康の保持増進の

ための実践力を培うことにあるとされている。この実

践力とは，自らの心身の健康及び生活行動や環境を適

切に管理・改善できる能力のことであり，その育成に

当たっては，より高次の情意及び知的能力を身に付け

る必要がある。

今回の改訂では，児童生徒を取り巻く新しい健康課

題としての発育・発達の早期化・個人差，性の逸脱行

動，生活習慣病，ストレスやいじめなどの心の健康問

題，喫煙・飲酒・薬物乱用，感染症・エイズ等に対処

するため，児童生徒の日常生活における健康・安全に

関する基礎的事項が精選されたが，食生活をはじめと

する望ましい生活習慣の形成，生活習慣病の予防及び

薬物乱用防止に関する内容に重点が置かれている。

歯・口腔に関しては，第６学年の「病気の予防（８単

位時間）」の単元の１内容である「生活行動がかか

わって起こる病気の予防」の中で取り扱われている。

学習指導要領の解説書では「心臓や脳の血管が硬く

なったりつまったりする病気，むし歯や歯ぐきの病気

などの生活習慣病の予防には，糖分，脂肪分，塩分等

を摂りすぎる偏った食事や間食を避けたり，口腔の清

潔を保つなど，健康によい生活行動を毎日実践し続け

ることが必要であることを理解できるようにする」と

述べられている。それにしても，相変わらず病気を切

り口としていることや保健指導で取り扱われてきた

“分かっちゃいるけどできない，止められない”内容

が少なくない。今回の改訂では，健康の保持増進（健

康的なライフスタイルづくり）のための実践力ないし

課題解決能力を培うことを目指していることや，解説

書の「健康によい生活行動を毎日実践し続けることが

必要であることを理解できるようにする」ことを考え

併せれば，生活行動を含む健康的なライフスタイルを

規定している要因に注目するとの方が大切である。歯

磨き行動を例にとっても，歯磨きの理由は人によって

様々であるし，ライフステージによっても異なる。児

童期ではむし歯になるから，思春期では白い歯は異性

にもてるから，成人期では気持ちが悪いから，清々し

たいから，高齢期では習慣だからなどである。また，

偏った食事を避けるなど，“分かっちゃいるけどでき

ない，止められない”のはどうしてなのかについての

理由も様々である。いずれにしろ，「健康によい生活

行動」をとるか否かは，その人のQOLとも深くかか

わっている。従って，QOLを高めることのできる内

容を取り扱うようにすることが必要である。QOL

は，生活者自身の質（生きがい感；満足・安定・幸福

感などの価値観，行動，人間関係）と環境（社会的，

物的，地理的，自然的環境）の質とに大別されるの

で，この両者に関わる内容をとりあげることになろ

う。

例えば，前者では歯と生きがい・幸福など，後者で

は，８０２０へのクラスとしての取り組みなど。
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６ 面白い教材の開発

７ 多様な学習指導の活用

８ 「総合的な学習の時間」の活用，連携

実践力の育成には，先ず以て，学んだことを生か

し，継続しようとする学習意欲づくりが不可欠であ

る。意欲づくりに当たっては，何と言っても，知的好

奇心の湧く，楽しくてためになる教材を開発する必要

がある。料理人の世界で「材料７分の腕３分」と言わ

れているように，良い素材を見つけ教材化することが

大切である。教材化するに当たっては次の条件を備え

る必要がある。

（ライフスキル学習など，）

学習者の興味・関心・意欲・知的好奇心・探究心な

どや，思考力，判断力，表現力などを高めるために

は，課題学習や実験・実習などの体験的な学習，観

察，調査・研究，発表，討論，ロールプレイング，ラ

イフスキル学習，グループ学習，個別学習などを，そ

の特性を踏まえて活用することが大切である。

課題学習の基本的展開は，気づく→見つける→考え

る→練り上げる→生かすである。

ライフスキル学習の基本的展開は，説明→模範・手

本→練習→フィードバック→日常生活化である。ライ

フスキルとは，日常の生活行動を規定している心理的

要因（好奇心など）や社会的要因（友人に誘われるな

ど）に適切かつ積極的に対処するための技能である。

WHO精神健康部はその主領域として，意志決定ス

キル（目標設定スキルを含む），問題解決スキル，創

造的思考スキル，批判的スキル，コミュニケーション

スキル，対人関係スキル，自己認識スキル，共感スキ

ル，情動抑制スキル，ストレス対処スキルを提唱して

いる。今回の改訂では，ライフスキルという言葉は用

いられていないが，その形成を意図していることは明

白である。例えば，「心の健康」の単元については，「自

他の心身の発育・発達の違いに気付き肯定的に受けと

めること，不安・悩みへの対処及び人とのかかわり方

に重点を置く観点に立って，内容の改善を図る。」と

されている。「自他を肯定的に受け止める」はセルフ

エスティーム（自他肯定感）を高める自己認識スキ

ル，「不安・悩みへの対処」はストレスマネジメント

スキル，「人とのかかわり方」は人間関係スキルやコ

ミュニケーションスキルと関わっている。「薬物乱用

防止」の内容でも自己表現スキルなどの形成が求めら

れている。

保健授業でのライフスキル学習の実践も次第に多く

なってきている。歯・口腔に関する実践例の１つとし

ては，小学校高学年に対して，「わたしの８０２０作

戦」というテーマの下で，目標設定スキルの形成がな

されている。また，セルフエスティームが高い者は健

康に良い行動を取る者が多いという研究成果に基づい

て，歯・口腔と関わらせないで，セルフエスティーム

を高めることに終始している実践もなされている。

今回の改訂で「生きる力の育成」を実現するため

に，地域や学校の実態等に応じて創意工夫を生かした

特色ある教育活動を展開できる時間として「総合的な

学習の時間」が新設された。「総合的な学習の時間」

のねらいは，「生きる力」を育成するために，教科等

の枠を超えた横断的な学習を通して，課題解決能力や

学び方（情報の集め方，調べ方，まとめ方，報告の発

表・討論の仕方など），主体的に取り組む態度，自己

�具体性―具体的にイメージができたり，実際に調べたり，

体験できるもの―歯の硬さや強さを量的に表現する，歯の

語源など。

�現実性―学習者の生活や生き方と深く結びついているもの

―長寿者（金さん，銀さん）の歯の数等

�意外性―学習者はそうだと思っているが，実は間違ってい

たり，あいまいで正確に理解していないものや全く頭の中

に入っていないもの―動物の歯の位置，数など。

�発展性・関連性―関連する問題にも波及でき，より真実を

明らかにしてゆくことができるもの。

�検証可能性―なるほどと実証できるもの

�～�は，どちらかといえば興味づけることに，�と�は思

考を深めることにかかわっている。
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９ これからの評価の考え方
（絶対評価の重視）

の生き方についての自覚を身につけることにある。こ

の学習を通して，各教科で身につけた知識や技術など

が相互に関連づけられ，深められ，学習者の中で総合

的に働くようになると考えられている。

学習内容として，国際理解，情報，環境，福祉・健

康などの国際的な課題や児童生徒の興味に基づく課

題，地域や学校の特色に応じた課題等が挙げられてい

る。歯・口腔に関する課題は，口の中を見ればその人

のQOL（生命・生活・生涯の質）が分かると言われ

るように，１を知って１０を知ることのできる典型教材

であり，「総合的な学習の時間」の健康課題として適

している。口の中を見れば何が見えるのかという問か

ら発して，生命の大切さ，健康な生活の仕方，人生の

過ごし方などについての課題解決を図る過程で，健康

的なライフスタイルづくりへの実践力を培うことがで

きるからである。「総合的な学習の時間」は学校健康

教育にとって重要な機会・場であるので，十分活用す

るとともに，保健授業で得た知識や知的能力，技能が

生活において生かされ，総合的に働くよう発展的な連

携を図る必要がある。

１）評価の基本的考え方（機能と役割）

学校の教育活動は，計画，実施，評価という一連の

活動が繰り返されながら展開するので，指導と評価は

表裏一体をなしている。学校や教師にとっては指導計

画や指導法，教材，学習活動等を振り返り，教育・指

導に役立つようにすることである。児童にとっては自

らの学習状況に気づき，自分を見つめ直すきっかけと

なり，その後の学習や発達を促すのに役立つようにす

ることである。

２）絶対評価の重視

今回の改訂では，学習指導要領に示されている目標

に照らして，その実現状況（到達度）をみる「目標に

準拠した評価（いわゆる絶対評価）」が重視されてい

る。その評価の観点は目標から導き出される。学校健

康教育においては，健康・安全に関する興味・関心・

意欲，健康・安全に関する思考・判断，健康・安全に

関する知識・理解が評価の観点として挙げられている

が，健康・安全に関する技能・ライフスキルを付け加

える必要がある。これらの観点別に３段階あるいは５

段階でその達成度を評価するのであるが，各観点（目

標）は前述したように階層を有しているので，より高

い段階が達成されている場合はそれなりに考慮する必

要がある。例えば，評価が難しいと言われている情意

について，その階層に基づく評価項目を示すと次の通

りである。

学校健康教育は総合的な能力である生きる力の育成

の一翼を担っているので，その到達度を適切に評価す

るには，絶対評価以外にも，集団に準拠した評価（い

わゆる相対評価）や個人内評価（児童の良い点や可能

性，進歩の状況などの評価），記述的な評価，自己評

価，生徒同士の相互評価，保護者や地域の人々による

評価，学習の事前評価・形成評価・事後評価などを駆

使して総合的に行う必要がある。そして，教育のや

りっ放しを防ぐためにも，また，指導の評価と一体化

を図るためにも，評価計画を年間指導計画作成の当初

からきちんと取り込むようにしなければならない。

具体的な評価の手段（道具）としては，ペーパーテ

スト，実技テスト，観察，面接，質問紙，作品，ノー

ト，レポートなどがあるが，これらを単元や学習活動

の特性，発達段階などを考慮して適切に選択し組み合

わせて用いるようにする。

�しっかり勉強しようと思った→�楽しかった→�よく分かっ

た→�熱心に勉強した→�感動した→�発見する喜びを感じた

→�自分から進んで考えた→	もっと知りたい・調べてみたい

と思った→
確固たる信念や価値観を持った→�習ったことを

自分自身のために生かそうと思った→�習ったことを人や地域

や社会のために生かそうと思った。

これら１１項目のそれぞれを５段階（はいを５点，いいえを１

点）で評価する。そして，�であれば「努力を要する」，�～

	のいずれかで，５段階評価の３以上であれば「概ね満足」，


から�のいずれかで，５段階の３以上であれば「十分満足」

と評価するのである。
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１０ 学校健康教育担当者の資質の向上

学校健康教育が生涯健康づくりの基礎として，生き

る力の育成に貢献できるか否かは，学校健康教育担当

者の資質の向上に負うところが大きく，次のような能

力を身に付ける必要があることを指摘してまとめにか

えたい。

能力１：個人や社会の健康教育に対するニーズを把握し診断することができる

（健康に関するデーターの収集，健康促進行動と健康阻害行動との区分，健康教育に対するニーズの抽出，学習に対する影響

要因の決定）

能力２：効果的な健康教育プログラムを計画することができる

（有能な協力者の獲得，プログラムの開発，測定可能なプログラム目標の設定，プログラム目標に一致した教育プログラムの

立案，ソーシャルマーケティングの原則を用いた健康教育のプログラム開発）

能力３：健康教育のプログラムを実行することができる

（実施に当たって力量の発揮，達成可能な目標を導き出す，学習者にとって最適な方法と媒体の選択，健康教育のプログラム

が目標と活動に適合しているかのモニター）

能力４：健康教育プログラムの効果を評価できる

（目標の達成度を評価するための計画の開発，評価計画の実施，評価の結果の解釈，得られた知見から将来のプログラムの立

案）

能力５：健康教育サービスの提供を調整することができる

（健康教育サービスの提供を調整するための計画の開発，健康教育サービスに関係する人たちの調整，健康関連機関の協力を

得るための実践的方法の系統立て，現職トレーニングプログラムの計画）

能力６：健康教育のリソースパーソンとして活動することができる

（コンピュータ化された健康情報検索システムの効果的利用，援助者との効果的な支援関係の確立，健康情報の提供要望に対

する説明・返答・効果的な教育資源・教材等の選択）

能力７：健康と健康教育のニーズ，関心，資料についてコミュニケートできる

（健康教育の概念・目的・理論の説明，健康教育プログラムの社会の価値システムに及ぼす影響の予知，バラエティに富んだ

コミュニケーション方法の選択，ヘルスケアの提供者と消費者間のコミュニケーションの促進）

能力８：健康教育において適切な研究方法・原理を適用することができる

（周到な文献調査の遂行，質的・量的研究方法の駆使，健康教育実践への研究の適用）

能力９：健康教育プログラムを管理することができる

（財源の確保と運営，人材の確保と活用，リーダーシップの発揮，プログラムの承認と支持の取りつけ）

能力１０：健康教育職を発展させることができる

（健康教育の現在及び将来のニーズの分析の提供，職種の進歩に対する責任，健康教育の実践に関する論理原則の適用）

これらは日本健康教育学会「ヘルスエデュケーターの養成と研修委員会」によるものである。平成１４年度からは認定制度も発足の予定

である。

参考文献

１）大津一義編著：実践からはじめるライフスキル学習，東洋館出
版社，１９９９．

２）大津一義：楽しみながら実践力が身に付く学習指導法，小・中
学校保健指導資料，大日本図書，２００１年．

３）大津一義：新学力の評価の方法，小・中学校保健指導資料，大
日本図書，１９９６年．
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１ はじめに ２ 「健康日本２１」が目指すもの

２０世紀，日本人はおよそ２倍の人生を生きることが

できるようになった。その主な要因は，感染症対策の

充実であるが，感染症を克服できたわけではなく，新

興感染症といわれる新たな感染症や再興感染症として

の結核に対する対策が大きな課題となっている。ま

た，２０世紀の後半になって初めて，国民の間に自分の

健康に注意を払い，健康で豊かな老後を送ろうという

意識が一般化しだした。２１世紀には，感染症も生活習

慣病も，病気の早期発見のみにではなく，病気になら

ないようにすること，いわゆる「一次予防」をより大

切にすべきである。

そのような背景のなか，平成１２年２月に，すべての

国民が健やかで心豊かに生活できる活力ある社会の実

現をめざして「２１世紀における国民健康づくり運動（健

康日本２１）」が策定され，その中で，効果的な推進を

図るための中心的な技法として，情報の共有化と目標

管理・評価が位置づけられている。具体的には，９つ

の領域（�栄養・食生活，�身体活動・運動，�休

養，こころの健康づくり，�たばこ，�アルコール，

�歯の健康，�糖尿病，	循環器病，
がん）に７０の

具体的な目標，すなわち，平成１３年度を初年度とする

１０年後の目標を設定し，中間年の平成１７年に中間評価

を行うこととしている。

「健康日本２１」は，自らの健康観に基づく一人ひと

りの取り組みを社会の様々な健康関連グループが支援

し，壮年期死亡の減少と，健康寿命の延伸及び生活の

質の向上を実現することを目指しており，生命の延長

だけでなく，生命の質を重視すること，生涯にわたる

健康づくりの視点を取り入れること，目標設定による

管理などの経営管理手法の導入，環境づくりの重視な

どを特徴としている。

すなわち，計画を推進するにあたっては，�多様な

経路による普及啓発の推進，�地方や各団体における

健康づくり計画策定及び推進体制の整備，�老人保健

事業や医療保険者の実施する保健事業の効率的・一体

的推進，�情報システムの構築等科学的根拠に基づい

た事業の推進などの視点からの取り組みの実施が求め

られている。

国の「健康日本２１」をうけ，平成１３年度中には都道

府県計画が策定され，平成１４年度には，実行計画の位

置づけが強い市町村計画の策定が予定されている。特

に市町村計画においては，市町村における母子保健事

業や老人保健事業，医療保険者等における保健事業，

学校や職域における保健活動等と十分な連携を確保し

つつ，それぞれが効果的かつ一体的に提供できるよう

配慮する必要性が強調されている。

シンポジウム

生涯にわたる健康意識の向上をめざす
行政の進め方

シンポジスト

変革に向けての学校歯科保健の飛躍
―生涯にわたる健康意識の向上と実践力の育成をめざして―

大阪府健康福祉部長 � 杉 豊

２

日本学校歯科医会会誌８７号２００２年２月

３６



３ 「健康日本２１」と歯の健康

４ 「健康日本２１」における
歯の健康の目標と現状

５ 「健康日本２１」における歯の健康に
関するライフステージ毎の行動目標

歯及び口腔の健康を保つことは，単に食物を咀嚼す

るという点からだけではなく，豊かな人生を送るため

の健康増進，生活の質（QOL）の向上という観点か

らも非常に重要であることは，周知の事実である。

我が国においては，第２次世界大戦後の復興期に，

小児う蝕（むし歯）が急増したことから，歯科保健対

策の主な取り組みは，小児期におけるう蝕予防対策に

特化されて実施されてきた。その結果，現在では，乳

歯のう蝕は減少かつ軽症化の傾向を示していることか

ら，着実に成果が上がってきていると言える。

一方，老人保健法の公布された昭和５７年前後から，

成人における歯周病（歯槽膿漏症等）対策が注目され

るようになり，その後成人歯科保健対策のスローガン

として８０２０（ハチマルニイマル）運動が提唱され

るなどの経緯を経て，漸く平成１２年度に節目（４０歳，５０

歳）での歯周疾患検診が，老人保健法による保健事業

において独立した健康診査項目として位置づけられ

た。しかし，まだまだ受診者が少ない現状にあり，成

人の口腔内の状況が改善されるには至っておらず，う

蝕，歯周病ともに有病者率は高い。また，咀嚼能力に

直接的な影響を与える歯の喪失状況についても，８０歳

で自分の歯が平均８．２本，８０歳で２０本以上自分の歯を

有している者は１５．３％（平成１１年歯科疾患実態調査）

という状況である。

このようにう蝕及び歯周病予防対策が依然として大

きな課題であることから，「健康日本２１」における９

つの領域の一つとして「歯の健康」が取り入れられた

ことは，当然のことである。

歯の喪失の２大原因であるう蝕と歯周病の予防に

は，各ライフステージに応じた適切な対応が必要なこ

とから，生涯を通じたう蝕，歯周病予防の推進が求め

られている。

（現状については，現時点で入手可能な最新の情報を

もとにまとめた。）

・８０歳における２０歯以上の自分の歯を有する者の割合

２０％以上

現状：２０歯以上の自分の歯を有する者 ７５～８４歳

１５．３％ （平成１１年歯科疾患実態調査）

・３歳児におけるう歯のない者の割合 ８０％以上

現状：う歯のない者の割合 ３歳児 ６２．１％

（平成１１年度３歳児歯科健康診査結果）

・１２歳児における１人平均う歯数（DMF歯数）

１歯以下

現状：１人平均う歯数 １２歳児 ２．７歯

（平成１２年学校保健統計調査）

・４０，５０歳における進行した歯周炎に罹患している者

の割合 ３割以上の減少

現状：進行した歯周炎を有する者（CPI コード３

以上） ４０歳 ３２．０％，５０歳 ４６．９％

（富士宮市モデル事業 平成９～１０年）

（全ライフステージ）

・定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者の割合

３０％以上

現状：過去１年間に歯石除去等を受けた者 ５５～

６４歳 １５．９％ （平成４年寝屋川市調査）

・定期的に歯科健診を受けている者の割合 ３０％以上

現状：過去１年間に歯科健診を受けた者 ５５～６４

歳 １８．６％（平成１１年保健福祉動向調査）

（乳幼児期）

・３歳までにフッ化物歯面塗布を受けたことのある者

の割合 ５０％以上

現状：フッ化物塗布経験のある者 ３歳児

５２．２７％ （平成１１年歯科疾患実態調査）

・間食として甘味食品・飲料を１日３回以上飲食する

習慣を持つ者の割合の減少

現状：１歳６か月児 ２９．９％

（久保田らによる調査，平成３年）

（学齢期）

・学齢期におけるフッ化物配合歯磨剤使用者の割合

�シンポジウム
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６ 「健康日本２１」における歯科保健対策
７ 「健康日本２１」を踏まえたこれからの

歯科保健施策の在り方

９０％以上

現状：児童のフッ化物配合歯磨剤使用率 ４５．６％

（荒川らによる調査，平成３年）

（成人期）

・４０，５０歳における歯間部清掃用器具を使用している

者の割合 それぞれ５０％以上

現状：歯間部清掃用器具を使用している者の割合

３５～４４歳 ３２．６％ ４５～５４歳 ２９．３％

（平成１１年保健福祉動向調査）

・過去１年間に個別的歯口清掃指導を受けたことのあ

る者の割合 ３０％以上

現状：過去１年間に歯磨き指導を受けたことのあ

る者 １５～２４歳 １８．３％

（平成１１年保健福祉動向調査）

「健康日本２１」には歯の健康に対する対策として以

下の３項目が掲げられている。

� 自己管理（セルフケア）能力の向上

う蝕及び歯周病を予防するために重要な役割を果た

すのは，的確な口腔清掃や甘味飲食物の過剰な摂取の

制限等の食生活への配慮などの自己管理（セルフケ

ア），家庭内管理（ホームケア）である。

毎日歯を磨く者が９４．９％となるなど，口腔清掃は習

慣としてはある程度定着してきているが，個人個人の

口腔内状況やその他のリスクに応じた自己管理が十分

なされているとは言えず，そのために必要な歯科保健

知識・技術も十分に普及しているとはいえない。

これに対応するため，保健所・市町村保健センター

や学校，職場などで，適宜個人の必要性に応じた歯科

保健知識・技術を修得できるようにするなど，自己管

理能力の向上を支援していく体制を築く必要がある。

� 専門家等による支援と定期管理

う蝕及び歯周病の予防を，全ての人が自己管理のみ

で完全に行うことは困難であることから，自己管理に

加えて，個人の口腔内の状況やリスクに応じて，専門

家による歯石除去や歯面清掃，予防処置を併せて行う

ことが重要であり，保健所・市町村保健センターや，

かかりつけ歯科医等の歯科保健医療機関（専門家）に

よる定期的な歯科健康診査・保健指導や予防処置を受

ける習慣を確立する必要がある。また，その為の環境

整備として歯科保健相談や予防処置等の予防活動を行

う歯科医療機関等を増加させていく必要がある。

� 保健所等による情報管理と普及啓発の推進

歯科疾患は，地域格差が大きいため，ライフステー

ジ毎のう蝕及び歯周病の有病状況や現在歯数等につい

ての地域別の情報を収集，評価管理していく必要があ

り，保健所，市町村保健センター等においては，収集

した地域歯科保健情報等を有効に活用して，住民に対

する情報提供に努めるとともに，地域，学校，職場等

が連携した効果的な歯科保健対策の展開を図るべきで

ある。

動物の生命維持の根源は，外部からの食物摂取にあ

り，野生の動物では歯を失うことが生命を失うことに

直結している。しかし，人間は調理という手段で，も

しくは人工臓器ともいうべき入れ歯（義歯）を活用す

ることにより，歯を失っても生命を維持することに成

功してきた。しかし，「健康日本２１」にも掲げられて

いるように，生命の延長だけではなく生命の質を重視

すること，すなわち，健康寿命の延伸及び生活の質の

向上を実現することが大切であり，その面からすれ

ば，老人介護の現場で注目されだしている誤嚥性肺炎

の予防に効果がある口腔ケアの実施や，８０２０達成

者が未達成者に比較して，全身の健康度も高く，疾病

の罹患率も低く，さらに達成者が極めて活力にあふれ

た日常生活を送っている等の報告は，注目すべきこと

である。

また，「健康日本２１」の理念は，一人ひとりの健康

づくりの取り組みを，社会の様々な健康関連グループ

が，社会全体として支援し，一人ひとりが稔り豊かで

満足できる人生を全うできる社会を実現することであ

るが，これからの歯科保健対策においてもこの理念に

基づき，生活習慣の改善など歯の健康に係わる具体的

な目標を設定し，十分な情報提供を行うなど，自己選

択に基づいた歯の健康づくりに必要な環境整備を進め

日本学校歯科医会会誌８７号２００２年２月

３８



ることが必要である。

大阪府では「健康おおさか２１」において目標を設定

するとともに，計画の実行にあたっては，市町村にお

ける母子保健事業や老人保健事業，医療保険者等にお

ける保健事業，学校や職域における保健活動等の十分

な連携を確保するため，従来から実施していた「生涯

歯科保健事業」の充実を図るとともに，「かかりつけ

歯科医機能支援事業」を実施し，かかりつけ歯科医機

能の普及に取り組む市町村を支援している。

以下に，これら２事業の概要と，これらの事業を推

進していくなかで今後の参考となる取り組みを紹介す

る。

� 生涯歯科保健推進事業

歯科保健の取り組みは，地域の関係機関・団体との

連携のもと，生涯にわたる健康づくりの一環として取

り組まれるべきとの認識から，大阪府における歯科保

健施策推進の要となる事業として，「生涯歯科保健推

進事業」を大阪府歯科医師会との密なる連携のもとで

実施している。

本事業は，大阪府，府内市町村，大阪府教育委員

会，大阪労働基準局，医療保険者，大阪府歯科医師

会，大阪府歯科衛生士会，学識経験者等からなる生涯

歯科保健推進協議会の設置運営と市町村毎に選任され

た地域生涯歯科保健推進員による地域における歯科保

健事業の連携確保，地域格差の解消，歯科保健情報の

収集分析から成っている。

生涯歯科保健推進協議会においては，府内における

生涯を通じた歯科保健の推進方策並びに評価等につい

て協議している。

� かかりつけ歯科医機能の推進

大阪府では，市町村がかかりつけ歯科医機能の普及

を目的として実施している「かかりつけ歯科医機能支

援事業」を，平成１０年度より支援している。本事業

は，市町村毎にかかりつけ歯科医機能推進委員会を設

置し，委員会のもと地域の特性にあった取り組みを実

施するものであり，かかりつけ歯科医機能を普及する

ための課題等が明らかになりつつある。

平成１２年度より本事業に取り組んでいるＮ市におけ

る市民を対象とした調査によると，市民にとって望ま

しい「かかりつけ歯科医」とは「治療内容等について

よく説明してくれる」「腕がよい」「近い」等であり，

「定期検診をしてくれる」と回答した者は少なかった。

一方，歯科医師が考えている「かかりつけ歯科医」

として患者から信頼されるために必要なことは「患者

の訴えや要望をよく聞き，患者が納得するまで説明す

る」「子どもから高齢者まで家族全員に対応できる」

「定期的な健診や継続的な指導管理を行う」などであ

り，治療内容等に対する説明の必要性については市

民，歯科医師とも一致していたが，定期検診について

は歯科診療所側の意識改革は進んでいるものの，市民

への啓発は不十分であることが明らかとなった。

また，「かかりつけ歯科医機能推進事業」の実施に

伴い作成された「かかりつけ歯科医マップ」には，「車

イスでの受診の可否」や「障害者歯科診療や訪問歯科

診療への対応等の可否」を掲載しているものもあり，

地域住民に対する歯科診療所情報の公開の推進に貢献

している。

� 母子歯科保健対策の推進

「健康日本２１」では，健康障害を起こす危険因子を

持つ集団のうち，より高い危険度を有する者に対し

て，その危険を消滅することによって疾病を予防する

方法，いわゆる高リスクアプローチと，集団全体で危

険因子を下げる方法，いわゆる集団アプローチを適切

に組み合わせて，対策を進めることが必要であるとさ

れている。

大阪府内市町村では，集団アプローチとしての歯科

健康診査事業と，高リスクアプローチとしての健診受

診者中う蝕に罹患する可能性の高い幼児を対象とした

歯科保健指導事業を組み合わせて実施している。

そのなかで，Ｆ市では，かかりつけ歯科医と連携し

た母子歯科保健対策として，１歳６か月歯科健康診査

及び平成９年度から新たに開始した２歳０か月児歯科

健康診査における高う蝕リスク児に対する保健指導及

び希望者に対するフッ化物塗布（高リスクアプロー

チ）を，歯科診療所（かかりつけ歯科医）で実施し，

良好なう蝕予防の実績を上げている。

また，Ｓ市では平成１２年度より，永久歯列の要であ

る６歳臼歯の健全育成を目的とした「６歳臼歯健康診

査」を，小学校入学前の時期の児童を対象に歯科診療

所委託方式で実施しており，母子歯科保健活動から学
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８ 学校歯科保健に期待するもの
（まとめに代えて）

校歯科保健活動への橋渡しの事業として注目されてい

る。初年度には対象者の６２％が受診している。

� 成人歯科保健対策の推進

成人歯科保健対策は，大別して市町村保健センター

等において実施された集団検診方式と歯科医院委託で

実施される個別委託方式がある。いずれの方式におい

ても，健康診査が健康づくりのきっかけとして，受診

者の行動変容を惹起することが課題となっている。

Ｈ市では，かかりつけ歯科医と連携した成人歯科保

健対策の一環として，集団検診の受診者に対して受診

勧奨後の追跡調査を実施したところ，約半数が歯科診

療所を受診していることが明らかとなった。さらに，

受診医療機関の所在地を中学校区単位で調べたとこ

ろ，半数以上が住居の近くの歯科診療所で受診してい

ることが判明し，住民に身近な歯科診療所がかかりつ

け歯科医となる可能性が示唆された。

一方，歯科医院個別委託方式で実施しているＯ市の

受診者に対する調査結果をみてみると，「かかりつけ

歯科医機能支援事業」実施後は市保健センターで事後

指導を受ける住民が減り，歯科医院で事後指導を受け

たり，治療を開始する者が増える傾向にあった。

Ｈ市及びＯ市の結果から，成人歯科保健事業が成果

をあげつつあること及び「かかりつけ歯科医機能」の

普及が，成人歯科保健対策の推進に重要な位置を占め

ていることが明らかとなった。

� 学校歯科保健対策の推進

新学習指導要領では学校歯科医等専門家を生かした

指導をより一層推進するとなっているが，それを先取

りするような取り組みがＳ市歯科医師会において実施

されている。

Ｓ市歯科医師会では，生涯歯科保健の取り組みの充

実の一環として，市内の全ての幼稚園，小学校，中学

校において，１年間に１回は学校（園）歯科医が教壇

に立って，歯科保健指導の授業を実施し，各学校

（園）歯科医は事後の報告書を作成することにより，

学校歯科保健活動の活性化を図っている。

また，最近では一部の政令市で，保健センターの歯

科専門職が学校歯科保健活動に対して専門的，技術的

に支援を行うなど，一般衛生行政と学校保健行政の連

携を図られつつある。

「健康日本２１」の目標を早期に達成するためには，

各ライフステージ毎の歯科保健対策の充実と連携が不

可欠であり，その中でも，学校歯科保健は，生涯を通

して健康で安全な生活を送ることができるよう，歯科

保健に関する健康課題に対して，一人ひとりが解決し

ていく能力や資質を身につける非常に重要な時期の取

り組みである。従って，学校歯科保健活動の推進は，

児童生徒の健康づくりだけでなく，青・壮年期以降の

健康づくり対策の観点からも重要な課題と言うことが

できる。

学校歯科保健活動では，従来う蝕の診断と治療を最

重要課題として取り組まれてきたが，近年の学校にお

ける健康診断は，疾病の治療を前提に行うものではな

く，予防的観点から健康度を調べ，保健指導や保健管

理の充実を図ることにより，より健康度を向上させる

ためのスクリーニングであるとの観点から取り組まれ

ており，このような流れは一般の健康づくりとも一致

するものである。

成人の歯の喪失に結びつく歯周病を例にとれば，近

年その低年齢化が進んでいると言われており，平成１１

年歯科疾患実態調査によると，５～１４歳で歯肉に所見

のある者が３６．５％，その主な内訳は，プロービング（歯

肉溝測定）後に歯肉からの出血が認められた者が

１８．８％，歯石の沈着がある者が１７．４％であった。

学校における歯・口腔の健康診断の現場では，平成

７年から CO（シーオー：う蝕の初期病変が疑われる

要観察歯）や GO（ジーオー：歯周疾患要観察者）の

診断が実施されているが，学校歯科保健活動としての

リスク評価に基づいた指導管理の充実と，地域のかか

りつけ歯科医等による定期管理を組み合わせた学校保

健計画の立案，実施，評価の実施が期待される。

学校歯科保健活動をはじめとする生涯を通じた歯科

保健施策の充実により，一人ひとりが稔り豊かで満足

できる人生を全うできるような社会が早期に実現をさ

れることを期待したい。
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１ 学校歯科保健活動の意義

学校における歯科保健活動は，言うまでもなく教育

活動の一環として実施され，児童生徒等の生涯にわた

る健康つくりの基盤を形成し，心身ともに健全な国民

の育成を期す活動である。

健康は，WHO憲章（１９４６年）にあるように「肉体

的，精神的，社会的に良好な状態」として知られてい

るが，現在の我が国においては，既にそのような「状

態」にあることを基盤として，自らの生活あるいは人

生をいかに満足して，豊かさを楽しんで，有為な時を

過ごすかという「質」の時代に突入している。すなわ

ち，国民の健康状態のレベルが，自らの人生の質に影

響を与えるという視点で健康課題を解決していかなけ

ればならない時代にあると言えよう。

２１世紀の学校歯科保健活動は，このような立場か

ら，多くの限りない才能を秘めた児童生徒等が，自ら

のその才能を十分に発揮して豊かな人生を送ることが

できるようにする支援としての方向性を明確に示した

展開を図る必要があるものと思慮される。

平成６年１２月の学校保健法施行規則の一部改正に

よって，学校における健康診断も，「管理と疾病の診

断」から「教育と健康」を志向したものに変容してい

ることは周知のことである。すなわち，「う蝕や歯周

疾患等の状態をいかにコントロールするか」という疾

病診断・管理型活動も疾病が存在している現状におい

ては必要であるが，「自己実現のために歯・口腔の健

康をいかに保持増進するか」という健康増進・教育型

の活動が展開できるような戦略設定をする必要がある

ということである。これが「健康志向型学校歯科保健

活動」である。そして，歯・口腔を通じて培った健康

つくりの意識や習慣・態度は必ず自らの健康そのもの

をみることのできる人生につながると信じている。さ

て，歯科疾患の代表であるう蝕や歯肉炎は未だに高い

被患率を示してはいるものの，有病状況は確実に改善

されており，平成１２年度の学校保健統計調査結果にお

いても１２歳児の一人平均DMF歯数は２．６５本となり，

西暦２０００年のWHO歯科保健目標の一つである３本を

クリアーした。この努力は継続されなければならない

が，さらに，学校における歯科保健活動は，児童生徒

等の健康つくりに対する意識や行動の芽生えを，歯・

口腔を題材として支援し，歯・口腔という児童生徒等

にとって理解しやすい共通性に富んだ題材で，健康教

育活動を効果的に実践してもらうことが重要である。

教育の実践活動として歯磨きの指導があったり，また

活動の結果としてむし歯被患率の低下等がもたらされ

たりするであろうが，大切なことは歯科保健活動を通

じて，児童生徒に健康とは何か，どのようにすれば健

康の保持増進ができるかを自ら考え，実践できる能力

を開発支援することであり，さらに，健康を求める努

力とその成果が自らの「生活の質」を向上させてくれ

るという実感を持ってもらうことであろうと考える。

平成４年２月に文部省から出された「小学校歯の保健

シンポジウム

生涯にわたる健康意識の向上と実践力の育成を
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２ 「生きる力」と学校歯科保健活動

３ 「健康日本２１」「８０２０運動」と
学校歯科保健活動の課題

指導の手引（改訂版）」には「（前略）さらに歯の保健

指導は，生涯を通じて健康な生活を送るための基礎を

培う上で，また，豊かな人間性の陶冶に優れた効果が

あるとの指摘などを踏まえ，各学校において積極的に

進める必要がある。（後略）」との記載があることを再

度認識したいものである。

健康の状態は，児童生徒等で個々に違いがあり，健

康を保持・増進する方法は限りなく多い。「自分に

とって健康とはどのような状態なのか」，「健康とは一

体何か」あるいは「健康であることの価値は何か」等

を考え，その答えを模索し，自ら得た方法論を実践

し，その結果を評価する目を持ち，さらには友人の健

康や家族の健康等を考えたり比較したりしてみること

は，すなわち「生きる力」につながる道なのではなか

ろうか。すなわち，「生きる力」は自分で課題を見つ

け，自ら学び，自ら考え，主体的に判断し，行動し，

よりよく問題を解決する資質や能力であり，また，自

らを律しつつ，他人とともに協調し，他人を思いやる

心や感動するこころなど，豊かな人間性であるとして

いるが，具体的課題として歯・口腔の健康つくりは位

置づけできる内容であると考える。

健康は奥の深い課題であり，健康科学として一つの

学問体系ができるほどである。少なくとも，自分自身

に対する観察力，自分を取り巻く環境の理解と評価，

そして病因の理解がなされる必要がある。児童生徒等

が健康を考えるということは，人間を考えること，あ

るいは人生を考えることに匹敵する学習になるはずで

ある。このように価値のある題材であるが故に，児童

生徒等が容易に理解し判断できる対象を精選しなけれ

ばならない。容易に理解でき判断できる対象とは，実

践的な学習対象であるか否かということでもある。２１

世紀における児童生徒等の健康つくりを考えるとき，

歯科保健ほどの優れた教材はないと考える。

２０００年から我が国の健康づくり対策である「健康日

本２１」が提示され１０年での数値目標が示されている。

１９８６年のヘルス・プロモーション（オタワ憲章）以

降の健康づくり施策が，世界的に「目標指向型健康増

進施策」を採用していることから，我が国においても

学齢期に対しての目標値が設定された。一般的に，健

康障害を起こす危険因子を持つ集団のうち，より高い

危険度（リスク）を有する者に対して，その危険を削

減することによって疾病を予防する方法をハイリス

ク・アプローチと呼んでおり，また，その集団全体で

の危険因子を下げる方法を集団的アプローチと呼んで

いる。そして，健康課題の解決は，ハイリスク・アプ

ローチと集団的アプローチを適切に組み合わせて，対

策を進めることが必要であると言われている。学校歯

科保健活動においては，平成７年度の健康診断からリ

スク度によるスクリーニング手法を取り入れているた

学齢期の齲蝕予防等の目標

・１２歳児における１人平均齲蝕数（DMF歯数）

の減少

目標値：１２歳児における１人平均齲蝕数

（DMF指数）１歯以下

・学齢期におけるフッ化物配合歯磨剤使用者の割

合の増加

目標値：学齢期におけるフッ化物配合歯磨剤

使用者の割合 ９０％以上

・学齢期において過去１年間に個別的歯口清掃指

導を受けたことのある者の割合の増加

目標値：過去１年間に個別的歯口清掃指導を

受けたことのある者の割合 ３０％以

上

日本学校歯科医会会誌８７号２００２年２月
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４ 健康意識の向上と学校歯科保健活動

め，既に実施している方法論ではあるが，再度，自分

の学校の児童生徒等の健康状態の把握と特性が掌握で

きているかどうか，学校保健計画に位置づけされて継

続的計画的に実施されているかどうかを見直す機会と

したい。実際の目標のうち，例えば，１２歳児における

「１人平均齲歯数（DMF歯数）１歯以下」をクリア

している学校も数あるが，ただ単なる数値目標として

理解してしまうと「病気がなければよいのか」という

現象中心の考え方になってしまうので注意が必要であ

る。

また，８０２０運動が平成元年にスローガンとして

提示されてからほぼ１０年が経過し，色々な意味で評価

をし，見直しを図る時期に到達していると考えられ

る。８０２０運動は言うまでもなく「８０歳においても

自らの歯を２０歯以上保ちましょう」ということである

が，ただ単に，２０歯という歯数に意義があるのではな

い。元々，８０２０運動の２０歯という歯数は「何でも

食べることができる」という機能と，その機能による

QOLの向上がねらいであった訳だし，また，８０歳で

２０歯以上を保持しようとするならば乳幼児期（母子歯

科保健）から学齢期（学校歯科保健）そして成人期（成

人歯科保健）というライフステージ毎に適切な歯科保

健医療対策が講じられている必要があるということで

あった。すなわち，新たな歯科保健医療体制の構築の

下で国民のQOLの向上を図るという意図が示されて

いると考えるべきである。したがって，学校歯科保健

活動においても児童生徒等にとって遠い遠い先の「８０

歳という自分の姿」を目標にすることに焦点を当てる

のではなく，現在の児童生徒等に「何を学んでもら

い，何を理解してもらい，何を体験してもらい，何を

態度・習慣として育てるか」から８０歳に通ずる基本的

対応に焦点を当てる方が望ましい。

学校歯科保健活動が，児童生徒等の健康意識にかか

わりを持つかどうかについては色々な視点から考えて

みる必要がある。しかし，重要なことは「その学校が

学校歯科保健活動の目的を児童生徒等の健康課題とし

て明確に位置づけし，健康に対して児童生徒等が意識

や関心を持ち，生涯にわたって健康な生活を営むため

に教育活動を展開するのだ」という教育目標があるか

どうかである。健康意識の向上は，教育する側が教育

される側にあって欲しいと望んで実施するものでなけ

れば効果的な意識向上などあり得ないと考えられるか

らである。文部科学省の「歯・口の健康つくり推進指

定校」に対して�日本学校歯科医会が実施した調査に

よれば，「児童の健康に対する意識や興味が向上し

た」と回答した学校は９７．９％に及ぶことから，歯科保

健活動は「歯・口腔を入り口にした健康教育活動」と

いうことが理解できよう。

１）健康教育の視点からみて歯科保健活動が優れてい

る事項

児童生徒等の自律的健康つくりのための教育題材と

して，他の題材よりも優れていると考えられるのは「見

ることができる」題材であることと，健康教育の目標

を達成するための要因を発達段階に応じて展開するこ

とが可能であるということである。健康という抽象的

概念を目で見える実体として把握できることは歯科保

健の最大の利点であると思われる。

�興味・関心を持つための気付きがある

健康に関する事柄は，健康を「病気でない状態」

として理解している児童生徒等にとって，興味の対

象となりにくい。すなわち，病気でないことが普通

の状態であるために気付きが存在しないからであ

る。したがって「健康課題に気付くとともに，興

味・関心を持つ」ためには「見せる」ことが肝要で

ある。

�知識・理解を助け，判断が容易である

健康についての知識を身に付け，理解するには病

気の原因や健康増進の考え方が納得できなければな

らない。また，健康課題をよりよく解決するために

考え，判断できるという十分な思考力と判断力は，

児童生徒等が「確かめられる」課題を学習すること

で培われる。「カゼをひかぬように帰ってきたらウ

ガイをしよう」とか「トイレの後は，手をよく洗い

ましょう」などという注意は一般的に行われている

事柄なのであるが，児童生徒等が「どうしてするの

か」という疑問を持ったときに，児童生徒等のレベ

ルで課題を発見し，解決できるかどうか疑問であ

�シンポジウム
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５ おわりに
―すべての健康課題への道に通ずる―

る。その点，歯科保健活動は知識・理解を助け，判

断を容易にすることができる。

�意志決定から行動への過程が明確である

健康課題を解決するため，意志決定をし，行動で

きるということは，児童生徒等にとっていくつかの

要因が考えられる。

�自分の変化が認識できる

「健康の価値を認識する」ということは，言葉の

上では単純明快なことであるが，児童生徒等にとっ

ては健康の本質が理解できないし，自分の健康行動

がどのような変化を体に与えるのかという予測性が

困難である。すなわち，児童生徒等に対して健康の

価値を認識してもらうためには，児童生徒等自身が

自分自身の変化に気付き，その変化を喜ばしいこ

と，うれしいことと思ってくれなければならない。

例えば，軽度の歯肉炎であれば，１～２週間程度の

意識した適切なブラッシングによって改善し，出血

がとまるし，口臭も減少することが知られている。

２）心身の健康観と歯科保健

中学生や高校生を対象にして，自らの健康観と心身

の健康状況について調査を行うと，自らの心身の健康

状態に低い評価を持っている子どもたちは，幾つかの

特徴的な歯科保健状況を持っていることが知られてい

る。例えば，心に問題のある子どもたちは，その症状

が身体症状として先行して表出することが知られてい

る。「噛むと痛いところがある」，「口が開きにくいこ

とがある」，「顎が痛いことがある」等の症状を心身の

問題としての先駆症状と考えながら対応するような視

点も求められるのである。歯・口腔を通じての健康意

識の向上は，一方において，健康意識の向上の認めら

れない子どもたちは歯・口腔に症状を表出しているか

もしれないということを思慮する機会になる。

２１世紀の学校歯科保健活動は，児童生徒等の健康と

生活の資質向上を見据えた活動になるであろうと予測

され，そのことは又，８０２０運動の主旨とも一致す

るところである。健康志向型・QOL志向型の学校歯

科保健活動において確実な健康観をはぐくむために

は，学校，家庭，及び地域の三位一体で実践されなけ

ればならない。しかも，各々の場での活動は，その

各々の場の特性に適合したものでなければならないの

である。歯科保健活動の有する健康教育効果は，学校

だけでなく家庭においても，地域保健においても「切

口」としての意義は同じである。学校においては，特

に保健指導においては学級活動（ホームルーム活動）

あるいは新しい学習指導要領で新設された「総合的な

学習の時間」などを利用して，幅広い体験学習を効果

的に使用し，「学ぶ」ことに主眼を置くことが大切で

ある。さらに，自らの健康を自らの力で保持・増進す

るためには，必要な知識と必要な行動そして意欲が備

わっていなければならない。「児童の生活習慣が改善

した」，「家庭との連携が向上した」，「地域との連携が

向上した」とする学校歯科保健活動は，「心の問題」，

「性教育」等で大変な時代であるからこそ「健康課題

の入門」として展開をして戴きたい。「すべての健康

課題への道」に通じていると確信している。２１世紀の

我が国に大いなる力を与えてくれるであろう児童生徒

等の一生にわたる健康つくりに，健康志向型・QOL

志向型の学校歯科保健活動が成果を上げてくれること

を祈念したい。
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１ はじめに ―歯・口と生きる力―

２ むし歯の早期発見・早期治療から
健康日本２１へ

歯科医の間では，「口は健康へのパスポート」「口は

その人の履歴書」という表現をよく使います。事実，

ほ乳類の歯・口を観察すると，食性・棲息環境が見え

てくるように，人間も食生活をはじめ，健康への考え

方，その人の置かれている生活環境が見えてきます。

「食べる口，味わう口，呼吸する口，語り合う口，

愛する口，泣く口，笑う口，悲しむ口，怒る口，そし

て食いしばる口」。口は生命維持のための，摂食・呼

吸器官であるとともに，人間らしく喜怒哀楽を表現

し，生きる力を引き出す大切な器官です。

昭和３０年代から５０年代の高度成長期の歪みが，健康

被害として全国的に現れ，歯科分野では子どものむし

歯のまん延と重傷化として顕在化し，深刻な社会問題

になりました。

昭和５３年，旧文部省は，う歯（むし歯）予防対策推

進指定校制度をつくり，学校教育の中で，むし歯予防

の実践・研究校を各都道府県に指定しました。一器官

の疾患予防のための指定校制度は他に類を見ないもの

でした。

現在では「児童生徒等歯・口の健康つくり推進指定

校」「歯・口の健康つくり推進地域事業」へと受け継

がれ，幼・小・中一貫教育と，PTA・地域の関係機

関を巻き込んだ事業へと発展してきました。

その結果，１２歳児 DMFT＝２．４本（平成１１年旧厚

生省歯科実態調査）のように，各年齢ともむし歯が減

少，軽傷化を達成しました。その反面，軟食化に伴う

咀嚼などの口腔機能の低下，咬合異常，顎関節症，歯

周疾患の顕在化と新たな課題も出てきました。２３年の

歳月の中，学校歯科保健はむし歯を減らす（早期発

見・早期治療）という狭義の健康教育から，生活習慣

病の一つとして位置付け，歯・口の健康教育を広義の

健康教育（心身の健康保持・増進）の入口として捉

え，積極的に学校保健教育に取り入れるまでに実践，

研究が進んできました。

「健康日本２１」は「すべての国民が健やかで心豊か

に生活できる活力ある社会」の実現のため，個人の健

康観の確立と社会全体が支援できる体制の整備を具体

的運動として提示しています。その中で歯の健康は９

つの領域（１栄養・食生活，２身体活動・運動，３休

養，こころの健康づくり，４たばこ，５アルコー

ル，６歯の健康，７糖尿病，８循環器病，９がん）の

一つの柱として位置付けています。１～９を有機的に

結付けた歯・口の健康づくりが期待されています。

シンポジウム

生涯にわたる健康意識の向上と実践力の
育成をめざして

シンポジスト

―８０２０につながる学校歯科保健の飛躍―
生涯にわたる健康意識の向上をめざす学校歯科医の職務

日本学校歯科医会 理事 中 條 幸 一

４

�シンポジウム
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３ 生きる力，ヘルスプロモーション

４ ヘルスプロモーションに関する
オタワ憲章

「食生活・リズムのある生活が習慣となりました。

その一つとして歯をみがかないで寝ると落着きませ

ん。現在は半年に一度は歯医者さんで定期検診と歯の

クリーニングをしてもらいます。これも大郷町立味明

小学校のむし歯予防教育のおかげと感謝しておりま

す。」

現在２４歳のＡ子さん（昭和６０年～６２年文部省指定校

時在学）は述べています。

この事業のこれまでの経験と実績は学校保健教育の

中で，ますます重要なものとなってきております。

さらに指定校を受けた学校・地域から次のような報

告がなされています。

�子どもの生活リズムが確立し，自己の健康管理に

関心をもつようになった。

�歯・口の健康つくりを出発点に，かむことの大切

さや，食生活からくる生活習慣病などの学習まで

発展し，総合的な学習の課題として「健康」は意

義のある課題であることがわかった。

�学校歯科医や養護教諭，栄養士，保健婦などの協

力を得て，専門的知識と広い視野に立った授業が

でき，子どもたちは意欲的に学習に取り組むこと

ができた。

�PTA，地域との結び付きが強まり，親子・子ど

も・教師同士が互いに学び合い，実践を重ねるこ

とで，総合的な学習に対する取り組みに，自信と

意欲が見られるようになった。

�教師の共通理解や協力体制が緊密になり，他の部

門にもよい影響を与えた。

学校歯科保健活動のすぐれている点は，�～�の広

がりをみせること。歯・口をキーワードに全身の健

康・食生活・自分のからだを知る，さらには環境問

題，動物の進化などへと発展できる魅力的な教材であ

ることです。口だけで見ても，口を開くと歯が見え，

歯の交換期を体験でき，むし歯，歯肉炎，歯の汚れが

わかり，食生活の改善，規則正しい生活習慣の確立，

ていねいなブラッシングなどで，CO，GO，出血，口

臭が改善され，自分で結果が認識できます。

まさに平成１４年度から実施される総合的な学習が目

指す「生きる力」（自ら課題を見つけ，自ら考え，主

体的に判断して取り組み，よりよく問題を解決する資

質と能力）を育む身近な教材といえます。

「確かな『健康観』と『生きる力』を育むための健

康教育は歯科保健から切り込め」と言われるゆえんは

ここにあります。

ここでその背景となっているヘルスプロモーション

に関するオタワ憲章の理念を紹介しておきます。

「健康」観が，WHOが１９５０年に定義した，「完全な

健康」から，「健康とは全く病気のない状態をいうの

ではなく，たとえ病気や障害があっても，自己実現に

向けて前向きに生きる状態を健康という」にかわり，

「健康増進」が「個人の生活習慣の改善だけでなく，

個人の生活習慣や健康等に影響している環境整備を合

わせたもの」と理解されるようになりました。１９８６

年，WHOは，カナダのオタワ市で開催された国際会

議で，新しい健康観と健康増進の考え方を合わせ，「ヘ

ルスプロモーションとは，人々が自らの健康をコント

ロールし，改善することができるようにするプロセス

である」と定義されました。そして，その戦略として

次のことが述べられています。

―ヘルスプロモーションの戦略―

ヘルスプロモーションの２つの柱

「個人が健康を増進する能力を備えること」

「個人を取り巻く環境を健康に資するように改善すること」

実現のための３つのプロセス

「唱道」（Advocate）

「能力の付与」（Enable）

「調停」（Mediate）

５つの活動の推進

「健康的な公共政策づくり」

「健康を支援する環境づくり」

「地域活動の強化」（住民参加の必要性）

「個人の技術の開発」（新しいアイディアと方法論の開発）

「ヘルス・サービスの方向転換」

日本学校歯科医会会誌８７号２００２年２月
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からだに入った食べ物の旅

生きるための大切な歯

食生活と健康かむことの大切さを知る

正しい食事のとり方

安全な食生活

食べ物が口に入るまで

○自分で料理・おやつを
　作ってみよう
○食事のマナー

○身の回りの食環境
○地球環境

○歯科医療・病院見学
○保健所見学

全身の病気やけが

スポーツと歯・口

健康な生活

8020達成者訪問

安全な生活

健康診断の結果をまとめてみよう

←図1　イメージマップ

消化器官の役割

○自分のからだを知ろう

○動物の歯・口と棲息環境

○動物の進化と歯・口の様子

A（歯・口のようす）

C（歯・口の役割）

B（歯・口の病気やけが）歯　・　口
の健康診断

口臭

話す

息

声 くちびる

呼吸

だ液

飲む
かむ・砕く

やわらかい物

あご
カルシウム
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おやつ

甘い物栄養

硬い物
フッ素

歯みがき剤

歯ブラシ

歯みがき さし歯

入れ歯
金歯・銀歯

キシリトール

ガム

歯が抜ける

削る音

治療

レントゲン

歯医者
歯ぐき 歯ぐき

歯周炎

ミュータンス

むし歯
 歯垢

歯ならび

健康診断票
矯正

CO

GO
乳歯

抜ける

生えかわる

永久歯

前歯

糸切り歯

奥歯

第一大臼歯

親知らず

５ 歯・口の健康診断から総合的な学習へ

６ 学校歯科保健の充実のために
―学校歯科医へ望むこと―

財団法人日本学校保健会発行の「生きる力をはぐく

む，歯・口の健康つくり」の中に，児童が作成した

「歯・口の健康診断」のイメージマップからスタート

の図１があります。これを見ると，児童の興味・関心

の広がりがよくわかります。この図１を私なりに追加

し，歯・口からの発展図を作成してみました。先生方

も，自分の学校の児童・生徒・先生方と一緒にイメー

ジを膨らませ，発展図を広げてみてください。

以上述べた様に，学校歯科保健教育の様相が大きく

変わる中，一般の学校は，学校歯科医も含めて，未だ

の感があります。歯・口の指定校を経験した学校で

あっても，継続してゆく中心的役割の先生，学校歯科

医の移動等で折角の研究実践成果が立消えている学校

も多々見受けられます。改めて継続の困難さと重要性

を痛感します。

� まずは歯・口の健康診断の充実を

―道標の灯台のように―

学校歯科保健に対し無関心な学校でも，年１回の定

期歯科健康診断日を有効に充実した内容にしてゆくこ

とで，次第に関心を高めることができます。私が学校

歯科医になった３０年前，校内の雰囲気は，学校歯科保

健教育を校内で行うことはとんでもないという考え方

が強く，教員免許をもたぬ者教壇に立つべからずでし

た。そこで熱心な養護教諭と一計を案じ，まず校長に

子どもたちの口の中がひどく汚れているため，正確な

歯科健康診断ができないこと，歯鏡が不足し，不潔で

あることを強調しました。具体的には歯鏡２００本，無

影灯を一つをそろえ，図２のように歯科保健指導時間

と歯科健康診断とをワンセットにして実施しました。

口の中をきれいにして歯科健康診断に臨むことにより

歯科健康診断精度の向上と，時間の効率的運用が可能

図１ 歯・口からの発展図

�シンポジウム
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となりました。歯科保健指導との一体化で，児童・生

徒に自分の歯・口の健康に関心を持つ大切な機会を与

えることができました。歯科保健指導は１校時目は１

組が私，２組を歯科衛生士，養護教諭。クラス担任の

先生は手伝いをしながら研修をしてゆくという方式を

とりました。次の検診で，クラス担任の先生がメイン

になる。この方式を繰り返すことで，クラス担任の先

生も歯科保健指導のノウハウを修得し，歯科保健指導

は年々充実し，その学校の伝統となりました。約３年

で変わる教師や校長先生に継続的に伝えてゆくことは

根気のいることです。そのためにも，学校歯科の専門

家である私達が常に陰に陽になり，学校に協力し，道

標の灯台のように明かりを照らし続ける必要がありま

す。やがて良い伝統となり，良い方向へと回転しはじ

めます。灯台の照らし続けるエネルギーは児童・生徒

への限りない愛情と，歯・口の健康の保持増進の担い

手としての責任と誇りです。学校歯科医は常に自己研

鑽を積み積極的に研修会（図３），に参加することが

大切です。特に学校保健のバイブルとも言える「新学

校保健実務必携」を機会あるごとに読み，さらに図４

のような書籍・パネル等を大いに活用して下さい。

今回この大会に出席されています先生方の様に，最

近の学校教育・歯科保健教育の動向を的確に感知し，

児童・生徒に専門家として還元してゆく。勿論学校の

教育活動は計画的，組織的に行われていますので，独

善的にならず共通理解を得て進める必要があります。

� 普通の学校でまずできること

歯・口の指定校になると，歯・口の保健活動一色と

なり，公開研究にこられた先生方は感心し驚きをあら

わします。同時に自分の学校の現実と比較し，あまり

の差に諦めさえ感じさせます。私も理想的な地域歯科

医療体制を実現したいと思い，１７年間歯科医療過疎の

宮城県内３町に町立の歯科診療所を設立し，「乳幼児

から老人まで，健康な口腔を保てる町」をスローガン

に町あげての歯科保健医療活動を行ってきました。文

養
護
教
諭

園児・児童・生徒の健康の保持増進を図るため，園・学校歯

科保健の指導，普及および振興に努め，もって園・学校歯科保

健の円滑な運営に寄与する。

１．学校保健教育並びに安全に関する施策と協力

２．歯科保健に関する施策と協力

３．学校歯科保健に関する研修並びに研究

４．学校歯科保健推進のための環境整備

５．学校歯科保健に関わる表彰の実施

本年度の主たる事業

� 第１９回宮城県歯科保健大会の開催

� 歯の塚供養の実施

� 学校訪問口腔衛生指導の地区ごとの実施および普及

� 養護学校の歯科保健の充実

� 学校歯科医研修会の開催

� 宮城県教育庁との協議会の開催

� 口腔保健センターにおける「歯の学校」の開催

	 スポーツ歯学の研究および普及

１）検診月日：４月２３日
２）所要時間：午前８時４０分～午後３時３５分
３）検診対象：全校児童全員，全職員
４）時間割り：

時 間 保健指導 健 診

�８：４０～
９：２５

１の１
１の２

�９：３５～
１０：２０

２の１
２の２ �１－１ �１－２ 計７０名

�１０：３０～
１１：１５

３の１
３の２

�２－１ �２－２ 計６０名
�あすなろ

�１１：２５～
１２：１０

４の１
４の２ �３－１ �３－２ 計６４名

昼休み １２：１０～１３：００

	１３：００～
１３：４５

５の１
５の２ �４－１ �４－２ 計６１名

	１３：５５～
１４：４０

６の１
６の２ �５－１ �５－２ 計６９名


１４：５０～
１５：３５ �６－１ �６－２ 計６６名

５）場 所：�事前保健指導……各教室
�健 診……理科家庭科教室

６）健診医師：校医 中條 幸一先生
７）歯科衛生士：１名
８）健診順序：時間割りに添って，各教室で保健指
導を行った後，保健室に移動して健診を受ける。

９）係分担：
〈事前〉�歯科医，歯科衛生士と連絡調整

�保健指導資料提供
�保健室の準備

〈当日〉�検診補助
�検査票の記入

図２ 歯科健康診断

図３ 平成１３年度宮城県歯科医師会学校歯科委員会事業計画
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部省指定も経験しました。その結果，大郷町では全町

民の処置歯率９２．１３％（１９８９年），小学校６年生DMFT

＝１．５本～２．５本（１９９４年），町の歯科医療費，国保：

社保＝３：１で両方合わせると，ピーク時１億４，０００

万 円（１９８５年）が７，５００万 円（１９９２年）と４６％の 減

少，全医療費に占める歯科医療費もピーク時１１．７４％

から５．７３％へと半減しました。

「全年齢層の歯科検診の確立－保健指導－治療」さ

らに「健康保持増進」と原則にもとづいたシステムの

確立，既存組織の有効利用で町民の健康への意識向上

がはかられました。その結果，医療費の負担の減少と

いう大きなおまけもつきました。この実践活動から「ヘ

ルスプロモーションに関するオタワ憲章」の意義を改

めて認識させられました。しかし，町立の診療所経営

は８年目で２，０００万円の赤字となりました。町当局は

学校・地域に出て予防・健康教育をするより診療して

稼げと言い出し，私との考え方と大きく隔たりができ

ました。２年後平行線のまま１０年目慚愧の思いで退職

しました。その後大きな揺反しが大郷町に起きまし

た。歯・口の健康は予防教育の継続的努力によって得

られることを忘れ，学校現場も，保健行政も，時間と

経費の都合という理由で，手抜きをしてしまいました

（図５）。１９９３年（平成５年）仙台で開業し普通の学

校，宮城教育大学附属小学校の学校歯科医になりまし

た。

１年目の歯科健康診断の結果６年生DMFT＝３．１

本，処置歯率５９．２％学校保健委員会も休眠状態でし

た。歯科統計すらとれていませんでした。健診後，副

校長先生から感想を聞かれました。「仙台市中心部に

歯科医療過疎地域があったのに驚きました。」と答え

ました。プライドの高い附属小学校にとって大きな

ショックだった様です。しかし対応は早く，学校保健

委員会の再開（年２回の実施），父母への講演会，歯

科健康診断時の内容充実，統計のまとめと分析・評

価，そして対策，その結果７年後の平成１２年度は６年

生のDMFT＝０．９８本，処置歯率７８．５％（平成１２年）

と大幅に改善しました（図６）。

大郷町で活動した十分の一以下の努力で達成してし

まいました。燃えつき症候群になった文部省・都道府

県の指定校や大郷町の例を見るにつけ，継続的に無理

なくできる学校歯科保健活動が今一般の学校から求め

られています。宮城教育大学附属小学校の経験から，

まず原点に帰り，学校保健法施行規則２４条学校歯科医

の職務（図７），ならびに平成９年９月１２日保健体育

審議会答申（図８）を確実に実行することが近道であ

・文部科学省「小学校 歯の保健指導の手引き（改訂版）」東

山書房

・「児童生徒の健康診断マニュアル」

平成７年３月 財団法人日本学校保健会

・「歯・口の健康つくりをめざして―学校における歯の保健指

導の進め方―」

平成７年３月 財団法人日本学校保健会

・「歯・口の健康つくりをめざして�―健康診断と保健指導の

進め方―」

平成１０年３月 財団法人日本学校保健会

・「歯・口の健康と食べる機能」

平成１１年２月 財団法人日本学校保健会

・「歯・口の健康つくり―総合的な学習の時間で何ができる

か？」

平成１３年２月 財団法人日本学校保健会

・歯・口腔の健康診断パネル�～�まで

日本学校歯科医会

・学校歯科健診パネル 宮城県歯科医師会

・各都道府県発行の学校歯科関係資料

図５ 宮城県大郷町・四小学校６年生の

一人平均むし歯数

図４ 書籍とパネル

�シンポジウム
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ることがわかりました。その上で特に効果があったの

は

�学校保健委員会の活性化

管理校医，内科校医，歯科校医，耳鼻科校医，眼

科校医，学校薬剤師，校長，副校長，教頭，保健主

事，体育主任，給食主任，栄養士，養護教諭，父母

教師会会長，保健委員長の参加のもと学校保健安全

計画の検討と健康診断の評価と対策の意見交換がさ

れました。９月は健康診断結果中心に，２月は来年

度の学校保健安全計画の見直しと追加。

�歯科統計の整備と評価，具体的対策。

�歯・口の健康診断時の積極的活用と内容，環境の

整備。

�学級活動で事前指導と事後指導を行う。

個別指導の充実（特にハイリスクの子供），学校

行事，他教科との関連。

�放送掲示板等の活用。

�その他。

具体的方法は図４の書籍とパネルを参考にして下さ

い。この様に一般の学校でもできる内容を確実に実行

する方法に切替えていきました。

平成１４年度から始まる「総合的な学習の時間」に課

題例の一つとして「福祉・健康」があげられていま

す。ぜひとも歯・口の健康つくりからの切り込みを

行ってみてはいかがでしょうか。（図１）

� 学校保健安全計画の立案に参与する。

	 定期および臨時の健康診断（学校保健法第６条の規定）の

うち，口腔および歯の検査を行う。


 健康診断の結果に基づく予防措置（法第７条の規定）のう

ち，う歯その他の歯疾予防処置および保健指導を行う。

� 児童生徒の健康相談（法第１１条の規定）のうち，歯科に関

する健康相談を担当する。

� 市町村の教育委員会の依頼に応じ，就学時の健康診断（法

第４条の規定）のうち，歯および口腔の検査に従事する。


 以上に掲げるもののほか，必要に応じ学校における保健管

理に関する専門的事項の指導を実施する。

� 学校歯科医は，以上に掲げる事項について職務に従事した

ときにはその状況の概要を学校歯科医執務記録簿に記入

し，校長に提出することになっている。

「学校保健・学校安全・学校給食について，学校において

は，心身の健康の保持増進のための保健教育と保健管理を内容

とする学校保健，自他の生命尊重を基盤とした安全能力の育成

等を図るための安全教育と安全管理を内容とする学校安全，望

ましい食習慣の育成等を図るための給食指導と衛生管理等を内

容とする学校給食のそれぞれが独自の機能を担いつつ，相互に

連携しながら，児童生徒の健康の保持増進を図っているが，近

年における生活習慣病や心の健康問題，感染症の新たな課題な

どの健康に関する現代的課題に適切に対応するためには，早期

発見，早期治療という二次予防も重要であるが，健康的な生活

行動を実践するという一次予防を重視する必要があり，今後，

一次予防を促す教育指導面の充実を一層図っていく必要があ

る。

このためにも，学校保健，学校安全及び学校給食のそれぞれ

の果たす機能を尊重しつつも，それらを総合的にとらえるとと

もに，とりわけ教育指導面においては，保健教育，安全教育及

び給食指導などを統合した概念を健康教育として整理し，児童

生徒の健康課題に学校が組織として一体的に取り組む必要があ

る」としている。

図６ 宮城県教育大学附属小学校一人平均

むし歯数（DMF歯数）の推移

図８ 平成９年９月１２日，保健体育審議会
ヘルスプロモーションの理念に基づく健康の保持増進
の答申

図７ 学校歯科医の職務
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７ 歯科医師会・学校歯科医会は，
人材・教材・資料の宝庫

８ おわりに

歯科医師の団体である歯科医師会は，日本歯科医師

会－都道府県歯科医師会－地区歯科医師会（市町村）

があり，幼・小・中・高等学校の時期は日本学校歯科

医会が担当しています。都道府県レベルでは歯科医師

会内に学校歯科担当委員会又は独自に学校歯科医会を

組織し，歯科医学の進歩発展と公衆衛生の普及向上な

どを図るため，多岐にわたり事業や活動を行っていま

す。日本歯科医師会は公衆衛生活動として８０２０運

動（８０歳で少なくとも２０本のかめる歯を残す運動，現

在は約７．４本）“一生自分の歯で食べよう”を，スロー

ガンにして国民運動を展開しています。日本学校歯科

医会は全国的観点から事業を行い，地域の学校歯科は

地域に根差した学校歯科保健に拘る事業を展開し，学

校歯科医の資質の向上と，学校歯科保健の普及指導，

実践と調査研究を行っています。（図３）私の所属し

ています宮城県歯科医師会は昨年から新会館の移設に

伴い，ワンフロワーを県民・学校に開放し，「歯の大

学」「歯の学校」を開設し，体験学習を通して，歯と

からだの関わりについて授業を行っています。新会館

には学校歯科保健指導に必要なビデオ・映画，本，参

考資料，咬合力計，口腔内写真撮影，PH測定器な

ど，実験機材等がそろえられ学校歯科保健を楽しく学

べる施設となっています。

この様に歯科医師会・学校歯科医会は，人材・教

材・資料の宝庫です。「学校歯科保健の○○が知りた

いので，人材を含めて資料などを紹介してください」

と電話してくだされば，事務局で学校歯科の担当者に

連絡し，的確に対処しますので大いに利用して下さ

い。

２１世紀，「健やかで心豊かに生活できる活力ある社

会の実現へ」をスローガンに健康日本２１がスタートし

ました。９つの領域７０項目が設定され，その中に「歯

の健康」も一つの大きな領域に位置づけられていま

す。

「若き時、学ばぬ悔を噛み締めて，奥歯無き身の老

いの悲しさ」ある老人が講演会の感想として一句贈っ

てくれました。人は安心して健康で生きがいを持った

人生を送りたい，このあたりまえの願いを実現するた

め，学校歯科医として図９の気持ちで貢献できればと

思っております。

おわりにあたって「大事なことは当り前のことをき

ちっとやることだ。このことをやるかどうかで差がつ

いてくる。」トヨタの奥田会長の含蓄のある言葉を紹

介します。

私達学校歯科医も児童一人一人に良い習慣が当り前

になり実行できる能力―生きる力―が培われる様，

困難で息の長い仕事ですが，楽しみながら学校の先生

方と共に歩めればと思っております。私の発表が今回

のシンポジウムのテーマ「生涯にわたる健康意識の向

上と実践力の育成をめざして８０２０につながる学校

歯科保健の飛躍」に少しでも役に立てば幸いです。

―医者と僧侶と弁護士は―

本来，医師・歯科医師は，人間が健康で快適，安全に生きて

ゆくための支えであるが故に，社会から尊敬される職業であ

る。医者と僧侶と弁護士は，人の不幸や暗い部分（病気，死，

犯罪等）を種に生活する寄生虫のような存在になったら，あま

りにもみじめではなかろうか。そのことを胆に銘じ，常に，わ

れわれ歯科医師も健康科学としての歯科医学を確立することに

努め，“健康を守る歯科医師”として存在する必要がある。

図９ 明日への，歯科界の対応策は
日本歯科評論／June１９８６．�５２４中條より抜粋

�シンポジウム
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１ 学習指導要領改訂の経過

平成８年７月の中央教育審議会第一次答申で，今後

における教育の在り方の基本的な方向が示された。豊

かな人間性，正義感や公正さを重んじる心，自らを律

しつつ，他人と協調し，他人を思いやる心，人権を尊

重する心，自然を愛する心などを培うことなどどんな

に社会が変化しようとも，「時代を超えてかわらない

価値のあるもの」（不易）をしっかり身に付けるとと

もに，少子化，高齢化，国際化，情報化など社会の急

激な変化など「時代の変化とともに変えていく必要が

あるもの」（流行）に柔軟に対応していくことが教育

の課題であるとしている。

そのためには，現状を踏まえ，子供たちに「生きる

力」と「ゆとり」が必要であるという認識から，子供

たちや社会全体に「ゆとり」を確保する中で，学校・

家庭・地域社会が相互に連携しつつ，子供たちに「生

きる力」をはぐぐむということを基本として展開すべ

きであるとしている。「ゆとり」とは，時間的な「ゆ

とり」だけでなく，心の「ゆとり」，考える「ゆと

り」も重要であり，「生きる力」は，いかに社会が変

化しようと，自分で課題を見つけ，自ら学び，自ら考

え，主体的に判断し，行動し，よりよく問題を解決す

る資質や能力，自らを律しつつ，他人とともに協調

し，他人を思いやる心や感動する心など豊かな人間

性，それに，たくましく生きるために不可欠であり，

「生きる力」を支える基盤でもあるのが健康や体力で

あるとしている。

そのような「生きる力」の重要な柱である健康を保

持増進することは，２１世紀の教育を展望する上で極め

て重要であり，健康教育の一層の充実が求められてい

ると言える。

また，平成９年９月の保健体育審議会答申におい

て，「生涯にわたる心身の健康の保持増進」に関し

て，様々な内容の答申を行っているが，特に，健康の

大切さを認識できるようにするとともに，近年におけ

る食生活をはじめとする生活習慣の乱れや生活習慣

病，心の健康，喫煙，飲酒，薬物乱用，性の逸脱行動

などの健康課題に適切に対応するためには，早い時期

からの保健教育の実施とヘルスプロモーションの考え

方を生かした健康教育を推進する必要があることが提

言されている。

さらに，「幼児児童生徒の人間として調和のとれた

成長を目指し，国家及び社会の形成者として心身とも

に健全で，２１世紀を主体的に生きることができる国民

の育成を期するという観点に立って，」審議が進めら

れ，平成１０年７月に教育課程審議会答申が行われた。

これらの答申や児童生徒の実態等を踏まえ，平成１０

年度に，幼稚園教育要領，小学校中学校学習指導要領

（平成１０年１２月），高等学校，盲学校，聾学校及び養護

学校教育要領・学習指導要領（平成１１年３月）が告示

され，その中でも，これまで多くの成果を上げてきて

いる歯科保健を含む学校における健康教育が一層重視

されることとなった。

これまで，学校においては，心身の保持増進のため

の保健教育・保健管理を内容とする「学校保健」，自

解 説 新学習指導要領と健康教育

�文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課

教科調査官 戸 田 芳 雄
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２ 新しい学習指導要領の概要

３ 健康教育に関連する内容の改善

他の生命尊重を基盤とした安全能力の育成を図るため

の安全教育・安全管理を内容とする「学校安全」，望

ましい食習慣の育成等を図るための給食指導・衛生管

理等を内容とする「学校給食」が，独自の機能を担い

つつ，相互に関連を図りながら，学校健康教育とし

て，教育活動全体を通じて推進してきた。

今後は，これまでの考え方を一層推進し，新学習指

導要領の趣旨や内容を踏まえ，関連教科，道徳，特別

活動の外，総合的な学習の時間や課外の指導を含めた

教育活動全体を通じて健康教育を充実し，当面の課題

解決に資することはもとより，児童生徒に，生涯にわ

たって健康で安全な生活を送る基礎を培うことが一層

重要となってきている。

次に，新しい学習指導要領の内容について，健康教

育の充実という視点から解説する。

� 改訂の基本的視点とねらい

�基本的視点

�改訂のねらい

� 主な改善点

�各教科における内容の改訂

・高度になりがちな内容の削減や上級学校への移行

・新授業時数の概ね８割程度の時数における内容の

厳選で標準的に指導できる内容

（算数，数学，理科など）

�道徳教育の充実

基本的なしつけや善悪の判断。ボランティア体験

や自然体験など体験活動を生かす。

�国際化への対応

中学校，高等学校での外国語の必修及び「総合的

な学習の時間」での学習，国旗・国歌の指導の充実

�情報化への対応

中学校技術・家庭科「情報基礎」の必修，高等学

校教科「情報」の必修

�体育，健康教育の充実

生涯にわたって運動に親しみ基礎的体力を高める

ことを重視するとともに，新たに小学校中学校から

保健に関する内容を指導することとし，自らの健康

を適切に管理し，心の健康，望ましい食習慣の形

成，生活習慣病の予防，薬物乱用防止などの課題に

対応

	各学校の創意工夫を重視した教育


「総合的な学習の時間」の創設

「生きる力」をはぐくむことを目指した，各学校

の創意工夫を生かした活動

・国際理解，情報，環境，福祉．健康などの横断

的・総合的な課題

・児童生徒の興味・関心に基づく課題や学校の特色

に応じた課題など


２学年を見通した弾力的な指導

国語，音楽，図画工作，家庭，体育などの教科（小

学校）の内容は２学年まとめて示すことで，弾力的

な指導を可能とした。

� 教科における「保健」の改善の基本的な考え方

「保健」においては，児童生徒が健康の大切さを認

識できるようにするとともに，ヘルスプロモーション

の考え方を生かし，生涯を通じて自らの健康を適切に

管理し，改善していく資質や能力の基礎を培い，実践

完全学校週５日制の下で，各学校がゆとりのあ

る教育活動を展開し，子どもたちに「生きる力」

をはぐくむ。

�豊かな人間性や社会性，国際社会に生きる日本

人としての自覚の育成を重視する

�子どもたちが自ら学び，自ら考える力を育成す

る。

�ゆとりのある教育活動を展開する中で，基礎・

基本の確実な定着を図り，個性を生かす教育

を充実する。

�各学校が創意工夫を生かし特色ある教育，特色

ある学校づくりを進める。

�解 説
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４ 学校歯科保健の現状と課題等

力を育成するため，次のような基本的な視点に基づい

て，改善を図っている。

� 教科における「保健」の改善の際に考慮した課題

その際，生活様式の変化，少子・高齢化，情報化

などの急激な社会の変化や子供の成育環境，生活行

動，疾病構造等の変化などにかかわって深刻化して

いる内容や阪神・淡路大震災など近年の自然災害の

発生などの経験から，改善の際に考慮すべきことと

して，次のような課題が指摘されており，それを考

慮しながら検討を進めた。

� 教科における「保健」の改善の方向について

�前に述べた課各学校段階で一貫して，あるいは重

点的に取り扱う。

�児童の発育・発達の早期化や生活習慣の乱れなど

に対応するため，現在，小学校高学年から指導し

ている保健の内容を中学年から指導することとす

る。

これは，幼稚園の領域「健康」を基盤に，小学校

低学年の生活科の指導を経て，教科において，小学

校中・高学年，中学校，高等学校と一貫した健康・

安全に関する指導が可能となる画期的なものであ

る。

�心と体を一体としてとらえ，健康・安全と運動と

のかかわりについて，体験的な活動などをとおし

て理解を深めるよう，「保健」と「体育」の関連

を重視した指導を行う。

� 学校教育活動全体を通じた健康教育の充実

�総則第１の３「体育に関する指導」を「体育・健

康に関する指導」に変更

�総合的な時間での福祉・健康の課題例示

＊歯・口の健康つくり推進指定校・指定地域等で優

れた実践が行われつつある。

�特別活動の学級活動での心身の健康や学校給食に

関する指導の充実

� 専門性を有する教職員の参加・協力の推進

健康や栄養等に関する指導の充実を図るため，養護

教諭や学校栄養職員，学校医，学校歯科医，学校薬剤

師など専門性を有する教職員等の参加・協力を推進す

る。

	 学校歯科保健のねらい

学校歯科保健のねらいは，自分の歯や口の健康状態

に関心を持ち，歯や口の健康上の問題を自分で考え，

処理できるような態度や習慣を身に付けることにあ

る。つまり，学習によって，健康の大切さに気付き，

歯みがきや食生活などの生活行動を主体的に改善し，

健康な生活を実現していくことにある。

文部省では，昭和５３年（１９７８年）に「小学校歯の保

健指導の手引」を作成し，同時に「むし歯予防推進指

定校」（平成９年度より「歯・口の健康つくり推進指

定校」）を設定し，
日本学校歯科医会等の強力な支

援の下に，継続的に児童生徒の歯・口の健康つくりに

努めている。

その成果として，次のようなことが報告されてい

る。

�子供が自己の健康管理に関心をもつようになる。

�子供の生活リズムが確立してくる。

�児童（生徒）会の活動が活性化する。

�親子，子供同志，先生と子供，先生と保護者等と

のコミュニケーションが密になり，信頼関係が築

�健康の大切さや体の発育・発達などの基礎的・

基本的な事項の理解

�健康的なライフスタイルの確立

�深刻化する健康・安全に関する新たな課題等へ

の対応

�心の健康の保持増進

ア 心の健康

イ 食生活をはじめとする生活習慣の乱れ

ウ 生活習慣病（歯周疾患等を含む）

エ 薬物乱用

オ 性に関する問題等

カ 感染症の新たな課題

キ 自然災害等における安全の確保
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かれ，生徒指導の機能が強化される。

�教師の共通理解や協力体制が緊密になる。

�学校保健委員会が活性化し，保護者や地域社会と

の連携が円滑となり，開かれた学校づくりが促進

される。このことが，児童生徒の健康や青少年の

健全育成などの円滑な実践につながる。

そして，もちろんのことであるが，

�むし歯や歯肉炎が減少する。

�正しい歯みがきの仕方や食生活など歯・口腔や全

身の健康によい生活行動が身に付いてくる。

� 学校保健統計に見る児童生徒等の歯科保健の現状

�着実に減少している永久歯のう歯（概況）

図１は，過去約７年間の永久歯のう歯の推移であ

る。どの校種でも着実に減少しつつあり，小，中学

校はまもなく８０％を下回りそうな結果であり，高等

学校も平成９年度に９０％を下回り，間もなく８０％台

前半に迫ろうとしている。

�著しく減少している未処置歯

う歯の処置完了状況等の推移は，昭和５０年度ごろ

をピークに，平成１０年度までの約２０年間に未処置歯

のある者の割合が著しく減少している。例えば，小

学校では８０．０％が４１．８％まで減少し，処置歯１４．５％

が３８．９％となっている。その上，統計には表れてい

ないが，現在では健康診断後にはかなり高率の者が

治療や個別指導などを受けるようになってきている

こともあり，数字以上に質的に改善されていると考

えられる。

�WHOの２０００年の目標「３」を下回ったDMFT

指数

昭和５９年度から調査を実施している１２歳の一人当

たり平均う歯数（DMFT指数）は，平成７年度に

初めて４を下回って３．７２となり，平成１１年度に

は，「２．９２」，１２年度には「２．６５」と着実にむし歯

が，減少している。

� 学校歯科保健の課題

前に述べたように，文部科学省の学校保健統計調査

結果で分かるように，う歯の減少が著しく，これまで

の歯科保健は大きな成果を上げており，当面の目標で

ある「西暦２０００年までの１２歳児のDMFT指数３以

下」を１年早く達成，その後も着実に減少することが

できた。これは，全国の学校歯科医の先生方と養護教

諭を中心とした教職員のこれまでの長年の取り組みの

成果であり，この場（紙上）をお借りして心から敬意

と感謝を表したい。

しかしながら，近年，歯肉炎，歯列不正，咀嚼（そ

しゃく）など口腔機能の未発達の問題などう歯以外の

歯・口の健康つくりの面でいくつかの課題が指摘され

ている。

一つの対策として，平成７年度より健康診断の内容

等を改正し，検診及びその後の保健指導の充実に努め

ている外，平成５年度から６年間にわたり�日本学校

図１ 永久歯のう歯の推移

文部科学省学校保健統計

図２ １２才の一人当たり平均う歯数
（DMFT指数）

�解 説

日本学校歯科医会会誌８７号２００２年２月

５５



５ おわりに

保健会に口腔機能発達研究委員会（委員長，森本 基

日本大学研究所教授）を設置，調査研究を実施し，平

成１１年度２月に，指導資料「歯・口の健康と食べる機

能」を作成・配布したところである。

今後は，新学習指導要領に基づいた関連教科や特別

活動等での指導を充実するとともに，歯・口の健康つ

くり推進指定校（平成９年度よりむし歯予防推進指定

校を改称）や歯・口の健康つくり推進事業などを継続

しながら，文部科学省としても，各学校や教育委員会

と協力して課題解決に一層の努力を傾けたいと考えて

いる。専門的な立場から，各学校の学校歯科医及び�

日本学校歯科医会など関係の方々の更なるご支援をお

願いしたいと考えている。

平成６年度の児童生徒の健康診断の改正（７年度よ

り実施）が，管理と疾病の診断から，教育と健康を志

向したものであり，健康診断は，その実施の方法を工

夫し，その結果を指導に生かすことを通して，学校で

の健康教育を活性化し，「生きる力」をはぐくむ重要

な機会となる。学校歯科医の先生方には，何かとご多

忙ですが，これまでよりちょっと多めに時間と目と声

をかけて，専門的識見を生かしながら，親や教師とと

もに子供をはぐくむパートナーシップを発揮していた

だきたい。それが，子供の主体的な健康つくりにつな

がるすばらしい支援となることを確信している。

高齢社会が急速に進展する現在，生涯健康でありた

いということが，国民の大きな願いとなってきてい

る。その一つの極めて重要な柱が歯・口の健康づくり

であるということは，誰もが異論のないところであろ

う。しかしながら，ローマは一日にしてならずと言わ

れたように，歯・口の健康も日々の小さな営みによっ

て築かれる。私たち大人が，子ども一人一人の自立に

向かって，温かく，根気強く支援し，小さくて，偉大

な日々の歩みを大切にしながら，歯科保健という側面

から，心身全体の健康を視野に入れた確かな「健康

観」と「生きる力」をはぐくむことが，子どもに生涯

を通じて健康な生活を送る基礎を培い，生涯の宝と

なって子供に具現することとなる。

とりわけ，新学習指導要領において，生活習慣病な

ど生活行動がかかわって起こる病気の予防を重要な内

容として位置付けたことから，小学校だけでなく中学

校や高等学校でも歯周病の予防など歯・口の健康につ

いて学習する機会が多くなり，一層歯科保健の重要性

が増していると言える。

２１世紀を展望して新学習指導要領は，各学校での趣

旨や内容の理解，教育課程の編成に関する検討を経

て，平成１２年度から移行措置に入っており指導要録や

評価についても見直しが行われている。また，「総合

的な学習の時間」で歯科保健に関しても取り組みを始

めている学校も出てきており，学校歯科医の先生方に

も強力に後押しいただいてその充実と全国的な拡大を

期したいと考えている。

各学校では，新教育課程への移行を円滑にするとと

もに，「保健」担当者のみならず，校長等が歯科保健

をはじめとする児童生徒の心身の健康課題の深刻化や

生涯における健康・安全の重要性を十分に認識し，新

学習指導要領に盛り込まれた健康教育にかかわる趣旨

や内容を各学校で具体化し，実のあるものとすること

が求められている。

また，子どもに「生きる力」を育むためには，児童

生徒に対する個に応じた指導の充実を図るとともに，

開かれた学校づくりを進める観点から，各教科や特別

活動の授業や総合的な学習の時間などにおいて，地域

の方々や養護教諭，学校栄養教員，学校医，学校歯科

医，学校薬剤師等の専門性を有する教職員の積極的な

参加・協力を推進することが極めて重要であることは

言を待たない。

今後は，新学習指導要領の趣旨や内容が良く理解さ

れ，ご参会の皆様方及び健康教育にかかわりの深い多

くの方々のご支援と参加をいただきながら，各学校で

の健康教育が一層充実されることを期待したい。

新しい世紀に向かって，心豊かでたくましく生きる

児童生徒の育成のため，親，教師，学校歯科医など全

ての大人が子ども達の良きサポーターとなって，より

一層学校歯科保健並びに学校健康教育の推進にご尽力

を賜れば幸いである。

日本学校歯科医会会誌８７号２００２年２月
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幼 稚 園・保 育 所（園）部 会

テーマ 生涯にわたる健康意識の向上と実践力の育成をめざした
幼稚園・保育所（園）における歯科保健活動

座 長 日本大学歯学部小児歯科学講座教授 赤坂 守人

基 調 講 演
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科
摂食機能構築学分野教授 大山 喬史

発 表 者 １ 福井県鯖江市立鯖江幼稚園副園長 佐々木一枝

２ 大阪府和泉市立横山幼稚園教頭 大中美智子

３ 大阪府和泉市立北池田保育園長
看護婦

西川 一代
本田 道子

�幼稚園・保育所（園）部会



１１ ははじじめめにに

わが国は，前例のない速さで少子高齢化が進んでお

り，これに対しさまざまな分野で適切な対策が望まれ

ている。少子化対策の基本とすべきことは，この世に

生を受けた乳幼児が，健康でたくましく生きるからだ

と優しいこころをもったこども達へと育くむことにあ

る。そのために乳幼児期の健康管理は何にもまして重

要になってくる。

統計によると，４歳児の９割弱，５歳児の９割強

が，現在，幼稚園，保育所に通っている。言い換える

ならわが国の乳幼児の大部分は，一日の大半をこの２

つの施設で生活し過ごしているということになる。今

後，ますます女性の就労あるいは社会進出が進むこと

が予測されており，さらに多くの乳幼児が，それも長

時間にわたってこれらの施設で過ごすことが予測され

る。そこで，保育所および幼稚園で幼児に対し保健管

理，保健教育が十分になされることが小児期の健全育

成にとって重要なことになろう。

保育所は保護者が労働に従事し，あるいは病気など

のため家庭において十分保育することができない幼児

を，家庭の保護者に代わって一般家庭と同様の保育を

することを目的とする施設であり，入所は乳児から就

学までの幼児であって所管は厚生労働省である。幼稚

園は，幼児を保育し適当な環境を与えてその心身の成

長発達を助長することを目的とする，３歳児から就学

までの幼児を入園させる教育施設であり，幼稚園の健

康管理の多くは，学校保健法にゆだねられており，そ

の所管は文部科学省となっている。保育所と幼稚園の

保育の目的ならびに内容が異なることから，その健康

管理と保健対策には若干異なるところがある。しか

し，保健医療の立場の者にとっては，幼稚園のこども

達も保育所のこども達も，同じこどもには変わりない

はずである。

そこで，保育所嘱託（歯科）医と幼稚園（歯科）医

は，地域保健の立場からともに計画性をもって連携を

強めながら，従来からの母子保健法の乳幼児健診と，

小学校を中心にした学校健診の谷間にあった保育所・

座
長

生生涯涯ににわわたたるる健健康康意意識識のの

向向上上ををめめざざししたた幼幼稚稚園園・・

保保育育所所ににおおけけるる

歯歯科科保保健健活活動動
―幼児児のの歯歯・・口口のの健健康康づづくくりりのの

たためめのの新新ししいい保保健健教教育育のの課課題題――

日本大学歯学部小児歯科学講座

教授 赤 坂 守 人
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２２ 幼幼児児学学童童のの生生活活習習慣慣とと歯歯・・口口のの
健健康康づづくくりりととししててのの食食教育

幼稚園の園児健診の充実を図り，地域における生涯保

健の一環として対応し，推し進めていくことが必要で

ある。

従来，わが国の地域保健活動は，主に病気の早期発

見，早期治療を目的とした疾病志向の健康診断，いわ

ゆる二次予防であった。しかし，今日ヘルスプロモー

ションの理念に基づく健康管理，健康教育の目的は，

児童生徒が健康上のことを自らが気づき，決定し，行

動するということ，さらに現在児童生徒の健康上問題

となっている生活習慣病への対応などを考えると，従

来の二次予防では，適切な対応が不可能になってきて

いる。

すなわちライフスタイルの改善を主体とした一次予

防が強調されている。そして，一次予防の推進のため

にはその動機づけを，生活習慣の基礎が形成される幼

児・学童期に行うことが重要であり，そのためには幼

児・学童期における保健管理および保健教育の充実が

不可欠である。表に保育所幼稚園の園（嘱託）医が園

児および施設関係者に行うべき保健指導・保健教育の

内容を示した。この時期はとくに保健管理が占める比

重が大きい。

児童生徒の健康問題にとって大きな課題は，高脂血

症，高血圧，糖尿病など成人の生活習慣病の予備軍が

この時期からみられることである。このような生活習

慣病の若年化は，ますます都市型生活が進んでいる児

童生徒のライフスタイルに深く関係している。

子どもと大人の生活の境がなくなり，大人の生活の

中に子どもが引きずりこまれてきている。それによっ

て食生活の乱れ，運動不足，夜型生活習慣など子ども

の肥満を生み，生活習慣病に移行しやすい。児童生徒

の保健教育の中心は，今後「食生活」の問題になろ

う。今日の児童生徒の全身ならびに歯・口の健康に影

響している食習慣を挙げると次の点が指摘される。

１）朝食を欠食する

学校保健会の調査によると朝食の欠食が常習化して

いる者は，小学高学年で約４～５％，中学生で約１０％

である。朝食を欠食する理由は「食べる時間がな

い」，「食欲がない」が大半を占めている。このような

朝食の欠食は，児童生徒の就寝時間がますます遅く

なっていることが，朝の起床時間に影響してきてい

る。また同様に母親など保護者，家族の起床時間が遅

くなっているため，朝食づくり，朝食の仕方にも影響

されてきている。朝食を欠食し１日２食，あるいは軽

食・間食が多くなると，どうしても栄養摂取の片寄り

や肥満の原因にもなる。また朝食をしっかり摂ること

は，学習するなどの意欲に関係する。

２）飲料類を多飲する

わが国は，ここ５，６年間で各種の飲料類の輸入が

園児の口腔健診および保健指導・保健管理の内容
（保育士・教諭，保護者の指導を含む）

� 齲触（第一大臼歯を含む）について

１）食事・間食（給食・おやつ）指導

２）刷掃・清掃指導，昼食後の刷掃

３）フッ素応用の指導（歯磨剤，洗口法）

４）永久歯COの事後措置

５）未処置歯の治療の勧め

� 歯列・咬合，歯の萌出について

１）健診結果の指導

�咬合異常による機能障害
�齲触など歯牙疾患の予防
�治療など事後措置

２）口腔習癖と歯列咬合の関係の指導

吸指癖，咬爪癖，咬唇癖，頬づえ，口呼吸など

� 軟組織の疾患・異常について

１）歯肉炎（不潔性，萌出性）・GO，口内炎

２）小帯（舌，上唇，頬）異常

� 歯・口の外傷について

１）遊戯・運動による外傷の影響の理解

２）スポーツを含む外傷の予防

３）生活（園など）環境の整備

４）外傷直後の対処法，応急処置

� 食べる機能・行動の発達支援について

�幼稚園・保育所（園）部会
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３３ 学学校校歯歯科科保保健健教教育育のの新新ししいい課課題題
ととししててのの咀咀嚼嚼機機能能のの育育成成

急上昇している。児童生徒は，食事時以外は勿論のこ

と食事時にも飲料類をよく飲んでいる。児童生徒に好

まれ，よく飲まれている飲料類には，糖分が多く含ま

れ，また酸性度が低い。飲料類の多飲により，児童生

徒の運動不足とともに過剰エネルギーの摂取となって

肥満の誘因になっていることは知られている。さらに

これら飲料類に含まれている糖分は，う歯や歯肉炎の

原因になる。

３）夜食の摂取

児童生徒の就寝時間はますます遅くなっており，統

計によると小学５，６年生の平均が１０時過ぎ，中学生

が１１時３０分とされ，２０年間で約２時間遅くなっている

と言われている。必然的に夜食・間食の摂取が多く

なってきている。このような就寝前の飲食は児童生徒

の口腔環境を増悪させ，う歯および歯肉炎など口腔疾

患の発病・進行の原因となっている。

４）食物を良く噛まず，十分に時間を
かけて食べない

最近，幼児そして児童生徒は，硬く歯触りの悪い食

物を嫌い，食物を咀嚼することが少なくなってきてい

る。最近ではさらに食事時に食卓に飲料類を置いて，

飲み物で食物を流し込むような食べ方がみられる。ま

た食事に十分な時間をとってゆっくりと食べることが

少なくなってきている。

高齢化時代になって歯科保健医療の目標とし

て，８０２０運動が提唱されてきた。これは，健全に歯を

残すことは，高齢者に限らず全てのライフステージの

QOLにとって口の機能，とくに食べ物を“咀嚼す

る”“嚥下する”など摂食機能を豊かに営むために不

可欠であることを示しており，さらに生涯にわたる歯

と口の健康づくりの目標を具体的に示したものであ

る。この運動を達成するには，児童・生徒期に，学校

保健活動による保健教育，保健管理が重要な意義を有

することは言うまでもない。

今日，児童生徒を取り巻く食環境・食習慣は，咀嚼

など摂食の機能を正常に獲得し，引き出すことに適し

た状況にあるとは言えない。これら咀嚼機能の低下

は，他の顎口腔系の機能障害，全身のからだやこころ

の健康，そして生きる意欲にも影響を及ぼすことが知

られている。平成７年度，日本学校保健会口腔機能委

員会は，児童・生徒を対象に，食べ物の食べ方に関す

る調査を行ったところ，食べ物を咀嚼するなど口の機

能を十分に生かした豊かな食生活が営まれているとは

言えない実態が明らかにされている。

咀嚼・嚥下など摂食機能の発達・学習は，基本的な

機能が獲得される哺乳・離乳期の乳幼児期と，機能が

習熟・強化する児童・生徒期に分けられる。咀嚼の発

達は，あらゆる運動，感覚系の発達と同様に，中枢を

はじめとする咀嚼機能に係わる諸器官の形態的成長に

関係して発達する。また同時に，口腔の諸器官の成長

は，咀嚼など機能の発達に伴って成長発育するとい

う，両者は相互関係にある。そこで，児童生徒の咀嚼

を引き出し発達させるには，口腔の発育，特に歯の発

育と咀嚼機能の発達との関係を知ること，さらに，環

境条件として，食べ物の大きさ・物性，ならびに食事

時の姿勢，食器（具）による食べ方との関係などを理

解しておくことが必要である。特に幼児学童が食物を

よく咀嚼して，食物を味わいおいしく豊かに食べる環

境を考えることが重要である。
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１１ ははじじめめにに

２２ おおいいししくく食食べべるる

「食べる」「話す」「感情表現」など口腔のなす機能

は「豊かに生きる」上での基本的行動そのものであ

る。おいしいものをおいしく食べることは，肉体的，

精神的満足感を充たす。美しい，明瞭な発音は，気持

ちのよいものであり，人間関係を豊かにする。口もと

の美しさは，相手に好感を与え自らの社会的活動を高

める。また，最近健全な噛み合わせが全身の健康の維

持・増進に重要な働きをしていることも分かってき

た。

子供が生まれて１００日から１２０日目に，真似事とは云

え，初めてご飯を食べさせる「お食い初め」という祝

い事が行われる。それからしばらくすると「歯固め」

といって乳児に玩具を与え，噛んだり，おしゃぶりさ

せて歯肉を固めさせることをする。いずれの行事も食

べることの大切さと子供が健康に育つことを願っての

ことである。伝統的な日本食が箸文化であり，それは

形あるものを食べることであり，噛むことの大切さを

意味している。

噛まないということがいかに人生をつまらないもの

にするか，西丸は次のように述べている。「モーゼが

神様からもらったマンナと称する食べ物は，うまく

て，たった一口で空腹感がなくなり，十分な活力が得

られたらしい。人間の横着性は，マンナのような丸薬

を口にほうり込めば，それで食欲が満たされるという

方式が理想のひとつの方向として未来食を語りたが

る。そしていつか必ずそういう食物が開発され，現実

化するにちがいないと期待している。ただし心の底で

は，つまらない人生になりはしないかという怖れも同

時にもっている」１）。数年前，新聞記事で宇宙飛行士の

食事を西丸がいう未来食に替えたことがあったが，噛

まない食事はストレスがたまるということで，普通の

食事に戻したと紹介されたが，噛むことが日常生活の

上でいかに心を豊かにするかがわかる。

サヴァラン（仏１７５５～１８２６）は「造物主は人間に

生きるがために，食べることを強いるかわり，それを

勧めるのに食欲を，それに報いるのに快楽を与えた」

と述べている２）。食べておいしいということがサヴァ

ランの云う快楽である。

おいしさの基本因子には，食べる人の肉体的・精神

的体調，あるいは食習慣や食体験などがあげられる（表

１）。グアム島のコウモリのシチュー，中国の猿の脳

ミソのしゃぶしゃぶ，いずれも現地ではかなりのご馳

基 調 講 演

「日本食をおいしく食べられ，
日本語を美しく話せる，
表情豊かな子供の育成をめざして」

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 教授 大 山 喬 史
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走だといわれている。ブラジルでは，ピラニアやワニ

も食べる。日本で食べるタコは，西欧ではユリシーズ

で船を丸呑みした怪獣として嫌われている。

１）食材の化学的因子

そうした食体験，食環境も重要な因子であるが，共

通した基本的因子に味，すなわち甘味，酸味，苦み，

鹹味（塩からい），辛味など食べものの化学的性質が

あげられる。これらは主に舌の前方２／３で感覚（鼓索

神経支配）される。さらに日本人が発見したうま味

（umami として世界に通じる）がある３）。代表的なも

のにイノシン酸（肉，魚など），グルタミン酸（醤

油，昆布など），コハク酸（シジミ，ハマグリなど），

グアニル酸（椎茸，肉など）があり，舌の後方１／３で

感覚（舌咽神経支配）される。味覚は舌で，うま味は

のど元で感覚される。いずれも食材が噛み砕かれ，噛

み潰されてそのアロマが唾液，水分に溶け，はじめて

おいしいと認知される。

刺身は魚によっておろし方が違う。鰒や鰈，鮃は薄

造りである。これは歯ごたえがあり，味が淡白なた

め，薄造りにする４）。これで，咀嚼のストロークごと

に歯が接触し，筋線維を切断し，うま味を多く含む結

合組織を噛み潰すことができ，おいしいと認知され

る５）。鮪になるとそれより厚くなる。とろは５mm，

中とろ７mm，赤身や鰹は１０mm程度が目安。とろは

あぶらも多く，歯ごたえがあるので薄く切り，うま味

が淡白で歯ごたえが小さくなるに従い，厚く切る。食

べやすさとおいしさには料理法の理屈がある。刺身は

刺身包丁の重みを利用して引いて切る。これにより，

筋線維をシャープに切断し，線維間の結合組織に含ま

れるうま味をまな板に溢さぬようにしている。切れな

い包丁は筋線維を押し込むことになり，線維間の軟ら

かい結合組織を押し潰し，まな板上にうま味を逃して

しまうことになる。

欧米の代表的な料理にフランス料理があげられる。

フランス語で料理とはキュリネールといい，その語源

は「火を通す」ということである。したがって，素材

を一度壊しても６）素材より高価な伊勢えびやキャビ

ア，フォアグラを使って長い時間かけてもソースを作

り，全く新しい味を創り出すことに努力する７）。した

がって，フランスには，「ソースは料理のかなめであ

る。これこそがフランス料理を世界に冠たるものに創

り上げてきた」（エスコフィエ，１８４６～１９３５）２）や「イ

ギリスには３種のソースと３６０の宗教があるが，フラ

ンスには宗教は３つしかないがソースは３６０種もあ

る」（タレーラン，１７５４～１８３８）２）といかにもフランス

人らしい自慢げな格言がある。ソースは数千とあり，

おいしさをソースに求めている食文化といえる。

一方，日本料理は「一物には一物の味があり，混ぜ

可ならず」（袁枚，１７１６～１７９７）２），「第一，天然の配合

に近づける」（村井弦斎，１８６３～１９２７）２），「すべて持ち

味を壊さないのが要訣である」（北大路魯山人，１８８３

～１９５９）２）といわれているように，素材そのものの単味

をシャープに演出するのが基本である。そして，「ご

飯」を一緒に食べる口中調味の文化であり，決して一

つの料理を食べ続けることはない。ひと口ごと噛むこ

とで食材それぞれの繊細な味わいを楽しんでいるのが

日本の食文化である。

２）食材の物理的因子

食材の化学的性質の他に，テクスチャーといわれる

硬さ，軟らかさ，弾力性，粘着性，脆さなど物理的性

質もおいしさを生む重要な因子である。

日本の食文化を語るとき，歯ざわり，歯ごたえなど

の食感に触れずには通れない。たくわんぽりぽり，お

せんべぱりぱりなど食べると発する音が日本語には擬

音語として頻繁に使われていることに気が付く。食べ

る音を極端に嫌う欧米人の生活には，これ程まで微妙

に表現する擬音語は存在しない（表２）。

おせんべぱりぱり，おせんべばりばり，おせんべぽ

りぽり，おせんべがりがり。このいずれの擬音語も食

べて発する音だけではなく，おせんべの形状や硬さの

表１

おいしさ・まずさに関わる基本的因子

� 味やにおいなど食べ物の化学的性質
� 温度，硬さ，軟らかさ，粘稠性，弾力性，大きさ，形な
ど，食べ物の物理的性質

� 食べる人の肉体的および精神的体調
� 食習慣や過去の食体験（学習効果）
� 食に関する食環境，社会環境
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違いを表現している。例えば，ぱりぱりと云えば薄手

の瓦煎餅，ばりばりと云えば薄手でも少々硬い大形の

丸煎餅，ぽりぽりと云えば柿の種を擬音語から想像で

きる。ことばのなかでこうした擬音語が市民権を得て

いるということは，われわれ日本人は欧米とは異質の

食文化，すなわち食材の歯ごたえを楽しむ食文化をそ

だててきたといえよう。東海林らはフランスではフラ

ンスパンを囓ると歯茎から血が出るぐらい硬いからと

いって紅茶に浸して食べており，それは歯ざわりのな

い文化８）であるとも表現している。

テクスチャー３）については前段でも多少触れたが，

イカやタコ，アワビなど貝類はもともとイノシン酸が

ないので，鮮度が優先で，すなわちテクスチャーのあ

るうちに食べる方がうまいと感じる９）。

伊勢えびのぷりんぷりんとした歯触り，ぼたんえ

び，あまえびはぷりっとしても少し軟らかく，ぼたん

えびの方がぬめりがある。紋甲いかはさくっとした歯

触り，するめいかはぎゅうっとした歯ごたえがあり，

赤いかのミミはぽりっぽりっとした心地よい歯ごた

え，すみいかは歯を当てるとぱりっとはじけるように

裂け，歯と歯が合わさる。日本語の精緻な表現，思わ

ず楽しみを覚える。日本の食文化が生んだ豊かな感覚

表現である。

刺身が食卓に運ばれるのは，締めて死後硬直してそ

れが解けて硬さがとれ，イノシン酸が最も大量に生じ

たときである。締めた直後の刺身は，歯ごたえがある

がうま味が少ない。硬さをとればうま味が無い。うま

味をとれば歯ごたえが無くなる。従って，一流の料亭

では生きた魚を締めてすぐにはお客に出さず，数時間

おいて，歯ごたえとうま味との頃合いをみて出す。そ

れは魚の種類によってみな違う。刺身のおいしさは，

ぷりぷりっとした歯ごたえと噛んでから口の中にじゅ

わっと広がるうま味である。

フランス人は，魚を締めて刺身にして，何処でも

売っているしょう油とわさびで食べさせるなんて料理

ではないと言うが，日本の板前さんが，絶妙なタイミ

ングで食卓に運ぶ刺身は立派な食文化である。フラン

スの料理は味を主体にしたソースの文化であり，味に

加えて歯触り，歯ごたえを合わせ技として大切にする

日本の食文化とは大きな違いがある。

欧米でも最近，炭火による料理が注目されてきたよ

うであるが，野外のキャンプは別として，日本では家

庭でも魚を焼いて食べている。食習慣に大きな違いが

感じられる。その香ばしいにおいとともに，こんがり

きつね色に焼かれた魚の歯ざわりをわれわれ日本人は

おいしいと感じている。この香ばしさはメラノイジン

という物質で，タンパク質と糖類が１８０度程度に加熱

されて起こるアミノカルボニル反応によって生成さ

れ，食材の表面がきつね色になる。その歯ざわりを残

したまま，中身は濃縮した味わいが保存される。こと

に，備長炭で焼くと上手に焼き上がる。尾頭つきで魚

が姿そのままでお膳に運ばれ，かおりとさくっとした

歯ざわりを楽しませてくれる。

もともと木材が燃えるときの波長には遠赤外線の成

分が多く，木材が真赤に燃えると白い灰が覆って，そ

こから放射される遠赤外線は加熱効果が高く，全体が

早く加熱され，うま味やかおりを逃さない。しかも備

長炭にはタンパク質をソフトに仕上げるカリウム成分

が多い。カルシウム分の多い安炭はカルシウムがタン

パク質と結合して，口当たりのかたい焼き上がりにな

る６）。

都市ガスの場合，ガス漏れ防止に臭いがつけてあ

り，移り香がして味を損なうことがあるが，燃焼する

表２

擬音語

こりこり 硬いものを軽くかんだり引っかいたりすると
きの連続音

サケの頭，粟をかじる
ごりごり 硬いものを引っかいたりかじったりするとき

の連続音
骨をごりごりかじる

しこしこ かんだとき適当に硬く弾力があり，快い歯ご
たえであるようす

このうどん手打ちでしこしこしている
しゃきしゃき 歯切れがよい音

セロリ，大根，ミョウガの氷水
しゃきっ 歯ざわり手ざわりがさわやかであるようす

てんぷらでも野菜をしゃきっと揚げる
しゃりしゃり 硬く薄いもの細かいものが連続してこすれる

音
米をしゃりしゃり研ぐ，かき氷のしゃ
りしゃり
注）しゃきしゃきは切れる感じ

しゃりしゃりはこすれる感じ
じゃりじゃり ハマグリがじゃりじゃりする
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３３ 楽楽ししいい会会話話

と炭酸ガスと水蒸気になり，しかも火力が弱いため香

ばしさがなく，変に脂っぽくなり，こんがりきつね色

には焼き上がらない。

われわれ日本人が備長炭にこだわるのも，香ばしい

こんがりきつね色の焼き上がりがおいしいことを知っ

ているからである。

食材の仕上がりからいえば，てんぷらのころもと揚

げる温度にうるさいのも同じ理由で，ころもがふんわ

りさっくり油切れもよいと歯ざわりも素晴らしい。

日本の食文化は欲張りである。味は勿論，かおりと

か，見た目とか，それにいつも歯ざわり，歯ごたえ（テ

クスチャー，音）まで楽しめるように調理され，食べ

ものをそれと確かめ，料理そのものの特徴として記憶

の中にとどめる。

日本人は複合味を感覚するのは不得手といわれる

が，食材ひとつひとつの味，かおり，そして歯ざわ

り，歯ごたえをおいしさと結びつけ，よく知っている。

日本の食文化はことばの文化にも大きな影響を与え

たように，歯触り，歯ごたえを大切に調理する文化と

して特徴づけられる。デパートの地下街に並ぶ，焼き

魚，天ぷら。これでは日本の食文化は語れない。きん

ぴらごぼうも同様。圧力釜で柔らかくして，きんぴら

のたれを後からあえると聞く。これでは歯ごたえなど

味わえる筈もない。四季折々に魅せる旬の味，歯触

り，歯ごたえを季節の味，家庭の味として記憶し，生

涯楽しむのが日本の食文化である。そのために歯を大

切にするんだということを小児の頃から体験学習させ

ておきたいものである。これには家庭料理が一番であ

る。カレーライスやハンバーグを食べさせ，傍らで歯

のため，顎のためと味も素気も無い硬いものを噛ませ

ても情緒豊かな子供には育たない。

最近嚥下が上手に出来ないでいつまでも口の中に食

物が残り，もぐもぐしている子供が増えたと聞く。こ

うした子供の多くが小児期から食事中にジュース類を

飲み，よく噛むことをしない生活習慣の中で育ってい

る場合が多い。

幼児期から年齢に応じて歯触り，歯ごたえのあるも

のを与えることが大切である。よく噛んで，食物の

味，うま味を感じとることで，唾液の分泌を促し，飲

み込みやすい食塊を作ることの出来る食習慣を自然に

身につけさせる必要がある。こうすることではじめて

胃も胃液の分泌を促し，食物の受け入れ準備が出来る

というものである。冷たいジュースとともに流し込む

のは味感覚を刺激することもなく，胃液の分泌を刺激

することもなく，満腹中枢も刺激されず，食後や食間

に乾き菓子，そしてジュース類を欲しがり，健康的な

食習慣は結局は身に付かない。幼児期の食事には是非

家族で十分手をかけて欲しい。

話しことばには，当然であるが，誠意，感情が乗り

やすい。また話手のことば，話し方で感動することも

ある。上手にコミュニケーションスキルを身につけた

人は有利である。しかし，スキルだけではヒトの信頼

を得ることはできない。話が明解で，美しい言葉には

ヒトも耳を傾けてくれる。それはまたヒトの意見を引

き出し，学習し，自分の attitude を positive に仕向け

ることにも繋がる。

言葉は音色にとどまらず，顔の表情，四肢のジェス

チャーも引き出し，動的な魅力を醸す。発音について

は深刻な例がある。高齢者で義歯が合わず，電話に出

ると何度も聞き返されるので電話恐怖症となり，電話

はもちろん遂には人前に出ることまで固辞するように

なったという例がある。若い人でも歯列弓と舌との大

きさのバランスが悪かったり，歯列が乱れたりする

と，口の中に物をくわえてしゃべっているようで聞き

づらい。舞台やスクリーンに立つ俳優を職としている

患者では，歯の配列，義歯床の形態を見栄えという観

点からだけではなく，特に誤聴されやすい発音，シ，

チ，ギ音に注目して繰り返し修正したことがある。セ

リフ，台本となるとアドリブでは済まされないものが

ある。特に時代劇の口調には歯の位置，義歯床の形態

の影響を受けやすい。謡の師匠という患者では，子音

に強さが足りない，音がかすれると言われ，口蓋の義

歯床の形態を繰り返し修正したこともある。こうした

患者にしてみれば，殊に歯を失う時期になると，長い

努力と経験に培われた才能を生かし継続できるかどう

か問われる瀬戸際である。こうした患者が治療室で台
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本を片手にセリフを繰り返す姿は真剣そのものであ

る。

歯は若さ，健康美の象徴である。乳歯が生え揃うま

で，歯がところどころない子供の表情は愛嬌があって

可愛らしい。しかし，成人で味噌っ歯だったり歯が欠

けていては他人の前に出られないであろう。先ず，接

客の機会の多い仕事には就けないであろう。歯が汚い

と他人に不快感を与えることになり，それを本人が意

識すると口許がさらに不自然に緊張し，美しい笑顔も

なくなる。お嫁にいけないと治療室で泣いた患者もい

る。下顎の腫瘍摘出術を受けてから，大手銀行の支店

長としての仕事が続けられないとひどく落ち込み，ノ

イローゼになった例もある。大層な美人で，高校時代

に相談を受け，歯列矯正をすすめたが，結局は治療を

せずに航空会社に就職したが，国際線に乗ることがで

きずに，今になってやっておけばよかったと言ってき

た患者もいる。

歯は，心理・精神上，健康な日常生活を送る上で極

めて重要な役割を演じていることが上記の例でよく示

されている。歯も大事な顔のうちといえよう。

顔のなかで，最も表情豊かな部分といえば目と口で

ある。

「目は口ほどにものを言う」と言われている。意思

の伝達ということでは，双方とも最も直接的な手段で

あり，大事な機能をもつ器官である。さらに顔のなか

でも他の器官に較べて，心理精神状態の表出，感情の

表現も豊かである。それだけに，「目元千両口元万

両」と昔から言われ，目元，口元が魅力の対象として

注目される。

もちろん，「明眸皓歯」という言葉もあるように，

美人の条件は明るい瞳と白い歯で，目と歯そのものが

美しくなければならない。

さて，秋波を送り，目配せもし，ウィンクもする目

元が千両役者ならば，微笑む口元は万両で，それ以上

の演技をし，魅力をたたえる。口は言葉をもつだけに

当然とはいえ，魅力としても目は口に一歩譲るようで

ある。

東京芸術大学美術学部解剖学教室の中尾喜保教授が

著した著書『女のかたち』のなかで，「口もとの美し

さ」については次のように述べている。

「顔の道具のなかで貧相で困るのはまず第一が口

で，つぎに目，そして鼻と耳になる。口が貧相であっ

たり，不潔であったりすると他への評価まで悪くす

る。……魅力的な口許とは，口のかたち・そのものか

らくるものではない。その口つきがもつビルドカラク

テルには違いないが，むしろ話をしたり，物を食べた

りしている様子が，口つきの静に対して口許の動きの

美しさなのである。」われわれの身体は，きわめて合

目的的にできており，すべてが機能的な形態が与えら

れ，また機能的に配置されている。そしてそれは美し

くわれわれの目に映り，機能美として表現される。

正しい歯の萌出，正しい歯の配列，そして正しい歯

の咬み合わせは美しい。歯そのものの美しさはもちろ

ん，健康な歯肉の形態も色も美しい。そして会話の様

子，食事の様子，感情表現でも美しい様子，動態を示

す。

美しい歯並びに支えられた口唇は本来上唇は三角形

の２面形成，下唇は中央が矩形，左右口角に向かって

小さな２つの三角形で３面形成で成り立つ。光をいっ

ぱいに受けて明るく輝いているのは下唇の中央の矩形

で，その下方には対象的に頤唇溝の翳影があり，下唇

の左右の２つの三角形は上唇の口角を形成する三角形

の下方に収まり，そこでもやはり口角に翳影を作る。

口許を構成する上下の歯，歯列，上下口唇，口裂

線，キューピットボウ，人中，口角，頤唇溝，それぞ

れの形，大きさ，色，全てが口許の美を構成する要素

であるが，話したり，笑ったり，食事をしたりしてい

るときに，形，大きさ，色（殊に光を受けて輝くとこ

ろと翳影のできるところとの形，大きさ，色の濃淡）

のボリュームの変化が動的な口許の美を表出する。し

かも，これに大きく関与するのは歯であり歯列である。

義歯を作り変えたところ，肉を食べると顎が疲れ
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る，腕に力が入らなくなったと訴えてきた患者がい

た。この患者は小学生時代より身体を鍛えるためにボ

クシングジムに通っていた。当時５０代半ばの小柄な男

性で，ある自動車ディーラーの社長であった。見るか

らに下顔面が間延びしていた。義歯をはずし安静空隙

量を見ると実に５～７mmは高い位置で咬合位が設定

されていた。安静位より２mm低い位置（旧義歯より

８mm低い位置）を咬合位として，上下顎に新義歯を

製作装着したところ，以前のように肉も楽に食べられ

るようになった，サンドバックも思い切り叩けるよう

になったと喜ばれた症例がある。

ここで問題は２つある。噛み合わせが高いと何故顎

が疲れるのだろうか。そしてまた何故腕の力が減って

しまうのか。

もうひとつの症例は下顎の一部を腫瘍で切除した患

者で，義歯が落ち着かず食事ができないと訴えてきた

ものである。この患者は大変なゴルフ好きの６７歳の男

性である。手術で体力を落としたことも考えられる

が，手術後のスコアが悪くなった。ショットも乱れ，

飛距離も出なくなり，以前のスコアが夢のようだと嘆

いていた。義歯は合わないのでプレイ中は外している

と云う。噛み合わせは上下の残存歯間で決まらず，下

顎位は不安定である。いわゆる顎補綴を施し，噛み合

わせも安定し，食事中は勿論，プレイ中も義歯を入れ

ておけるようになり，装着後２ヶ月も経たぬうちに食

事も楽にできるようになった，スコアも元に戻ったと

喜びの報告にきた。

ここでの問題は，下顎位が決まらないと何故運動能

力，とくに姿勢を維持することが難しくなるのかであ

る。

運動中に歯が痛かったり，腫れたりしていては，

きっと集中力も欠き，本来の実力も十分発揮できない

であろう。野球とかゴルフで打つ瞬間，ぐうっと噛み

しめている人がいる。１０人中３，４人は噛みしめる人

がいる。著者もゴルフをするが，プレイ後歯周病に羅

患している歯がひどく腫れた経験をした。噛みしめる

癖があるからである。遊びでやるわれわれはそれだけ

ではない理由があって失敗するが，一流選手，プロの

プレイヤーにとってはどんな原因であろうが，その勝

ち負けを分けるようなことがあっては悔いが残る。

子供が一流の選手に憧れ，一流の選手を目指すな

ら，どんなスポーツであれ，正しい噛み合わせ，健全

な歯を持っていなければならない。子供のころから注

意して欲しい。折角素質に恵まれていても，また十分

練習で鍛練していても十分実力を発揮できないという

ことを教えておきたい。

１）咬合の安定・挙上と運動能力の向上

口腔機能と全身の運動機能との相関について，最初

に報告されたのはアメリカである。口腔内に装着する

咬合挙上装置は１９７０年代の初めからオクルーザルスプ

リントの名称で顎関節症や咀嚼筋の筋肉痛を伴う筋緊

張を主訴とするMPD（筋・筋膜疼痛機能障害）症候

群の治療を目的として使用されてきたが，１９７８年

Eversaul は，このような目的で製作されたMORA

（Mandibular Orthopedic Repositioning Appliance）

は，ストレスに対する抵抗性が低下した四肢の筋を正

常化すると報告した。また，同年 Smith は２５名のプ

ロフットボール選手を被験者として咬合を挙上したと

ころ，上腕の主要な伸筋である三角筋の筋力が増大す

る例のあることを報告している。これが咬合と運動機

能との関係について記述した初期のものである。

１９８０年代の初めには，咬合挙上によって筋力や陸上

競技，ジョギング，レスリング，重量挙げ，水泳など

のスポーツパフォーマンスに向上が見られたという報

告もなされた。しかし，その咬合挙上による筋力の向

上は単にプラセボ効果（気の所為）に過ぎないとする

反論も少なくない。MORA装着時および非装着時，

プラセボ装置装着時と比較検討した報告もある。

１９９２年，Forgione は，筋力は等速性筋力（スピー

ドを一定にした時の筋力）と等尺性筋力（関節を曲げ

ずに発揮する筋力）とを区別してその測定を考える必

要があると述べている。三角筋の等尺性筋力を測定し

ている。５秒以上腕を水平に保持できる最大負荷重量

より２０ポンド少ない重量負荷を何秒保持できるかを計

測している。それによると，習慣性咬合位，プラセボ

装置装着時，側方偏位装置装着時に対し，MORA装

着時での保持時間に優位の増加を認めており，咬合挙

上により等尺性筋力の向上が期待できることを示唆し

ている。
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１９８３年，Williams は，咬頭嵌合位，安静位，咬頭

嵌合位より５mm高い咬合位と異なる咬合高径が四肢

の筋力にどのような影響があるかを検討したところ，

安静位が最も高い筋力を示し，そのうち上肢について

は有意の差があったことを報告した。また平井らの報

告によれば，高齢者であるが，義歯を使用し噛んでい

るものと使用していないものとでは，比握力（kg／

体重）は使用者で有意に高い。下顎垂直位が咬合に

よって安定するということが，あるいは噛みしめるこ

とが握力の大きさに関与することが示唆されている。

筋力ばかりでなく，下顎位の違いによる平衡機能で

の影響について検討してみた。

習慣性咬合位を対象に，咬合挙上床によって２

mm，７mm，２mmで右方または左方に下顎位を偏

位させ，体幹（体軸）に対する頭部（頭軸）の揺れを

経時的に観察した。

これによると２mm挙上したものは，未装着（習慣

性咬合位）のものに較べて，体幹に対する頭部の揺れ

は少なかった。挙上量２mmと７mmを比較すると被

験者３名中２名は２mmの方が体幹に対する揺れが小

さかった。残りの１名は７mmの方がやや揺れが小さ

いようだがほとんど変化がなかった。

側方に偏位させたものでは，未装着のものより揺れ

は小さい傾向がみられたが，偏位させないものよりや

や大きい傾向を示した。本実験からは，体幹に対する

頭部の揺れは咬合を挙上した方が小さい傾向が見られ

た〈図１〉。

２）スポーツにおける歯科保健

歯科保健の立場から安井らは，口腔状況と運動能力

との関わりについて広範囲にわたり調査している。

それによると，小学生，中学生の運動能力とウ蝕歯

数との相関があるようだ。運動能力から見て学童，生

徒「優れるもの」，「劣るもの」とに分けると，小学生

ではウ蝕数１．８６本に対して２．７０本と多く，中学生でも

０．０９本に対して１．２７本と統計学的にも有意の差があ

る。運動能力の「優れるもの」はウ蝕歯数も少ない。

咬合力，咬合接触面積についても運動種目によって

は両者に有意の差があった。（５０m走，幅跳びなど）。

成人，老人での咀嚼良好群と不良群とに分けてス

ポーツ選択肢についてみると，良好群が３．７９あるのに

対し，不良群は１．７８と噛み合わせの悪い場合にはス

ポーツの選択範囲も狭くなるようである。もちろん，

握力（水平的偏位）

前頭面

矢状面

図１
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A B C

下顎安静位
（対照）

噛みしめ時

20ms

1mv

平均振幅±SD
2.10±0.23mV

促通量
＋54.3％3.24±0.32mV
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m.mass.

∫m.mass.

control 20% 40% 60% 80% 100%
1s

1mV

1mV
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B

A

Ia線維
α運動ニューロン

n.tib.

stim.

m.soleus

M-液
H-適

10ms
1mv

stim.

高齢者はさらに狭くなる。男子，女子選手の咬合状

態，咬合力，咬合接触面積の種目別特色についての調

査もみられる。総咬合力では漕艇，ライフルの選手が

圧倒的に大きな値を示し，対照群（学生）とで有意な

差がみられた。平均咬合力では，やはり漕艇，ライフ

ル，レスリングが特徴的に大きな値を示していた。

咬合接触面積では，重量挙げ，ライフル，ハンド

ボールが対象の３倍と大きな値がみられた。

こうした値が，鍛練し一流の選手になった結果によ

るものなのか，あるいは咬合状態も悪いトップアス

リートを咬合再建すれば，そのスポーツ能力に改善，

向上がみられるものなのか興味あるところであり，今

後の課題である。

３）スポーツ歯学における基礎研究

宮原は，運動機能の指標としてもっとも解析が進ん

でいる脊髄単シナプス反射であるヒラメ筋H反射の

振幅を指標として，ヒトが噛みしめを行っているとき

に四肢の筋を支配する脊髄において，いかなる変調が

生ずるか検索している〈図２〉。

これによると，噛みしめ時にヒラメ筋のH反射は

著しく促通を受けており，ヒラメ筋を支配する運動

ニューロンプールの興奮性が上昇していることが想定

される。両握りこぶし，あるいは Jandrasick の手技

時の３０数パーセントに比較して５４パーセントの促通が

みられた〈図３〉。

その現象の機序には，噛みしめ時に口腔領域に生ず

る求心性の感覚情報が関与していることも明らかにさ

れた。しかもその促通の大きさは噛みしめ時の強さと

正の相関関係にあることも明らかにされた〈図４〉。

このように口腔から離れた下肢のヒラメ筋の反射興

奮性が口腔からの感覚情報によって変調を受けている

という事実は，咬合挙上床による咬合状態の変化が全

身の運動遂行能力に何らかの影響を及ぼす可能性を強

く示唆している。

また，抜歯により，次から次へと歯根膜を喪失する

と口腔・顎・顔面からの感覚入力が遮断され，そうし

た入力の減少が運動ニューロンへの入力量の減少にも

噛みしめ時のＨ反射の変調
対照値及び噛みしめ時のH反射を１０

回加算平均した記録と両者の重ね合わ
せを示した。噛みしめ時には５４．３％の促
通が認められた。

図３

噛みしめの強度を右側咬筋筋電図の
積分波形の振幅を指標に，５段階に設定
して指示したときのH反射の振幅の変
化。
Ａ：各トレースは上段からヒラメ筋筋電

図，咬筋筋電図，咬筋筋電図の積分
波形を示す。

Ｂ：各指示強度で得られたＨ反射を加
算平均した記録。

図４

H反射の誘発・記録
膝窩部で脛骨神経を電気刺激すると，

ヒラメ筋には潜時の異なる２種類の誘発
筋電図（Ｍ波とＨ波）が観察される。H波
は単シナブス性の誘発筋電図である。

図２
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６６ おおわわりりにに

なり，運動ニューロンの軸索突起の廃用性萎縮を惹起

すると窪田らは警告している。これは当然，咀嚼筋の

運動障害を起こし，咀嚼時の最適頭位の維持制御に関

わる後頸筋の運動障害をも引き起こす。全てのスポー

ツで，体幹に対する頭位の位置制御は基本であ

り，７・８kgという頭部を支える後頸筋に負の影響

があるとすれば，一流選手はもちろん，一流選手を目

指すものにとっても，正しい噛み合わせ，健全な歯を

持つことがいかに大切か理解出来るであろう。

あるボクシングジムのコーチが「難しいテクニック

を教えるときには，選手にガムを噛ませて育てた」と

いう。これは噛むことによって生ずる感覚としての入

力が豊富になり，運動としての出力を高め，筋肉の学

習能がよくなることを意味しているのかも知れない。

今日，わが国でも自らの体力増進のため，あるいは

余暇を楽しむためスポーツに参加する人も機会も多く

なった。

国民がより安全に，より楽しくスポーツに参加でき

るよう，口腔領域の機能とスポーツとの関わりについ

て，知識の整理と研究の推進を図り，健康歯学につい

てもっと国民への啓蒙に努めなければならない。

歯・噛み合わせと日常生活との関わりを，口腔の機

能という切り口で，すなわちおいしく食べる，楽しい

会話，豊かな表情，スポーツパフォーマンスの向上と

いう観点から考察を試みた。学校歯科保健教育の立場

から，児童，学童に健康な口腔がいかに人生を豊かに

するか理解して欲しいと願っている。
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１ 教育目標

２ 研究主題

３ 主題設定の理由

「生き生きとして，活力あふれる子どもの育成」

�考えて 工夫できる子ども

�明るく 仲良く遊ぶ子ども

�たくましく 元気な子ども

�心情豊かな子ども

�研究主題

歯・口の健康つくりをとおして，健康な体つくりの

意欲を高める。

実践例

� 「むし歯の予防―ミュータンスをやっつけろ！

―」５歳児（あじさい組）２５名

ねらい：遊びをとおして歯の大切さを知る。

歯・口の健康つくりをとおして，健康な体つくりの

意欲を高める。

「健康な体つくり」にとって，歯・口の健康つくり

がとても大切であることを幼児に実感させることは，

なかなかむずかしいことである。

しかし，そのことは，生涯をとおして健康で安全な

生活をおくるためには，何よりも大切であるというこ

とを，実践活動をとおして園児に分からせることが重

要である。

そこで，鯖江幼稚園では，給食後の歯みがき指導に

力を入れながら「なぜ歯みがきをするのか」「どうし

てよくかむことが大切なのか」など，幼児たちに常に

疑問をもたせるように工夫している。そして，自分か

ら進んで疑問を解決しようとする態度を育てるための

実践を進めていきたいと考えている。食後に歯をみが

いたり，食事の時に好き嫌いなく食べたりするという

ことは，家庭におけるしつけ指導の大切な部分であ

る。一日の大半を家で過ごす幼児にとって，家庭にお

鯖江幼稚園における実践研究発表

１

発表者 鯖江市立鯖江幼稚園副園長 佐々木 一 枝

６月６日 ・ダンボール箱を使っ
て大きなミュータン
ス菌を作り，「はみ
がきやめてむしばに
なろう」「あまいも
のをたくさんたべよ
う」などと書いたも
のを張りつけた。

・「うわー！ミュータンスの
親分だ」などと，登園した
幼児たちが大騒ぎであっ
た。

・新聞紙で作ったボールを投
げて，「ミュータンスを
やっつけろー」と盛り上
がった。

日時 教師の援助・環境づくり 幼児の姿

６月３日 ・むし歯に関するビデ
オを視聴させる。

・むし歯にならないた
めに，どんなことが
大切かを話す。

・むし歯の進行のよう
す。

・ビデオを真剣に視聴してい
た。
「こわいなー」
「むし歯って病気になるん
やなー」
「ジュースは砂糖がいっぱ
いや。お茶がいいんや」「牛
乳がいいんやぞ」

６月４日 ・むし歯予防教室に参
加する。

・むし歯のない子を表
彰する。

・表彰を受けた幼児は，得意
そうであった。

６月５日 ・「ミュータンス菌を
やっつけろ」の絵本
を読む。

・廃材（牛乳パック，
プリンカップ等の空
容 器）を 使 っ て
ミュータンス菌を作
ろうと働きかける。

・ミュータンス菌という，む
し歯菌の名前を知る
・個々に材料を選んで作り出
す。「絵本のミュータンス
は恐い顔やったなー」など
と言いながら，楽しそうに
作っていた。
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４ 反省と考察

５ 今後の課題

けるしつけ教育は，家庭生活の基本である。家庭との

連携を大切にしながら，歯・口の健康つくりの成果を

あげ，ひいては，健康な体つくりへの意識が高まるよ

うに活動を進めたいと考えている。

�「ミュータンスをやっつけろ」というゲームをとお

して，むし歯菌により関心をもつようになった。ま

た，全幼児がむし歯菌「ミュータンス」の名を覚え

た。

�家庭においても「ミュータンス菌」の話題があが

り，むし歯や歯磨きに関して保護者の関心が深まっ

てきた。

�給食に「かみかみメニュー」がでると，今までは「ま

たかー」「いややなー」と時間がかかるので嫌がっ

ていたのに「これは歯にいいんやなー」などと，頑

張って食べるようになった。

�「幼・小・中連携の活動」について

〈惜陰小学校児童訪問 ７月１４日（金）〉

歯・口の健康教室：小学校保健委員会のメンバーか

ら，ペープサートやエプロンシアターなどで歯・口の

健康つくりの話を聞く。

� 幼児には，環境づくりから（環境づくりの徹底と

指導の徹底）

楽しみながらの健康つくりと，それを「続けよう」

という意識を定着するように実践を続けて，一定の成

果を上げてきた。今後も新鮮な環境づくりや取り上げ

る題材の研究や発掘を考えて歯・口の健康つくりへの

意識を高め，実践意欲を深めていきたい。また，小・

中学校の児童生徒との様々な交流を通して幼児自身

が，自分の健康に対する目標を自覚し自分の健康によ

り関心をもたせるように指導の充実を図りたい。

� バランスのよい食事をよく噛んで食べる

「親子クッキング」や「ちびっこクッキング」で

は，「健康によいおやつ作り」「自分で作るおいしい食

べ物」を目標に，いろいろな食材の利用やおやつ作り

を体験させてきた，その結果今まで苦手だった食べ物

でも食べられるようになったり，幼児自身が少しでも

関わることで嫌いなものでも美味しく，よく噛んで食

べるようになってきた。そこで，知らず知らずのうち

に健康な体つくりへと導き，バランスのとれた食事か

ら，強い歯をつくり「からだも元気 こころも元気」

になるような活動を通して健康な体つくりへと指導し

ていきたい。

� 保護者への啓発と意識の向上を図る

園だより，給食だよりでの呼びかけはもちろん地域

の人材を講師に招いての健康教室や歯磨き教室を開催

して，幼児の保護者はもちろん，未就園児の保護者も

含めてより小さい時期からの「歯・口の健康つくり」

に関心を持つことを願って研究や活動を続けていくこ

とが大切である。

活 動 幼 児 の 姿

エプロンシアター
「ゆうき君の

むし歯』

・児童が作ったお話が，子どもらしく，かわ
いらしくまとめてあったので，幼児は，引
き付けられていった。

・一人一人が手作りのエプロンシアターでの
発表なので，既製のものとは違った温かみ
が，幼児に親しみをもたせた。

『すみ子の
あまーいお話』

・児童が描いた絵が可愛らしくてお話に引き
付けられたらしく，静かによく聞いてい
た。

・甘いおやつが大好きなすみ子の登場では，
自分と同じような子の出現に，びっくりし
ていた。

・発表するお兄さんやお姉さんの言葉が，耳
慣れている普段の言葉だったので，身近な
お話として受け入れていた。

ペープサート
『むし歯のない

大すけ君』

・大きなペープ
サートに驚き，
親しみのある絵
のお話に吸いこ
まれていった。

・むし歯がなくて
も歯みがきをす
る必要性が分か
り，むし歯のな
い子も真剣に見
入っていた。

幼児からの
プレゼント

・幼児がペーパーフラワーをあしらって作っ
た「ありがとう」の壁飾りをプレゼントし
た。

�幼稚園・保育園（園）部会
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１ はじめに

２ 園児の生活環境

３ ともに学び合える関係を！

４ 歯科保健研究・取り組みの歩み

歯科保健活動の取り組みに関して，当園の特色であ

る地域・家庭・学校間連携（高等学校との連携）を生

かし，地域の人達が喜びや生き甲斐を感じたり幼児と

高校生がともに育ち合う場になるように願った。さら

には幼児の生活を充実していくための「子育て支援」

の観点からもとらえ，幼児・保護者・教師がともに育

ち合うことを目指して実践を進めることにした。

高齢者と同居している実情もあり，食生活において

は，

食材は魚，野菜，豆類，芋類が多い

外食は少なく家庭で心をこめた料理をつくる

昔ながらの煮物が多い

味噌，梅干し，漬物は自慢の自家製であるなど，よ

い面が沢山見られるが，反面材料を細かく切る

おかずは柔らかく煮る

ご飯は柔らかめに炊く

茶粥を食べることが習慣になっているなど，子ども

にとってマイナスと言える面もある

特に，噛まずに流し込める茶粥が好きな子どももい

る

〈よく噛んで食べる〉という食生活の習慣をつける

ためには，家庭の食生活を意図的に工夫してもらうよ

うに保護者を啓発し続ける必要性を感じている。

園の給食指導で第一は〈よく噛んでおいしく食べよ

う〉を合言葉に実践している

� 地域・家庭との連携

地域の人達の連帯感が大変強く，最近失われつつあ

るといわれる“地域の教育力”と，誰でも親切で常に

協力し合うという“強い連帯感に支えられた共同体”

がまだまだ生きつづけている。

園児の保護者は時間的にも比較的ゆとりがあり，教

育熱心で自主的に学ぼうという気持ちが強い。高齢者

との触れ合い，農作物の栽培や収穫を通して園児も保

護者も食べ物を大切にすることを学んでいる。

� 高等学校との連携

幼稚園の前を流れる川を挟んで大阪府立横山高等学

校がある。普通科，園芸科，家庭科のある学校であ

る。交流のきっかけは平成７年，園芸科とのさつま芋

づくりから始まり，家政科とのファッションショー，

普通科の選択科目「保育」の生徒実習へと広がってい

る。

歯科保健研究のテーマ

〔豊かな心 豊かな育ち〕―みんなで育ち合うこと

の大切さ―

取り組みの重点

�園児が自分の健康に関心を持ち，生涯健康な生活が

送れるように地域や家庭との連携のなかで健康教育

と歯科健康活動の推進をはかる。

�園歯科医や専門機関の指導を仰ぎながら，保護者を

巻き込んだ取り組みを進める。

「豊かな心，豊かな育ち」
みんなで育ち合うことの大切さ

研究発表

２
―歯科保健活動をとおして―

発表者 大阪府和泉市立横山幼稚園教頭 大 中 美智子

日本学校歯科医会会誌８７号２００２年２月

７２



５ 成果と今後に向けて

６ 終わりにあたり

�おやつ作りなどは横山高等学校家政科調理室で高校

生と園児の保護者による調理実習を楽しみ，園児・

高校生・保護者ともに歯の健康について意識を高め

合う。

園における歯科保健活動

歯科健康診断：１学期歯の定期健康診断を受ける

２学期第２次歯の検査を受ける

３学期卒園まえの歯の検査を受ける

親子健康診断

園歯科医による講話を聞く・園職員と歯科研修会

園歯科医とのふれあい

園歯科医は，健診後園児に「食育」に関する話を

よくしてくれる。豊かな経験にあふれたお話は，お

だやかに園児の心に浸透していくようだ。

このようなふれあいが，園歯科医に対する信頼を

育み，園児が自分の体の健康に関心を持ち，生活を

豊かにしてくれている。

園歯科医と歯科衛生士による歯磨き指導を受ける

染め出し，RDテスト

視聴覚教材（教材，スライド，ビデオなど）家庭への

貸し出し

保健だよりや園の「歯の研究コーナー」で学ぶ

歯によいおやつ，料理を研究する

家族歯磨き挑戦・噛みかみ挑戦をする

園児の変容

自分から進んでよく噛んで食べようとする態度が見

られるようになった

歯の大切さが分かり，食後は丁寧に歯磨きをするよ

うになった

歯の生えかわりに気づくようになり，自分の口のな

かに関心を持つようになった

むし歯の治療のために進んで歯医者さんに行くよう

になった

私たちが生きていくのに，食べ物は欠かせない。そ

しておいしく食べることは生きていく上で大きな喜び

であり，その機能として〔よく噛める歯〕が必要不可

欠である。

口から食べ物を採り入れてそれを噛むことによって

消化吸収され，はじめて血や肉となり，体をつくり体

を動かすエネルギー源になる。また，食べかたや正し

い食習慣を身につけることは幼児期にしなければなら

ないことである。保護者には，身近になる食材の切り

方や調理法を工夫する事で，噛む回数を増やしたり楽

しく食べることをこれからも啓発していきたい。

園児も保護者もよい歯でよく噛むと良いことが沢山

あること，「心身ともに強く生きること」につながる

ことが理解できると思う。特に園歯科医が機会あるご

とによく噛むことによって脳の発達や，体に良いこと

を分かりやすく園児や保護者に話してくれるので，最

近家庭の食生活が変わってきたと，保護者から聞いて

いる。

２１世紀を担う子どもたちが，生きる力を育み心ゆた

かに生活していくために，園児が自分の健康に関心を

持ち生涯にわたり健康な生活ができるように，今後も

地域や家庭との連携のなかで健康教育と歯科保健活動

の推進に努めていきたい。そして子ども，保護者，教

師，地域の人達がいつも健康で皆が育ち合っていくこ

とを願って幼稚園教育を進めていきたい。

親子染め出し指導
染め出しを

することで

歯垢やみが

き残しの確

認をして，

仕上げみが

きの励行を

呼 び か け

る。

�幼稚園・保育園（園）部会
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１ 研究のあゆみと概況

２ 「歯と口の健康つくり」年齢別指導計画

３ 日々の歯科保健活動

本園は平成６年第５８回本大会で研究発表を行い，以

降保育計画の「健康」においては歯科保健を重点に継

続的な活動を行ってきた。う歯発生率は，前回の平成

６年度で５１．４％，平成１３年度で２５％と大きく下回り，

歯科保健活動の一つである「歯磨き」の日常化が保育

園・家庭においても定着してきた。保育園の継続的な

歯科保健活動とともに保健センターなど，地域の各関

係機関が家庭に啓発している成果とも考えられる。

目標：歯や口に関心を持ち，自分から進んで歯を大切

にする習慣や態度を身につける

家庭・地域との連携でむし歯予防に取り組む

「歯と口の健康つくり指導計画」は家庭・地域・保

育園の年齢・発達に応じた援助により，子どもたちが

健やかに成長し，乳幼児期の積み重ねにより歯を大切

にする習慣を身につけることを願い制作した。（紙面

の都合で０．１歳，２歳児クラスのみ次頁掲載）

� 紙芝居・絵本・うた・劇などによる指導

日々の体育の体験のなかで，なにより子どもたちが

喜び楽しく学習できるのがうたや紙芝居・絵本・ペー

プサート・エプロンシアター・パネルシアター・劇・

人形などを使った指導である。今年度は主に「食」を

扱った紙芝居・絵本を購入し，今までの歯に関する手

作りの教材と組み合わせてクラス毎に，合同集会を通

して歯科保健指導に採り入れている。

なかでも５歳児が作成した合同集会で演じた「むし

歯のムッシーくん」と「どうぶつはみがき」のペープ

サートは大好評で，低年齢児も大喜びであった。

� 歯磨きの実践

当園では歯磨きの習慣化を図るため，乳児からの歯

磨きを実践している。歯磨き法は保育園歯科医，歯科

衛生士の指導のもと発達年齢や個々の成長に合わせた

実践が出来るように日々努力している。

〈乳 児〉

歯磨きの前段として，歯が生えてきた７～８ケ月頃

から歯のケアーを開始している。口は最も敏感な場所

であることから，口の中を触っても嫌がらないように

徐々に習慣付け，２歳児クラスまでは保育士が寝かせ

磨きをしている。また，乳児の洗面所・トイレは１・

２歳児が共用しており，蛇口も少なく，衛生管理上「ブ

クブクうがい」の習慣付けは２歳児の後半から採り入

れている。歯磨きの練習もこの頃から始め，個々の成

長を見守りゆっくりと繰り返しのなかで，ハブラシの

持ち方・動かし方を知らせている。少し歯磨きに慣れ

てきた頃，週に何度か５歳児が二人宛交代で食事のあ

との歯磨きに参加するようになる。

子どもたちは，歯磨きタイムを楽しみに待つ姿もみ

られるようになり，縦割りの関わりのなかで歯磨きへ

の実践意欲も高まってきたようである。

〈幼 児〉

生活習慣の一つとして幼児期に定着してほしい歯磨

きを個別に，また集団の力で習慣化出来るように実践

している。日々の歯磨きを行う一斉歯磨き時は，「歯

模型」を使い，保育士の弾くピアノやエレクトーンを

「よく噛み・よく食べ・よく遊ぶ」
北池田っ子の育成

研究発表

３

発表者 大阪府和泉市立北池田保育園園長 西 川 一 代
看護婦 本 田 道 子
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表１ ０・１歳児クラス

ねらい及び活動 指導（援助） 資料・準備物等 家庭・地域との連携

０歳

�顔や手，口をきれいにする
・きれいになったここちよさ
を感じる
�定期健康診断を受ける
・嫌がらずに歯の検査を受け
る
・口の中をきれいにして歯の
検査を受ける
�歯みがきに慣れる
�楽しく食事をする
�何でもよく噛んで食べる

・ぬれタオルでこまめに顔や手を拭くように
する

・「きれいきれいしようね」などことばがけ
しながら顔や手・口（歯）をきれいにする

・歯の検査時やさしくことばをかけたり，そ
ばについて安心感をもたせる

・歯磨きは寝かせみがきでみがく
・嫌がる子どもには無理強いせず，口の中に
ハブラシを入れることから始める

・言葉がけしたり歌をうたうなどの工夫をす
る

・口の中をきれいにすると気持ちの良くなる
ことを知らせていく

・機会ある毎に絵本や紙芝居を見せ，歯を大
切にすることを知らせていく

・「マンマおいしいね」などいろいろなこと
ばがけをしながら楽しく食事をする

・「モグモグ・カミカミ」など口をしっかり
動かすようなことばがけをし，保育士が口
を動かして食べるしぐさをしてみせたり，
よく噛んで食べることを知らせていく

・絵本「いないいない
ばぁ」
・紙芝居「はみがきあ
そび」
・うたあそび「いない
いないばぁ」

・子どもと一緒に検査
を受けるように働き
かける
・保育参観で子どもの
歯をみがく機会をつ
くり，家庭でも歯み
がきを習慣づけても
らう
・離乳食時よりうす味
に慣れるように心が
け，食品そのものの
本来の味を覚えるこ
との大切さを知らせ
る

１歳

�歯みがきをしてもらい口の
中をきれいにする
�定期健康診断を受ける
・嫌がらずに歯の検査を受け
る
�職員劇を見る
�食べたら歯みがきをしても
らい，口の中をきれいにす
る気持ち良さを知る
�給食やおやつにでる食べ物
を見る
・何でもよくかんで食べる
�好き嫌いせずにみんなで楽
しく味わって食べる
�歯や口の中の様子を知る
・口の中の様子を知り嫌がら
ずに歯みがきをしてもらう

・エプロンシアターを通して歯によいおやつ
や歯みがきの大切さを知る

・口の中をきれいにして歯科検診を受ける
・嫌がらずに健診が受けられるように言葉が
けをし，安心感をもたせる

・合同集会などをとおして，歯によい食事や
おやつを知ったり，よく噛んで食べること
の大切さを知らせる

・うたをうたったりして楽しい雰囲気の中で
寝かせみがきをする

・ゆっくり噛んで食事をする
・一緒に食べて，噛む様子を見たり，みんな
で楽しく食事をする。

・昼食にでる色々な食材を見る
・絵本や紙芝居などのお話しを通して，口の
中や歯みがきへの興味づけをし，歯の大切
さを知る

・ブクブクうがいの仕方を知る

・エプロンシアター
「甘いの食べたらむ
し歯になるよー」
・絵本「ぱくぱくたべ
たらはみがきだ」
（しかけ絵本）
・紙芝居「あさごはん
でもりもりげんき」
「いつもパクパクこ
ぶたのポー」
・けんちゃん人形で
「ブクブクガラガラ
うがい……」
・季節の食材を見る
（竹の子・人参・フ
キ等）

・歯の検査は保護者同
伴の参加を呼びか
け，歯のみがき方や
歯と口の健康につい
ての指導を受ける
（おたよりや参加表
の掲示等）
・歯科衛生士からブ
ラッシング指導を受
ける
・保育参観で寝かせみ
がきの様子や食事を
食べている様子など
を見てもらう

表２ ２歳児クラス

ねらい及び活動 指導（援助） 資料・準備物等 家庭・地域との連携

前期

�手と口をきれいにすること
の大切さを知る
�「食べたらみがく」という
習慣をうけていく
・自分から進んでみがいても
らう
�歯について楽しみながら興
味をもつ
・歯について知る
�定期健康診断を受ける
・歯の様子を知り必要な治
療，正しいみがき方を知る
・お家の人と一緒にむし歯予
防について知る
�食べ物に関心をもつ
・食べ物の名前，形，大きさ
などを知る
�小学生，中学生と触れ合
い，お互いに歯に関心をも
つ
・小学生，中学生と交流する

・食事の前や遊びのあと，トイレのあとは手
を洗う

・歯みがきは嫌がらないように寝かせみがき
を行い，ゆったりと安心した気持ちをもた
せるようにみがく

・紙芝居などを見て，歯に興味がもてるよう
に問いかけながら見せる

・定期健康診断を保護者と一緒に受け，保育
園歯科医，歯科衛生士に一人一人歯の状
態，予防法，歯のみがき方等を聞く

・給食に使われる食材を見たり触れるなかで
食べ物に関心を深め，いろいろなものを食
べることやしっかりかむことの大切さを知
らせる

・手あそびや歯に関するうたをみんなで楽し
くうたう

・手あそびでは食べ物（食材）の実物を見
て，触れ，興味をもたせる

・小，中学生の子どもたちと触れ合いながら
歯についての話をしてもらったり実際に歯
みがきをしてもらって交流する

・エプロンシアター
「あまいの食べたら
むしばになるよ」
・紙芝居「お口にある
のなーに」
・パ ネ ル シ ア タ ー
「ムッシパンをやっ
つけろ」
・手遊び「キャベツ」
をペープサートです
る
・コップ・
・ハブラシ
・アルコール綿

・乳歯の大切さと家庭
での歯みがきや食生
活の重要さを啓発す
る
・歯の検査に参加する
よう保護者へ呼びか
ける
・「歯と口の健康アン
ケート」に協力して
もらう
・子どもの歯の状態や
むし歯予防について
知らせる
・かむことの大切さ，
間食やジュース等の
飲み物への配慮をし
てもらう
・寝かせみがきを習慣
として行ってもらう

�幼稚園・保育園（園）部会
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４ 保育参観での取り組み

５ 子ども・保護者・職員がともに学んだ
「歯磨き指導」

６ 家庭との提携

聞きながら，リズムに乗って楽しみながらブラッシン

グをしている。

３歳児は年間を通して一斉磨きをし，自分で磨いた

後保育士が仕上げ磨きを実施している。４・５歳児

は，一斉磨きの月以外は自分で磨いたのち保育士に磨

き残しがないか点検してもらい，磨き残しがあれば

個々に指導，「きれいになった口は気持ちいいね」「歯

もキット喜んでいるよ」などの言葉がけで，歯磨きへ

の意欲が持てるように指導している。

また，歯磨きは一人一人の子どもの年齢や育ちによ

り器用さも違いがある。個々の育ちを見守りながら，

例え１本でも一箇所でも丁寧に磨いていたらほめ言葉

をかけ子どもの頑張りを引き出すように実践に取り組

んでいる。

� 理解しやすい実験で実感

子ども達が理解しやすい実験等で「目に見えない汚

れを見る」体験をし，自分の歯垢の中の動く細菌を顕

微鏡で見て，歯みがきの重要性が実感できた。

今年度は設定保育に全クラスが歯科保健を採り入

れ，各クラスとも子どもの実態や発達年齢に応じた内

容の取り組みを行った。保護者も参加する活動を多く

採り入れたことで，子ども・保護者との共通の話題が

出来，歯科保健により一層の興味，関心を持つことが

できたと思われる。また，保育園歯科医による「乳幼

児における歯と口の健康」の講話では後日連絡帳を通

して「話が分かりやすく，噛むことの大切さがよく分

かった」や「食事の内容に気をつけたい」などの意見

が沢山寄せられ，歯の健康についての保護者の意識を

高めることが出来た。

年に一回市より依頼している歯科衛生士が保育園歯

科医とともに来園，人形や紙芝居で歯磨きの大切さを

知らせたのち，ブラッシング指導を行っている。また

５歳児は歯垢染め出しを実施，磨き残しをチェックし

たあと一人一人の歯に合った歯の磨き方を「寝かせ磨

き」で個別に指導，歯磨きの自発的な意識つけを図っ

た。

参加した保護者・職員には保育園歯科医より講話が

あり，子ども，保護者，職員が共に歯科保健に関する

意識を深めるよい機会となった。

子どもの食後の歯磨きを習慣化するには，周囲の大

人の養育に大きく影響される。この事から保育園と家

庭が同じ目的意識をもち，家庭においても保護者が率

先して食後の歯磨きをするような環境づくりの大切さ

後期

�ガラガラうがい，ブクブク
うがいをする
・口の中がきれいになったこ
こちよさを感じる
�口の中はどうなっているか
知る
・口の中を見る
�自分でハブラシを持ってみ
がいてみる
�制作などを通して歯に関心
をもち，楽しく自分の歯を
作る

・ガラガラうがいブクブクうがいの練習を
し，口の中を清潔にする

・自分の口の中を手鏡で写して見る
・ペープサートやパネルを見ながら自分の歯
と比べたりする

・歯ブラシのもち方，動かし方を歯模型を
使って見本を見せ，うたをうたったりペー
プサート等で楽しく歯みがきをする

・歯みがきは個別に指導し身につけていき，
仕上げみがきは保育士がする

・友だちの口の中を見たり，鏡で自分の歯を
見て関心をもたせる

・ハサミで１回切りをして自分の歯を作る。
口の中の輪郭にそって糊付けをしていく

・コップ
・絵本「はみがきあそ
び」
・ペープサート
・歯模型
・鏡
・画用紙
・ハサミ
・糊

・食事のあと家庭でも
ブクブクうがいを実
践してもらう
・保育園と同じよう
に，子どもが歯みが
きをしたあとはおう
ちの人が仕上げみが
きをするように呼び
かける

４歳児の歯みがき
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７ 地域との交流

８ 「歯と口の健康つくり」アンケート

９ 歯の検査（年３回実施）

１０ 今後の課題

や，歯の健康を守るのは歯磨きだけでなく子どもたち

の生活そのものが大切であることを「保育だより」な

どで知らせている。

当園では，小学校，中学校，大学，地域の老人福祉

施設を訪れての交流を行っている。各交流の取り組み

で，歯科保健の相互啓発ができ「歯磨き」の実践意欲

を高めるよい機会となっている。

子どもの家庭生活についてのアンケート調査を実施

した。保護者の歯科保健に関しての意識，関心は全般

的に高く，家庭での歯磨きの実践は家族との関わりの

なかで行われている。しかし，食生活については「食

育」を研究する上でもう少しアンケートの内容を検討

する必要があったと思われる。具体的には食事の内容

や食事づくりの子どもの参加・家族揃っての食事など

である。

� 定期健康診断：春の定期健康診断では保護者の参

加のもと全園児に実施，初期のむし歯の発見と早期

治療を目的に行っている。同時に個々の歯にあった

磨き方も指導している。

� 第二次歯の検査：春の定期健康診断で，むし歯に

罹患している子の治療状態及び新たにむし歯になっ

ていることを見過ごさないために，罹患率の高い

４・５歳児を対象に秋に実施している。

� 第三次歯の検査：５歳児を対象とした卒園前に保

育園最後の検査として，むし歯のある子は就学迄に

きちんと治療する事を勧め，今後むし歯にならない

ように継続して歯を大切にしていくことを狙いとし

て実施している。

歯・口の健康つくりには，望ましい食習慣の育成が

不可欠である。しかし，「偏食がある」「朝食を食べな

い」など，子どもたちは保育士の直接的な指導によっ

て理解はしていると思われるが，子ども自身がどんな

に指導内容を理解をしていても，保護者の姿勢がかわ

らなければ，その行動は変容しにくいものである。

保育園では，まだ歯も十分に生えそろわない幼児期

から，乳歯と永久歯の混合時期の５歳児までを保育し

ている。この乳幼児期の「食育」からつながる歯と口

の健康の大切さを保護者の意識に，より強く呼びかけ

ていくことを保育園歯科医師・保育園医・地域の保健

センターなど各関係機関との連携のなかで考えていく

こと，そして歯科保健活動で得られた成果を継続して

いくことが，今後に残された大きな課題である。

今年３月の

卒園児に渡

した冊子。

一人一人の

１年 間 の

「健康な歯

つくり」の

記録を綴っ

ている。

大学生のお兄ちゃんたちの「手あそび」

�幼稚園・保育園（園）部会
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小 学 校 部 会

テーマ 生涯にわたる健康意識の向上と実践力の育成をめざした
小学校における歯科保健活動

座 長 東京都中央区立有馬小学校長 木暮 義弘

基 調 講 演 大阪歯科大学口腔衛生学講座教授 神原 正樹

発 表 者 １ 高知県須崎市立安和小学校長 岡田 千恵

２ 大阪市立九条東小学校教諭 桐山 佳晃



１１ ははじじめめにに

２２ 改改善善のの３３つつのの視視点点

本研究大会は『変革に向けての学校歯科保健の飛躍

―生涯にわたる健康意識の向上と実践力の育成をめ

ざして―』の主題を受けて，小学校部会では「生涯

にわたる健康意識の向上をめざした小学校における歯

科保健活動」を課題に次のような研究内容が設定され

ている。

この研究内容は第６２回大会の「長寿につながる確か

な健康観の育成」，第６３回大会の「生涯に通じる確か

な健康観の育成」，そして第６４回大会の「８０２０に

つながる確かな健康観の育成」に続く課題であるが，

児童自らの健康つくりに対する意識を高め，実践力を

育成することをめざして，小学校における歯科保健活

動のより具体的な目標を設定したものと考えられる。

本大会のメインテーマである「変革に向けて」「学

校歯科保健の飛躍」，それを受けての「健康意識の向

上と実践力の育成」のためには，小学校におけるこれ

までの歯科保健活動を次の視点から見直し，改善を図

ることが重要である。

第１の視点はヘルスプロモーションの理念を実践

化・具体化することである。

WHOが１９８６年にカナダのオタワで提唱した憲章で

は「ヘルスプロモーションとは，人々が自らの健康を

コントロールし，改善することができるようにするプ

ロセス」と定義している。この理念は次のような健康

座
長

１．小学校の発達段階からみた歯科保健の

目標と内容及び活動の在り方

２．歯科医学からみた小学生期の課題と歯

科保健活動の在り方

３．小学校の歯科保健活動における学校歯

科医の役割とかかわり方

生生涯涯ににわわたたるる健健康康意意識識のの

向向上上ををめめざざししたた小小学学校校

ににおおけけるる歯歯科科保保健健活活動動

東京都中央区立有馬小学校 校長

木 暮 義 弘

�小学校部会
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観に立っている。

�健康は医療に頼るのではなく，一人一人が自らの健

康を高める不断の努力と技術（能力）を身に付ける

必要がある。

〈個人技術の開発と健康のレベルアップ〉

�健康は個人の身体的能力であると同時に社会的資源

である。

�健康は生きる目的ではなく，自己実現を図るために

こそ健康が求められる。

〈健康づくりの実践行動はQOL（生活の質）を高

める〉

�個人が健康を実現していくためには，社会全体が健

康を支援することができるような環境づくりをする

ことが重要である。

このヘルスプロモーションの理念を我が国の教育や

政策に生かすべく，１９９７年に保健体育審議会の答申が

出された。答申ではそのために，「生涯にわたる心身

の健康に関する教育・学習の充実」を強調して，

�学校教育及び社会教育において健康教育・学習を充

実すること。

�健康に関する現代的な課題に適切に対応すること。

�学校保健と地域保健の連携を強化すること。

などが特に重要であるとしている。

では，実際にヘルスプロモーションの理念に基づい

た学校歯科保健活動はどのような観点で展開すること

が求められているかというと，

�今までの管理中心の指導から，児童が歯・口の大切

さを認識し，自分の健康課題を見つけ，情報を選択

し，健康行動を実践できるような指導に変えること

である。この観点から健康診断を健康教育に生かす

こと。

�児童が自分の歯・口の健康づくりの活動を友達や家

庭，地域へ発信し，広げようとする活動を支援する

こと。

�学校では，歯・口の健康づくりの活動を教育課程に

位置付け，組織的・計画的に取り組むこと。そし

て，この活動を校内にとどめず，家庭や地域を巻き

込んだ組織的な活動にすること。

�保健室や健康コーナー，洗口場の整備・充実を図る

などハード面の環境づくりにも取り組むこと。

などである。

第１の視点はこの健康観に立った歯科保健活動，す

なわち，健康志向型，教育・学習志向型，連携志向

型，QOL志向型の歯科保健活動を推進することであ

る。

第２の視点は平成１２年に厚生省が新世紀の道標とな

る健康施策として「２１世紀における国民健康づくり運

動（『健康日本２１』）」を示した。この中で国民が自分

でしっかりした健康観を持って，自分の選択によって

生活習慣の改善をはじめとする健康づくりに取り組む

必要のある９つの領域と２０１０年までの到達目標を設定

した。

『健康日本２１』では，次の９つの領域と目標を設定

している。

�栄養・食生活

�身体活動・運動

�休養・こころの健康づくり

�たばこ

�アルコール

�歯の健康

	糖尿病


循環器病

�がん

歯の健康に関しては，幼児期のう蝕予防，学齢期の

う蝕予防，成人期の歯周病予防，歯の喪失防止の４項

目から現状の値と２０１０年における到達目標値をあげ，

近い将来の８０２０の実現をめざして具体的な努力目

標を設定している。

例えば，学齢期のう蝕予防に関する項目では１２歳児

一人平均う歯数は，２．６５歯（平成１２年度学校保健統

計）だが，それを１歯以下にすること。フッ化物配合

の歯磨剤の使用者率を現状４５．６％を９０％以上にするこ

と。また，個別的な歯垢清掃指導を受ける人の割合を

現状１２．９％を３０％以上にするなどである。

第２の視点は，学校では全身の健康づくりの観点か

ら歯以外の他の領域とも関連づけて取り組むととも

に，各学校の児童の健康状況を踏まえた具体的な到達

目標を設定して，年度毎の評価を加えながら歯科保健

活動を推進することである。

ただし，評価項目をう歯の数や治療状況，歯・口の
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清掃度などに限ると，どうし

ても管理中心の指導になりが

ちになる。児童の歯・口の健

康づくりに対する興味・関

心，知識・技能の習得度，意

識・態度の変容などを多面的

に評価することが，児童の実

践化をうながすことになるで

あろう。

以上の２つの視点は，国や

自治体の政策，地域保健を含

む広範の歯科保健活動である

が，第３の視点として，特に

学校教育における歯科保健活

動の推進に当たっては平成１４

年度から本格実施される学習

指導要領のねらいや内容を踏

まえることである。

今次改定の学習指導要領の

ねらいの第一は『生きる力』

の育成ということである。第

１５期中央教育審議会の答申で

は，『生きる力』を次のよう

に定義している。

�自分で課題を見つけ，自ら

学び，主体的に判断し，よ

りよく問題を解決しようと

する能力

�自ら律しつつ，他人と協調し，他人を思いやる心や

感動する心など豊かな人間性とたくましく生きるた

めの健康や体力

であるとしている。

このことからも，健康づくりは生涯の「生きる力」

の基盤づくりであり，「生きる力」そのものを高める

ものであると言える。

学習指導要領では，総則で歯科保健活動を含む体

育・健康に関する指導について，要約すると次のよう

に述べている。

�学校教育全体を通して適切に行うこと。

�体育科の時間はもとより，特別活動などにおいても

それぞれの特質に応じて適切に行うこと。

�家庭や地域社会との連携を図りながら，日常生活に

おける実践を促すこと。

�生涯を通じて健康・安全で活力のある生活を送るた

めの基礎を培うように配慮すること。

以上をふまえて，各学校の教育目標，教育課程に明

確に位置づけて取り組むことが重要である。

学校歯科保健の領域と内容は（図１）に示される。

「教育と管理」「保健学習と保健指導」「総合的な学

習の時間」「人的な管理と物的な管理」「組織活動」な

ど，それぞれの特質を踏まえて適切に取り組むととも

に，それらを有機的に関連付け，総合的・統合的に取

学

校

歯

科

保

健

歯
科
保
健
教
育

歯
科
保
健
管
理

組

織

活

動

保健学習
（教科等）

保健指導
（主として
特別活動）

人的管理

物的管理

（

保

健

指

導

）

小学校 学校歯科保健の領域と内容
※ゴシックの部分が新学習指導要領により位置づけられた

体育科 ３・４年 体の清潔（歯・口の清潔）
体の発育・変化
（歯の発育，健康診断）

５・６年 病気の予防
（むし歯や歯肉炎の原因と予防）
生活の仕方と病気
（望ましい生活習慣や食生活）
健康づくり活動

生活科，理科，家庭科などにおける保健に関する知識

総合的な学習の時間 ３年～
（『健康』をテーマに取り上げた場合）

学級活動における保健指導

児童会活動，クラブ活動の指導（児童の自主的活動）

学校行事の指導
（歯科健康診断，よい歯の表彰，歯科講話 等）

日常の学校生活における指導（給食後の歯みがき 等）

保健室や学級における随時の個別指導

歯科健康診断と事後措置

児童や保護者に対する健康相談

要観察者に対する継続観察・個別指導

学校全体児童の健康状況や実践状況の把握（評価）

保健室や洗口設備等の整備・充実

教材・器具の整備

教職員の協力体制・校内研修

PTA活動，家庭との連携

地域の人材活用，関係機関・団体等との連携

児童保健委員会，学校保健委員会・地域学校保健委員会

図１

�小学校部会
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３３ おおわわりりにに――推推進進上上のの課課題題

り組むことにより推進効果が上がるであろう。

保健管理も重要なことであるが，いま特に，児童の

健康意識を高め，実践力を育成するために重視する必

要があるのは保健教育・学習の面の充実である。

改定学習指導要領で特別行動で行う保健指導とあわ

せて，体育科の保健学習を３年生から行うことになっ

たことは特筆すべきことである。保健学習と保健指導

の２つについては，ねらいや学習内容が示されてい

て，指導時間も確保されているので，健康づくりの基

礎基本を学ぶ時間として確実に取り組むとともに，児

童が意欲的に学習できるように体験学習を取り入れた

り，問題解決型学習にするなど指導方法を工夫するこ

とが大切である。

また，小学校の時期は乳歯から永久歯への生えかわ

りや大臼歯の萌出，顎の骨の発育など６年間を通し

て，口の中の状況はダイナミックに変化する。した

がって，この時期に児童の口の中の状況に合わせて，

歯・口の健康づくりについて，くり返し学習すること

は，生涯の健康の基礎を培う上で，極めて重要であ

る。

また，新学習指導要領で創設された総合的な学習の

時間のねらいとして，次の２点があげられている。

�自ら課題を見つけ，自ら考え，主体的に判断し，よ

り良く問題を解決する資質や能力を育てること。

�学び方やものの考え方を身に付け，問題の解決や探

求活動に主体的，創造的に取り組む態度を育て，自

己の生き方を考えることができるようにすること。

以上のねらいを踏まえ，保健学習や保健指導で得た

興味・関心や知識・技能を生かし，自分や社会が抱え

る歯・口の健康の課題を多面的，主体的にとらえ，問

題解決をめざして学習することは，社会の変化に主体

的に対応できる能力やより良い生き方を考えることに

つながると考えられる。

第３の視点は，新学習指導要領のねらいや主旨を生

かした健康教育・学習を充実することである。

本大会の主題である「変革に向けての学校歯科保健

の飛躍」に迫るために３つの視点の重要性を述べた

が，おわりに学校保健活動を推進するうえで求められ

る２つの課題について述べる。

課題の１つ目は，学校歯科医に積極的に児童の教

育・学習に参加して欲しいということである。

学校歯科医はこれまでも健康診断や歯科講話を通じ

て児童を教育してきた。さらに，学校保健委員会や

PTAの研修会などで保護者に対しても啓発につとめ

てきたことであろうが，学級担任や養護教諭と協力し

て，保健学習や保健指導，総合的な学習の時間等の学

習で直接児童にかかわり，歯科保健に関する専門的な

知識や最新の情報などを児童に提供して欲しい。そう

することで，児童は学校歯科医を身近な存在として感

じるとともに，歯・口の健康に関する学習が児童に

とって魅力あるものになり，健康意識の向上，実践化

が進展するものと期待される。

課題の２つ目は，学校保健委員会の活性化である。

歯・口の健康づくりは学校での教育・学習とともに，

家庭での毎日の実践が促されなければ効果が期待でき

ない。また，先に保健体育審議会の答申に触れて述べ

たように，学校保健と地域保健の連携・ネットワーク

づくりが求められている。学校保健委員会はその要と

なる組織である。児童の健康課題とその解決をめざし

た取り組み方や健康に関する情報を幅広く協議し，学

校と家庭，地域との連携が促進されるように組織の機

能を発揮させる見直しが必要である。多くの関係者が

出席しやすい開催日時の決定，児童や地域関係者など

を含む幅広いメンバーの選定，提案・協議内容や方法

を工夫するなどして，形式的でマンネリ化している組

織をよみがえらせることにより，歯・口の健康づくり

が家庭や地域を巻き込んだ活動として展開されるよう

になるものと期待される。
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１１ ははじじめめにに

２２ 新新たたなな健健康康観観

２１世紀を迎え，世の中が全ての面で２０世紀を反省

し，改革，変革を切望し，新しい世紀をどのように構

築するのか模索している。この中で，学校は，正に２１

世紀の主役となる学童生徒が，人生の中で将来生き生

きと生活するための様々な方法，手段，考え方，学び

方，生きるための知識を習得する場である。歯科保健

がかかわるのは，歯や口腔を通じた保健教育，保健管

理による実践活動であり，結果として虫歯ゼロを達成

し，健康な口腔を獲得し，自らの健康観を構築するこ

とを歯や口腔を通じて習得するプロセスである。それ

を達成するための方策や戦略も，新しい具体的な概念

や方策が多面的に必要とされているのかもしれない。

現代の健康観は，慢性疾患が重要な健康問題とな

り，精神・心理的な要因がかかわった健康問題が出現

してきたこと，増大する医療費とその抑制策が緊急課

題であるなどを背景に変化してきている。このような

中，最近WHOの憲章における周知の「健康とは，肉

体的，精神的，社会的に健康な状態をいい，単に病気

がないことではない」という健康の定義に，現代の健

康状態に適合できるよう dynamic と spiritual を加え

ようとの議論がなされた。いまだ結論が得られていな

いが，これらの言葉を加えようとすることの意味は，

学童生徒に対する教育の混乱が叫ばれている日本社会

においても十分な議論が必要である。この言葉の趣旨

は，健康の確保において，生きている意味，生きがい

などの追求が重要であるとの認識の上にたち，「dy-

namic」は健康と疾病は別個のものでなく連続したも

のであること，「spiritual」は人間の尊厳の確保や生

活の質（QOL）を考えるために必要な本質的なもの

であることを意味している。健康・病気を量的なもの

で議論するのではなく，質的なもの，こころの問題と

してとらえようとするものであり，病気にならなけれ

ばいいとの目標から積極的に健康を獲得し，健康の質

の向上を目指す方向を目指している。

そのために必要なことは，自分の健康は自分で守る

との考え方，自己の確立，自立の習得である。病気は

医師でなければ対応できない医療の領域に含まれ，疾

患を対象とした病気にならないようにとの予防の概念

は，（歯科）医師と人との共同作業での対応である。

健康そのものをとらえた健康増進は，個々人に適合し

た健康増進への知識を獲得し（健康教育），個々が自

立し，自分にあった健康生活を送れるように（健康管

理）する必要がある。

個々に健康な生活が送れるように自立し，社会が支

援できるように考えられるようにすることが活動の目

標になる。

基 調 講 演

小学校における
新しい歯科保健活動への私案

大阪歯科大学口腔衛生学講座 教授 神 原 正 樹

�小学校部会
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３３ 健健康康日日本本２２１１ににおおけけるる学学童童のの
歯歯科科健健康康目目標標

４４ 健健康康日日本本２２１１ににおおけけるる学学童童のの
歯歯科科保保健健目目標標達達成成ののたためめにに

日本における２０１０年の健康目標を示した健康日本２１

の目的は，社会の視点から，病気や障害による社会的

負担を減らし，国民の健康寿命を延長し，活力ある持

続可能な社会の形成，個人の視点から，障害を予防

し，生活の質を高めることによって，実り豊かで満足

できる生涯づくり，および年齢世代別の各段階に対す

る健康課題を提示したことである。この中の歯科保健

目標における小学校の歯科保健にかかわる目標は，３

歳児におけるう歯のないものの割合の増加（５９．４％→

８０％），１２歳児における一人平均う歯数の減少（３．６歯

→１歯以下）である。生活習慣の改善にかかわる目標

は，砂糖を含む菓子類や飲料水を１日３回以上飲食す

る習慣を持つ幼児の減少，学齢期におけるフッ化物配

合歯磨剤使用者の割合を増加する（４５．６％→９０％以

上）であり，健診等の充実（危険因子の低減）で

は，３歳までにフッ化物歯面塗布を受けたことのある

ものの割合を増加（３９．６％→５０％以上）すること，学

齢期において過去１年間に個別的歯口清掃指導を受け

たことのあるものの割合を増加（１２．８％→３０％以上）

することである。

以上の学童期における歯科保健目標は，ここ１０数年

の日本におけるう蝕の減少傾向から，達成可能なもの

であり，また，達成しなければならない目標である。

ここ１０数年の日本におけるう蝕の減少がなぜ生じた

かについては，いまだ結論が得られるエビデンスが存

在しない。確実にいえることは，欧米の先進国におけ

る齲蝕の減少とは趣が異なることである。２０世紀の後

半の先進国におけるう蝕の減少理由として挙げられて

いるのは，

１．フッ化物の広範な利用

２．健康志向の高まり

３．歯科医療の予防志向への変化

４．歯科医療機関の整備

などである。日本では，フッ化物が欧米ほど広範に応

用されていない中でのう蝕減少は，日本独特の小学校

での保健教育や保健管理への取り組み，さらに健診事

業をはじめとする各年齢段階における各種歯科保健事

業の充実が大きく寄与している。どのように寄与して

きたのかに関しては，今後の研究成果を待ちたい。

健康日本２１は２０１０年までの歯科保健の目標である

が，これを達成するための戦略は，個々の学校の状況

が異なるため多様な方策が必要となる。その方法論に

対する私案を提示したい。

１）小学校における口腔保健状態の把握

就学時健診，定期健診がこれまで実施され，学童の

口腔保健の改善に大きな役割を果してきた。この健診

結果は，DMFT指数の数値から比較検討されてきて

いる。そのためDMFT指数の高いところはう蝕減少

のため，画一的な指導に陥りがちである。現実的に

は，小学校別に口腔保健の問題点，問題学年は異なる

はずである。この問題点を把握するための方策とし

て，う蝕が蓄積性の疾患であるとの観点から，各学校

におけるDMFT指数と各学年との相関関係は正の相

関を示すことを利用し，この関係の直線式から小学校

における口腔保健状態の把握を提案する。この関係式

は，歯科疾患実態調査の結果から求めた結果では，平

成５年ではｙ（DMFT）＝０．４６＋０．５７ｘ（学年），平

成１１年ではｙ＝０．４４＋０．４５ｘであった。この式の意味

するところは，この歯科疾患実態調査の６年の間に，

小学校１年生のう蝕の数およびその後の６年間におけ

るう蝕の増加傾向の両面で減少し，結果として１２歳児

のう蝕は３．６本から２．４本の減少がもたらされたことを

示している。この直線関係に基づいて各小学校におけ

る口腔保健状態に検討を加えることが，小学校の口腔

保健状態の把握に有用であることを示している。これ

が，Population Strategy につながると考えられる。

２）事後措置表への口腔内写真の利用

歯科健診後の事後措置は，これまで処置必要歯につ
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いて，治療勧告の形で行われてきている。しかし，健

康日本２１に示される予防や健康増進を達成するための

事後措置表は，処置必要歯以外に，う蝕リスクの高い

部位を指摘する形に変化さすべきである。また，小学

生の時期は，歯の交換が起こるため，口腔内での変化

が大きく，萌出直後の歯はう蝕罹患性傾向が高いので

可視化を図ることは意味がある。口の中の構造は，本

人はもちろん家族が理解しようとしても，視野や照明

の関係でなかなか明瞭に見ることは出来ないものであ

る。一つの方法は，口腔内写真を応用すると，的確に

見ることができるので効果的である。また，歯の汚れ

やすい箇所，う蝕の後発部位も個人別の口腔内写真を

利用することにより，可視的に示すことができ，これ

らのことが自分の問題であるとの認識を各生徒に与え

ることができる。

３）口腔保健知識の理解のためのマルチメディア表現

口の中の可視できる範囲は限られ，複雑な構造をし

ているため，紙ベースの２次元表示では表現できない

部位が多数存在し，この部位のう蝕罹患性傾向が高い

場合が多い。歯の構造，歯の裏側，最後方臼歯，臼歯

咬合面の溝，歯の汚れ方，う蝕の進行，歯の交換など

である。また，歯口清掃における歯ブラシの動きや当

て方も動画表現を行うと興味を喚起する。そのた

め，３次元表現ができるマルチメディアでの表現がな

されるとより理解しやすいものと思われ，これらソフ

トの開発が望まれる。

４）保健管理へのｅ‐メール，インターネットの利用

現在小学校でのコンピュータ教室の整備が進行して

いる。そのため，２）で述べた事後措置表のｅ‐メー

ルによる各個人への配信により，歯科保健担当者との

コミュニケーションがより親密になる。受け取った学

童が，疑問に思ったことを直接メールにより，担当者

に送信することにより双方向性が得られる。自分の問

題としてとらえ，即座に担当者に疑問をぶつけること

により，口腔保健の問題が共通の問題として浮上して

くる。また，食事分析や体の機能や病気について，イ

ンターネットの各ホームページにアクセスすることに

より，知識を得ることができ，より深い理解がえられ

るものと推察できる。また，歯口清掃行動をネット上

で展開できるような歯磨き表を掲載し，毎日自分でク

リックすることにより，担当者は習慣形成を容易に

チェックすることができ，その注意点もメールによっ

て本人に知らせることができる仕組みも一案である。

２１世紀の小学校におけるｅ‐口腔保健獲得への方法

の一例を示したが，まだまだいろいろと克服すべき課

題もあり，すべての小学校ですぐに実現可能とは思え

ない。そのために，学童生徒の口腔保健の確立を切望

するという共通の目標，価値観を持ち，学校関係者・

保健関係者・行政関係者の理解と連携が必要である。

また，各個人を対象にする多様性をもち，手作りの対

応が必要なのであろう。

�小学校部会
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１ はじめに

２ 学校の概要

３ 学校の運営方針と健康教育

本校は，「平成７・８年度むし歯予防推進指定校」

を受けて以来７年間，教育活動の重点項目として

「歯・口の健康つくり」に取り組んでいる。

当初は，「むし歯予防のための，家庭・地域との連

携」に力を入れ，それまで定着が難しかった「基本的

生活習慣の確立」「生涯に亘っての自己の健康つくり

のためのむし歯予防」について，相互の理解を深めつ

つ，取り組みを推進してきた。その結果，健康教育の

核としての位置付けができ，昨年度は「全日本学校歯

科保健優良校表彰最優秀校」として，大変光栄な賞を

賜り，継続することの大切さと連携の必要性を痛感し

た。

本校は，全校児童５１名（平成１３年５月１日現在）の

小規模校である。子どもたちは明るく素直で，挨拶が

よくできる。児童数が少ないので，６年生を中心に縦

割り班活動を多く取り入れ，学級の活動に生かすとと

もに全校児童が一丸となった活動をしている。

中でも，合唱の取り組みは，「小さな学校の大きな

誇り」であり，昨年，一昨年と高知県の代表として四

国大会に出場することができた。子どもたちは，合唱

を通して「心のメッセージ」を届けるだけでなく，腹

筋運動や発生練習で体の健康つくりを行っている。ま

た，保護者や地域の方々の支援・協力体制は，各種の

団体（青少年を育てる会，老人クラブ，婦人会，青壮

年部，体育会など）を中心に大変良い。その上，各種

団体の会長さん，地域の中心となっている方々が，本

校の「開かれた学校づくり」推進委員会のメンバーに

入ってくれているので，子どもたちと一緒に活動する

機会が多い。

� 教育目標と校内研修

本校の教育目標は，この数年来「自らを鍛え，明日

をたくましく切り開く，心豊かな児童の育成」を掲げ

て取り組んでいる。

心と体を鍛え，生きる力を育み，豊かな心を培うこ

とは，現在さまざまな社会問題となっている「基本的

な生活習慣の欠如，人間関係の希薄さ，社会秩序の崩

壊」に取り組む上で，大切な教育であると考えたから

である。

そこで，この教育目標の具現化のために，校内研修

の充実を図ってきた。幸い，校長以外だれも異動して

いなかったので，取り組みの成果と課題が見えてお

り，スムーズなスタートができた。

２年目になった本年度は，校内研修で取り組む内容

を見直し，次の７項目を重点項目としている。

�基礎・基本の力をつけるための授業内容の改善

（算数科を中心として）

�学級経営の充実と集会活動の活性化

�総合的な学習の時間の取り組み

（テーマは『命』）

�人権学習・福祉活動の充実

�歯・口の健康つくり

�不登校傾向の児童についての学習

�保護者・地域との連携

自らを鍛え，明日をたくましく
切り開く，心豊かな児童の育成

研究発表

１
―歯・口の健康つくり―

発表者 高知県須崎市立安和小学校 校長 岡 田 千 恵
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研究を進めるに当たっては，企画委員会（校長，教

頭，教務主任，研究主任）と，チーム研（学習チー

ム，生活チーム）で原案を作成し全体協議をする。

「歯・口の健康つくり」の学習は生活チームで話し合

う。

� 健康教育

本校では，年度初めに保健主事を中心に健康教育の

年間計画を立て，全教職員で取り組みを進めている。

〈歯科保健の取り組み〉

本校での歯科保健の取り組みについては，私が着任

した時，特色ある取り組みができていると思ったの

が，次の５点である。

�子どもが考えた標語入りのオリジナル歯ブラシを

使う。

�給食のメニューを工夫する

�６年生は，歯科検診の日に自分の顎模型を作り，

学習に役立てると同時に，卒業記念として持ち帰

る。

�学校歯科医，市役所の福祉保健課との連携がよく

できている。

・歯科検診（年２回）

・子どものブラッシング指導（年２回）

・学校歯科医と教職員・保護者との学習会

�保護者・地域との連携が継続できている。

・親子ブラッシング教室

・親子料理教室（食生活改善推進委員）

＊昨年はこつこつ料理教室，今年はかみかみ料理

教室

平成１３年度歯科保健活動全体計画

項 目 内 容

歯・口の健康に
関する意識を高
める学級活動

学年 １学期 ２学期 ３学期

１ ・歯のよごれとむし歯
・歯みがきのしかた

・いろいろな歯の形
・６才臼歯の大切さ

・むし歯とおやつ
・正しいみがき方

２ 子どもの歯と大人の歯
・歯ブラシのあて方と動かし方

・歯の形とはたらき
・むし歯のでき方

・歯によい食べ物
・正しいみがき方

３ ・自分の歯のようす
・生えかわる時の歯のみがき方

・乳歯から永久歯へ
・むし歯のできるわけ

・上手なおやつのとり方
・むし歯予防生活

４ ・自分の口の中のようす
・汚れが残りやすいところのみがき方

・歯の３つの役割
・むし歯の進行と症状

・歯と毎日の食事
・むし歯予防生活

５ ・自分の歯や歯肉のようす
・歯ならびに合わせたみがき方

・そしゃくの大切さ
・歯肉の病気とその予防

・おやつと砂糖
・健康な歯や体づくり

６ ・自分の歯や歯肉のようす
・歯肉の病気を予防するみがき方

・そしゃくと歯の発達
・１２才臼歯の大切さ

歯の健康と食事
・健康な歯や体づくり

学校行事 健康診断 ・むし歯，歯肉炎，不正咬合の発見
・ブラッシング個別指導（全員）
・顎模型作成（６年生）

〈実施時期〉
６月，１１月

ブラッシング教室 ・市の衛生士による歯・口の健康学習 ６月，７月

ビーバー集会 ・児童保健委員会の発表
・シンボルマークの募集，投票
・クイズ ・地域との連携

６月，１１月
２月

保健委員会活動 ・ビーバー集会の企画，運営，発表
・歯みがきカレンダーの点検，表彰
・歯ブラシ点検

学期ごと
毎週，毎月
随時

地域との連携 ・学校保健計画立案への協力 ・ビーバー集会への協力
・親子ブラッシング教室（公民館）
・「地域だより」の配布 ・保小連絡会（７月，２月）

７月

家庭との連携 ・参観日 ・給食試食会（７月，３月）
・歯みがきカレンダー
・歯・口の健康診断結果通知
・「けんこう」カード

毎月
毎週
６月
学期

学校歯科医 ・学校歯科保健計画立案への参画，指導助言
・歯科検診，ブラッシング指導
・新入児検診，保護者への講話
・学校保健委員会

３月
６月，１１月
１１月
７月

教職員 ・学校歯科医による学習会
・校内研修，チーム研修

７月
学期

その他 ・歯と口の健康に関する図画・ポスター啓発標語コンクールの取り組み
・標語入り歯ブラシの販売

５月，６月
随時

�小学校部会
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４ 具体的な実践内容

� 保健集会（ビーバー集会）

口・歯の健康つくり推進のため，また，子どもたち

の主体的な活動の場として，「保健集会」を位置づけ

ている。

昨年度は，６つの体験コーナーを設定し，子どもた

ちは，それぞれのコーナーを回るごとにスタンプを押

してもらう方法で行った。どのコーナーも大変好評で

あった。特に「プラークをみるコーナー」では，自分

たちの歯垢についているプラークを見て，驚きの声を

あげていた。

本年度は保健委員による劇とクイズを行った。クイ

ズは○×方式で行い，子どもたちに興味，関心を持た

すと共に，楽しんで行うことができた。

� 歯科検診

本校の歯科検診は，歯科衛生士によるブラッシング

指導も平行して実施している。（年２回実施）

児童は学校歯科医の検診を受けたあと，歯科衛生士

（５人）に，口の中を染め出し液でチェックしてもら

い，毎日の歯みがきの状態や歯垢の状態をみてもら

う。そして，一人ひとりが自分の歯と口に合った「み

がき方」の指導を受ける。「合格」と言われるまで，

何度も何度も歯みがきをするのである。

その結果，児童が自分の口の中の状態を知り，歯・

口の健康に関心を持つようになった。そして，何より

も，歯科検診が，自分自身のためだと捉えることがで

きるようになった。また，６年生は，それぞれが一人

ずつ顎模型を作ってもらうので，歯みがきのしかたや

歯・口の学習に役立てることができる。

� 親子ブラッシング教室

歯・口の健康は，乳幼児期からの指導が大切であ

り，地域の方々を対象に（特に乳幼児とその親）公民

館活動とタイアップして行っている。幸い地域に在宅

歯科衛生士の方がおられるので，計画の段階から協力

が得られる。

� 学校保健委員会

学校医，学校歯科医，学校薬剤師，PTA会長，「開

かれた学校づくり」推進委員長，公民館主事，学校の

全教職員で組織し，年一回の話し合いを行っている。

主な課題は，

・健康診断の結果や疾病・異常の治療等に関すること

・歯科保健の取り組みについて

・生活習慣病について（肥満や食生活）

� ピカピカデー

（全校一斉歯みがきタイム）

本校では，給食後の歯みがきタイム以外に毎週木曜

日には，ピカピカデーを設けて，全校一斉に歯みがき

を行っている。

昨年，「第６４回全国学校歯科保健研究大会」が高知

県で開催され，その取り組みの一環として「ハハハの

はーちゃん（はみがき３兄弟）」の曲が作られたの

で，本校でもその曲を活用している。みがくところを

順番に吹き込んだテープと共に流しているので，子ど

安和小学校歯科保健学習指導
１）日 時 Ｈ１３年６月２５日 ６時限目
２）対 象 小学校４，５，６年生 ３学年合同（１９名）
３）題 材 位相差顕微鏡を使ってむし歯の原因について考えよう
４）題材理由 小学高学年では，乳歯から永久歯へ生え変わりの時で，思春

期性歯肉炎・むし歯に罹患しやすい時期であるため家庭での
歯みがき習慣と食生活を見直すきっかけにする。

５）目 標 自分の口の中を知る，永久歯が生え揃えてきたことを確認す
る。
むし歯の原因菌を知って，むし歯の予防を考えよう
新しく生え揃った歯をむし歯にならないようするためにはど
うしたらよいか考える。

６）展 開（内容）

７）準備物 位相差顕微鏡，顎模型，歯ブラシ，コップ，ポスター，歯垢
染め出し液，綿棒，牛乳パック，水，爪楊枝

８）評 価

指導過程と内容 学習活動 留意点・資料

�導入
クイズ
歯について関心を
高める

今の口腔内の状況の変化（歯の数・歯肉）
０→２０→２８ ８０２０運動の説明

学習準備道具の確かめ
歯ブラシ・手鏡・コップ
牛乳パック・エンピツ

�自分の歯の変わっ
ていく様子をみる

なぜむし歯になる
の？
むし歯の原因につ
いて考えよう

口腔観察
生え揃ってきた永久歯を見てみよう
観察して見つけたものは……むし歯
・甘いものを食べるから
・お菓子をたべるから
・歯みがきをしないから
・きちんと磨いてないから
・むし歯原因菌って知ってる？

手鏡

ポスター
意見の出し合い
カイスの輪の説明

	実習
位相差顕微鏡を
使って
歯垢染め出し液を
使って
歯の汚れている所
を見てみよう

位相差額顕微鏡でむし歯菌を見てみよう
班員の歯垢を混ぜ合わせて観察する

顕微鏡でみた歯垢は，どこにどんな風に
つきやすいか見てみよう
自分の歯を調べ，歯にあった磨き方を工
夫してみよう

爪楊枝
位相差顕微鏡

染め出し液の注意と順
序

コップ，水
歯ブラシ


まとめ
歯垢を放っておく
とむし歯・歯肉炎
を引き起こす

学んだことを確認し，これからどんなこ
とに気をつけていくのか子ども達の意見
を聞く

わかったこと，疑問に
思うこと，やってみよ
うと思うことを書く

チャート
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５ 成果と課題

６ おわりに

もたちは，軽快な音楽を聞きながら楽しくみがくこと

ができている。

� 歯・口の健康に関する図面・ポスター啓発標語コ

ンクールの取り組み

本校では，子どもたちの「歯・口の健康」に関する

興味・関心を高めると共に，家庭に対する啓発活動も

兼ねて，全校での取り組みを行っている。

本年度も全員が応募した。ポスターの絵や標語の言

葉の中に，日頃学習したことや実践している内容が折

り込まれており，一人ひとり（家庭）の「歯・口の健

康」推進，むし歯予防に役立てることができている。

〈成果〉

本校の「歯・口の健康づくり」の取り組みは，これ

までに記述したように，「むし歯予防推進指定校」を

受けて以来，学校・家庭・地域・関係機関が連携し，

継続してきたところに，次のような成果が見える。

�教職員の研修体制が確立してきた。

�教育過程の中に「歯科保健」の位置付けができて

きた。

�子どもたちに，むし歯予防のための学習や正しい

ブラッシングの方法を学ぶ機会が増えた。

・子どもが自分自身の健康管理に関心を持つように

なった。

・生活リズムが定着し始めた。

・児童会の活動が活性化してきた。

�保護者・地域と連携した活動が広まった。

・「開かれた学校づくり」の推進

�学校歯科医，在宅歯科衛生士との連携が密になっ

た。

取り組みを地道に続けることは，なかなか大変なこ

とである。本校で息の長い取り組みができたのは，学

校歯科医の奴田原淳先生と本校の吉村 幸養護教諭

が，これまで連携して歯科保健活動を推進してきた点

が大きい。

〈課題〉

今後，本校での取り組みを継続するにあたっては，

次の点に留意していきたい。

�子どもたちが，自ら進んで健康教育に取り組む活

動を計画し支援する。

�来年度から本格実施される「総合的な学習の時

間」の工夫改善を図る。

�学校・家庭・地域との連携を一層推進すると共

に，保育園・中学校との連携を図る。

＊中学校区での連携教育は，本年度より「須崎中学

校区教育２１ビジョン委員会」として本格的にス

タートした。

本校での歯科保健の取り組みは，これまでにも記述

したように，７年間に及ぶ積み上げがあり，子どもた

ち，保護者，地域に歯科保健に対する関心と意識の向

上が見られるようになってきた。

今後も，学校，家庭，地域との連携を大切にし，教

職員の共通理解のもと，これまでの取り組みを継続す

ると共に，２１世紀を生きぬく子どもたちが，「歯・口

の健康」→「体の健康」の考えを持ち，自ら「生涯に

わたる健康つくり」を続けていけるように努めていき

たい。

学校歯科医と教職員の学習会

�小学校部会
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１ 本校の概要 ２ 主題設定の理由

３ 学校歯科保健の位置づけ

本校は大阪市の西に位置し，海の玄関口港区に隣接

している。そのため，古くから，世界に開けた窓口と

しての役割も大きなものがあった。

学校は，明治８年創立され，正門横の蘇鉄が，地域

の人達の熱い思いを受け，大きく葉を茂らせ，１２７年

という古い歴史と伝統を誇っている。

本校は，次の三つの観点から「めざす子ども像」を

設定している。

� 主体的に学習に取り組む子ども

（チャレンジする子）

� 粘り強く学習に取り組む子ども

（健康つくりをする子）

� 仲間と共に学習に取り組む子ども

（互いに思いやる子）

本校は平成９・１０年度の文部省・大阪市教育委員

会・大阪市学校保健会・大阪市学校歯科医会の「歯・

口の健康つくり」研究指定を受け実践成果を発表し

た。

以来，この時の児童の歯科保健に関する興味関心を

損ねることなく，課題を見つけ常に健康な状態に保と

うとする人間の育成に継続して取り組んできている。

生涯健康の基本をなす時期として小学校教育を捉

え，健康の管理と指導の重点を，「歯と口の健康つく

りを通して健康な生活への関心を高め実践的態度を育

てる」とし実践化・日常化・習慣化に力を注いでい

る。

〈研究主題〉

わかる楽しさ，できる喜びを実感する子の育成

―歯・口の健康つくりを通して―

保護者や地域，教育委員会・学校歯科医会をはじめ

とする関係諸機関との連携や指導のもと，児童の将来

に及ぶ健康生活の基礎基本づくりを図ることが求めら

れる。

また一方，平成９・１０年度の研究の成果と課題とし

て残された「指導の場を学級活動だけではなく，今後

は，歯と口の健康つくりをテーマにした総合的な学習

の時間の方向性を探っていく」研究を行った。

�生涯を通して自分の健康に関心をもち，課題を見つ

け，自らの強い意志で解決しようと努力する姿勢（生

きる力）を育てることを目標にする。

�歯科保健を全校体制で進めるために学校保健安全計

画の中に明確に位置づける。

�学校行事，学級活動（保健・給食指導）と関連させ

て指導し，日常生活の中での意識化・習慣化を図

る。

�総合的な学習の時間への発展を考慮に入れ，カリ

キュラム作りを行う。

�毎日，１・２年生を中心に担任と養護教諭が共に給

食指導を行い，児童一人一人の摂食と歯みがきの実

態をチェックし，個人指導を行う。

�「学校新聞」「保健だより」「食生活だより」「学年

わかる楽しさ，できる喜びを
実感する子

研究発表

２
―歯・口の健康つくりを通して―

発表者 大阪市立九条東小学校 教諭 桐 山 佳 晃
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４ 本校の学校歯科保健の概要

だより」等により，児童と保護者の歯・口の健康に

対する意識を高め，日常生活への定着化，習慣化を

図り，実践的態度を育てる。

� 学級活動における歯科保健指導の状況

次頁掲載。

� 学校行事における歯科保健指導の状況

�４月・１１月：歯科健診と事後指導（学校歯科医）

�６月 ：日曜参観

�６月・３月：学校保健委員会

�６月 ：歯みがき指導（歯科衛生士）

�６月 ：教育講演会「歯と口よもやま話」

（学校歯科医）

�７月 ：ブラッシング講習会（PTA成人教

育講座）

�１１月 ：子どもの歯を守る講演会

（大阪市学校歯科医会，大阪市教育

委員会学校保健課）

� 児童会活動における歯科保健活動

�給食委員会：毎給食時－食に関する話

給食週間に食についての研究発表

児童集合での給食委員の発表

�代表委員会：むし歯予防の標語ポスターの募集

歯みがきの歌募集

� 本校の特色ある活動の状況

（総合的学習の時間等も含む）

�１年生＝生活科「お口の中の探検」「生きること

と食べること」

�２年生＝生活科「おやつ調べ」「町の歯医者さん

探検」

�５年生＝総合的な学習の時間「歯と口の健康につ

いてパソコンでみんなに伝えよう」「歯

と口の健康Q&A資料づくり」

�６年生＝総合的な学習の時間づくり「むし歯と酸

の関係を調べよう」「自分探検，生命の

すばらしさと共生」

�保健委員会：毎給食後－歯みがきタイム

（児童作の曲にあわせて，全校児童が食べたら歯みがき）

むし歯予防週間に自作紙芝居作成，給食ビデオ放

送，学校保健委員会で研究発表

九条幼稚園で発表

▲ 研究実践の概要

�総合的な学習の時間への方向性をさぐる

�指導にあたって

�理科・生活科の関連を大切にして

身近な自然とのふれあいを求め，野外での散歩活

動は児童に多くの発見や驚きを与えてくれる。生き

物が懸命に生きる姿は私達が忘れてしまった大切な

ことを伝えてくれると考える。野外を散歩している

とまれではあるが生き物の捕食場面に出会う。児童

はそれをじっと観察しながら「食べる」ことすなわ

ち，「生きる」ことについて何かを感じているに違

いない。

本学習は「身近な自然とのふれあい」の学習を基

盤とし，その上に歯と口の学習を行うことにより，

より身近な課題として自分の健康に目を向けさせる

ことを目的に指導計画を考案したものである。

�「食べる」というテーマを設定して

飽食の時代と呼ばれる私達の生活に対して児童の

「食べる」という行為に対して私達は一つの警鐘を

鳴らす時期に来ている。簡単に給食のパンを残す子

どもたちに，「食べる」ことの真の意義を頭でな

く，実感の伴った理解をさせたい。そのような願い

を第一に考えて，自分自身の食べる行為を違った角

度から客観的に見つめさせたいと願う。

自分の口の機能について考えさせようにも今さら

新鮮な目でじっくりと観察することは難しい。そこ

で実物のセミの口をじっくり観察させることによ

生活科授業実践報告（１年生）

単元名『口のたんけんをしよう』

実施日 平成１３年９月４日

�目標
・セミの口をじっくり観察できる。

・セミの口の特徴を明らかにできる。

・自分の口をじっくり観察できる。

�小学校部会
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低学年（Ｌ）

・よごれた歯はないかな？

・第１大臼歯を見つけみがき方を考えよ

う。

・おやつのとり方を考えよう。

中学年（Ｌ）

・歯のつくりを調べよう。

・唾液とむし歯の関係を調べよう。

・栄養について考えよう。

高学年（Ｌ）

・そしゃくと消化吸収を考えよう。

・歯肉炎について調べよう。

・研究発表会をしよう。

本校の学校歯科保健の概要

学級活動における歯科保健指導の状況

（Ｌ）は１単位時間
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５ おわりに

り，見慣れているはずの自分の口を今までとは違っ

た視点で観察させることにした。セミは木の幹や枝

から樹液を吸うために適した口として，針状の細長

い管のような口をしている。実物のセミを用意する

ことにより，セミの口の機能を様々に想像を働かせ

ながら観察させ，その不思議なしくみの巧みさに気

付かせることから，自分の口の機能についても，興

味・関心を持たせ，今までと違った視点での観察を

実行させることに結び付けた。

�研究の成果

ア．各月の健康生活の調査等を中心に，児童の実態を

把握することを何よりも大切にした結果，本校の児

童の実態が『健康な生活』という新たな視点より明

らかにすることができた。

イ．「歯と口の健康つくり」の実践は，従来の学級活

動の時間に限定しないで，総合的な学習の時間を活

用することにより，様々な視点より実践可能である

ことが改めて分かった。特に，『いのちをみつめる

学習』とうまくかみ合い，子どもたちに自分を見つ

めるよい機会を与える結果となった。

ウ．児童保健委員会による歯の保健指導を工夫したと

ころ，異学年との交流活動や幼稚園との交流が生ま

れた。同じテーマで共に学ぶ仲間の存在が活動の場

を大きく広げた。

特に，児童の自作の紙芝居が効果的に働き，課題の

共有化が図れた。

エ．学校保健委員会の内容が充実する事により，保護

者や地域の方々に本校の研究の方向を理解していた

だくよい機会となった。また，本校の卒業生でもあ

る関根紀彦歯科校医との連携が児童に活動への意欲

を高める上で大きな影響を与えた。

オ．給食中のかみかみタイム，給食後の歯磨きタイム

の継続により，児童の実践的な態度は定着してき

た。日常指導の積み重ねが「実践できる喜び」を身

につけさせた。

また，養護教諭による担任と連携した毎日の給食指

導・歯磨き指導は，特に低学年に有効であり，自分

の歯に応じた技能を身につけさせるのに役立った。

カ．保健室での歯の保健指導をさらに工夫し，学級で

学んだことの定着や応用に生かした。また，『保健

だより』『食教育だより』『学年だより』等の啓発紙

により，保護者の関心が随分高くなった。

キ・学校行事として，「歯みがき指導」，「歯垢染だ

し」，「歯のフッ化物塗布」，「歯のブラッシング講習

会（PTA主催）」を年間計画に位置づけたことによ

り，歯の健康という個人的な課題を全校の課題へと

自然な形で押し広げた。

�今後の課題

試行錯誤の末に積み重ねた実践をもとに，本校独自

の研究のあり方を探ってきた。先行研究を参考にしつ

つも，本校の研究の成果が少しづつではあるが姿をみ

せてきた。

生涯を通じて，健康で安全な生活を送るための基礎

を培うためには，自分の健康についてもっとよく知っ

ておく必要がある。

そのためには，自分の健康についての関心を高め，

知識を増やしていかなければならない。楽しく学び，

そして学んだことを実践していこうとする態度・習慣

を身につけることも大切である。

児童の実態をしっかり把握し，児童が主体的に課題

に向けて取り組める環境をつくり，『わかる楽しさ，

できる喜びを実感する子』を合言葉に，歯・口の健康

つくりを今後も継続して取り組んでいきたい。

�小学校部会
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テーマ 生涯にわたる健康意識の向上と実践力の育成をめざした
中学校における歯科保健活動

座 長
大阪大学大学院歯学研究科分子病態口腔科学専攻
口腔分子免疫制御学講座教授 雫石 聰
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２１世紀は「健康創造の世紀」といわれている。２１世

紀を迎えて，益々健康の重要性が認識され，より質の

高い健康をめざした積極的な保健活動が求められてい

る。わが国では，今まさに「２１世紀における国民健康

づくり運動（健康日本２１）」が展開されようとしてい

る。「健康日本２１」の主旨にもあるように，この運動

は，「すべての国民が健やかで心豊かに生活できる活

力ある社会」の実現を目指している。そして，健康の

実現には，個人の健康観により一人ひとりが主体的に

取り組むとともに，社会全体が個人の主体的な健康づ

くりを支援していくことの重要性が強調されている。

国民は，学校，家庭，地域，職場のいずれかに属し，

社会生活を営んでいるが，これらの場で，様々な角度

からの健康づくりのためのアプローチがなされてい

る。しかし，成人期以降が対象となる地域や職場では

健康づくりへの自主的な参加は必ずしも十分とはいえ

ない。この点，学校での保健活動では，保健学習を通

じて，生徒自らが健康を管理し，改善していくような

資質や能力を養うとともに，保健指導を通じて，生徒

一人ひとりが身近な生活での具体的な健康問題に対し

て適切に対処ができ，健康生活が実践できるような能

力や態度を育成することができる。従って，今後益々

学校での健康づくりの重要性が増していくと考える。

表に「健康日本２１」での歯の健康についての２０１０年

における到達の目安を示す。この表を見るとわかるよ

うに，学齢期での口腔保健は，う蝕の予防に関する目

標値が示されているが，成人期以降での歯周病予防や

歯の喪失防止として，歯間部清掃器具の使用，禁煙，

定期的な歯石除去・歯面清掃や定期的歯科検診が挙げ

られており，これらのことを考えるに当たっても，学

齢期で身につけられる口腔の健康習慣は非常に重要で

あることがわかる。中学生期では口腔清掃習慣等さま

ざまな生活習慣が芽生えたり，形成されたり，また

は，確立されたりする時期に当たり，これら生活習慣

が生涯を通じての健全な口腔機能の保持増進に大きく

影響する。

中学生期における口腔の発育では，２８歯の永久歯の

萌出が完了し，咬合関係も確立し，口腔の機能も成人

のそれに近くなる。小学生期でも問題であるう蝕は，

永久歯が萌出してから数年しかたっていない歯もある

座
長

２２１１世世紀紀をを迎迎ええててのの

中中学学校校ににおおけけるる歯歯とと口口のの

健健康康づづくくりりへへのの展展望望

大阪大学大学院歯学研究科 教授

雫 石 聰
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ことから，中学生期に入っても依然う蝕になるリスク

は高い。う蝕の有病については，近年，減少傾向が続

いており，１２歳児のDMFT指数が平成１２年度学校保

健統計調査では，２．６５まで低下した。今後は，う蝕に

対する一般的な予防に加えて，う蝕を起こす危険度の

高いグループに対して重点的に予防を行うハイリスク

アプローチも有効となろう。

中学生期で最も問題となる歯科疾患は歯周病であ

る。平成１１年度歯科疾患実態調査では，１０～１４歳で

５０．８％，１５～１９歳で６０．６％の者に歯周病の所見がみら

れ，これらの多くは，口腔清掃不良による歯肉炎や思

春期性歯肉炎と考えられる。中学生期では不正咬合，

歯列不正や口臭も問題となり，これらの疾患は生徒の

精神的・心理的な面にも影響を及ぼすことがある。

う蝕や歯周病は，それぞれの病原性細菌によって生

ずる感染症と考えられているが，近年，その発症・進

行には生活習慣が強く関連する生活習慣病と認識され

るようになった。う蝕のリスク因子としては，食生活

や口腔清掃の面での不良

な習慣やフッ化物を十分

応用しない行動などが重

要である。歯周病につい

ては，口腔清掃不良，喫

煙習慣，飲酒習慣や肥満

などがリスク因子とな

る。従って，中学生期で

の保健学習では，う蝕や

歯周病といった歯科疾患

の成り立ちを正しく理解

させ，特に生活習慣との

関連性とセルフケアによ

る予防の重要性を認識さ

せる。

また，保健指導では，

多くの生徒にみられる歯

肉炎に対して，正しい歯

磨きが歯肉炎の改善に役

立つことを実感させ，毎

日の習慣として定着させ

る。受験やクラブ活動，

また，心身の発育の調和の乱れなどにより，食事，間

食，夜食において栄養の片寄りや甘食過多などに陥り

がちである。食事，間食，夜食などを自己管理できる

ような食生活指導を行うとよい。また，１９９６年の喫煙

に関する全国調査によると，喫煙経験者率は中学校１

年から３年へと進むに従い，男子では２９．９％から

３８．７％へ，女子では１６．７％から２２．７％へと増加してい

る。このように，中学生期では，喫煙を経験する者が

増えはじめる時期でもあるので，防煙という観点から

の指導も重要である。

学校歯科医としては，歯・口腔の健康診断と事後措

置，健康相談などが重要な役割である。近年，学校歯

科医の役割は，う蝕の減少とともに，事後措置での処

置勧告のみならず，CO，GOへの対応も含めてより

きめの細かい対応が求められている。以上述べたよう

な，学校での口腔保健活動を充実させ，実りのあるも

のにするには，学校関係者と学校歯科医の相互の協力

が不可欠となろう。

表 学齢期以降の「歯の健康」における２０１０年での到達の目安（健康日本２１）

現状 ２０１０年

学齢期のう蝕予防

１．一人平均う歯数の減少
指標の目安【一人平均う歯数（１２歳）】 ２．６５歯 １歯以下

２．フッ化物配合歯磨剤の使用の増加
指標の目安【使用している人の場合】 ４５．６％ ９０％以上

３．個別的な歯口清掃指導を受ける人の増加
指標の目安【過去１年間に受けたことのある人の割合】 １８．３％＊ ３０％以上

成人期の歯周病予防

１．進行した歯周炎の減少
指標の目安【有する人の割合】 ４０歳

５０歳
３２．０％
４６．９％

２２％以下
３３％以下

２．歯間部清掃用器具の使用の増加
指標の目安【使用する人の割合】４０歳（３５～４４歳）

５０歳（４５～５４歳）
３２．６％＊

２９．３％＊

５０％以上
５０％以上

３．喫煙が及ぼす健康影響についての十分な知識の普及
指標の目安【知っている人の割合】 歯周病 ２７．３％ １００％

４．禁煙支援プログラムの普及
指標の目安【禁煙支援プログラムが提供されている市町村の割合】 － １００％

歯の喪失防止

１．８０歳で２０歯以上，６０歳で２４歯以上の自分の歯を有する人の増加
指標の目安【自分の歯を有する人の割合】８０歳（７５～８４歳）で２０歯以上

６０歳（５５～６４歳）で２４歯以上
１４．４％＊

―
２０％以上
５０％以上

２．定期的な歯石除去や歯面清掃を受ける人の増加
指標の目安【過去１年間に受けた人の割合】 ６０歳（５５～６４歳） １５．９％ ３０％以上

３．定期的な歯科検診の受診者の増加
指標の目安【過去１年間に受けた人の割合】 ６０歳（５５～６４歳） １８．６％＊ ３０％以上

＊平成１１年度調査
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１１ ははじじめめにに

２２ 生生活活習習慣慣病病

日本人の平均寿命が約８０歳となった超高齢化社会に

おいて，生涯にわたって質の高い生活（QOL：quality

of life）を維持するためには，心身ともに健康である

ことが基盤となる。しかし，平均寿命が約８０歳になっ

た現在においても歯の平均寿命は約５０年であり，一般

に高齢者になると歯数は減少し，程度の差はあるもの

の，歯や口の機能障害ならびに審美障害が起こる。す

なわち，老化に伴う心身の機能低下を回避することは

不可能であるが，これを自然の摂理として受け止める

か，あるいは積極的に機能亢進を図るか，あるいは最

低限低下したレベルを維持できるように努力するかが

問題となる。

一般に，若年者の抜歯原因はう蝕によって起こり，

成人の抜歯原因は歯周病によるところが大であると報

告されている（図１）。高齢者になっても快適なQOL

を営むためには，歯や口の健康は言うに及ばず全身の

健康を維持することができる自己管理能力を幼少時か

ら身に付けることが大切である。

「生活習慣病」とは，「食習慣，運動習慣，休息，喫

煙，飲食等の生活習慣が，その発症・進行に関与する

疾病群」と定義されている（表１）。

日本で行われてきた「成人病」対策は，検診の普及

１．食習慣と関連するもの：インスリン非依存

性糖尿病，肥満，高脂血症（家族性のもの

を除く），高尿酸血症，循環器病（先天性の

ものを除く），歯周病，など
２．運動習慣と関連するもの：インスリン非依

存性糖尿病，肥満，高脂血症（家族性のも

のを除く），高血圧症，など

３．喫煙に関連するもの：肺扁平上皮ガン，循

環器病（先天性のものを除く），慢性気管支

炎，肺気腫，歯周病，など
４．飲酒に関連するもの：アルコール性肝疾

患，など

基 調 講 演

歯周病と生活習慣との関わり
―とくに中学生期においての考慮事項―

日本大学歯学部保存学教室歯周病学講座 教授 伊 藤 公 一

表１ 生活習慣病の分類

図１ 歯の喪失の原因 公衆衛生審議会の意見具申（平成８年１２月１８日）
「生活習慣に着目した疾病対策の基本的方向性について」（野田 忠編著：歯科・学校保健マニュアルより引用）
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３３ 歯歯周周病病ととはは

４４ 歯歯周周病病のの原原因因

による早期発見・早期治療を中心課題として成果を上

げてきた。実際他国と比べてみても，検診を組織的か

つ総合的に実施している国は例がない。その結果とし

て，日本が世界トップの長寿国となるのに大きく貢献

してきた。しかし，検診の普及や医療技術の格段の進

歩に関わらず，糖尿病，高脂血症，肥満の有病率は増

加しており，疾病構造の変化と医療経済学観点から見

てのこれまでの施策を再検討する時期にきているのが

現状である。

「成人病」から「生活習慣病」と名称が変更された

理由として，１）成人病「４０歳以上に見られる病気」

⇒小児・若年者にも糖尿病，高脂血症，肥満などが見

られる，２）成人病「加齢に伴う不可避的なもの」⇒

疫学・臨床介入研究から，これらの疾患の発症・進展

には生活習慣が強く関与，これを意図的にコントロー

ルすることによって，発症・進展を抑制できる。すな

わち，「成人病」が検診による早期発見・早期治療（二

次予防）を主眼にしたものであるが「生活習慣病」に

は，二次予防はもちろんのこと，発症前に発見し，発

症を防ぐ一次予防を，もっと推進したいという期待が

込められている。生活習慣病の最終的な治療・コント

ロール目標は，「検査値の正常化」ではなく「患者の

現在および将来におけるQOLの改善」である。した

がって，同じ生活習慣病でも，ガンなどそれ自体が直

接死因となる疾患と，高血圧，糖尿病など，それ自体

が必ずしも死因と直結しなくても虚血性心疾患や脳血

管障害など致死性疾患の危険因子となる場合とでは，

対応が異なる。

歯周病は，生活習慣病の中で食習慣および喫煙に関

連するものとして分類されている。歯周病も，それ自

体直接死因と結びつくものではない。しかし，高齢者

の増加とともに自分の歯を多数保持し，口腔機能を健

全に営むことができる高齢者は，活動的な生活を営む

ことができることが証明されつつある。したがっ

て，４０歳以上の抜歯原因は，約５０％が歯周病によると

されていることから，この歯周病を予防，治療するこ

とで，残存歯数を増加させ，歯や口の機能，審美を生

涯にわたって維持することができ，ひいてはQOLを

向上させることになる。

歯周病とは，歯周組織である歯肉，歯根膜，セメン

ト質および歯槽骨のいずれか，あるいはすべてに起こ

る疾病である。歯周病は，歯肉炎，歯周炎および咬合

性外傷に大別できる。歯肉炎は，プラークによって歯

－歯肉結合部から破壊が起こるが，歯肉に炎症が限局

した疾患である。歯周炎は，歯肉炎がさらに進行した

ものと考えられており，歯肉に限局していた炎症が，

深部のセメント質，歯根膜および歯槽骨にまで波及す

る。一方，咬合性外傷は，歯－歯槽結合部が破壊され

る疾患で，歯ぎしりなどの異常な力によって起こる（図

２）。

う蝕や歯周病の原因は，口腔常在菌が形成するプ

図２ 歯周組織破壊の模式図

（伊藤公一：咬合性外傷，歯界展望，より引用）
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５５ 歯歯周周病病はは全全身身疾疾患患のの原原因因？？

６６ リリススククフファァククタターー

ラークであることが分かっており，う蝕や歯周病は口

腔常在菌による一種の感染症であることにコンセンサ

スが得られている。

プラーク形成は，唾液由来の糖タンパク質を主成分

とした無細胞性の薄膜（ペリクル）が歯面に付着する

ことから開始される。細菌がペリクルに付着増殖する

が，このとき砂糖が分解されて形成されるデキストラ

ンやレバンなどの多糖体が大きな役割をする。プラー

ク中の細菌は共生や拮抗のバランスをとりながら増殖

し，莢模様糖衣（glycocalyx）で覆われたバイオフィ

ルム（biofilm）状の構造体となり，外界とはまった

く独立した共同生活体を形成する。このバイオフィル

ムはバリヤーの役割をし，好中球などによる生体の防

御メカニズムによって細菌が排除されないばかりか，

抗生剤や殺菌剤によっても効果がでないことになる。

また，バイオフィルムはうがいや水洗では除去不可能

で，ブラッシング，スケーリング，およびルートプ

レーニングなどの機械的方法でバイオフィルムを破壊

することができるので，この機械的手段が歯周病治療

の基本となる（図３）。

歯肉縁上に形成されたプラークは，量的に増加する

と同時に質的にも変化しながら，歯肉縁下に進展す

る。歯肉溝が病的な深いポケットになり嫌気的な環境

となり歯周病原性細菌にとって格好の繁殖の場とな

る。歯肉縁下プラークは，湿重量１mgあたり約３００

種以上，１０８～１０９個の細菌を含む。この歯周病原性細

菌の塊が剥れて，ポケット内から口腔内に出て唾液を

介して，あるいはポケット上皮や接合上皮から結合組

織内に進入し，血行を介して全身に伝播すると考えら

れている。口腔内にある全ての歯，２８本の全周に５

mm程度の深さのポケットがあると，そのポケットを

広げると７２mm２となるといわれている。この広さは，

約手のひらサイズで，この上に歯周病原性細菌が多量

に付着しており，慢性的に生体に侵襲を加える元凶と

なっていると考えてよいであろう。このようにプラー

ク中の細菌が口腔から離れた遠隔臓器に病変を起こす

ことを歯性病巣感染というが，歯周病と心臓血管障

害，肺炎あるいは早産（低体重児出産）などとの間に

関連があるとの報告が増加している（図４）。

生活習慣病の発生に関して，しばしばリスクファク

ター（リスク要因，危険因子）という用語が用いられ

る。一般的には疾病の発生と進展を規定したり，それ

図３ バイオフィルムの形成過程

（Lindhe, J. et. al. : Clinical Periodontology and Implant Dentistryより引用改変）
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７７ 中中学学生生期期ににおおけけるる
歯歯周周病病とと生生活活習習慣慣のの現現況況

に関与する諸因子をリスクファクターといい，狭義に

は発生要因と同義で，ほぼ原因と同等な因子をいうこ

とが多い。ただし，疾病の発症と進展に関連していて

も，関連の仕方が明らかに間接的である場合や，疾病

の発生と進展の結果と考えられる因子をリスクファク

ターとはいわない。

リスクファクターという用語は，特に生活習慣病を

含めた慢性非感染疾患で用いられるが，これは感染症

の発生には病原体が必ず存在しているのに対し，慢性

非感染性疾患では病原体は存在せず，さまざまな要因

が複雑に絡み合って発生するためである。つまり，生

活習慣病を含め，慢性非感染性疾患では病因に相当す

る要因をリスクファクターと呼ぶ。生活習慣病は，日

常生活のなかで食生活，飲酒，喫煙，運動不足，スト

レスなどの不適切な生活習慣の集積によって起こる疾

病であるので，まず患者に不適切な生活習慣を是正す

るように生活指導することが不可欠となる。

前述のように歯周病は，口腔細菌による感染症と考

えられているので，真の意味からの生活習慣病の定義

から逸脱する。しかし，リスクファクターが多数リン

クすることによりマルチプル・リスクファクター症候

群とも言えるので，長期展望に立ったリスクファク

ターの除去が必要となる。

歯肉炎は，プラーク量が増えることによって起こ

る。しかし，同程度のプラークが付着していても歯肉

炎が起きる人と起きない人がいる。このことは，個人

個人の歯周組織の抵抗力が異なっていることを意味し

ており，歯周病の発症や進行には個人差があり，プ

ラーク以外の要因も関与していることを意味してい

る。歯周病が発症するのに不可欠なリスクファクター

はプラークである。これに他の因子がリンクすると歯

周病はより発症しやすくなる。リスクファクターが多

くなればなるほど歯周病になる確立は高くなる。例え

ば，プラーク中の細菌のうち，歯周病原性細菌が，増

加すると歯周炎になる確率は高くなるが，糖尿病でか

つヘビースモーカーで，高齢者であるならば，さらに

歯周炎になる危険度は高くなることになる。

歯肉に所見のあるものは総数でみると７２．９％であ

る。しかし，１５～２４歳で６５．２％と約２倍となる。その

他，特徴的な所見としては歯石の沈着においても

１７．４％が３４．２％と約２倍に，歯周ポケット４mm以上

６mm未満のものが０．３％から１０．４％と約３５倍とな

る。したがって，年齢層別でみた場合，５～１４歳から

１５～２４歳への移行期がハイリスク年齢層といってもよ

いであろう。したがって，この年齢層および，この年

齢層の前段階において，歯周病予防を講じる必要性が

歯肉の所見の有無，年齢階級別（５歳以上・永久歯）

（単位：％）

所 見 の あ る 者
所見の

ない者

対象歯
のない
者総 数

プロービ
ング後の
出血

歯石の

沈 着

歯 周 ポ ケ ッ ト
４�以上６�未満

歯 周 ポ ケ ッ ト
６�以上

歯石沈着
あり

歯石沈着
あり

総 数 ７２．８８ １１．３３ ２９．０６ ２５．３６ １１．４８ ７．１４ ４．０７ １６．９１ １０．２１

５～１４歳 ３６．５１ １８．８０ １７．４４ ０．２７ ０．００ ０．００ ０．００ ５２．５９ １０．９０

１５～２４歳 ６５．１７ ２０．５７ ３４．２２ １０．３９ ４．２８ ０．００ ０．００ ３４．８３ －

２５～３４歳 ７９．１７ １７．１０ ４０．５６ １９．８６ ７．３１ １．６５ １．１０ ２０．８３ －

３５～４４歳 ８４．２７ １２．００ ４０．８２ ２５．６９ １０．５６ ５．７６ ３．３８ １５．７３ －

４５～５４歳 ８８．４４ ９．３９ ３５．６０ ３３．２３ １４．０４ １０．２２ ５．８８ １０．１１ １．４４

５５～６４歳 ８５．７９ ７．５１ ２８．２４ ３７．３５ １８．１４ １２．６９ ７．４２ ７．８６ ６．３４

６５～７４歳 ７２．７３ ６．９５ ２０．２４ ３４．３１ １６．２１ １１．２３ ６．２６ ４．８０ ２２．４７

７５歳以上 ４５．８２ ３．９７ １３．８１ ２１．１３ １２．１３ ６．９０ ３．３５ ４．３９ ４９．７９

（文献３）から引用

図４ 全身疾患を惹起するプラーク
（伊藤公一監修：ワンランクアップ PMTCより引用）
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８８ 中中学学生生期期ににおおけけるる問問題題点点

あることは極めて重要なことである。

歯ブラシの使用状況を総数で見ると，毎日歯をみが

くものは９６．２％，時々みがくものは２．６％，みがかな

いものは１．３％であった。歯ブラシの使用状況の年次

推移をみると，毎日みがくものは年々増加し，各年

齢階級別にみてもすべてを越えている。歯を毎日みが

くものを年齢層別でみると５～９歳（９３．６％），１０～

１４歳（９５．６％）および１５～１９歳（９５．５％），２０～２９歳

（９７．８％）と顕著な差異は認められない。ということ

から，ブラッシング以外のファクターを考慮すること

も歯周病を予防するうえで重要となる。例えば，思春

期におけるホルモンの変調などの全身因子が歯周病の

発症や進行に影響することなどである。

※歯ブラシの使用状況は，〔大野良之ほか“生活習慣病の概要”（参

考文献３）〕資料による

１）口腔内の特徴

� 永久歯が萌出完了する時期。

� 永久歯列の完成時期。

� 咬合関係の確立時期。

� 顎骨の成長が一番活発な時期。

２）歯科疾患の特徴

� 永久歯列，咬合関係の確立によって，不正咬合が

明確となる。

� 人の目，見た目を気にする時期であり，歯列や咬

合の異常が生徒に心理的な影響を与えることがあ

る。

� クラブ活動，受験勉強が忙しく，生活習慣が乱

れ，う蝕や歯周病が起こりやすくなる時期。

� 治療や予防も疎かになる時期。

� 思春期におけるホルモン分泌の活発化が，ホルモ

ンのバランスを変化させ，歯周病を悪化させること

も多い。

� 咬合関係が確立されることから顎関節の異常も発

見しやすくなる。

３）生活習慣との関わり

Breslow らの７つの健康習慣項目（表２）に児童・

生徒の健康状態サーベイランス委員会報告書の結果を

当てはめてみると，

� たばこを吸わない：５０％が喫煙

� 定期的に運動する：体力・運動能力の低下が顕著

� 飲酒は適度か，しない：？

� １日７から８時間睡眠を守る：７時間２２分

� 適正体重を保つ：学齢期肥満の増加

（小児の約１０％，６～１４歳の肥満児増加）

� 朝食を食べる：食べない日の方が多い，ほとんど

食べないが９．８％

� 間食はしない：インスタント食品，清涼飲料水，

男子に多いという結果となった。

例を挙げると，口腔内が不潔で，プラーク量が多

く，食習慣が乱れ，糖分の多い間食を好み，肥満気味

で，おまけに喫煙習慣がある子では，歯周病に罹患す

るリスクは極めて高くなる。このようなことから，生

活習慣病予備軍が少なからず存在し，中学生期からの

生活習慣病対策が不可欠であることが推測できる。

４）歯科保健指導のポイント

自分の健康に関心を持たせ，健康課題を認識させる

ことにより，自己管理できるように指導する。生徒の

行動変容は，科学的あるいは心情的な感銘を受けたと

１．never smoking cigarettes
（たばこはすわない）

２．regular physical activity
（定期的に運動する）

３．moderate or no use of alcohol
（飲酒は適度か，しない）

４．７－８hr sleep／day regularly
（１日７～８時間睡眠を守る）

５．maintaining proper weight
（適正体重を保つ）

６．not eating between meals
（間食はしない）

７．eating breakfast
（朝食は食べる）

表２ Breslow らの７つの健康習慣

（文献５）から引用
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９９ ままととめめ

きに起こりやすいことから，効果的な機会をとらえて

歯・口の健康教育を行う。

根気強く，磨き残しのない歯みがきの習熟，習慣形

成は，人間関係を豊かに醸成し，行動選択を通して社

会適応を円滑にしていく上での一手段となる。生涯に

わたってQOLを維持するための良好な生活習慣を形

成することが重要で，この習慣形成にとって歯科保健

の果たす役割は大きい。

� 口腔環境の清潔感を体験し，その維持を習得して

いくことは，生涯を通じて身体の清潔を維持するた

めの生活習慣の基礎になる。

� 口腔内を観察する習慣は，う蝕や歯肉炎を予防す

る基礎であり，その習慣形成は疾病に対する予防行

動の基礎になる。

� 口腔環境の観察は，問題解決学習の仕方を学ぶ機

会になる。口腔内の異常を発見することによって問

題を把握し，その解決方法を思考することを習得す

ることは，人間の生涯を通じて獲得しなければなら

ない健康増進の基礎になる。

将来的展望に立って学校歯科保健活動を行うには，

飲酒・喫煙防止教育，薬物乱用防止，および安全に関

する指導などとの関連を配慮し，指導計画の作成，教

具・教材の整備，指導方法の工夫などが課題となる。

厚生省では２１世紀の目標となる健康施策「健康日本

２１」を策定してきた。「健康日本２１」の基本的目的

は，国民の健康寿命の延長（健康で障害のない期間）

とQOLの向上で，２０１０年までに達成すべき健康に関

する数値目標と，このための具体的な方策を提言して

いる。

超高齢化社会を迎えるにあたり，生涯丈夫で美しい

歯や口の健康を保ち，快適で豊かなQOLを送るため

には，生活習慣病である歯周病を幼少時から予防する

ことが不可欠である。しかし歯周病の特徴は，理想的

な原因除去療法を施しにくい疾病であることを理解

し，早期発見・早期治療を心がけ，生活習慣を改善す

ることが肝要である。このために，確かな健康観の育

成をめざす中学校における歯科保健活動を行うため

に，まず，各自の健康は，各自でコントロールしなが

ら確立しなければならないことを再認識し，生涯を通

して心身ともに健康な生活のできる自己管理能力を養

えるよう指導することが大切である。歯周病はそのた

めの問題発見，問題解決学習のよい手本である。ま

た，ヘルスプロモーションを遂行するために，中学生

の身体的特徴や口腔疾患の罹患状態を把握したうえ

で，その治療法や予防法を指導することも重要であ

る。
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知識　態度　価値観など

動機づけの要因（先行因子）

動機を行動へと結びつける要因（促進因子）

・健康を阻害する因子に対する具体的な対
　処方法
・セルフエスティーム維持、コミュニケー
　ション、意思決定、ストレスマネージメ
　ントなどのライフスキル

行動の継続にかかわる要因（強化因子）

・友人、家族、教師の行動や態度
・地域や社会、学校の関係や環境

健康な生活
を営む実践力

健
康
問
題
の
防
止
・
解
決

健
康
教
育

１ はじめに ２ ライフスキル教育

２１世紀を担う生徒たちが健康で明るく豊かな生活を

営み，たくましく生きていくことは私たちの共通の願

いである。健康や体力は，生徒たちの「生きる力」そ

のものであるとともに，自ら学び，主体的に問題を解

決する能力や豊かな人間性を支える基盤でもある。

中学生の時期は，人生の中で最も生命力にあふれ，

生徒たちの多くは健康を享受している。反面，思春期

にある生徒の心身は，個人差はあるものの身体的な成

熟，特に生殖機能の発達が促進されるとともに，精神

的には自己形成の時期を迎え，心理的に振幅の激しい

不安や葛藤の多い時期にある。この時期に人生を見据

えて，生涯にわたる健康問題を考えることは，なかな

か現実味をおびないことも事実である。

生徒の生活を振り返れば，受験勉強や部活を頑張

り，その合間にはゲームに熱中したり，夜遅く友だち

とメールの交換など，生活リズムの乱れから体調不良

を訴える生徒も多い。喫煙や飲酒についても，興味本

位や友人関係から，健康に悪いとわかっているのに常

習になってしまうケースもある。また，友人や異性問

題，教師や保護者との関係に悩んでいる生徒も多い。

生活についても保護者の管理から離れ，少しずつ自立

していくときでもある。そのため，小学生の時期に培

われた生活習慣（ライフスタイル）が生涯のものとな

るかどうかの分岐点とも考えられる。

これらの心身の特徴や発達課題，環境などをしっか

りと認識しながら，健康課題の解決を生徒の「生きる

力」にしていくことが重要と考える。

今日のわが国の最大の健康課題である「生活習慣

病」は日常のライフスタイルが深く関わっている。ラ

イフスタイルは青少年期に形成され，一度形成される

と変わることは容易でないために，多くの青少年に働

きかけることが可能な学校健康教育に寄せられる社会

的期待は大きい。

しかし，そうした社会的期待に学校における健康教

育が十分に応えきれていない現実もある。私たちはこ

れまで，思春期のさまざまな問題に対して，それぞれ

が独立した問題であるかのように捉えて，ともすれ

ば，動機づけに関わる要因についての指導（知識中心

の伝達）に取り組んできた。しかし，こうしたやり方

では根本的な解決にならないし，問題や状況に振り回

される結果になってしまう。

図１は人が健康的な生活を営むために，健康問題の

防止や解決に関わる要因を３つに分類し，それぞれの

歯と口の健康教育とライフスキル研究発表

１

発表者 東京都北区立田端中学校 養護教諭 中 村 智 子

図１ グリーンのプリシード・モデルより改変

�中学校部会
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ライフスキル教育による問題行動の防止

喫煙・飲酒・薬物乱用 早期の性交と若年妊娠

暴　力 非　行

不登校

学業不振

抑うつ

いじめ

３ 歯と口の健康教育とライフスキル

要因について，その適切な対処能力・適応能力を身に

つけることによって，行動変容につながるとする「健

康教育のモデル」である。

促進因子としてあげられているライフスキルは「日

常生活で生じるさまざまな問題や要求に対して，建設

的かつ効果的に対処するために必要な心理社会的能

力」と定義され，意志決定，目標設定，コミュニケー

ション，ストレスマネージメントスキルなどを含み，

「生きる力」にきわめて近いと考えられる（図２）。

ライフスキル教育は，先行因子（動機を行動へと結

びつける要因）や強化因子（行動の継続に関わる要

因）のみならず，具体的な対処方法を身につけること

によって，生徒が主体的に危険行動を避け，健康的な

生活行動を選択し，実践できる力を育成するという考

え方に立っている。ブレーンストーミングやロールプ

レイングなどの参加型学習が代表的な指導法である。

ライフスキルを育てることは思春期にある生徒たち

が現在および将来にわたって健康に生きるために，ま

たセルフエスティーム（健全な自尊心）を高め，自己

実現を図るためにも意義のあることと考える（図

３）。

健康教育の立場からセルフエスティームと生活習慣

との関連性が追求され，生活習慣にはセルフエス

ティームが関与していることが指摘されるようになっ

た。一方，口腔疾患である「むし歯」と「歯周病」は

生活習慣病でもあり，永久歯が萌出する小・中学校の

生 き る 力 ライフスキル

変化の激しいこれからの社会を生きてい
くために必要な資質や能力

日常生活で生じるさまざまな問題や要求
に対して，建設的かつ効果的に対処する
ために必要な心理社会能力

▼ ▼
�自分で課題を見つけ，自ら学び，自ら
考え，主体的に判断し，行動し，より
良く問題を解決する資質や能力
�自らを律しつつ，他人とともに協調
し，他人を思いやる心や感動する心な
ど，豊かな人間性

�目標設定スキル
�意志決定スキル
�ストレスマネジメントスキル
�対人関係スキル
�セルフエスティーム（健全な自尊心）
の形成スキル

Rosenberg の尺度

１．私は，すべての点で自分に満足しています。
２．私は，自分が全然だめだと思います。
３．私は，自分にはいくつか長所があると思います。
４．私は，たいていの人がやる程度には，物事ができる
と思います。
５．私には，あまり得意に思えることがありません。
６．私は，自分が役に立たない人間だと思うことがあり
ます。
７．私は，自分が少なくとも他の人と同じくらいは，価
値がある人間だと思います。
８．私は，もう少し自分を尊敬できたらと思います。
９．私は，自分が失敗しがちな人間だと思います。
１０．私は，自分のよい面に目を向けるようにしていま
す。

Pope（家族）らの尺度

１．私は，家族の大切な一員です。
２．私は，家族と一緒にいるとき，とても楽しい気持ち
です。
３．私は，家を出ていきたいです。
４．私のせいで，親は不幸です。
５．私は，よい娘（または息子）です。
６．私は，親が私のことをほこりにするような，よい点
を持っています。
７．私の家族は，とてもすばらしい家族です。
８．私の家族は，私にとてもがっかりしています。
９．私が今の自分ともっとちがっていたら，私の親は幸
せだろうと思います。

１０．私は，家族といっしょのときの自分の行動が好きで
はありません。

図３ ライフスキル教育の適用の広がり
（JKYB研究会 １９９８）

表１ 第９回（２０００年）JKYB

ワークショップ報告書より

図２ 生きる力とライフスキル（JKYB研究会）

日本学校歯科医会会誌８７号２００２年２月
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４ おわりに

時期の予防が重要である。「健康日本２１」（厚生省）で

は，一人平均むし歯数（DMFT）を，「１２歳で現状の

２．６本から２０１０年には１本に」という目標が挙げられ

てもいる。

筆者は前任の小学校で歯科保健を中心とした健康教

育で，ライフスキルを育てることを通してセルフエス

ティームを高めるという実践を行ってきた。

そのとき「セルフエスティーム」と「歯と口の健康

習慣」に関するアンケートを実施した。セルフエス

ティームは Rosenberg の「全般」と Pope の「家族」

の尺度を用いた。（表１）

その調査結果から，小学校においては，ライフスキ

ル教育の実施校は未実施校に比べてセルフエスティー

ム「全般」（図４）および「家族」の得点がともに有

意に高かった。また，一人平均むし歯数（DMFT）

との比較でも，セルフエスティームが高いほど，むし

歯が有意に少ないことが認められた（図５）。

筆者は，平成１１年より中学校に勤務するようにな

り，小学校で効果をあげたライフスキル教育が，生徒

にどのような成果をもたらすのかを追跡したいと考え

た。ただし，小学生に比べて中学生のセルフエス

ティームが下がることや，心の健康に関する健康課題

が多く出てくることなどから，歯と口の健康教育を中

心におくことは難しいと判断して，健康教育全般にラ

イフスキル教育を取り入れることを考えた。

小学校（前任校）でライフスキル教育と出会い，セ

ルフエスティームを高めることの大切さを痛感した。

思春期の中学生にこそ，この教育は必要だと思いつつ

本校に着任して，２年数ヶ月が経とうとしている。

セルフエスティームを測定する一つの方法として観

察法があるが，それによると，高いセルフエスティー

ムの生徒は

・自分ができたことを誇りに思う

・人に依存しない行動をとる

・責任を引き受ける

・欲求不満に耐える

・新しいことに熱心に取り組む

・周囲に影響を与えることができると感じている

などの行動をとると考えられている（JKYB研究

会）。

周りの生徒の行動を見ると，自分がどうしたいかよ

りも，人からどう見られるかを気にする。失敗すると

笑われるのではと恐れが先にきてしまう。すぐにあき

らめてしまう。このようなセルフエスティームの低い

行動がみられる。本校で実施した前述のRosenberg

と Pope の調査でも，「全般」（図６）「家族」（図７）

ともに，学年が上がるにしたがって，得点が減少して

いる。

また，質問紙調査や歯科健康診断結果から，セルフ

エスティームと一人平均むし歯数（DMFT）の関係

はDMFTが４本以上の群のセルフエスティームが有

意に低いことがわかった（図８）。また，１年生でBMI

（肥満指数）と食習慣「よくかんで食べる」を比較し

た結果，「よくかんで食べる」群はBMI が低く，「あ

まりかまない」群はBMI が高いことがわかった（図

図４ ライフスキル教育実施の有無とセルフエ

スティーム「全般」の得点

図５ セルフエスティーム（全般）の得点と

DMFT（小学生４４２名）

�中学校部会
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９）。このようなことから中学生の歯と口の健康教育

にもライフスキル教育が有効であると考えられる。

着任２年目から少しずつ学年や学校全体の協力を得

ながら，健康教育に取り組んできた。総合的な学習の

時間のテーマに健康を取り上げるという恵まれた協力

体制にありながらも，小学校と中学校の健康教育に対

する温度差を感じている。生徒自身も保護者も目の前

にある受験という現実のもとでは，仕方のないことで

はあるが，小学校での健康教育が途切れることのない

ようにしなければならない。

実際に，「かむ」をテーマとした授業の前は，生徒

たちの反応は冷やかだった。「歯科についての勉強は

小学校みたい」という生徒もおり，性や，薬物の授業

の前の興味津々さはなかった。

しかし，授業の後では生徒に大変好評であり，１ヵ

月後の調査でも，生活に学習が活かされていることが

わかった。

従来の知識伝達型ではなく，ブレーンストーミング

やTTによる専門家からの情報を収集し，たくさんの

選択肢の中から，自分の生活を踏まえて解決方法を選

んで実行するというライフスキル教育のプロセスは，

中学生向きの指導法ではないかと感じている。こうし

て，自分で立てた目標を１つ１つ達成していくことに

より，生徒自身のセルフエスティームが高まっていく

ものと信じている。

生涯の生活習慣の基礎を培うことは「生きる力」そ

のものにつながることである。生徒も自分の生活に生

かせる健康教育を持っている。今後は「歯と口の健

康」のどこの部分を切り口にするか，どのようなプロ

セスをとるかなど中学生にふさわしい歯と口の健康教

育のプログラムを検討していきたいと思っている。

図６ 学年別のセルフエスティーム「全般」の比

較

図７ 学年別のセルフエスティーム「家族」の比

較

図８ セルフエスティーム「全般」の得点とDMFT 図９ BMI の得点と食習慣「よくかんで食べる」
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１ はじめに

２ 研究のあゆみ
３ 具体的な活動内容

本校は，大阪市の東南部に位置する生徒数４４７名，

障害児学級を含めて１５学級の中規模校である。校区は

二小学校からなる。

中学生は，思春期という身体的にも精神的にも不安

定な時期にあり，いろいろ悩みながら日々を送ってい

る。この時期に，自分を見つめ，しっかり悩み考える

ことはその後の人生にとって大切な足がかりになる。

そして，それぞれに抱えている背景も問題も違う中，

大人たちの支援が心の安定につながると考えられる。

� 研究主題

「自主的に健康管理のできる生徒の育成」

� 主題設定の理由

本校の健康の管理と指導の重点は「自己の健康管理

と疾病に対する意識の向上を図る」ことを目標として

いる。

平成１２年度の定期歯科健診の結果，むし歯や歯肉炎

で要治療生徒は３２％，CO・GOで要観察生徒は

３７％，治療の必要のない生徒は３１％であった。要治療

生徒のうち，治療した生徒は２６．６％で，毎年３０％前後

である。せっかくむし歯を治療しても，また翌年の健

診でむし歯を指摘される生徒も多い。

部活動や塾などで夕食や就寝時間も遅くなり基本的

生活習慣が乱れがちな中学生が，歯・口の健康つくり

に取り組むことで自己の健康について見つめ，考える

機会ときっかけになり「生きる力」につながるのでは

ないかと考え，この主題を設定した。

� 研究のねらい

�生徒保健委員会の自主活動を中心に歯・口に関す

る保健指導を展開していく。

�基本的生活習慣の乱れから，睡眠不足，朝食抜き

などがみられ，倦怠感を訴えて保健室を訪れる生

徒も多い。朝食をとっていない生徒の中には朝の

歯みがきをしていない生徒もいる。こうした生徒

に，保健行動につながる基本的生活習慣の確立の

一端として，自分にあった歯みがき方法を定着さ

せる。

平成１２年度

� 歯みがき講習会

毎年，定期歯科健診の事後措置として，CO，GO

と診断された生徒を抽出し，歯みがきの個別指導を

行ってきたが，実際に歯ブラシを口の中に入れて歯を

みがくのは恥ずかしいらしく，話だけ聞いて帰る生徒

が多かった。

なんとか，恥ずかしがらずに，自主的に歯みがき指

導を受けられるようにしたい。そのような素朴な目標

を達成するために，次のような計画を立てた。

�対象は，例年どおりCO，GOと診断された生徒とする。
�歯みがき講習会を受ける生徒は，自分の都合のいい日を選
ぶ。

�歯みがき講習会は，グループ学習の形式にする。
�生徒保健委員が歯みがき講習会のリーダーになる。
�リーダーのために，歯科衛生士による歯についての学習会
をひらく。

�成果を確認するために臨時歯科健診を行う。

自主的に健康管理のできる
生徒の育成をめざして

研究発表

２
―生徒保健委員会の活動を通して―

発表者 大阪市立平野中学校 養護教諭 西 木 澄 江

�中学校部会
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歯科衛生士による保健委員の歯みがき講習会事前学

習会は７月の期末テスト後の放課後に行った。歯垢の

染めだし，歯ブラシ圧の測定などについて学習した。

それを受けて，７月の短縮授業中の放課後に歯みが

き講習会を開くことになった。

７月は７日間で１６名の参加があった。少ない人数で

少々期待外れの感があったが，デビューにはちょうど

よかったかもしれない。

� かみかみチェック

本校は３学年とも１学期に泊を伴う行事がある。全

員が一斉に食事をとるため，手洗いや歯みがきなどの

基本的な保健行動について指導できる絶好のチャンス

である。

そこで，１年生，２年生の一泊移住時に「かみかみ

チェック」に取り組んだ。事前に生徒保健委員が作成

した記録用紙にチキンナゲットと漬物を飲み込むまで

噛んだ回数を記入し，帰校後平均をとり，担任が学級

指導に活用した。最低で２回，最高で１５７回，平均５５

回と，意識して噛むといつもよりていねいに噛んでい

る生徒が多く，「よく噛んで食べること」について考

えてみるいい機会となった。

� 文化祭舞台発表「歯の一生」

毎年，文化祭では，生徒保健委員が健康に関すること

で，その時に最も興味がある事柄をクローズアップし

て調査・体験し，まとめたことを舞台発表してきた。

� ２年生保健委員による学級での研究発表

「歯肉炎の予防について」

文化祭後のアンケート結果を受けて，２・３年生の

生徒保健委員から，歯について調べたことを各学級で

研究発表をしてはどうかと意見が出た。そこで，生徒

保健委員や学年の教師と実現に向けて検討をした。結

局，時間的な都合で２年生のみの実施となった。

� 学校保健委員会

年度も押し迫った３月の実施で，生徒保健委員会も

参加し，平成１２年度の活動の報告を行った。参加人数

は少なかったが保護者からは学校歯科医の先生に質問

も出るなど，活発な意見交換がなされた。

平成１３年度

� 歯・口の健康つくりプロジェクトチームの発足

平成１２年度の取り組みは，保健主事や管理職と相談

しながら，必要に応じて各学年の学年主任に相談して

すすめていた。

平成１３年度になり，その流れをよりスムーズにする

ため，保健環境部から各学年１名ずつの教職員（保健

主事を含む）で，「歯・口の健康つくりプロジェクト

チーム」を立ち上げた。

� 歯科健診の工夫

プロジェクトチームでは，生徒一人ひとりに即した

歯科健診の進め方について話し合った。

例年，健診会場には学校歯科医の先生の「１～７ま

で健全歯」という声だけが響いていたが，今年は，学

校歯科医の先生と生徒が，にこやかに話をする場面が

みられた。その理由は「歯・口についてのアンケー

ト」を活用したことである。歯や口についてのアン

ケートに加え，質問を自由に書く項目を作り，健診結

果はその下に記録できるようにした。

健診時に，学校歯科医の先生はカルテを見るよう

学校保健委員会

平成１３年度の定期歯科健診

日本学校歯科医会会誌８７号２００２年２月

１０８



４ 取り組みの成果と課題

５ おわりに

に，生徒一人ひとりのアンケート内容に目を通しなが

ら健診を進めた。顎関節症を疑わせる悩みを書いてい

る生徒が多く，学校歯科医の先生は本人から痛みの様

子を聞き，注意事項などをていねいに指導された。

時間は従来の倍近くかかったが，生徒が質問をする

姿も見られ，それまでにないなごやかな雰囲気だっ

た。何よりも生徒が自分の歯・口の健康について考

え，課題に気づき，解決の方法まで知ることのできる

健診だった。

２０本近くむし歯のある生徒は，学校歯科医の先生の

ところで治療を受けているが，いつも１～２回の通院

で治療を中止し，年々むし歯は増加するばかりだっ

た。健診時に，学校歯科医の先生と「続けて治療にお

いでや。前歯までむし歯になってきたぞ。来なかった

ら家に電話しようかな？」など話しながら治療の流れ

について具体的な説明を受けていた。

� 歯みがき講習会

生徒保健委員会に，養護教諭から次のようなことに

ついて話し合うよう提案した。

・今年度は歯みがき講習会を行うのか，それとも別の

企画を立てるのか。

・歯みがき講習会を行うのであればどういう方法で行

うか。

〈話し合いの結果〉

この生徒保健委員会の方針を受けプロジェクトチーム

では，対象生徒が「むし歯治療・予防計画」を立てる

時間帯について相談した。歯科受診票を渡す頃の，学

級活動の時間に，「むし歯治療・予防計画」を各自で

立て，７月１６日（月）から１８日（水）まで第１回目の

歯みがき講習会を実施した。９月に受講すると計画を

立てた生徒には９月に声かけを行った。

生徒の自主性を重視し，その声に耳を傾けながら

目標の実現に向けて取り組んできた。

中学生が，「生きていく上で保健行動を身につける

ことは，自分にとって本当に必要なことだ，得なこと

なんだ」と思うことができたら，その取り組みは成功

と言えるだろう。

今年度は，月に１回開かれる保健環境部会の後に

「歯・口の健康つくりプロジェクトチーム」会議をも

ち，年間計画に基づいて推進している。充分な時間が

取りにくい現状ではあるが，一つ一つの取り組みをよ

く検討し，生徒の様子についても，もう少していねい

に情報交換を行っていくことが，今後の課題である。

養護教諭は評価とは無関係であるという言葉を聞く

ことがある。今回の活動を通して，健康教育は評価と

は無関係ではないと感じた。生徒が，保健行動のどの

あたりでつまづいているのか，その改善にはどのよう

にすれば，子どもの心が動き，気づきや解決に向う行

動に結びつくのか，養護教諭は常に執務内容を自己評

価する必要があると考える。これからの学校保健教育

の課題として今後，私自身が勉強しなければならない

と痛感している。

今回，大阪市学校歯科医会の「歯・口の健康つく

り」研究推進指定を受け，このような研究をまとめる

機会をいただいたことに心から感謝する。生徒保健委

員会活動の深まりと広がりになったことは言うまでも

なく，学校歯科医の先生をはじめ，PTAや教職員な

ど，子どもにかかわる人のつながりの大切さに気づい

た取り組みであった。養護教諭一人の力では実現しな

いことである。

取り組みの中で生徒たちには目標を定めて自己評価

させたが，次世代の子どもたちの保健行動の支援につ

ながる学校保健教育のあり方を模索しながら，これか

らも生徒たちと一緒に一つ一つていねいに取り組んで

いきたい。

�今年度も歯みがき講習会を行う。
�対象生徒は，例年通りCO，GOと診断された生徒とする。
�より自主的に歯みがき講習会に参加できるよう，各自がむ
し歯治療・予防計画を立てる。

�講習会は参加しにくい夏祭りの時期を避ける。今年度
は，７月，９月に期間限定してたくさんの参加を呼びかけ

る。

�中学校部会
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テーマ 生涯にわたる健康意識の向上と実践力の育成をめざした
高等学校における歯科保健活動

座 長 国際武道大学大学院前教授 猪股 俊二

基 調 講 演
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科
顎顔面矯正学分野教授 黒田 敬之

発 表 者 １ 千葉県立若松高等学校養護教諭 巻嶋 孝子

２ 大阪府立白菊高等学校長 石黒 典男

３ 大阪府立佐野高等学校学校歯科医 岡村親一郎



１１ 高高等等学学校校ににおおけけるる歯歯科科保保健健のの意意義

学校歯科保健研究大会の成果は学校歯科医のみなら

ず学校保健関係者が共有しなければならない課題であ

る。完成度の高い小学校における歯科保健活動を凌駕

するためには，高等学校における歯科保健活動として

哲学とシステムを具備しなければならないと考える。

高校生の発達特性を基盤にしながら，高校生が形成し

つつある多様な価値観に「人間としての健康」の周知

が肝要になる。

「人間としての健康」の獲得こそ普遍的な命題であ

る。安全において自他の生命の否定すら厭わない世代

に，歯科保健を通して健康の価値を認識させることは

至難の事柄かもしれない。生活行動に問題を抱えてい

る生徒の口腔環境がきわめて悪化している現実を放置

しておくことは，これからの社会を担う責務をはたさ

なければならない成人としての成熟を看過することに

つながる。

小学校を卒業して中学校から高等学校の時代は過激

な受験戦争の渦中に投げ込まれるとともに，自我の発

達に伴い様々な価値観を形成するために試行錯誤の連

続で，挫折の繰り返しで劣等感に苛まれている時期で

もある。このような時期に自己の健康に主体的に対応

する意識が生み出されることは希有のことである。今

日の高校生はどちらかというと医療管理において自己

管理より他者管理に依存する傾向が強い。自己管理の

蓄積が心身の健康の領域だけでなく人間的発達の上で

成熟していくことに連動していることに思いが及ばな

い。その誘因の一つに中・高等学校における健康教育

の低調さが背景にあると考えている。

保健主事としての経験で，学校歯科医による健康相

談の時に，自分の歯牙に形成された歯石を剥離され血

まみれの歯石を題材に「生活習慣の問題」として説諭

された高校生が，生活行動を望ましい方向へと変容し

ていったことがある。養護教諭の継続的な支援と激励

が背景にあったとはいえ，「自分にとって今何が必要

なのか」のTPOの状況に応じた個別指導の対応が不

可欠である。高等学校時代は小学校に形成された健康

座
長

変変革革にに向向けけてて

学学校校歯歯科科保保健健のの飛飛躍躍

―生生涯涯ににわわたたるる健健康康意意識識のの向向上上とと
実実践践力力のの育育成成ををめめざざししてて―

国際武道大学大学院 前教授

猪 股 俊 二

�高等学校部会
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２２ 高高校校ににおおけけるる歯科保健活動の波及効果

行動の規範を否定しつつ新たに構築する時期である。

高等学校における歯科保健の活動は基本的には個別指

導であるが，自分の歯科疾患の具体的事実を認知でき

ることから疾患の管理を自分のこととして対応するこ

とができる。歯科疾患が及ぼす影響は学習やスポーツ

活動，級友とのコミニケートなどがあげられるが，そ

の解消を主体的に実践できる疾患である。高等学校に

おける歯科保健は疾患対応に拘泥するのではなく，高

等学校時代のQOL創生に深く係わっていることを学

校保健関係者が熟知して活動することが肝要となって

くる。

学校における歯科保健活動を通して基本的生活習慣

の成熟が，自然に社会に適応していく言動となってい

く。結果として自分に対する自信と真の謙虚さが育っ

ていくのである。人間が，人間的に大きく成長する要

件の一つに，人との関係が円滑に交流できるライフス

キルを身に付けることが不可欠とされている。この人

間関係の絆づくりが人間的魅力となって多くの友人と

の交流が深化していく。「たかが歯みがき」と批判的

であった教員が生徒の変容に戸惑い，やがて師弟同行

の営みに変革していくことは周知のことである。

これら人間の資質は，人間が生涯を通して身に付け

ていかなければならない課題である。言語をもち文化

をもち歴史をもつのが人間の特徴であり，そのような

存在へと人間を意識的に系統的に育成するのが学校教

育とするならば，歯・口の健康つくりを通して培われ

る資質は，人間として不可欠の基礎を形成しているこ

とになる。

１）ライフスキル学習の支援

健康に関する指導は，地域の学校環境の状況や実

態，地域の疾病状況に応じて実施することとされてい

るが，生涯を通じて健康な生活を送るための基礎を培

うために，現在各学校で実施している健康に関する指

導の内容，方法，指導に係わる教育環境条件，人的社

会資源，家庭・地域社会との連携等に関して高等学校

として再検討する必要が生じている。

第一が健康診断の意義は「自らの生活の仕方で問題

とされるライフスタイルを見直し，自己の責任におい

てより高い健康状態を獲得するための基礎を把握す

る」ことの理解が低い高校生に対する学習の強化が望

まれる。確かに医・歯サイドから健康診断は始められ

るが，保健調査，学期にわたる健康観察の資料など健

康診断の事前・事後指導の充実がなければ効果的な結

果を招来しない。教職員と学校歯科医，保護者の協力

など関係者の連携が重要なのである。

第二に自己管理能力の向上を図るために健康診断は

重要な意義を有している。生徒による健康に関する自

己診断や学校歯科医による検査結果に対して問うこと

の経験は，生涯の各期において，医療者とのイン

フォームド・コンセントを形成できる基盤づくりとみ

ることができる。このような学習を通して健康管理や

疾病管理，ヘルスプロモーションを自己形成していく

ことができるのである。

WHOが提唱したライフスキル学習は，学校におけ

る健康教育の実践的な方法である。例えば，高校生が

望ましい健康行動を習得していくために，セルフエス

ティームを高め，肯定的に自己概念を確立していく学

習方法の実践が求められる。自己のライフスタイルの

形成の過程が不可欠であるとの認知が重要なのであ

る。このライフスキルに関する習熟は，高校生期にお

ける健康問題の解決にあたって有効な手法とされてい

るが，学校における歯科保健活動は，ライフスキル学

習の先導的試行（Pirot－trial）を実践していたとい

える。例えば，口臭問題が友人との交流を阻害してい

ることへの対応，清潔な口腔環境を維持している自信

が与える精神的健康，望ましい咀嚼機能の習慣化が及

ぼす身体的健康，咀嚼を含め望ましい口腔環境とス

ポーツ活動の充実など，学校における歯科保健の活動

は，人間成長の上で多くの貢献をしていると評価され

ている。高等学校における歯科保健の活動は生徒一人

一人のセルフエステームを高めるライフスキル学習と

見ることができる。例えばセルフエスティームを高め

るライフスキル学習とは：

１ 自分自身は独自な存在であると感じさせること

歯・口腔の健康は生徒の時期には切実に認知す

ることはないのが普通であるが，噛みあわせの異
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３３ 高高等等学学校校ににおける歯科保健活動の目標

常を認知したとき，よく噛むことのできることが

自己の存在を豊かなものにしてくれる。「自分は

自分である」ことを理解できることに関連する。

２ 自分自身を客観的に評価させること

歯・口の健康つくりを継続していること即ち自

己管理の継続が，自信と謙虚さを育てていること

は前述したが，この自己を客観視することができ

ない生徒があまりにも多い。自己を客観視するこ

とができることは成人になるための要件の一つで

ある。セルフエスティームを高めることは，現代の

生徒に欠落している資質を涵養することになる。

３ 自分自身は常に他者と関係していると感じさせる

こと

他者感受性を高めることは対人関係を豊かなも

のにしていく基盤となるものである。歯・口腔の

健康は，相手に対して爽やかさや健康感を与え，

信頼関係を培う動機になる。自他の相互影響を意

識することは，自他の相互関連を認識することに

なる。さらに重要なことは，これらセルフエス

ティームを高める学習プログラムは，健康教育の

重要な背景になると考えられてきたが，評価の対

象となり得なかった学業成績とか自己破壊行動，

また人間関係形成にも好ましい効果をもたらすも

のと評価されていることである。

２）自己管理能力の育成

変化が著しい社会にあって，主体的に学ぼうと意識

し，生涯にわたって学習していくことの大事さについ

て，多くの人々は，生涯学習社会を構築し自らも学び

続ける一員になることと共通理解している時代に入っ

ているといえる。かって中央教育審議会は生涯学習社

会に不可欠であり今日の児童生徒に欠落している自ら

を人間として高めていく努力を，「自己指導力の育

成」として学校教育の課題とするよう答申した。「自

己管理能力の育成」も同義と捉えることができる。生

涯を通じてライフスキルを具備することは豊かな生活

の基盤を形成することである。このライフスキルの習

熟は，日々の歯科保健行動の蓄積から生み出されるも

のである。歯・口腔の観察，望ましい歯みがきの実

施，食生活への注意などの習慣化は，自己指導力のラ

イフスキルを意識しない過程で培っているのである。

歯科保健行動の結果について評価することが容易にで

きること，その評価結果を次の歯科保健行動として反

映することができることなど，ライフスキルの習熟が

望ましいサイクルとして形成されていくことになる。

自己指導力の涵養を図る上で学校歯科保健が果たす役

割は些少な営みかもしれないが，例えば「５５２５」

を達成することが高等学校における歯科保健行動の目

標 と 捉 え る な ら ば，歯 科 界 が 実 践 し て い る

「８０２０」の方向性を生徒に確実に認知させていく

ことに関連してくるのである。歯牙欠損がもたらす価

値喪失の問題を十分に理解させ，その予防に向けての

行動化を支援していくことが重要になってくる。

高等学校における歯科保健活動は高校生期の発達特

性に応じて，意志決定と行動化が主体的に選択できる

ように歯科保健行動の背景について理解させ，行動化

への契機を支援することである。

１）歯科保健活動は人間成熟の基盤であることを把握

させよう

アージリス（Chris Argyris）は人間が成熟する

過程に人格上の変化があるとしている。

�「受動的→能動的」

�「依存→独立」

�「単純な行動→多様な行動」

�「浅く移り気な興味→深く強い興味」

�「短時間的展望→長期的展望」

�「従属的→対等又は優越」

�「自己認識の欠如→自己発見と統御」

歯科保健活動の日々の実践は人格上の変化の契機

になる。究極のところ人間成熟に収斂することを把

握させることにある。

２）歯科保健活動は自然科学的対応でなく社会科学的

対応であるとの理解を求めよう

う蝕・歯周疾患の主原因は歯垢の放置にある。歯

垢の除去の手法を習得することが基本であるが，多

様な価値志向に全時間を投入している高校期に，歯

垢の除去の手法を習得することに力点を置くこと

�高等学校部会
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は，高校生にとって歯科保健の行動化を図る上で障

壁となる。高校生のう蝕や歯周疾患の要因が「生活

習慣の乱れ」「深夜に及ぶ受験活動」「深夜徘徊」

「喫煙習慣」「部活動等による疲労からの就寝」等の

要因が背景にあってなかなか口腔環境の整備に思い

が至らない。従って口腔環境を悪化させている背景

を生徒一人一人に洞察させ対応することである。高

等学校の歯科保健活動は基本的には個別指導の徹底

にある。

３）歯科保健活動は自己実現のための健康獲得の原点

であることを認識させよう

野球部員の咬合状態の実験で的確な打率を確保す

る部員と長距離の打撃を身上とする部員の歯牙の状

況には明らかに差が認められた。前者は歯ならびが

よく咬合全体のバランスがとれている特徴を示した

のに対して，後者の部員は臼歯の咬合力が特別に優

れて高かったことを示した。高校生期は生涯の夢実

現のための健康獲得の第一歩である。受験勉強に疲

れた体をすぐ横たえるのではなく，歯を磨きながら

一日の学習のことに思いをめぐらせる一刻にする余

裕が受験戦争を乗り越えることに繋がる。現代の高

校生にとって将来展望を持ちにくいことは事実であ

る。しかし高校生活における健康獲得を通して自己

実現を図ることは，よき配偶者に巡り会う機会にも

なる。

従って，高校生に生活の乱れは確実に口腔環境を

悪化させる要因となることを理解させながら多難で

はあっても自己実現を図る生き方を選択するよう迫

るべきである。高校生期の歯科保健活動は高校生の

QOL達成のための活動である。このような基本的

な捉え方の認識を高校生に周知徹底することが望ま

れる。

文楽アトラクション「二人三番叟」
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１１ ははじじめめにに

２２ 高高等等学学校校ににおおけけるる歯歯科科保保健の問題点

幼稚園から始まり高等学校にいたる１５年間の園児，

児童，生徒への学校歯科保健活動の目標として，最も

基盤となっていることは，生涯を通じての口腔保健に

対する正しい知識の学習と自分の健康に対する自己管

理能力の涵養にある。このことは，見方を変えれば，

生活習慣を通じて，自己の健康管理に対する自主性の

ある意志決定能力を育むことと解釈できよう。今，学

校はいろいろな意味で変革を迫られているのも事実で

あるが，児童生徒の保健指導には，家庭と学校との相

互の連携が強く求められるということは不変である。

子供の生活圏の拡大につれて，家庭からも学校からも

管理される部分が少なくなるし，生徒の立場からは管

理されたくないと思うのも自然の成り行きではある。

それだけに，幼稚園からのいわゆる保健教育の果たす

意義は大きいものがある。

中学校までの教育課程は，カリキュラムの殆どが，

ホームルーム単位で授業が組まれ，必修科目となって

いる。したがって，保健教育の授業の組み込みが比較

的容易であるのに比べ，高等学校では，進路によっ

て，選択授業が組み込まれてくる率が増えてくる。し

かも，生徒各人の授業時間割が作れるようにもなり，

まとまって保健指導の為の時間を設定することが難し

くなっている。また，部活動や課外活動も活発になり

生徒自身の時間の調整がつきにくくなるとともに，こ

れまで小学校，中学校で習得してきた歯科保健に関す

る実践行動を往々にして忘れてしまうようになる。

一方，高校生になると，自分と社会との関係に対し

て，より積極的になり，将来の人生設計なども具体的

に考えるようにもなるために，個人個人の考え方を尊

重することが大切となる。すなわち，画一的な教える

側の押し付けであってはこちらを向いてくれなくな

る。

また，将来の進路，友人関係，異性関係，薬物服

用，ストレスなど，心身ともに疲労を感じることが多

くなり，本人はもとより，まわりの関係者も優先課

題，緊急課題として処理し考えなければならない問題

が多く生じるようになる。かつて新聞紙上を賑わした

フレーズに「恐るべき１７歳」というようなのがあった

ことを思い出すが，まさに，対応しなくてはならない

テーマが多く，歯科保健にまで手が回らないことも事

実となっている。

以上のことを総論的にまとめてみると，

１）生活圏の拡大に伴う時間的な自由度の制限

２）行動パターンの多極化に伴う生活習慣の複雑

化，ならびに，不規則化

３）成人への過程として，未成熟段階

４）対人関係の複雑化

このような特徴的な集団の中で，それでは，各論的

にはどのような問題点がクローズアップされてくるの

であろうか。

基 調 講 演

変革に向けての学校歯科保健の飛躍
―生涯にわたる健康意識の向上と実践力の育成をめざして―

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎顔面矯正学分野 教授 黒 田 敬 之

�高等学校部会
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３３ 問問題題点点へへのの対応

� う蝕治療の中断，放置

時間の観念の希薄化や，部活などの課外活動により

治療への通院が困難になる。その結果，治療の継続を

しない，できない生徒が増える。歯科治療的には，根

尖病巣の進行により，治療の困難さが増大してしま

う。あるいは，歯肉炎から歯周病へと進行してしま

う。

� 外 傷

コンタクトスポーツのレベルが高くなり，身体的な

パワーもアップしているため，外傷を受けた場合に

は，重度の障害を受けることになる。高校生での外傷

の受傷率は，意外にも小学生，中学生に比べると少な

いのであるが，いったん受傷してくるとその程度はは

るかに重度である場合が多い。

� 歯周疾患の増加

歯周病の増加は，あきらかに刷掃習慣の消滅による

ものといえる。せっかく中学校までの保健指導により

獲得してきている良い習慣が，どこかに忘れ去られて

しまう結果である。喫煙の習慣の増大も歯周病の増加

の原因として見逃せない事実である。また，歯周病の

進行に伴い派生的に口臭が強くなり心理的にも悩みを

抱える場合がある。

� 顎関節疾患

顎関節疾患と一言で表現してもその病態は多岐にわ

たっており，必ずしも同一の病態ではない。高校生の

年代では，第三大臼歯の萌出との関係で開口障害が出

ることもある。また，関節円板の位置異常により，痛

みや開口障害が出ることもある。あるいは，極めてま

れにではあるが，ちょうどこの時期に，進行性に下顎

頭に骨吸収が起こってくることがあり，極端な下顎骨

の後下方転位を示してくることがある。このような場

合には，著しい開咬となってくる。

� 咬合異常の顕在化

上下の歯の噛み合わせが不調和になっているのが，

だんだんはっきりしてくる。歯並びの乱れも気になっ

てくる。これまでは，まだ，永久歯が萌出しきってい

なかったり，顎の成長変化が著しく目立つようなこと

は少なかった。対人関係，あるいは，発音機能，摂食

障害などのために悩む生徒も出てくる。

１）健全な生活習慣－健康なライフスタイル

日常生活のリズムと生徒一人一人の発達段階や人生

観などに応じて，自己啓発的に健康の意義を考えさ

せ，健康に関する知的理解を深めさせることがまず肝

要である。少なくとも，食生活，運動，対人関係など

の点でのバランスのとれた生活を目標におくことが重

要である。家庭と学校との協力指導，助言が細かく行

き届くことはなかなか難しいが，極力些細な生徒の変

化を見落とさないように注意する必要がある。

２）指導方法の留意点

個人の価値観が異なり，かつ画一的な指導を極端に

拒否する年代であることから，個人個人に対応する助

言を考えるべきである。しかも，中学生の時代まで通

用していたと思われる，他人との比較において理解を

深めさせようとすることは本人のプライドを傷つける

ことになることが多く，逆効果を生む結果となろう。

３）口腔の病態に対して

本人の健康管理の問題として考えなければならない

が，８０２０実践の意義が，単に，一世代のためのも

のではなく，次代の子供達への現高校生世代の大切な

引継ぎ事項であることを理解させる必要がある。歯周

病，顎関節機能障害，咬合異常などいずれも高校生に

なれば，十分理解しうるものである。

したがって，本人の問題意識の高揚とともに適切な

面談相談の形を取り個人のプライバシーを尊重した指

導が良いと考える。
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１ はじめに

２ 本校の概要

教育現場における問題行動の背景を次のように考え

てみた。

個人［病気・学業・人間関係・環境の複雑化・体験

欠如・ストレスの耐性無・目標無］

学校［多忙・年齢差・考え方の多様化・危機管理・

体制欠如・外部との連携］

家庭［少子化・核家族・夫婦関係・３世代同居・失

業・責任放棄］

社会［規模多様化・マスコミの影響・生活深夜化・

商品化・権利意識の変化］

地域［環境の変化・縦文化の崩壊・連帯感希薄化・

無関心・接触拒否］

問題行動は，単純に一つの事で起こるのではなく，

素質（性格要因）＋原因（過去からの抑圧）＋動機（未

来に何を欲したか）であり，個人・学校・社会・地域

等，子供を囲む無数の問題が絡み合って起きているの

ではないかと考える。

高校生の現状

高校生は以前に比較すれば，多くの生徒が自己主張

ができるようになった。しかし気になる変化も出てき

た。

�自己中心的で興味関心の無い事には見向きもしな

い。

�周囲の状況に関係なく，自分の位置でしゃべる。

�共通語，言葉の省略（スピード化）による気分の共

有化や笑いを取る会話を求める。

�少子化・核家族の影響か，コミュニケーションのと

り方が解らなくなっていると同時に，言葉のキャッ

チボールができない状況が起きている。

�内と外，上と下，相手と場面，時と場面の使い分け

が曖昧。

このような発達課題を持つ生徒に対し，心身の健康

保持・増進に必要な健康意識を育むことが私達の大き

な課題である。

問題の重要性や知識，それに対する行動の在り方を

学ぶ最後の機会が高等学校であると考える時，教育の

重要性を痛感している。

� 教育方針

教育基本法と，学校教育法の精神にのっとり，高等

学校普通科の教育を行い，特に下記の方針を定め，社

会に有為な人格の育成に努める。

「強靱」「協調」「飛躍」

� 教育課程と特徴

全日制の普通高校である。２年次より文系・理系の

ほかに国際教養コース１クラスを設けている。

� 生徒状況

５年前までは，全校３０クラス・１，５００名の生徒数で

あった。

少子化に伴い現在は８クラス・９６６名である。（男女

の比率は１：２）

出身中学は１２１校に及び，通学時間の長い者２．５時間

（片道）かかる。

文武両道を旨とする我が校は，部活動加入率５９％（運

動部４９％，文化部１０％）である。

運動部に属する生徒の中には，朝練・本練習を加え

ると在宅時間７時間となる者がいる。

生涯にわたる健康意識向上を
めざして

研究発表

１
―高等学校における歯科保健―

発表者 千葉県立若松高等学校 養護教諭 巻 嶋 孝 子
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３ 「歯・歯周疾患・顎関節異常」が心身に
及ぼす影響

４ 歯科健診の目標と実践報告

平日の平均部活動時間 ３時間０８分

学習時間 ５０分

テレビ視聴 １時間４８分

携帯電話保有率 ８０％

アルバイト 女子は ２０％（４時間５０分）

弁当持参率 ８２％

� 進路状況

大学２９％，短大１３％，専門３８％，就職５％，その他

（浪人等）１５％

� 留学制度

広く世界を知るために積極的に留学制度の利用を勧

めている。

特にニュージーランドの高校と交流があり，１３年度

は長期留学生（１年間）７名，語学研修（３週間）１６

名，短期交換留学（２週間）６名がこの制度を利用し

ている。

� 保健室来室生徒の支援

内科 ３０３件

外科 ５１７件

健康センター手続き件数 １１６件

健康相談 １，１０４人

カウンセリング（保健室）１３０人

（軽微な問題９０％，要注意５％，要観察５％）

�学習 集中力低下

�心 顎関節症・口臭症・治療恐怖症・義歯不適

応・劣等感・心身症等

�体 発育不良・頭痛・腰痛・関節痛・肩凝り・耳

鳴り・リューマチ・自律神経失調・心臓疾

患・糖尿病・早産・肺炎等血液を介し全身

病・顔貌変形

�声 正確な発音・発声が上手くできない

�運動 強く歯を食いしばる事ができず，集中力が欠

如・頭位体軸の不安定・運動能力低下

様々なことに影響する歯・口腔問題であるが虫歯の

問題でさえ小・中学９年間の歯磨き指導を受けた上で

も定着しない現状がある。

人間形成の基礎をなす幼・少年期から生涯にわたる

口腔保健の意識をさらに定着させることが大切であ

る。

�当日

朝の SHR ：歯科検診の意義を実施要項と保健だよ

りで担任が指導。

健康診断・２名の校医で１日で実施。

（９時～１５時）

・診察中特に問題のある生徒はその場で

校医より個別指導

健康診断後：本人の自覚を促すために検診結果及び

治療勧告を診察直後に渡す。

�後日

事後指導 ６・７月，希望者に個別指導

保護者への啓発 講演会

「最新の歯科治療は」

＊健康診断についての考察

「口の中が綺麗になってきましたね。生徒が落ち

着いてきたでしょう」永年校医を続けている先生か

らの一言。

「歯が綺麗になると精神状態が落ち着くんです

よ」「子供の口の中を見ると家庭生活が良く判りま

す」とも。

現実に入試の点数は上昇傾向にある。

本校は，これまで「歯・口の健康」の研究には手を

付けていなかった。

今回，こんな仮説を立ててみた

� 未処置歯保有者は生活習慣に乱れがある

� 未処置歯保有者と学業成績に相関がある

� 処置完了者は生活習慣に乱れがない

� 処置完了者と学業成績に相関がある

（生活習慣を出・欠などで検証する事とした）

本校の歯科健診の結果を基に仮説の検証を試みた。

歯科教育を通して，生徒一人一人が健康行動の意志決定

と行動選択を身につけ，自らの生き方を考える力を育て

る。
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○未処置歯保有者と学業成績の相関数

－０．２２１３１１０２

○健歯者・処置完了者の欠席回数と学業の相関数

－０．４８７６６０８６

○未処置＋処置完了者と学業成績の相関数

－０．１３４６１１７５

○健歯保持者の欠席回数と学業成績の相関数

－０．５１９７４１０９

○処置完了者の欠席回数と学業成績の相関数

－０．４９７２５５７２

○未受診者の欠席回数と学業成績の相関数

－０．６１２３２３６８

�高等学校部会
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５ 学校歯科保健活動を進めるにあたって

６ ヘルスプロモーションに基づく歯科保健活動
の進め方

７ まとめ

８ 高等学校の歯科保健管理に対する提案

（３年生３２２名についての調査）

う歯被患率 ３２２名中 ２７０名 ８９．１％

未処置歯保有者 １１４名 ３７．６％

処置完了者 １５６名 ５１．５％

健康な歯保有者 ３３名 １０．９％

口腔疾患保有者 ９名 ３．０％

ほぼ全国平均値であった。

結論：この結果から仮説�，�に相関があるとは云え

なかった。仮説�，�は非常に相関がありそう

だ。すなわち健歯者・処置完了者は欠席など学

校の生活習慣に乱れがなく，学習の評価もよい

ということになり学校歯科医の永年の実績を裏

付けることになった。

平均寿命８０年は，高校生にとってこれまでの人生の

３倍を生きる事となる。生後からの環境と養育状態の

結果が現在の健康実態と考えたとき，今の健康状態を

維持させるか，または少しでも向上させ，青年期・壮

年期・老年期へと向かう準備をさせなければならな

い。

これからの健康教育は，長い人生を健康に生きてい

く為には何が大切かを，生徒自身に納得させる指導方

法を考える必要がある。

目標は，セルフエスティームを高め，意志決定や行

動選択をし，環境を改善できる等のライフスキルを育

てる事と考える。

生涯の健康づくり

�歯の喪失防止（咀嚼機能の維持）

・８０２０運動の歯磨き運動推進

・歯石除去，歯面清掃促進

・定期歯科検診，早期治療推進

・外傷，脱落歯への対応

�健康的な生活行動の実践

・生活リズムの確立

・ストレス減少

・食生活の改善

・計画的な運動

・休養の確保

�健康相談活動カウンセリング

・要因，観察，分析，支援，連携

�集団問題解決

・保健学習

・講演会

・校内の歯の衛生週間

・保健委員会

生活習慣の基礎は，幼児期に出来上がり，小中学生

の時期は完成期，高校生は自立期といわれる。

高校卒業後は健康診断から管理まで，全てを本人の

セルフコントロールで行う事となる。しかし，自己管

理能力が低下すると生活習慣病のリスクが高くなる一

方で，沈黙の病気（歯・口腔疾患）は確実に進行する

事になる。「自分の身は自分で守る」ことの意識改革

の必要性をひしひしと感ずる。

学校ではやらなければならない事を見極め，学校と

家庭・歯科医の役割を明確化した上で連携し，専門機

関・社会・地域とチームワークを組み，すみやかに対

応する必要があると考える。

保護者・生徒に健康自覚と関心を促すために進級

時，生徒はホームドクターの健康診断を受け，報告書

を学校へ提出する。

すなわち歯石除去，歯面清掃，早期治療，歯磨き等

の自己管理面のメリットになる。
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１ はじめに

２ 本校の概況

３ 歯科保健活動の現状学校において健康教育は，最重点課題である。

少子・高齢化を迎え，平均寿命が世界一の今日，誰

もが健康でありたいと願うところである。

学校にあっては，学校保健法に従い，毎年度定期健

康診断を実施して，この診断結果に基づき疾病の予防

処置又は治療を指示し，児童・生徒の健康の保持・増

進に努めているところであるが，一過性にすぎず小・

中学校では年間の教育計画に健康教育を位置づけてい

る学校は大半であろうが，高等学校では皆無と言って

も過言ではない。特に，歯科保健教育は尚更である。

「野生動物は，歯が無くなれば死を意味する。」この

言葉は，私が４５歳頃，大阪府立高等学校保健会歯科医

部会の研修会で聞いて改めて歯の大切さを実感したの

である。

一教員，行政，管理職を経験してきた立場から，私

なりに「高校生期の課題と歯科保健活動の在り方」に

ついて述べてみたい。

昭和４２年に創設され，昭和４５年に現在の堺市の仁徳

御陵の西隣に移転した。第１学年３学級，第２・３学

年４学級，計１１学級の准看護婦を養成する衛生看護科

単独校であり，准看護婦として就職するものは極僅か

で，ほとんどの者は看護婦を目指し上級学校に進学し

ている。現在まで，４，６００余名が卒業し，大半が府下

各地の医療界で活躍している。

本校の教育方針は，「清く，正しく，信じあう心」

を育て，博愛・奉仕の精神に富む知性豊かな生徒の育

成に当たる事を旨としている。

�定期健康診断

�日程－学校歯科医と相談

４月中の第２，３，４木曜日の第３～６限目

�事前指導

アンケート調査

�健診

１室に学校歯科医，記入担当教員，受診生徒１

人。歯垢・歯肉・う歯・顎関節・不正咬合の状態

�事後指導

２日間

�健康相談

特に３年生が多い。

�基礎医学に関する専門教科授業

３年生の歯科の授業－６時間講義

�学校保健委員会

年２回

出席者－校長，教頭，保健主事，保健部関係者，

養護教諭，看護科教員，生徒会担当教

員，PTA会長他役員，生徒保健委員全員

内容

１回目－学校保健安全計画への指導助言

２回目－生徒保健委員会の活動報告協議，３師か

らの指導助言

�生徒保健委員会

３部会が年度当初にそれぞれに決定したテーマに

基づき１年間活動する。

生涯にわたる健康意識の向上をめざした
高等学校における歯科保健活動

研究発表

２
―高校生期の課題と歯科保健活動の在り方―

発表者 大阪府立白菊高等学校 校長 石 黒 典 男

�高等学校部会
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４ 健診結果から

５ 歯についての認識

６ まとめ

大阪府立高等学校保健研究発表大会では過去２８回

発表してきた。

�大阪府立高等学校保健歯科医部会推進指定校

平成４・５・６年度

テーマ「唾液とう歯に伴う心身の変化」

� 平成１２年度の結果を全国と比べれば

�本校のう歯保有者は，５％ほど少ない。

�本校の未処置う歯保有者は，半分以下である。

�本校の処置完了者は，１４％高い。

� 白菊高等学校では

�う歯保有者及び未処置う歯保有者は，１年経てば

増加している。

�処置完了者は，１年経ても増加していることは好

ましい状況にある。

�Ｇは９．６％おり，GOは７４．６％いる

�顎関節異常者が，１４％いる。

	 全国調査では

�未処置う歯保有者は減少傾向にあり，好ましい状

況である。

�処置完了者はやや減少傾向にあり，残念である。

�中・高等学校では，処置完了者が未処置う歯保有

者を上まわっていることは好ましい状況にある。

�年齢が上がるにつれ，う歯保有者が増加してい

る。

現在，すぐ切れるとか短絡的だとか言われる若者た

ちが増加しているように思えるのは私だけではなかろ

う。裏を返せば集中力や持続力の欠如に伴うものであ

る。

スポーツに関わってマウスガードの研究に取り組ん

でおられる方の話では，歯の噛み合わせが十分でない

短距離選手に噛み合わせをマウスガードで調整するこ

とにより記録がアップするということである。また，

記録のアップは短距離選手だけではないという。

歯の噛み合わせが集中力や持続力に関わっているの

ではないか。

� 高校生期の課題

�歯槽膿漏予防や歯列不正・不正咬合矯正の指導

�歯の喪失は，う歯以上に歯槽膿漏によると聞いて

いる。小・中学校で確立された歯磨き習慣の持続

指導

�自分の子供に歯の疾病予防についての考えや歯磨

き実践を伝承させる指導

�白菊高校の生徒には，歯についても看護の一環と

して患者に接せられる態度を培う指導

� 保健活動のあり方

�行政としては，健康教育推進者である校長や教頭

に対する研修の実施。備品整備

�情報が健康教育担当者で留まっている場合が多

い。管理職への情報提供とともに，情報によって

は教職員の共通認識・理解を図ることが肝要

�歯科保健教育は，学校歯科医の指導助言のもと，

年間教育計画に位置づけること。その際，HR活

動や特別教育活動の活用が不可欠である。

�学校保健委員会の活性化と，保護者等との連携


情報交換の場が必要

・校長会 ・教頭会 ・保健主事部会

・養護教諭部会

〈参 考〉

白菊高等学校のう歯罹患者の場合 （％）

年度 学年 被検者数 未 処 置
う歯保有者 処置完了者 う歯保有者 う歯の

ない者

１３

１年 １２０人 １４．２ ５２．５ ６６．７ ３３．３

２年 １６４ ２３．２ ５９．１ ８２．３ １７．７

３年 １５３ １６．３ ６７．３ ８３．７ １６．３

計 ４３７ １８．３ ６０．２ ７８．５ ２１．５

１２

１年 １６５ １５．８ ５９．４ ７５．２ ２４．８

２年 １５４ １５．６ ６１．７ ７７．３ ２２．７

３年 １５７ １８．５ ７０．０ ８８．５ １１．５

計 ４７６ １６．６ ６３．７ ８０．３ １９．７

平成１３年度白菊高等学校の歯肉，顎関節の状況 （％）

学年 被検者数 GO Ｇ 顎関節 不正咬合 DMF歯数

１年 １２０人 ７５．８ ６．７ １１．７ ６１．７ ３．５４

２年 １６４ ７４．４ ８．５ １４．０ ５４．３

３年 １５３ ７３．９ １３．１ １５．７ ６３．４

計 ４３７ ７４．６ ９．６ １４．０ ５９．５
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１ はじめに

２ 高等学校に於ける保健学習

私は高校の学校歯科医であるとともに保育所・小学

校の学校歯科医でもある。

昭和５３年（１９７８）年度から始まった文部省う蝕予防

推進指定校制度は『歯科保健指導の方法と指導の評価

の在り方や，学校・家庭・地域との連携の在り方につ

いて実践的な研究活動を推進し，その成果を広める』

目的で創設された制度である。

平たく言えば『誰にでも関心の持てるむし歯を教材

として，それぞれの学校に見合った方法を工夫し，む

し歯を無くする実践活動を通じて健康教育，人間教育

の基礎を身につけさせる』ことに尽きると思う。

大阪府学校歯科医会でも，この趣旨を広めるため文

部省指定の他に，独自の推進校を依頼して啓発と普及

指導に努めてきた。

幼稚園・小学校では学校保健を人間教育（全人教

育）の一環として位置づけた上で，歯科疾患の予防対

策を教科の中に巧みにとり入れており，家庭での実践

もかなり進んでいる。このことは歯科疾患を直接に予

防し，治療するという以上に『歯・口の保健』を通じ

て生活の改善などにも関わってくることに皆が気づい

たからにほかならない。こういう啓発活動は急には進

まないものではあるけれども，成果は着実に進展して

いるということを常に感じる。

例えばDMF歯数（一人平均う蝕経験歯数）では１９８２

年に１２才児で５．９１本，１９９４年に４．０９本，２０００年には２．６１

本と遅々としてではあっても後戻りすることなく減少

し続けてきた。

とりもなおさず学校教育の成果である。

大阪府立高等学校歯科医会では，かねてから『父

親・母親予備軍である高校生の歯科保健学習は，栄

養・育児・しつけなどを伴った婚前学習の枠の中で取

り組む』と研究討議を重ねてきた。

『磨かなくても，むし歯にならない歯』と『磨いて

も，磨いても，むし歯になる歯』との違いの大きな要

素である歯の耐酸性の強弱は，未だ歯科医の手が届か

ない胎生期・乳児期の栄養や生活習慣に深く関わって

いることが分かっている。乳幼児期の成長過程でのほ

んの一寸した保護者の心意気に大きく左右される。

高校生のための健康教育は，かなり重要な意味を

持っている。

１．家庭あるいは自身で自分達の健康を守ることにつ

いて理解できる年齢である。

２．育児にからめて顎・口腔機能の発達を十分に理解

することができる年齢である。

咀嚼機能は主として吸乳と哺乳食によって序々に発

達して行く。即ち噛むという運動は訓練によって育成

されるので，成長してから固いものを食べさせようと

しても，『噛めない』のである。

このような小学校では学習できなかった高度な，し

かも大切な発育の仕組みなど，高校生の育児学のため

に歯科学的な教材を提供できるよう準備を進めてい

る。

３．大学への進学率が高いので高校を母子保健学習の

最初の場とすることができる。同時に学校保健の

最後の場にもなる。大学や企業ではきめ細かい指

導は期待できない。

高等学校の歯科保健活動における
学校歯科医の役割とかかわり方

研究発表

３

発表者 大阪府立佐野高等学校学校歯科医 岡 村 親一郎

�高等学校部会
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３ 生涯保健学習の出発点は高校

４ 高校生の口の中

賀屋（１９８３）２）はヒトの一生を一つの輪に例えて，上

図のような母子保健と学校保健の関わり合い（関わり

の無さ）を訴えたが，よく見ると大切な問題を含んで

いる。

『学校歯科保健の場を生涯保健の出発点として考え

るか，組織的に進め得る公衆衛生の最後の場とする

か，という問題を提起し，４歳・５歳児は母子保健と

学校保健の谷間にあり，この期間が生涯のヒトの健康

を左右する大切なときであるにも関わらず何らの法的

配慮が施されていない』点を指摘したのであった。

保健学習のスタートは……賀屋の輪を見ながら……

何処で，誰が，いつ頃，どんな方法で行うのが効果的

かを考えてみると，従来から，妊産婦教室が出発点と

考えられていた婚前教育（学習）の場を，高校生集団

に捉えるのが最も適切で，この機を逃すと歯科に限ら

ず保健学習の機会は失われることになる。

このような意味で，私は，この機会に歯についての

母子保健学習の出発点を高校生に置くべきであること

を強調しておきたい。

高校での歯科保健学習の実態はどうか。

小学校に比べて高校保健は歯科に限らず，疾病管理

に重点を置いてきたため，予防を含めた健康教育につ

いての組織的・計画的・継続的な配慮がなされないま

ま今日に及んでいる。松村 et（２００１）７）は府立高校１６０

校の学校保健委員会の実態について調査を行った中

で，委員会を設置している高校が６４校，設置していて

も活動していない開店休業が４５校あったと報告した。

学校保健委員会は学校保健活動を円滑に進めるため

校長が，校長の諮問機関として設置するもので保健主

事が運営に当たる。

小学生のう蝕が減少し，１２才児のDMF歯数が３本

以下になってきた（２本以下の学校も少なくない）け

れども中学・高校ではそれ程下がっていない。

さらに高校年齢では生徒達にとって，もっと気がか

りな顎関節・歯列・咬合・歯肉炎などの口腔疾患や口

臭症状がある。また随伴して現れる『心』の問題も

多々ある。

スライドを使用してう蝕，歯垢，歯石，歯肉炎，歯

列，咬合，口臭，顎関節症について説明。

学校保健委員会を機能させれば，学校全体の問題と

して取り上げることができる。

学校保健委員会の活性化を提案したい。

高校年齢では既に矯正治療の適期を過ぎている症例

が多々ある。経済的な問題もあり，事後指導の方法に

は配慮が必要である。

口臭

若者は臭いに敏感である。体臭を消すためスプ

レーを携帯している男子生徒が少なくない。

消化器や呼吸器の疾患・飲食物・嗜好品・薬物な

ど種々な因子がある。

自臭症はMental な要因が関わっている。

顎関節症

岡村 et（１９９７）５）らは泉佐野市内の府立佐野高校

と日根野高校の全生徒（２，０６１名）を対象に顎関節

異常の自覚症状（自覚率）について調査を行った。

高校年齢での顎関節異常に関する疫学と考察

キーワード［多因子・３年女子・気楽に］

有症率は学年が進むに従って増え，特に女子の方

が２年生から３年生にかけて顕著であった。精神的

ストレスを無視できない。

図１ 賀屋重雍（１９８３）
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５ 府立高校に於ける歯科検診の状況

調査のまとめ

１）顎関節異常

三大症状（関節雑音・開閉時の痛み・開口障害）の

有症率は全学年で女子が僅かに高い。宮田・岡村 et

（１９９６）３）によっても女子が高値であった。

Nilner（１９８１）１）は「性差はあまり大きくないが，頭

痛やクリッキングは女性に多い」と報告。和歌山医大

口腔外科外来を訪れた患者の臨床統計［河野 et

（１９９６）４）］では，女性が約三倍であった。その「理由

の解明は容易でないが，女性は男性よりも症状に敏感

である可能性も考慮にいれるべき」である。

著者によって一定しないが，年齢分布は１０－６０歳と

広く，ピークは２０歳台にある。

２）顎関節症の事後指導

顎関節に異常がある生徒の中に，全く症状を自覚し

ていない者，自覚症状があっても日常生活の中で異常

と感じていない者がある。このことは学校保健の立場

で顎関節症を論じる上では重要なポイントである。

特に軽い異常では可逆的な症状も含まれているだろ

う。厳密なマニュアルにはめ込もうとすれば，結果的

には誤った指導や指示に陥る危険がある。指導書には

『関節雑音（crepitus, clicking）が認められる場合は

（軽度でも）［要観察］として扱う』とある。しかし雑

音に関しては，生徒の有症者の約１０％が全く気づいて

いなかった。『雑音は顎関節症への赤信号』と重い方

にでなく『健康な者にも見られる一過性の現象』と捉

えておいても良いと考える。このようなケースの事後

措置の在り方について，十分に意見が尽くされている

とはいえない。

定期健康診断がスクリーニングであることを踏ま

え，事後指導には柔軟な対応が求められる。

３）事前調査票に，大臼歯の炎症（特に智歯周囲炎）

に伴う開口障害や痛みを混同して記入している例が見

られた。

［アンケート：松村 et（２００１）７）による］２１２校のうち

１６０校が回答［�内は％］

１．年間に行った検査の回数
…１回 １０９校 （６８．１）
２回 ３１校 （１９．４）
３回 １９校 （１１．９）

２．定期検診に要した日数
…１日 ７７校 （４８．１）
２日 ４６校 （２８．８）
３日 ～３７校 （２３．１）

３．曜日
…平日 １３３校 （８３．１）
土曜 ９校 （７．７）
日曜 １６校 （１０．０）

４．従事した歯科医師数
…１名 ３２校 （２０．０）
２名 １６校 （１０．０）
３名 ３０校 （１８．８）
４名 ～７５校 （４６．８）

５．執務記録簿への記入…
歯科医自身で記入している…１０．０％，大多数の学校歯

科医が記録簿の存在を知らない。
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１１ 改訂教育・学習指導要項

本文は，盲学校，聾学校及び養護学校関係者の方々

には周知の部分も多いと思う。しかし，学校歯科保健

の重責を担う歯科医師・歯科衛生士においてはこの分

野について十分周知している人とそうでない人とのバ

ラツキが大きいものと思われる。筆者自身，今回座長

を引き受けるにあたり改めて関係書類を調べなおし新

たに多くのことを知り得た。学校歯科保健研究大会

は，その分野についてあまり詳しくない人々が大会を

通じて知識や技能，態度（取り組み）を学ぶ極めて大

切な，有意義な機会でもあると考えるので，本文内容

について十二分に承知しておられる方々にはご寛容を

賜りたい。

文部省では，平成１１年３月２９日に学校教育法施行規

則の一部改正と盲学校，聾学校及び養護学校の幼稚部

教育要領，小学部・中学部学習指導要領，高等部学習

指導要領の改訂を行った。新学習指導要領等の新しい

教育課程の基準は，幼稚部については平成１２年度か

ら，小学部と中学部については平成１４年度から，全面

実施することとし，高等部については，平成１５年度か

ら学年進行により段階的に実施することとしている。

今回の改訂は，完全学校週５日制の下，各学校が「ゆ

とり」の中で「特色ある教育」を展開し，幼児児童生

徒に豊かな人間性や自ら学び自ら考える力などの「生

きる力」の育成を図ることを基本的なねらいとして

行ったものである。また，幼児児童生徒の障害の重

度・重複化や社会の変化等を踏まえ，一人一人の障害

の状態等に応じたきめ細かな指導を一層充実するなど

の基本方針により改訂を行ったものである。

当然のことながら幼児児童生徒の障害の状態は，一

人一人異なっている。したがって，必然的に幼児児童

生徒の実態の的確な把握が求められ，一人一人の指導

内容や指導方法は具体的で実効あるプログラムとして

構築されなければならない。そして，障害のある幼児

児童生徒の場合は，障害に基づく種々の困難を改善・

克服するために，できるだけ早期から学校を卒業する

まで一貫した教育が重要であることから今回の改訂で

座
長

感感じじててまますすかか？？

ああななたたをを幸幸せせににすするる

ききれれいいなな歯歯！！

徳島大学歯学部 教授

西 野 瑞 穗

�盲・聾・養護学校協議会
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２２ 「障害」のとらえ方 ３３ 自立活動

４４ 自立活動の教育課程上の位置付け

は幼稚部，小学部，中学部及び高等部の内容が同一の

示し方で表現されている。学校歯科保健を担うもの

は，それが幼児児童生徒のどの段階であっても，幼稚

部から高等部までの全ての教育・学習指導要領に目を

通し，今自分がやろうとしていることは成長発達のど

の段階を支援しようとしているのか明確な認識が必要

である。

「障害」が何を意味しているかを理解するためには，

WHO（世界保健機関）の国際障害分類（昭和５５年）に

記載されているインペアメント（impairment），ディ

スアビリティ（disability）及びハンディキャップ

（handicap）の三つの概念が参考になる。

インペアメントは，身体の器質的損傷又は機能不全

で，疾病等の結果もたらされたものであり，医療の対

象となるものである。ディスアビリティは，インペア

メントなどに基づいてもたらされた日常生活や学習上

の種々の困難であって，教育によって，改善し，又は

克服することが期待されるものである。ハンディ

キャップは，インペアメントやディスアビリティに

よって，一般の人々との間に生ずる社会生活上の不利

益であり，福祉施策等によって補うことが期待される

ものである。

このような概念で「障害」をとらえた場合，養護・

訓練の指導によって改善し，又は克服することが期待

される「障害」とは，主としてディスアビリティの意

味での「障害」であることが理解できる。したがっ

て，養護・訓練は，自己認識，環境の認知，身辺処

理，コミュニケーション活動，移動・歩行，作業等に

おける「ディスアビリティ」を改善し，又は克服する

ために必要な知識，技能，態度及び習慣を養い，それ

によって障害に基づく発達上の遅滞や種々の困難を補

い心身の調和的発達を促すことを目標としている。

各教科の内容は，生活年齢に即した一般的な発達段

階を前提として，人類の文化的遺産である知識や技能

の体系を，主として学年別に，系統的・段階的に配列

したものということができる。これに対して，養護・

訓練の内容は人間としての基本的な行動を遂行するた

めに必要な能力の習得を意図したものであり，それら

のすべてを順序立てて指導するように定められている

ものではない。すなわち，個々の幼児児童生徒のディ

スアビリティの状態を踏まえて，必要とされる項目を

選定し，一人一人に応じた指導内容を設定して指導す

るものである。

徒前の養護・訓練の領域は本来，幼児児童生徒の主

体的な取り組みを促す教育活動であるが，一般的に「養

護」も「訓練」も受け身的な意味合いが強いと受け止

められることがあること，また，この領域が一人一人

の幼児児童生徒の実態に対応した活動であることや自

立を目指した主体的な取り組みを促す教育活動である

ことなどを一層明確にする観点から，平成１１年３月の

改訂で，「養護・訓練」という名称は「自立活動」と

改められた。

ここでいう「自立」とは，幼児児童生徒がそれぞれ

の障害の状態や発達段階等に応じて，主体的に自己の

力を可能な限り発揮し，よりよく生きていこうとする

ことを意味している。

また，以前「心身の障害」と表していたものを「障

害」と表したことについては，平成５年の障害者基本

法の改正に基づき，そこで用いられている表現を踏ま

えて整理したものである。

盲学校，聾学校及び養護学校の目的については，学

校教育法第７１条で，「盲学校，聾学校又は養護学校

は，それぞれ盲者（強度の弱視者を含む。以下同

じ。），聾者（強度の難聴者を含む。以下同じ。）又は

知的障害者，肢体不自由者若しくは病弱者（身体虚弱

者を含む。以下同じ。）に対して，幼稚園，小学校，

中学校又は高等学校に準ずる教育を施し，あわせてそ

の欠陥を補うために，必要な知識技能を授けることを
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５５ 感じてますか？
あなたを幸せにするきれいな歯！

目的とする。」と示されている。

この前段は，盲学校，聾学校及び養護学校において

は，幼稚園，小学校，中学校又は高等学校に準ずる教

育を行うことを示したものである。この「準ずる教

育」の部分は，教育課程の観点から考えると，各教

科，道徳，特別活動及び総合的な学習の時間の指導に

該当する。

後段の「あわせてその欠陥を補うために，必要な知

識技能を授ける」は，個々の幼児児童生徒が自立を目

指し，障害に基づく種々の困難を主体的に改善・克服

するために必要な知識，技能，態度及び習慣を養うこ

とを目的として設定されている「自立活動」の指導に

該当する。すなわち，自立活動は，盲学校，聾学校及

び養護学校において特別に設けられた領域である。こ

の自立活動は，自立活動の時間における指導を中心と

し，教科等の指導に当たっても，この領域の内容と密

接に関連を図って行われなければならないものであ

る。このように「自立活動」は，障害のある幼児児童

生徒の教育に当たっては，教育課程上重要な位置を占

めているといえる。

上記のように，自立活動においては心身の調和的発

達の基盤を培うねらいで，個々の幼児児童生徒に必要

な内容を段階的に取り上げ，その幼児児童生徒が達成

感を味わうことのできるようにきめ細かなプログラム

を組み，実施し，その結果を評価しながら前進すると

いう方法がとられなければならない。

齲蝕予防や歯肉炎予防は目標が立てやすく，結果を

評価しやすい。目標を達成するためには必然的に自立

活動の内容（表）が全て有機的に機能することにな

る。口腔保健行動は自立活動全般を推進する上で極め

て有効なツールであると確信している。

例えば，筆者は，全盲の２歳児男児を中学２年生頃

まで継続的に診てきて，現在主治医を交代したが，高

校生になった彼を診察した経験がある。彼には今齲

蝕・歯肉炎は全くない。２歳代の頃は口腔保健行動を

保護者に依頼していたが，３～４歳になった頃から無

齲蝕を継続することの意義，適正な食生活習慣・歯口

清掃習慣を続けることの意味（健康の保持）を発達年

齢に応じた言葉で本人にゆっくりと語りかけ（コミュ

ニケーション），自分の歯の位置や舌感（プラーク付

着でザラザラか歯磨後でツルツルか）を自分の指と舌

とで覚えさせ（環境の把握），各歯の表面に正しく歯

ブラシの刷毛をあてプラークを除去すること（身体の

動き）を自分の手に覚えさせる。このことをゆったり

としたペースで進め，歯ブラシを上手に動かすことが

できれば大いに誉め，来院ごとに齲蝕や歯肉炎のない

ことをこころを込めて誉めることにより，歯磨時の情

緒が安定し，歯垢染め出しによる歯垢付着の部位や歯

ブラシの歯面へのあて方がたとえ目で見て確認できな

いという障害があったとしても，その困難を克服する

ことができるし，さらに今後とも歯と口を健康状態に

保ちたいという意欲がわいてくる（心理的な安定）。

この児の口腔保健管理を通じて筆者が学んだこと

は，この児が８０歳，９０歳になった時も自分の歯で食べ

ることのできる幸せが感じられるためには，また会話

に不便を感じないためには，成長発達期に口腔保健を

知識としても技能としても習慣としても獲得しておく

ことが大切であり，それを支援するのが専門家として

の自分のミッションであるという強い信念を持ち，そ

の児のこころと口腔保健能力開発支援者としての自分

のこころとを通じ合わせるならば，全盲という障害が

あったとしてもそれを克服する能力をその児が十二分

に持っているということであった。

その児に「歯がツルツルなのを感じてますか？」，「あ

なたは自分で自分の歯の健康を守ることができるか

ら，お話も上手だし何でもおいしく食べられるのよ。

あなたの歯はあなたを幸せにするとてもすてきなきれ

いな歯ね！」というようなことをこころを込めて相手

に伝えれば，その児は自分の技能や習慣に誇りを持ち

目標を達成する。誉める時，口先だけであれば児はそ

れを直ちに見破り，決して成功はしないであろう。筆

者は障害者歯科医療に３６年従事しているが，これまで

の最高，最大の師は障害児・者であった。

聾者，知的障害者，肢体不自由者等それぞれのディ

スアビリティは各人各様である。それぞれの児の実態

�盲・聾・養護学校協議会
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６６ 専門家の連携協力

を的確に把握して，一人一人に合った支援内容でなけ

ればならないことは言うまでもない。一人一人に合っ

た口腔保健能力の開発は極めて高度な教育活動であ

り，プロフェッショナルとしての技能を問われる創造

性豊かな活動である。

前述のとおり，口腔保健行動は自立活動全般を推進

する上で極めて有効なツールである。それにもかかわ

らず学習要領には，「専門の医師をはじめ，理学療法

士，作業療法士，言語聴覚士，心理学の専門家など各

分野の専門家との連携協力については，必要に応じ

て，指導・助言を求めたり，連携を密にしたりするこ

となどを意味している。」とある。専門家の連携協力

の中に歯科医師が含まれてないのを極めて遺憾に思う

のは筆者だけであろうか。

本文の根拠の多くは下記資料による
１）文部省告示：盲学校，聾学校及び養護学校教育要領・

学習指導要領（平成１１年３月），財務省印刷局，

２００１．
２）文部科学省：盲学校，聾学校及び養護学校学習指導要

領（平成１１年３月）解説―総則等編―，海文道出

版，東京，２００１．
３）文部科学省：盲学校，聾学校及び養護学校学習指導要

領（平成１１年３月）解説―自立活動編―，海文道出

版，東京，２００１．

� 健康の保持
ア 生活のリズムや生活習慣の形成に関するこ
と。

イ 病気の状態の理解と生活管理に関するこ
と。

ウ 損傷の状態の理解と養護に関すること。
エ 健康状態の維持・改善に関すること。

� 心理的な安定
ア 情緒の安定に関すること。
イ 対人関係の形成の基礎に関すること。
ウ 状況の変化への適切な対応に関すること。
エ 障害に基づく種々の困難を改善・克服する
意欲の向上に関すること。

� 環境の把握
ア 保有する感覚の活用に関すること。
イ 感覚の補助及び代行手段の活用に関するこ
と。

ウ 感覚を総合的に活用した周囲の状況の把握
に関すること。

エ 認知や行動の手掛りとなる概念の形成に関
すること。

� 身体の動き
ア 姿勢と運動・動作の基本的技能に関するこ
と。

イ 姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用
に関すること。

ウ 日常生活に必要な基本動作に関すること。
エ 身体の移動能力に関すること。
オ 作業の円滑な遂行に関すること。

� コミュニケーション
ア コミュニケーションの基礎的能力に関する
こと。

イ 言語の受容と表出に関すること。
ウ 言語の形成と活用に関すること。
エ コミュニケーション手段の選択と活用に関
すること。

オ 状況に応じたコミュニケーションに関する
こと。

表 自立活動の内容
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１１ はじめに

２２ 発育段階別の課題

歯と口は，消化器官であると同時に呼吸器官をも担

う。このため，養護学校などの児童生徒においては，

う蝕や歯周病などの疾病に起因する機能障害や口腔領

域の発育不全による機能障害が生じると，低栄養，脱

水などの全身の健康面に大きな影響を及ぼすだけでな

く，誤嚥による呼吸器感染（誤嚥性肺炎など）や窒息

などの事故を含めてその影響は広範囲にわたる。ま

た，口腔は摂食時のみに使われるのではなく，安静時

に分泌される唾液の嚥下は昼夜を問わず営まれてお

り，言語の表出もかなりの頻度で行われており，これ

らの観点からの取り組みも必要となる。そこで，養護

学校等の歯科保健においては，口腔の器質的のみなら

ず機能的健康の維持増進を目的にした取り組みが大き

な課題となる。

ライフサイクルからみたこの時期の口腔の形態的特

徴は，

�乳前歯から永久歯への交換期である幼稚園から小

学校低学年の時期

�永久歯臼歯の交換期である小学校中学年から高学

年の時期

�永久歯列が完成する中学校から高校にかけて食の

心理的な問題が多くなる時期

の大きく３期に分けられる。歯・口を中心にしてなさ

れる機能である摂食機能は，食事の場で食器や食具を

使用して食物を摂取する際に営まれる機能である。

テーブル，椅子などの食事姿勢の影響や食物と食器具

の適応性などの食環境および食物の硬さ大きさなどの

物性の影響を強く受ける。そこで，これらの日常生活

で営まれる状況を考慮せずに機能だけを取り出して保

健指導することは不可能となる。また，歯と口の形だ

けの完結型の保健指導では咀嚼を中心にした摂食・嚥

下機能の育成や機能疾病の予防は望めない。それぞれ

の時期に歯と口だけでなく全身状態や心理状態，食環

境を加味した健康管理と健康教育および指導での対応

が必要とされる。

養護学校等の児童生徒に対する歯科保健の対応に

は，器質的・機能的の両面が不可欠であり，これらの

対応によって，歯と口の器質面と機能面の健康の維持

増進（回復）がなされ，身体の栄養と心の栄養を十分

に摂取することによって，心身の健康保持がなされる

と考えられる。

従来の指導の中心であるう蝕予防を中心とした保健

指導に加えて，歯と口の成長変化の時期にそれらの器

官を使って営まれる機能に対する保健指導が必要とさ

れる。特に歯と口で営まれている食に関わる機能は，

触圧覚等の感覚から得られた情報によって舌，顎，口

唇などの協調した運動を展開して，食べるという目的

を持った動作が引き出される感覚－運動の営みである

とされている。摂食機能の中心をなす咀嚼の動きにつ

いても舌や口腔粘膜などともに歯根膜からの感覚情報

基 調 講 演

養護学校等における歯科保健活動
――歯と口の健康にどう取り組むか――

昭和大学歯学部口腔衛生学 教授 向 井 美 惠

�盲・聾・養護学校協議会
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３３ 歯・口と食生活

４４ 学校（養護・盲・聾）における
歯科保健活動と教育目標

が大きく関わっている。そこで，大臼歯の萌出や新し

い歯に交換する時期には，形が変わりつつある場で，

新たな感覚情報器官からの情報に基づいた動き方の学

習が必要となる。また，歯の交換によって一時的に不

正咬合となるために，異常な動きを学習してしまう危

険があるため，その予防も必要である。障害のある児

童生徒にとってのこの時期は，乳幼児の離乳期に学習

して得られた機能について，歯と口の成長に合わせて

の再履修が課題となる。

１．小学校低学年（前歯交換と第一大臼歯萌出期）

課題：永久前歯への交換期であり，歯列・咬合の成

長期である小学校低学年では，萌出した永久

歯前歯と第一大臼歯に対するう蝕などの疾患

の予防を基本にして，完成してゆく咬合と機

能の異常を予防するとともに摂食・嚥下と言

語機能の成熟を促す。特に，脳性麻痺による

肢体不自由児のみならず知的障害児にも前歯

交換機の舌の突出が頻度高く見られる。この

ような機能異常に対する予防が必要である。

２．小学校中学年，高学年（臼歯交換期）

課題：臼歯交換期は，乳臼歯の動揺や萌出途上の永

久歯が多く，ブラッシングなどが難しいた

め，口腔内の成長変化に合せた刷掃指導が課

題となる。乳臼歯から小臼歯への交換期にあ

たるため，咀嚼能力が一時的に減退する時期

となるが，口唇，頬，舌，顎の運動協調能を

促しながら，急がずに十分な摂食時間（食事

時間）を取るような配慮も課題である。

３．中学校・高等学校（永久歯列完成期）

課題：歯列・咬合の完成期は思春期とも重なる。歯

肉炎や歯周炎などの歯周疾患の予防が，う蝕

予防とともに大きな課題となる。永久歯咬合

の完成によって機能の成熟がなされるが，障

害程度に応じて程度と内容は異なる。そこ

で，精神心理・社会生活面などの変化をみな

がら，食事摂取法と情緒安定の関連や自分の

健康は自分で守る大切さに気付く取り組みな

どが課題となる。

１．心の栄養と食生活

児童・生徒の期間を通して家族や給食における食生

活において，より良い顎・口腔機能が育成され，毎日

の生活の中で良い食習慣の定着がなされて，その習慣

が持続することが大切である。咀嚼などの機能が十分

に発揮されると，食物が十分につぶされて，その味物

質が唾液に溶出され，味蕾の味孔に達しやすく細やか

な味覚が感じられる。このような食べ方で「味わう」

ことにより，美味しさが感じられ，くつろぎや安ら

ぎ，満たされた気持ち，などの心の栄養ともいえるも

のが取り込めるものと考えられる。学校保健の現場に

おいてこのような機能を十分に営むことの指導が歯科

保健の中で必要である。

２．家庭内でのコミュニケーション

口腔は呼吸器官として空気の出入り口でもあり，呼

気を使って口唇や舌の動きと相まって様々な音を作り

（構音）言葉として発している。乳歯から永久歯へ交

換する児童・生徒の時期に構音器官としてより良い顎

口腔機能の育成がなされることによって，正しく綺麗

な発音が可能となる。言語はコミュニケーションの土

台であることは言うまでもない。形も機能も健康な口

腔を使っての話し合いによって意志や心が通じ合い，

語り合うことによって，くつろぎや安らぎが感じられ

るのは，日常皆が経験することである。日常生活にお

いて家庭で，それぞれ各自の口腔機能を十分に発揮し

ながら，楽しい食事をとる習慣が，精神的な健康障害

の予防の意味でも大切な課題なのである。

１．学校内での歯科保健活動の基本事項

・養護教諭，担任が健康づくりの実際の中心になる。
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・専門職種の個別指導には限界がある。

・学校歯科医の指導と積極的な役割分担が必要。

・学校（障害の特殊性）を考慮した健康状態の分析。

・地域性（医療連携，保健所支援）を考慮した指導指

針。

・保健の専門職としての養護教諭のコーディネイト。

・情報管理能力と地域連携の構築。

２．盲学校における取り組み例

・感覚器官としての歯・口の役割と健康維持の大切さ

を学ぶ。

・ブラッシングなどの器質的ケアの自立援助。

・味覚，聴覚と歯・口の触覚，味覚の統合で食を楽し

むことを学ぶ。

・視覚情報に代わる歯・口の感覚情報を理解する。

３．聾学校における取り組み例

・歯・口の健康が読唇などに関係することを理解する。

・ブラッシングなどの器質的ケアの自立援助。

・視覚・嗅覚と歯・口の触覚，味覚の統合で食を楽し

むことを理解する。

４．養護学校における取り組み例

・日常生活動作において歯・口の係わる動作を理解する。

・身体的，精神的，社会的発達を促す歯・口の健康づ

くり。

・生きる基本機能としての歯・口の健康づくり。

・ブラッシングなどの器質的ケアの自立援助。

・呼吸器感染症などの疾患を守る歯・口の機能的健康

づくり。

・言語の発達の基礎になる歯・口の健康づくり。

受付風景

展示会場

�盲・聾・養護学校協議会
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１１ はじめに

いま，学校現場では平成１４年から実施される，完全

週５日制に対応するため教育カリキュラムが大幅に変

わってきている。

その１つに「総合的な学習の時間」が新設され，T.

T（チーム・ティーチング）としての役割を学校・家

庭・地域といった，子どもを取り巻く社会全体が，子

どもに創造する力，解決する力をつけることをねらい

として，小学校３年生から導入された。この中には，

「環境」「情報」「国際理解」「福祉」「健康」がテーマ

として例示され，健康教育の重要性が示唆されている。

学校歯科保健は，生涯保健の中でも健康教育につい

ての重要な時期にあり，「歯科保健指導」として早く

から行われてきている。このごろは，エイズなど性教

育をテーマにした指導内容が小学校高学年から中・高

生に向けて行われているが，歯科保健は，歯や口の状

態が自分で観察できること，経年的な成長・発育（乳

歯と永久歯の交換）が示されること，治療状態が確認

できることなど教材としての利点が多いことから，乳

幼児から高校生にいたる長い期間行われて来ている。

小・中学校で行われている歯科保健教育は，齲蝕や

歯周病など歯科疾患の予防と学校に特徴的な外傷への

対応など，主に一般的な歯科知識を中心とした「講

話」がほとんどである。最近は全校生徒を対象とした

「講話」中心から，教室単位の「学級指導」さらに小

グループ編成の個別指導スタイルへと変遷してきてい

るようであるが，行われている内容は，ボードを使っ

て歯と口腔の健康に関する解説をしたり，写真や絵を

見せてお話をしたり，紙芝居や人形など子どもに興味

を引いてもらうためのマスメディアを使ったお話な

ど，歯科知識に集中した保健教育が主体であり，いず

れも「話し手」と「聞き手」の構図の中で行われるこ

とが多いようである。

児童生徒が自分で自分の健康を守るための方法を考

え，主体的に実行する能力を持ってもらうことが，保

健教育のねらいであるが，小学校で行う「総合的な学

習の時間」のねらいの１つに，「自ら課題を見つけ，自

ら学び，自ら考え，主体的に判断し，よりよく問題を解

決する資質や能力を育てること」と規定されている。

歯科保健教育には，歯みがき指導を抜きにすること

は出来ないが，それがすべてではない。全校生徒を前

にした講話の時代からグループ学習へ，そして教材を

選択して指導したり共に考える時代へと変化してきて

いる。都市部や郊外など環境の異なるそれぞれの地域

の中での学校の特徴を活かした指導が求められてい

る。

ところで，障害を持つ児童生徒に対する保健指導は

どのように展開されているのであろうか。

昭和５４年度から養護学校の義務制度が実施され，養

護学校で学ぶ児童生徒は平成８年度調べで８６，０００人台

を示す一方，平成５年度には通級制度が実施され，特

殊教育諸学校や特殊学級の，いわゆる分離型の教育か

ら部分的ではあるが，統合教育を志向したものへと方

向転換している。これは，障害児童だけの授業から希

望によっては普通学級での授業を一緒に受けることが

できることを意味している。しかし，その反面児童に

よっては協調関係の不安や親の期待と現実のギャップ

に悩む現場の教師の苦労も伺える。

このような時代背景の中で，千葉市では現在，２校

養護学校における歯科保健活動研究発表
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２２ 千葉市の養護学校

３３ 第二養護学校の保健活動

の養護学校を持ち，１６２名の児童生徒が通学してい

る。さらに，特殊教育諸学校や特殊学級での統合教育

が進められたため，ここに通う児童生徒も年々増加の

傾向にある。いずれも保護者による選択が優先する

が，通学する児童生徒の健康管理や健康教育および保

護者との協力関係はどのように行われているであろうか。

また，学校内の教職員と養護教諭との連携はうまく

いっているであろうか。養護教諭と学校歯科医および

保護者とのコミュニケーションはどうであろうか。そ

して児童生徒一人一人に対する指導の実態はどうであ

ろうか。など，これまでプライバシー保護を優先する

あまり，かならずしも積極的な学校保健活動が行われ

てきたとは言えない現状もある。そこで，千葉市内の

特殊学級や養護学校の実践活動を紹介しながら，これ

からの課題を考えてみたい。

千葉市には，中学部（中学生）高等部（高校生）の

ための「養護学校」と小学生のための「第二養護学

校」がある。

千葉市立養護学校は，昭和３９年に創立され翌年には

小学部が認可されている。自然環境に恵まれた場所に

あって，市内６区の内中央区・若葉区・緑区の３区を

学区としている。現在，中学部８学級３４名，高等部１４

学級７８名の合計１１２名の生徒に対して，校長先生を含

む４７名の教師と養護教諭，介助員を含む総数７３名の職

員で構成されている。

一方，第二養護学校は，昭和５３年に小学部を受け持

つ養護学校として市立養護学校から分離する形で創立

されている。

学区は千葉市全域としていたが，平成３年度県立千

葉養護学校の新設に伴って，学区が変更され若葉区・

中央区・緑区と稲毛区の一部を受け持つこととなっ

た。児童の大半は広い学区から，２台のスクールバス

を利用して通学している。

現在１５学級５５名の児童に対して３０名の学級担任およ

び介助員と養護教諭を含む総数４２名の職員で構成され

ている。

小学生を対象とした第二養護学校での保健指導につ

いて，資料を紹介しながらその活動を報告する。

年間の学校保健計画は，表１に示す通りである。口

腔保健活動は歴代の養護教諭によって，以前から昼食

後の歯みがき指導などの取り組みはされて来たが積極

的な活動は，学校側の協力体制が整わないまま年数が

経過していたようである。

平成９年，市教育委員会に所属する歯科衛生士の協

力もあって第二養護学校の児童を対象に，これまでの

集団による歯みがき指導から，できる限り個別指導に

切り替える歯科保健活動計画が話し合われ，平成１１年

からはすべての学年において個別指導による形態がと

られるようになった。

具体的な目標としては，

�個別指導を主として行う

（修学旅行事前内科検診）
（林間学校事前内科検診）

月 学校保健行事 対児童管理 対物管理

４月 職員研修
“本校児童の障害
と疾病について”
（４月１９日）

定期健康診断と事後処
理
身体測定
聴力検査，視力検査，
尿検査
ぎょう虫検査，耳鼻科
検診
歯科検診

正しい姿勢のために机，
椅子の配当 主治医確
認，校内緊急時の対応
確認
バス内での配慮児童，
非常時の対応について
の確認

５月 内科検診，脊柱検診，
眼科検診
発育測定（毎月実施）
〃 （肥満度検査も含む）
口腔衛生指導

（１・２年）

６月 救急法講習会 プール指導前の健康観
察の徹底

７月 プール清掃と衛生管理

�９月 学校保健委員会
（９月１１日）

夏休み健康調べ
細菌尿検査

１０月 臨時健康診断

寄生虫卵検査
口腔衛生指導（３～６年）
秋の歯科検診
ツベルクリン

１１月 BCG

１２月 ストーブ使用時の換気
など室内の衛生管理

�

�

�
今年度の反省と次年度
の課題

１月 学校保健委員会
（１月３１日）

心電図検査
口腔衛生指導
（１，２年生２回目）

２月

３月

表１ 平成１３年度 学校保健行事

第二養護学校

�盲・聾・養護学校協議会
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�歯の汚れやみがきの状態を把握し，保護者と一緒

に日々の実践によって考える

�歯みがきに関する個々の目標を持てるようにする

と言った内容であった。また，１・２年生は年間２

回，３年生以上は１回の保健指導を行うことを決めた。

実践では，市教育委員会から３名の歯科衛生士を迎

え，衛生士一人が２～４名の児童に対して個別指導を

行うようにした。

指導の流れは，表２に示した通りである。

はじめに，保健指導を実施するクラスの児童数に合

わせて，担当の歯科衛生士と教師がペアーとなっ

て，２～３名の児童を目安に配置される。

＊保健指導は主に，口腔状態の観察とみがき方である

が，歯科衛生士によって染出し液で口腔内を染め出

し，鏡でよく観察する。その時，担任教師はチャー

ト用紙に口腔状態を記録する。

＊つづいて，児童に歯みがきをしてもらうが，担任教

師と歯科衛生士はよく観察して，ブラシの毛先が歯

面に正しく当たっているか，補助する場合介助の仕

方は適正かを指導する。

＊歯みがき終了後，歯科衛生士によって再度一人一人

の口腔内の状態がチェックされ，歯肉の状態，汚れ残

しの状態，みがき方などについて個別指導をする。

＊担任は，その内容を記録し個人管理のデータとして

保存する。

以上が保健指導の流れである。この活動を始めた当

初は，歯みがき指導をするだけのいわゆる「やりっぱ

なし」の状態であったと養護教諭は振り返っている。

そこで，養護学校独自の取り組みとして「事前調査

票」を作成し，家庭と学校とのコミュニケーションを

図る方法を考えた。すなわち，口腔衛生指導実施前

に，保護者から「歯みがき指導事前調査票」を提出し

てもらい，家庭での歯みがきの様子，気になる事など

記録してもらうようにした。学校では昼食後の歯みが

き状態や介助の様子，気になる事について担任教師の

目から見た状態を「担任向け歯みがき事前調査票」に

記録してもらうようにした。口腔衛生指導の当日は，

家庭と担任相互の「事前調査票」を参考にして，歯科

衛生士が観察した，歯ブラシの使い方や介助の仕方，

みがき残しのようすと気になる事など具体的な事柄を

助言，記載してもらい，指導結果をそれぞれの家庭に

報告するようにした。

そのため，担任教師が内容を把握し理解しなければ

ならなくなり，それまで担当者まかせであった活動に

必然的に参加するようになったと述べている。「事前

調査票」を用いた情報の伝達の確認の作業は，同時に

次年度への継続する実践資料としても重要であり，学

校・医療の専門家（歯科衛生士）・家庭を中心とした

三者間の評価システムが確立され，確実に保健活動が

前進していることを感じさせている。

また，家庭と学校とのコミュニケーションを図る第

二の手法として，養護教諭の発想による「健康・発育

のカード」を作成し，児童の成長発育の状態を毎月の

身長と体重の記録を通して家庭でも児童の身体に関心

を持ってもらうようにした。さらに，注目はカードの

裏面に「通信欄」を設け，家庭からのメッセージとし

て，今関心を持っている事，気になる事を記録しても

表２ 「口腔衛生指導」実施計画

指導の流れ １年生 平成１３年度 保健指導課

時間 項 目 内 容

準備 ティッシュペーパー，雑巾を用意する
児童の机上に，コップ・歯ブラシを置く

（状況に応じて）
児童の首にタオルをかけ，洗濯ばさみで止める

９：４５ はじめに 担任が学習開始の挨拶と歯科衛生士の紹介をする
歯科衛生士が挨拶し，学習内容を説明する

歯の汚れ
の観察

綿棒に浸したレッドコートで歯の全体を染める
できる場合は，一度だけすすぐ
染出し状態を観察し，担任は結果をチャートに
記入する

歯みがき
の観察

椅子に座ったままで歯みがきをする
ブラシの使い方や介助の仕方をみる
歯みがきの状態をみる
＊場合により，鏡でみがき残しを児童と一緒に
確認する

個別指導 歯肉の状態・歯の汚れ・歯みがきのようすなど
から，歯科衛生士の指導をうける
担任は，チャートの空白部に指導内容をメモする
（指導後に歯科衛生士が更に書き加えてくれる
ので，終了後提出する。）

１０：２５ おわりに 歯科衛生士が挨拶し，担任が学習の終りの挨拶
をする

後始末 担任が歯ブラシを洗って戻す
担任は，記入したチャートを保健室に戻す

＊後日，学年教師間で指導の結果から，個別の状態や目標などを
確認し合う

日本学校歯科医会会誌８７号２００２年２月
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４４ 保健活動のこれからの課題

らう一方，「保健室から」のメッセージとして，学校

での日常行動の中から健康に関する内容で家庭に伝え

たい事を記載して読んでもらうようにした。この毎月

のやり取りの中から学校と家庭との距離が近くなった

と実感している。

第二養護学校で展開している口腔保健の活動が，校

長先生や担任教師などの協力が得られるようになり，

現在のスタイルに定まって３年目を迎えるが，今後の

課題は，いかに家庭を巻き込んだ活動ができるか，次

の年に前年の評価をどう生かして行くか，いかに継続

して行くかと言うことになる。

内容的には始まったばかりの保健活動ではあるが，

実践という経験を基にそれぞれの課題を考えてみる。

１）学校現場での役割

�校長先生

養護学校における保健活動は，プライバシーの保護

を含む複雑な問題を抱えているが，障害を持っている

児童に対しては特に日常生活の中に健康に対する実践

教育があることが望ましい。そのためには校長先生の

前向きの判断が必要とされる。特に，学校保健委員会

を利用して，地域の関係者との連携を図りながらグ

ローバルな立場で，児童一人一人の保健活動に協力し

てもらうような働きかけが重要と考える。

�養護教諭

学校で行う保健活動の要は，養護教諭の実践力にか

かっているといっても過言ではない。介助者や歯科衛

生士など一人でも多くの理解者・協力者を増やすこと

が必要と思われる。

障害児は，一人一人が全く異なった手指の働きをす

ることから，学校歯科医や歯科衛生士など専門家のア

ドバイスを受け，具体的な動かし方を担任教師ととも

に理解していくことが大切であろう。

�担任教師

児童の様子を一番理解できるのは担任教師である

が，保健活動のことについては，あまり理解されてい

ないようである。第二養護学校においても，以前は昼

食後の歯みがきも，介助したりしなかったりで，保健

指導にも消極的であった教師が，歯科衛生士が来るよ

うになり，予防の理論的な裏付けをしてもらったこと

によって，歯みがき指導の必要性や第一大臼歯がいか

に大切か，歯みがきも工夫の仕方で「やればできる」

ことを理解し，口の開け方やみがき方も上手くできる

ようになったと述べている。継続こそ必要な力であ

る。

２）保護者とのかかわり

障害児を持つ親にとって，学校生活は安心して預け

られる所であると同時に常に気になるところでもあ

る。

そのため，学校での生活状態，とりわけ健康管理に

ついてはできる限り「保健だより」など学校通信を利

用して多くの情報を知らせることが求められる。

保護者の多くは，健康に関する情報を，マスメディ

アなどを通して十分収集していると思われる。表３は

演者が校医をしている千葉市内の小学校２校の保護者

を対象に同じ内容の質問をした結果を１９８７年と１９９９年

で比較したものである。

１２年の間に親の関心は「歯みがきによるむし歯予

防」から「歯並び」など審美的な内容へと変わってき

ている。

また，歯・口腔の心配ごとも以前より少なく，直接

学校歯科医や養護教諭に相談するまでもなく，巷の情

報で十分理解（納得）していることを意味している。

しかし，専門家である学校歯科医としての立場から，

その情報が適正なものであるかどうか，あるいは正し

い情報であってもその児童にとって適正であるかどう

かの判断をして，保護者に説明してあげる必要があ

る。

さらに，内容が具体的であればある程プライバシー

を十分守りながら保護者の協力が得られるような保健

指導をすることが望まれる。その積み重ねがやがて保

護者との緊密な連携が得られるものと確信している。

３）学校歯科医の役割

歯・口の健康に関する情報提供者である歯科校医

は，今必要な情報を迅速にしかも正確に伝えなければ

ならない。その点では，一般の小・中学校と同じであ

るが，内容についてはまったく異なる発想で指導する

�盲・聾・養護学校協議会
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５５ まとめ

ことを認識する必要がある。

例えば，口を開けることを極度に嫌う児童に食後の

歯みがきは大変であるが，毎日の生活習慣の中に「口

腔清掃」についての位置付けをしっかり認識した上

で，汚れを落すための手順を担任教師や介助者に示

し，一歩一歩前進するよう指導することである。

特に，うがいができる児童にはフッ化物の洗口，歯

みがき粉（剤）を使っている児童にはフッ化物が配合

されている歯みがき剤を勧めるなど積極的な予防を指

導することも重要である。

また，「みがきたくてもみがけない児童」や「みが

いたつもりでも上手くみがけていない児童」など，現

実に直面した問題を抱えた児童については，個々の口

腔状態（歯並びや噛み合わせなど）に合ったブラシの

運びやストロークが必要であり，持ち方，動かし方な

ど具体的に示して上げることが大切である。前にも述

べたように，保護者への情報提供と同様，個別である

程わかりやすく即実行できる可能性がある。さらに学

校とのコミュニケーションを図る目的で学校保健委員

会に出席し，養護教諭や担任教師と児童の管理状況を

話し合い，改善できるところは，積極的に改善するべ

きである。できれば，教育委員会が中心となって行っ

ている歯科保健指導事業にも参加して，助言する機会

があれば効果的と言える。そのためには，専門医とし

て児童一人一人の障害の程度を把握しておくことが必

要であり，注意深く観察することが大切である。

毎年増加傾向にある障害児に対する保健指導は，保

護者の障害に対する認識程度によって対応が異なるた

め，普通学級で行うような保健指導よりも個別性の強

い指導となる。

特に，特殊学級に通う児童に対しては，保護者の学

級に対する「こだわり」が一人一人異なるため，十分

把握し理解した上で対応しなければ保健指導も空回り

する可能性があることも承知しておく必要がある。

障害児への保健指導は，担任教師，介助者，保護

者，学校歯科医，養護教諭と児童を取り巻くすべての

協力が必要であり，児童が一歩でも前進できるような

自己管理の目標を示すことが望まれる。そのための

チームワーク作りが急がれるところである。
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表３ 歯・口腔に関する保護者の不安解析

Ｍ小学校（１９８７年）
（Ｎ＝５９５）

Ｓ小学校（１９９９年）
（Ｎ＝６６４）

Ｎ ％ Ｎ ％

歯みがき習慣など口腔清掃について １２７ ６７．９ ３６ ４８．６

歯科治療について ３８ ２０．３ １３ １７．６

歯並びなど矯正について ６５ ３４．８ ５２ ７０．３

歯・口腔に関するその他の心配ごとに
ついて

５１ ２７．３ １８ ２４．３

回答のあった保護者の数 １８７ ３１．４ ７４ １１．１
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１１ はじめに

２２ 高度医療とは何をさすか

３３ 医療と教育

平成１１年度，病弱養護学校に勤務することとなり，

高度医療の広がりに驚くと同時に，高度医療の恩恵を

たくさんの子どもたちが受けている事実とそれらの子

どもたちをとりまく教育について課題が多々ある実態

を知ることとなった。

とりわけ，歯科保健の分野については，薬剤の副作

用による歯ぎん炎や口内炎等による口腔の不快感が子

どもをなお一層苦しめるばかりでなく口腔粘膜の触覚

がもたらす心への影響も看過できない。

遺伝子治療等，いろいろあろうが，とりわけ，子ど

もたちに限局すると臓器移植や骨髄移植（正確には造

血幹細胞移植というが，ここでは分かりやすく骨髄移

植と表現する）を子どもたちが受けており，また，受

けてきている高度医療である。在学した児童生徒の暦

年齢から推測すると，日本国中でかなりの子どもたち

が高度医療により学校に復帰していると思われるが，

これらの子どもたちの実数と教育については，国レベ

ルでは実態は把握されていない。

従来，子どもたちには「まず，治療優先であり，完

治してから学校に復帰，または教育を」と考えられて

きた。学校保健法施行規則第３条の２においても「疾

病その他やむ得ない事由によって当該期日に健康診断

を受けることのできなかった者に対しては，その事由

のなくなった後にすみやかに健康診断を行うものとす

る」と規定されているように，学校保健法の枠外とさ

れている。このことからも病弱児の教育は治療優先の

考え方を伺い知ることができる。

しかし，今日の総合的な医学の進歩は教育が病気の

回復に役立つことについて次のように述べている。

平成６年の文部省が出した「病気療養児の教育につ

いて」（審議会のまとめ）にある病気療養児の教育の

意義では，「医師，看護婦（士）などの医療関係者の

中には，経験的に学校教育を受けている病弱児の方

が，治療上効果があり，退院後も適応がよく，また再

発の頻度も少なく病気療養児の教育が健康回復やその

後の生活に大きく寄与することを指摘する者も多い」

と病弱教育が病気快復等に役立つことを述べている。

また，学習による脳の活性化，意欲，明朗さ，楽し

みなどは，視床下部を通してリンパ球などの免疫細胞

の産生を増進し，病気に対する抵抗力を高め，またア

レルギーを起こしにくくすることにつながり，近年は

神経免疫学の分野で多発性硬化症，ギランバレー症候

群や重症筋無力症などの研究からも，この点の証明が

なされようとしている。

今世紀は，これらの事実を医療及び教育の連携のも

とデータで証明することが求められる時代になると思

われるし，また，していきたいと思う。

しかし，まだまだ，病気療養の段階で保護者も子ど

もたちも苦しんでいることも事実である。

高度医療と子どもの歯科保健の課題研究発表

２

発表者 大阪府立河南高等学校 校長 森 川 英 子

�盲・聾・養護学校協議会

日本学校歯科医会会誌８７号２００２年２月

１３９



４４ 子どもたちの状況

５５ 学校教育の役割の一つとして

６６ 最後に

先年，一人の児童の死に出会った。児童は生後間も

なく母親の肝臓の一部の移植を受け，その後，様々な

病態を呈しつつも数校の養護学校を経ながら小学部の

児童となった。そして思春期の入り口で遠い国へ旅

立った。思えば児童の一生は移植医療の進歩とともに

歩んだことになり，今日の脳死による臓器移植の

ニュースをどのような思いで受け止めたことであろう

か。旅立ちの日，笑顔を浮かべているかのような安ら

かな表情の中に，進歩途中で受けた移植医療に対する

思いを伺い知ることはできなかったが，別れをする私

には，教育に関わる者として，その課題を学ぶ責任が

問われている気がしてならなかった。つまり，移植前

処置から移植後の合併症の防止を図る長い期間，児童

の生きる力の根源としての学習を含む教育がどのよう

に子どもを包むことができたか，ということである。

更に，白血病等の子どもたちが，その苦しい治療以

上に不安を感じていることは養護学校から一般学校に

復帰した時の周囲の受け止め方である。月刊「いのち

のジャーナル」１９９６年６月の特集「子どもががんに

なった時」に以下のように記載されている。

�うちの子も髪がない時に，男の子に「はげ」やら

「ニュー・ハーフ」やらって言われて。でも本人は

「元気になって学校へ行けるほうがうれしい」って

言ってたんだけど，女の子に言われた時は２ケ月落

ち込んでいましたね。でも親には言わない。たまた

ま泣いているのを見て，学校に電話して初めてわか

りました。

�「薬の副作用で顔がふくれるとデブ」とか。大人で

も「そんなごっつい身体して，相撲部にでも入るん

か」っていう人もいたもんね。でも私も，よそのお

母さんに聞いて，初めていじめられていることがわ

かったんです。

そして，これらの内容は，私自身や学校の職員が保

護者から相談される内容と一致していることからも特

異な事例ではなく，高度医療が進めば進むほど，これ

らの問題が日常的に生じる危険性をはらんでおり病弱

児童生徒の人権に係る問題として強く心に刻みたい。

つまり，１９９１年日本骨髄バンク（JMDP）が設立さ

れてから１９９９年まで２０００例以上の非血縁ドナーからの

骨髄移植が施行されていると三間屋純一，天野功二静

岡県立子ども病院血液腫瘍科医師は述べている。この

ように高度医療は急速に拡がりを示していることか

ら，このような事象が一段と増えることが推測される。

臓器移植や，骨髄移植を含めて高度医療は，一日毎

に装いを新たにしていくが，教育は法律に基づくこと

もあり，個別対策が強調されるのみで将来を見通した

システム化を早急に実現することは極めて困難であ

り，病弱養護学校に一任されているのが現状である。

そこで学校教育としてできることは何であるか，子ど

もたちの中から感じていきたいと思う。とりわけ，病

気療養中であっても発育発達の途上にある子どもたち

の一日は貴重である。子どもの五感からインプットさ

れた情報が脳というコンピュータを作動し，骨格筋を

動かしてアウトプットされ運動抑制モデルのループを

沢山作るという今日の大脳生理学に基づけば学校教育

はどのような子ども達にも対応できなければ発育発達

が阻まれることは当然である。

高度医療を受けている子どもたちの学校歯科保健に

ついて，その意義と役割をまとめる宿題を果たせない

まま２年が過ぎ，この４月に転勤するという結果と

なった。今回，羽曳野養護学校教諭西尾真美先生に作

曲をお願いした「うがい」の曲を発表できる貴重な機

会をいただいたことに心から感謝を申し上げたい。

参考資料
１）養老孟司「いまどきの若いものは」
２）文部省「病気療養児の教育について」
３）横田雅史「２１世紀の病弱教育に向けて」
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�報告者

シ ン ポ ジ ウ ム 報 告

大阪大学大学院歯学研究科統合機能口腔科学専攻
高次脳口腔機能学講座教授 森 本 俊 文

幼稚園・保育所（園）部会報告

日本大学歯学部小児歯科学講座教授
赤 坂 守 人

小 学 校 部 会 報 告

東京都中央区立有馬小学校長
木 暮 義 弘

中 学 校 部 会 報 告

大阪大学大学院歯学研究科分子病態口腔科学専攻
口腔分子免疫制御学講座教授 雫 石 聰

高 等 学 校 部 会 報 告

国際武道大学大学院前教授
猪 股 俊 二

プレゼンテーション報告

徳島大学歯学部小児歯科学講座教授
西 野 瑞 穂

研 究 協 議 会 報 告
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議 長 団

日本学校歯科医会副会長 松 島 悌 二

高知県歯科医師会会長 恒 石 定 男

宮崎県歯科医師会会長 白 尾 国 興

大阪府歯科医師会副会長 高 松 平 人

前回処理報告 高知県歯科医師会会長 恒 石 定 男

議 事

�第１号議案� 学校での健康診断の精度を高めるための取り組みを要望する

大阪府歯科医師会

�第２号議案� スポーツ歯科についての検討を継続して進めることを要望する

福島県歯科医師会

�第３号議案� 学校歯科健康診断結果の集計処理の電算化を要望する

山口県歯科医師会

全 体 協 議 会
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学校での健康診断の精度を高めるための取り組みを要望する

代表提案者 大阪府歯科医師会

（提案理由）

平成７年度からの学校での健康診断は，児童生徒等の健康度を図るスクリーニングであることが明確に

位置づけされた。スクリーニングとは粗雑な検査を行うことではなく，診査と判断を慎重に行ってふるい

分けることであると日本学校歯科医会では説明している。

しかしながら，学校での健康診断を行う会場は，診療所等の臨床の場と違い特に照明器具について問題

がある場合が多く，正確な診査と判断が行い難いことが多い。

よって，学校健康診断会場（保健室等）の照明を中心とした器具の充実を行い，学校健康診断の精度が

高まるような環境整備を望む。

また，併せて学校歯科医の資質の向上も重要な事項であるので，日本学校歯科医会をはじめ各都道府県

並びに各地区の研修会等の内容等を更に充実させることを望む。

スポーツ歯科についての検討を継続して進めることを要望する

代表提案者 福島県歯科医師会

（提案理由）

第６４回全国学校歯科保健大会の全体協議題として同様の議題が提出され議決を受けている。

この件について更に継続して検討する必要があるので，重ねて要望するものである。

スポーツ外傷を予防するためのマウスガードの普及啓発については，日本歯科医師会や日本スポーツ歯

科医学会が積極的に取り組んでいるが，その装着は十分に進んでいるとは言い難い。このことは，学齢期

において「自らの安全を守る」ための態度や習慣あるいは知識や関心を歯科保健活動とあわせ培うことの

必要性を強く示唆しているものと考えられる。

これまで，日本学校歯科医会は学校歯科保健活動を通じて，児童生徒等の歯・口の健康つくりに多大な

貢献をし，また児童生徒等に健康の保持増進と問題解決的に導く教育的題材を開発した実績がある。

その方法論と実績を踏まえて，学校安全の立場から，これまで培ってきた学校歯科保健の手法を応用

し，発達段階を踏まえて学校安全教育や安全指導の研究開発に積極的に取り組む「スポーツ歯科」につい

ての検討を更に望むものである。

第１号議案

第２号議案

�研究協議会報告・全体協議会
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学校歯科健康診断結果の集計処理の電算化を要望する

代表提案者 山口県歯科医師会

（提案理由）

各学校での健康診断の結果を集計処理することは，自校の児童生徒の健康上の問題点を探り，傾向を知

り得た上でよりよい保健指導を行うことができる。しかし，今までの集計作業は手作業で，特に歯科健康

診断においては項目が多いこともあって，養護教諭と学校歯科医は多くの労を必要としてきた。

近年の ITの普及に伴い，歯科医療や学校現場においてもコンピュータが普及し活用され，多くの諸

データを正確かつスピーディーに処理貢献している。

平成７年度の学校健康診断の改正を機に，本会は４年の歳月をかけて小中学校の歯科健診データベース

ソフトを開発し，各学校に対して健診データの報告と発達段階に応じた保健指導に役立てている。児童生

徒の歯・口腔の健全育成のために導入されたCO，GOも含めた全国統一ソフトでデータを供用すること

は，今後我が国の児童生徒の歯科保健教育の発展に大きく寄与できるものと確信している。

よって，学校健康診断結果の集計の電算化を推進するとともに，統一性にあるソフトの普及を要望す

る。

第３号議案

文部科学省「解説」

部会での質疑応答
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・主 題：生涯を通じて，心豊かにたくましく生きる力を育む健康教育の推進

―２１世紀を担う子供の心と体を一体としてとらえた健康つくり―

・主 催：文部科学省，千葉県教育委員会，千葉市教育委員会，財団法人日本学校保健会

日本体育・学校健康センター，千葉県学校保健会，千葉市学校保健会

・期 日：平成１３年１１月８日（木）～ ９日（金）

・会 場：全体会＝千葉市千葉ポートアリーナ，課題別研究協議会＝千葉市内８会場

・主な内容：表彰式（学校保健・学校安全の功労者に対する文部科学大臣表彰を行う）

シンポジウム テーマ「心豊かにたくましく生きる力をはぐくむ薬物乱用防止教育の推進」

課題別研究協議会 ８課題に基づいた提案，研究協議，指導助言及び講義が行われた。

※会誌掲載は第６課題「歯・口の健康つくりをめざす学校歯科保健活動の進め方」のみを掲載。

・日 時：平成１３年１１月８日（木）午後５時

・会 場：千葉市ホテルニューツカモト３Ｆ「鳳凰の間」

・主 催：�千葉県歯科医師会
・後 援：�日本学校歯科医会，千葉県教育委員会，千葉市教育委員会
・主な内容：文部科学大臣表彰受賞者紹介，次期開催県挨拶 福井県学校歯科医会 山口一郎会長

シンポジウム テーマ「児童生徒の咬合接触状態と生活習慣のかかわり」

・基調講演「改正された健診方法に伴う歯列・咬合・顎関節の導入の意義と活用について」

演 者 日本大学名誉教授 森本 基

・シンポジウム「児童生徒の咬合接触状態と生活習慣のかかわり」を開催するにあたって

コーディネーター 東京歯科大学助教授 眞本 吉信

「健歯児童の咬合接触状態と生活習慣」

演 者 青梅市立第二小学校養護教諭 杉井美紀子

「児童の咬合力とセルフエスティームから生きる力を考える」

演 者 千葉市立検見川小学校養護教諭 井上千津子

「児童生徒の日常生活行動と学校歯科健診の評価」

演 者 千葉市立園生小学校学校歯科医 鏡 宣昭

（＊シンポジウム内容は８９号に掲載予定）

● 第５１回 ●

全国学校保健研究大会

● 第５１回 ●

全国学校歯科医協議会

�第５１回全国学校保健研究大会・学校歯科医協議会
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１１ ははじじめめにに

２２ 学学校校健健康康診診断断改改正正のの基基本本的的概概念念とと
学学校校歯歯科科保保健健

わが国は史上例のない速さで少子高齢時代を迎えて

おり，このような社会にあってわが国の将来を担い，

たくましく生きる力をもった小児をどう育成するか

は，国やわれわれの責任でもある。平成８年に公表さ

れた中教審の答申，「２１世紀を展望したわが国の教育

の在り方について」によると，子どもに「生きる力」

と「ゆとり」を目標にすることをアピールしており，

健康や体力は「生きる力」を支える基盤として不可欠

であるとしている。しかし，現代の児童・生徒を取り

巻く環境は，ますます都市化が進むなど生活様式の急

速な変化に伴って，児童生徒の体力や運動能力の低

下，肥満の増加など生活習慣に起因する新たな健康問

題が生じてきている。今日の児童生徒にみられる心身

の健康問題やライフスタイルの特徴を考慮すると，ま

ず児童生徒が身近な自分自身に気づくことから始まっ

て，さらに他者への関心を向け，理解へと発展し，さ

らに他者への思いやりや協調するという行動につな

がっていくことが望まれる。

ヘルスプロモーションの理念に基づく「生きる力」

を目標にした健康教育とは「健康の価値を認識させ，

自らの健康の課題をみつけ，健康に興味と関心を高

め，知識を増やし，自主的に判断し行動し，よりよく

課題を解決する」というプロセスを通して，健康に生

きる力を身につけさせることにある。

学校における歯科保健活動の目標は，児童生徒の健

康づくりに対する芽生えを，歯・口を題材にして健康

つくりを支援し，児童生徒の「QOLの向上」に寄与

することにある。齲歯や歯肉炎は，児童生徒が観察力

を養っているならば，直接観て確認することが出来る

という，児童生徒にとって理解しやすく共通性に富ん

だ題材をもっており，教育活動を効果的に実践し得る

ものである。

平成７年度に学校保健法施行規則が改正され，今日

の児童・生徒の健康問題の変化に対応して，健康診断

の全面的な見直しが行われた。従来の疾病の早期発見

と治療勧告の時代から，健康づくりをめざした健康志

向の時代に対応した学校の健康診断のあり方が示され

ている。すなわち健康であるか否か篩い分けることを

目標にしたスクリーニング健診としての性格を強調し

ている。またこの健診の目的は，疾病・異常に対する

早期発見と治療勧告および定期的な観察などの事後措

置にとどまらず，健診の結果は，これを題材にして児

童生徒の保健指導・保健教育と密接な連携を保つよう

にしなければならない。

従来の学校歯科健診は，児童生徒の齲歯，歯肉炎等

の歯疾患を早期に発見し治療勧告するといった疾病志

向の健康診査，いわゆる二次予防を目的にした保健管

理が重視されてきた。

今日，児童生徒の歯・口領域を含め健康上問題と

なっていることは，従来の二次予防では適切な対応が

不可能になってきており，個人の生活などライフスタ

イルに深く関わっていることから，生活習慣病という

概念が導入され，ライフスタイルの改善を中心にした

第第６６課課題題 講講義義

学校歯科保健における健康教育の課題
―とくに歯・口の健康づくりと食教育について―

日本大学歯学部小児歯科学講座

教 授 赤坂 守人
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３３ 児児童童生生徒徒のの歯歯・・口口のの健健康康課課題題とと
現現代代のの食食習習慣慣

４ 学校歯科保健教育の新しい課題として
の咀嚼機能の育成

一次予防が重要であることが強調されている。そし

て，一次予防の推進のためには，その動機づけを，生

活習慣の基礎が形成される幼児・学童期に，学校での

保健教育・健康教育が行われることが重要になってき

ている。

現代の児童生徒の健康に大きく影響を及ぼしている

のは生活習慣，中でも食生活であり，また児童生徒の

歯・口の健康状態と食生活・食習慣とは関連が強い。

そこで，児童生徒はもとより家庭，地域に対し，歯・

口の健康づくりとして「食教育」が，これからの学校

歯科保健の健康教育の大きな課題になろう。また今後

実施される「総合学習」で健康に関連して食生活を取

り上げた場合にも歯・口の健康づくりと食生活は興味

ある課題となろう。

児童生徒の健康問題にとって大きな課題は，高脂血

症，高血圧，糖尿病など成人の生活習慣病の予備軍が

この時期からみられることである。このような生活習

慣病の若年化は，ますます都市型生活が進んでいる児

童生徒のライフスタイルに深く関係している。子ども

と大人の生活の境がなくなり，大人の生活の中に子ど

もが引きずりこまれてきている。それによって食生活

の乱れ，運動不足，夜型生活習慣などが子どもの肥満

を生み，生活習慣病に移行しやすい。児童生徒の健康

教育の中心は，今後「食」の問題になろう。児童生徒

の全身ならびに歯・口の健康状態に影響している食習

慣を挙げると以下の点が指摘される。

� 朝食を欠食する

学校保健会の調査によると朝食の欠食が常習化し

ている者は，小学高学年で約４～５％，中学生で約

１０％である。朝食を欠食する理由は「食べる時間が

ない」，「食欲がない」が大半を占めている。このよ

うな朝食の欠食は，児童生徒の就寝時間がますます

遅くなっていることが，朝の起床時間に影響してき

ている。また同様に母親など保護者，家族の起床時

間が遅くなっているため，朝食づくり，朝食の仕方

にも影響されてきている。朝食を欠食し１日２回

食，あるいは軽食・間食が多くなると，どうしても栄

養摂取の片寄りや肥満の原因にもなる。また朝食を

しっかり摂ることは，学習するなどの意欲に関係す

る。

� 飲料類を多飲する

わが国は，ここ５，６年間で各種の飲料類の輸入

が急上昇している。児童生徒は，食事時以外は勿論

のこと食事時にも飲料類をよく飲んでいる。児童生

徒に好まれ，よく飲まれている飲料類には，糖分が

多く含まれ，また酸性度が低い。

このような飲料類の多飲により，児童生徒の運動

不足とともに過剰エネルギーの摂取となって肥満の

誘因になっている。さらにこれら飲料類に含まれて

いる糖分は，口腔で歯垢形成の素材となり，歯垢中

に酸を生成して齲歯や歯肉炎の原因になる。

� 夜食の摂取

児童生徒の就寝時間はますます遅くなっており，

統計によると小学５，６年生の平均が１０時過ぎ，中

学生が１１時３０分とされ，２０年間で約２時間遅くなっ

ていると言われている。必然的に夜食・間食の摂取

が多くなってきている。このような就寝前の飲食は

児童生徒の口腔環境を増悪させ，齲歯および歯肉炎

など口腔疾患の発病・進行の原因となっている。

� 食物を良く噛まず，美味しく十分に時間をかけて

食べない

最近，幼児そして児童生徒は，硬く歯触りの悪い

食物を嫌い，食物を咀嚼することが少なくなってき

ている。最近ではさらに食事時に食卓に飲料類を置

いて，飲み物で食物を流し込むような食べ方がみら

れる。また食事に十分な時間をとって美味しくゆっ

くりと食べることが少なくなってきている。

高齢化時代の到来に伴い歯科保健医療の目標とし

て，８０２０運動が提唱されてきた。健全に歯を残す

ことは，高齢者に限らず全てのライフステージのQOL

にとって口の機能，とくに食べ物を“咀嚼する”“嚥

下する”など摂食機能を豊かに営むために不可欠であ
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ることを示すと同時に，生涯にわたる歯と口の健康づ

くりの目標を具体的に示したものである。この運動を

達成するには，児童・生徒期に，学校保健活動による

保健教育，保健管理が重要な意義を有することは言う

までもない。

今日，児童生徒を取り巻く食環境・食習慣は，咀嚼

など摂食の機能を正常に獲得し，引き出すことに適し

た状況にあるとは言えない。これら咀嚼機能の低下

は，他の顎口腔系の機能障害，全身のからだやこころ

の健康，そして生きる意欲にも影響を及ぼすことが知

られている。平成７年度，日本学校保健会口腔機能委

員会は，児童・生徒を対象に，食べ物の食べ方に関す

る調査を行ったところ，食べ物を咀嚼するなど口の機

能を十分に生かした豊かな食生活が営まれているとは

言えない実態が明らかにされている。

咀嚼の発達は，あらゆる運動，感覚系の発達と同様

に，中枢をはじめとする咀嚼機能に係わる諸器官の形

態的成長に関係して発達する。また同時に，口腔の諸

器官の成長は，咀嚼など機能の発達に伴って発育する

という，両者は相互関係にある。そこで，児童生徒の

咀嚼を引き出し発達するには，口腔の発育，特に歯の

発育と咀嚼機能の発達との関係を知っておくことが必

要である。さらに，環境条件として，食べ物の大き

さ・物性，ならびに食事時の姿勢，食器（具）による

食べ方との関係などを理解しておくことが，児童・生

徒の咀嚼の育成にとって重要なことである。

� 歯・口腔の発育と咀嚼との係わり

咀嚼とは，食物を破砕・臼摩し，唾液を分泌し混

和して嚥下しやすい食塊にする運動である。この運

動を行うために，歯根膜，咀嚼筋，顎関節などの末

梢器官からの入力系，中枢処理系，その運動出力系

が総合的に働いて，摂取された食物の大きさ，硬さ

に合った咀嚼運動が行われる。

第二乳臼歯が生え，噛み合わせが完成する３～４

歳頃にヒトとしての咀嚼運動はほぼ完成する。乳歯

列完成期の咀嚼能力は成人の約６０％といわれ，この

時期に齲歯や歯列不正があると上下顎の歯の接触面

積は減少し，咀嚼能力は低下する。そこで，このよ

うな状態にある小児の食事には十分な配慮が必要で

ある。幼稚園年長から小学校低学年にかけて第一大

臼歯が生える。この第一大臼歯が噛み合うと，接触

面積が広くなり噛む力も大きくなるため，咀嚼能力

は増大する。そこでこの時期には，とくに噛みごた

えする食べ物を与え良く咀嚼することを学習する時

期でもある。

この後，前歯の交換期を迎え，一時的に歯がない

時期がみられる。この時期には食べ物を歯でくわえ

て食べ物の硬さ・大きさを感知する能力が低下し，

噛み切ることも下手になって咀嚼能力が低下する。

また，この時期には，食べ物をこぼしやすくなるの

で叱るだけでなく唇や口をしっかり閉じて，食べ物

を摂り込むような指導を行う。そして，前歯が生え

揃い咀嚼能力が高くなる時期には，むしろ，やや硬

めで一口量を噛み切るようなやや大き目の食べ物を

与えることにより，噛む機能を引き出すような食べ

物側の条件を考慮する。

小学校高学年頃に奥の臼歯の交換期を迎える。こ

の時期は乳歯が脱落し永久歯が生えるまで一部に歯

が無い時期でもある。この時期にも咀嚼能率が一時

的に低下することがあり，食事時間，食べ物の調理

法などの配慮が必要である。

このように咀嚼能率は，増齢とともに高まると理

解すべきではなく，また歯の生え方，齲蝕，歯列不

正など口腔の状況によって異なることを知ったうえ

で対応すべきである。

� 食べ物の大きさ，物性と咀嚼との係わり

咀嚼運動に影響する食べ物の物性には，固さ，ひ

ずみ，凝集性，付着性などがある。最近では咀嚼活

動から日常食べる食品の分類が検討されている。食

品の調理法と咀嚼活動とは密接に関係する。そこ

で，食べ物の大きさを大き目に調理することによっ

て，噛み切る，砕くような咀嚼運動を引き出すこと

が必要である。一般に野菜類は煮ることによって咀

嚼回数は減少するが摂取量は増加する。食物が持つ

栄養摂取と咀嚼することの両面の機能が，ときに調

理法によっては相反することがあるので，その両面

のバランスを考慮することが必要である。

現代食の特色は加工食品に限らず，全体に加熱調

理をし過ぎる傾向にある。外食する割合が多くなる

現代人の食べ物の選択にあたり，食べる食品の素材
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５ 児童・生徒の歯科保健教育に咀嚼の育成
を導入した場合の課題とその事例報告

が何であるか，素人でもある程度分かる調理形態

は，栄養面の評価も可能でもあり，また，咀嚼活動

を引き出す食物であるとも言えよう。

� 食事姿勢，食器・食具類など食事の仕方と咀嚼

最近のこども達の特徴的な食べ方は，食卓に水，

お茶，牛乳など飲料類を置いて，口の中の食物をよ

く噛まずに流し込みをすることが多い。平成７年度

の日本学校保健会の調査によると，食事時飲み物を

よく飲むかという質問に，よく飲むとするものが小

学校で５５％，中学校で５６％にみられた。このような

食べ方が生じてきた理由には，食事時間を十分に取

ろうとせず，また食べ物を噛まずに喉越しの良さを

求めようとすることにあろう。そこで，飲み物は最

初か最後に飲むようにし，口の中に食べ物がある間

は飲み物を控えるようにする。

わが国は多種多様な食材と調理法に恵まれてい

る。それぞれの料理，調理には，合理的な食器，食

具を使いながら，伝統的に食べ方，食べる姿勢があ

る。皿はテーブルに置き，スプーンですくい，ナイ

フとフォークを使って食物を摂り込む。和食は茶碗

やお椀が食器であって，食器を手に持ち，箸を使っ

て食べる。不合理な組み合わせは食事のマナーを崩

し，食事姿勢が乱れるため，正しい摂食機能を引き

出すことが出来ない。

� 食べ物を美味しく食べ，食事を楽しむこと

食べ物を美味しく味わって食べることは，良く噛

み食べ物の味を味わって，唾液を分泌させることに

関係する。それはまた，単に食べ物の味を味わって

美味しさを感じるのではなく，家族や友人との語ら

い，食事する場所の雰囲気，料理の盛り付け，そして

食べ物を口に取り込んだときの形，硬さ，噛んだとき

の歯ごたえ，味覚，喉越し，匂いなど全てのわれわれ

の感覚が快の刺激を受けてもたらされるものであ

る。

最近，こどもが一人で食事をとる孤食が多く，ま

た朝食を欠食するものが多いと報告されている。孤

食，まとめ食いは栄養的にも偏り，食欲が減退する

ことが知られている。こどもと家族とが一緒に食事

をとるように努めるべきである。さらに親自身も忙

しくなると，こどもの食事の仕方を急がせる傾向に

なる。現在，学校給食をも含め，食事時間を十分に

取ってゆっくりと食事をとることが少なくなってい

る。

食事前にはこども達が空腹感，飢餓感を持って食

事するようにする。そのためには，屋外での適度な

スポーツ，運動を行い，規則的な生活習慣を心がけ

るようにすべきである。

「咀嚼育成」を主題にした保健教育が評価を受け，

普及していくには，幾つかの課題がある。第一は，こ

の保健指導の動機づけにも関係してくることである

が，児童・生徒自身の咀嚼状態をどのような方法で評

価するか。さらに，集団を対象に簡便で児童・生徒に

受け入れやすい方法は何か。第二は，日常生活で咀嚼

機能を発達させ，引き出すような食物，調理法を選ぶ

場合，どのような基準，情報をたよりにすれば良いの

か，第三は，日常生活での食事の内容，時間など食事

については，保護者とくに母親により決定され影響を

受ける。そこで，児童・生徒に限らず，保護者の意

識，理解を得るために，家庭・保護者との連携をどの

ように進めるか，などである。

最近，各地域で学校の保健教育に咀嚼の育成を導入

する試みが行われるようになり，その経験が事例とし

て報告されるようになった。

われわれは，学校歯科医とともに某小学校の４年生

を対象に「咀嚼の育成」に関する保健指導を経験し，

今回それについて報告する。
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１ はじめに
学校歯科保健のねらいは，児童生徒が，自分の歯や

口の健康状態に関心を持ち，歯や口の健康上の問題を

自分で考え，対処できるような態度や習慣を身につけ

ることにある。つまり，学習によって，健康の大切さ

に気付き，歯みがきや食生活などの生活行動を主体的

に改善し，健康な生活を実現していくことにある。こ

れまでの学校歯科保健の取り組みから，歯科はもちろ

ん，健康全般への関心は高まっている。しかし，歯肉

炎，歯列不正，咀嚼など口腔機能の未発達の問題など

う歯以外の歯・口の健康つくりの面で取り組むべき課

題はまだまだたくさんある。

歯と口の健康つくりは生活習慣病の予防にもつなが

り，単に疾病予防が目的の歯科保健活動ではなく児童

生徒が身体も心も健康で過ごせることをめざしてい

る。

歯と口の健康つくりは，児童生徒が身近な題材によ

る問題解決学習を通して，健康に関する望ましい価値

観や主体的に実践できる能力や態度を育成し，「生き

る力」を育むことである。

本分科会では，歯と口の健康つくりをめざす学校歯

科保健活動の進め方についての協議が期待される。

２ 研研究究発発表表者者のの提提案案
� 山梨県大和村立大和中学校 飯島かつ子 氏

生徒保健委員会活動を中心に据え，自ら考え行動

できる生徒の育成を目指し，取り組んでいる。

歯と口の健康つくりの段取を通して，命を育む教

育へとつなげた取り組みの事例が発表される。

� 福井県鯖江市惜陰小学校 橋本りよ子 氏

総合的な学習の時間のなかで歯・口の健康つくり

に取り組んだ実践例である。歯と口の健康にとどま

らず広く健康全般の取り組みの事例を発表する。

� 千葉県千葉市立幕張東小学校 鏡 宣昭 氏

学校歯科医として，歯と口の健康つくりを通じ，

さまざまな方面から学校の教育活動に関わられてい

る実践事例である。生徒とのかかわりを「学校」「家

庭」「地域社会」といった生徒を取り巻く環境のグ

ローバルな視点から検討し，それぞれが担う役割に

ついてもご提言いただけるものと期待している。

３ 研研究究協協議議のの論論点点
� 学校歯科保健の指導計画の作成及び健康診断，健

康相談等の実施及び事後措置の在り方

健康診断の実施方法を工夫し，その結果を指導に

生かすことを通して，学校での健康教育を活性化

し，「生きる力」を育む重要な機会としていく。

� 総合的な学習の時間等における歯・口の健康に関

する学習や指導の進め方

児童生徒がそれぞれ意欲を持ち自分の課題解決に

向かって取り組んでいき，自ら設けた生活実践課題

を解決していく学習の過程で色々な力を学び取って

いくことが期待される。特に，歯と口の健康つくり

を出発点として，自ら気づき進んで健康つくりに努

める児童生徒の育成をめざす。

� 学校，家庭，及び地域社会との連携

開かれた学校づくりを進める観点から，各教科や

特別活動の授業や総合的な学習の時間などにおい

て，地域の方々や専門性を有する方々の積極的な参

加・協力を推進する。

学校歯科保健活動は，学校，家庭，及び地域社会

が一体となって実践されなければならない。しか

も，それぞれの場での活動はそれぞれの場の特性に

適合したものでなければならない。

指導助言（コーディネーター）

歯・口の健康つくりをめざす
学校歯科保健活動の進め方

高知県教育委員会体育保健課

健康教育班長 西村 久子
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１．はじめに
本校では，健康診断の結果や日常生活の様子から，

今歯・口の健康つくりのために見直さなければならな

いことは何であるかを，生徒一人一人が認識すること

により，生活態度が変容するものと期待している。

歯・口を健康にするような生活実践が生涯にわたり全

身の健康つくりに役立つことを生徒たちが理解し，さ

らに将来，また次世代にもこの健康つくりを伝えて

いってほしいと願っている。

２．歯科保健指導の目標
「健康な歯をつくるために

自ら考え行動できる生徒の育成」

平成１２・１３年度テーマ

「積極的な健康つくり」

―自己管理のできる人になろう―

３．本校の生徒の様子
� 歯科検診結果 （Ｈ１３年度）

� 歯に関するアンケート結果より

平成１１年度と１２年度に歯に関する調査を行った。

結果は，むし歯を病気だと捉えている生徒は７５％

であり，また歯がつくられる時期は胎児期であると

答えた者は６７％であった。う歯のメカニズムについ

ては多くの生徒が理解出来ていた。歯磨きの状態

は，ほとんどの生徒が１日２回は磨いていると答え

ている。３年間の取り組みを通して，噛むことの大

切さ・食事の大切さなどが良く理解され日常生活に

生かされていると考えられる。

４．本校の歯科保健指導内容

本校では，３ケ年を通して歯の汚れ・磨き方・よい

ハブラシ・おやつや食事のとりかた・歯と口腔内の病

気・歯の働き・歯と栄養等についてあらゆる場面や方

法で指導を行い，最終目標として「自分の口腔内の問

題から，全身の健康課題がわかり，積極的に解決に向

けて行動できる」とした。

５．実 践

平成１２年度の主な実践

・歯っぴーコーナーの設置，答えられたらりっ歯クイ

ズを行った。１００問のクイズの中に３年間の知識を

総まとめにし，全校生徒が挑戦した。

・保健集会で〔歯と口おもしろ健康教室〕テーマとし

て「積極的な健康つくり」―自己管理のできる人

になろう―講師として大分大学教育福祉科学部住

田 実教授に講演をお願いした。

・全校集会，講話「愛と性と生命を考える」―あな

たが生れ育ってきた道，そしてこれから―講師と

して山梨県福祉保健部医務課の看護指導監新藤京子

歯と口の健康を中心に
生涯にわたっての健康つくり

研究発表

１
―生徒保健委員会活動を中心に据えた歯科保健指導―

発表者 山梨県大和村立大和中学校養護教諭 飯島かつ子

１年 ２年 ３年 合計

受 検 者 数（人） １６ ２７ ２２ ６５

処 置 完 了 者（人） ６ １７ １５ ３８

処置完了者率（％） ３７．５ ６３．０ ６８．２ ５８．５

未 処 置 者 数（人） ４ ４ ７ １５

未 処 置 歯 数（本） ７ ２９ ３０ ６６

現在歯に対する（％）う 歯 の 割 合 ６．９ １４．３ １９．８ １４．５

う歯罹患者率（％） ６２．５ ７７．７ １００ ８１．５

DMFT 指 数 １．８ ４．２ ５．６ ４．１

う歯のない者（人） ６ ６ ０ １２

歯肉炎２度者（人） ０ ０ ０ ０

歯磨き不良者（人） １ ６ ６ １３

�第５１回全国学校保健研究大会・研究発表
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先生をお呼びした。

・教科の中での指導，国語科：単元「学習標語」で標

語づくり，家庭科：単元「保育」で保育所実習で手

作りの人形劇「歯の大切さ」を上演した。

６．まとめ

本校では，健康な歯をつくるために，自ら考え行動

できる生徒の育成をめざし取り組んできた。取り組み

は主に生徒保健委員会の活動を中心に据え，一本の歯

を思いやる心から，将来の自分，次世代へと思いを馳

せ，いつか生まれる新しい生命の一本の歯をも思いや

れる，そんな生徒でほしいと願っている。

取り組みの成果の一つは，地域との連携に繋がった

こと，二つ目は，やらされている保健指導ではなく，

積極的に健康問題に取り組めるようになってきたこと

ではないかと思っている。３年間「歯・口の健康つく

り」について取り組んできたが，今後の課題は，この

取り組みを如何に継続していくかである。そして将

来，生徒がどんな地域や環境に生きようとも大和村で

生まれ，中学生の時に「一本の歯」から学んだ多くの

ことを忘れないでいてくれることを願っている。

１．研究主題

学びの意思をもって活動し，広く発信ようとする惜

陰っ子の育成をめざして

―歯・口の健康つくりをとおして―

２．生活科，総合的な学習の時間における
研究内容

各学年の発達段階に応じて，次のような活動を設定

し，体験的及び問題解決型の学習を進めている。

３．実践例
●ピカリンたんていだん（２学年）

参考文献
歯の保健指導ハンドブック・歯と口の健康教育，歯の保健

指導の授業と展開・健康教室１９９９．６ 幻の女王卑弥呼の食

生活の秘密，クイズ１００選楽しい歯と口の学習材

歯・口の健康つくりをめざす
学校歯科保健活動の進め方

研究発表

２
―総合的な学習等における歯・口の健康に関する
学習や指導の進め方について―

発表者 福井県鯖江市立惜陰小学校教諭 橋本りよ子

探る。

３ 年 「めざせ！おやつの鉄人」
おやつ作りをとおして考えたり調べたりした
ことをもとに，おやつ会議を開き，これから
のおやつのとり方について話し合う。

４ 年 「めざせ！食の鉄人」
野菜作りや健康的な献立の検討，食の今昔調
べなど子どもなりの調査・体験活動を進め，
自分たちの食生活をふりかえる。

５ 年 「マイライス，マイライフ，マイヘルスタイム」
米に関する様々な調査・探求活動に取り組
み，食と自分の健康を結びつけて考える。

６ 年 「見つめよう！マイボディ つくろう！ナイス
ボディ」
自分の体や健康状態を深く見つめ，調べたこ
とについて自分なりにまとめ，工夫した方法
で伝える。

特殊学級 「元気な子」
自分たちの歯みがき・おやつのとり方・食物
のとり方をふりかえり，これからの生活に生
かす。

１ 年 「ぼくらはみんな生きている」
飼育している動物や身近な小動物の餌や食べ
方，口の中を調べ，動物も自分たちと同じよ
うに生きていることを実感する。

２ 年 「ピカリンたんていだん」
歯を守るひみつを身近な人にインタビューして

日本学校歯科医会会誌８７号２００２年２月
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� 活動のねらい

�歯について自分の問題を持ち，解決するために

地域に出かけたり身近な人に進んでインタビューし

たりして問題を追究し，友達によく分かるように表

現する。�歯のひみつを探ったり表現したりする活

動をとおして，歯の大切さや，自分たちの健康はい

ろいろな人に支えられていることに気づかせる。

� 活動の実際

�歯科医院をたずね，設備や器具を調べたり，患

者や歯科医とふれあったりすることで，歯科医は，

自分たちの歯の健康を守るためにいろいろな工夫を

していることを学んだ。�歯についての問題をもと

にグループで様々な人にインタビューすることでユ

ニークなひみつを探ることができ，子供たちにとっ

て楽しい探検となった。�自分たちが分かったひみ

つを劇やペープサート，クイズ，紙芝居などいろい

ろな方法で表現（発信）した。５年生から「知らな

いことが沢山分かったよ」と言われ，人に役立つ喜

びを味わうことができた。

●めざせ！食の鉄人（第４学年）

� 活動のねらい

�食べ物について，個々に追究活動をすることに

より，自分の健康を考えた食事について関心を高め

ることができる。�問題の追究を工夫し，調べて分

かった食べ物に関することを分かりやすい方法で人

に伝えることが出来る。

� 活動の実際

�学校栄養職員と，食事の採り方が原因となる病

気や，食事で予防出来る事などを学習した。�活動

のまとめとして，自分たちの取り組みを壁新聞やク

イズ等多彩な方法で纏め，保護者参観日に学年発表

会を開いた。

４．成 果

�共通課題によるグループ活動を多く採り入れたこ

とで子供同士の認めあいや助け合いという協力的な人

間関係が育ち，歯磨きなどの生活習慣づくりに大きく

影響した。

�生活科や総合的な学習の時間のなかで学んだこと

を，惜陰っ子タイムで全校児童に発信したり幼稚園に

出かけて発信したり，みんなで歯・口の健康つくりに

取り組もうとする動きが生まれ，相互に健康に対する

意識の高まりが見られるようになった。

③健康に関する仕事に携っている方からゲストティ

チャーとして指導を受けることを学習活動にとり入れ

ることにより，子どもにとって新鮮で充実した学習が

できるだけでなく，健康の大切さについての理解が深

まり，実践につなげることが出来た。

５．課 題

�生活科や総合的な学習の時間のなかでの活動につ

いては，系統性を考え，６年間で多様でバランスの採

れた活動を体験出来るように工夫することが大切であ

る。

�全校的に健康に関する実践意欲は向上しているも

のの家庭での歯磨きが習慣化されていない子供が見ら

れ，個別指導の工夫や保護者への啓発がさらに必要で

あると感じている。

活動の概要：歯・口について子供の素朴な疑問

をもとに，グループで地域の様々な人々にインタ

ビューに出かける。そして，見つけたひみつを表

現の仕方を工夫しながら全校児童に発信する活

動。

活動の概要：食事と健康の関係について，自分

の興味や関心に基づいて追究活動をする。さら

に，自らのテーマに合った料理を作ってみること

により，これまでの食生活を見つめなおす契機と

する活動。

�第５１回全国学校保健研究大会・研究発表
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１ はじめに
生徒一人一人が，自分の歯や口に関心を持つと同時

に，健康を維持するために必要なことがら（課題）に

ついて考え，解決する資質や能力を育てることは学校

保健委員会の最も大切な目的の一つといえる。

千葉市立幕張東小学校は，幕張メッセの北側，内陸

部を学区として昭和４３年に開校した自然環境に恵まれ

た小学校で，現在は児童数４３３名，１３学級の中規模校

である。１９８１（S５６）年当時は，むし歯の有病者率が

９５％であったが，およそ１０年をすぎた平成３年は８４％

まで減少してきた。また，６年生に限ってみると，未

処置歯が６５％から２３％に，処置歯が２８％から５６％に，

健全歯は９％から２１％にそれぞれ改善されてきた。さ

らに，一人平均のう歯数は１９８６（S６１）年の２．５から

現在では１．７まで減少してきている。そして，平成９

年からは園生小学校の校医も託され２校を受け持つこ

ととなった。

児童の検診結果について，図１に示した通りであ

る。近年全国的なむし歯減少傾向に連動するような

DMFの割合であるが，６年生における一人平均のう

歯数は１．７（１３年度）で，市内１１８校の平均と同じ値で

あった。

２ 学校との関わり
� 校長先生とのコミュニケーション

保健活動の主旨を理解してもらい協力を得るのは

学校長が最初でありすべての始まりといえる。「学

校要覧」を参考に学校の歴史や特徴など，環境に

あった活動方針を話し合う必要がある。

� 保健主事とのコミュニケーション

保健主事は，健康に関する指導体制の要として学

校教育活動全体の調整役や心の健康問題，学校環境

衛生など現在かかえている課題に学校が家庭・地域

社会と一体となって取り組むための中心的役割を

もっている。すなわち，養護教諭と協力しながら学

校保健活動の企画・調整にあたる保健主事は養護教

諭とともに実践活動を理解してもらううえで重要な

パートナーといえる。

そのため，保健活動の内容については十分話し合

い協力してもらう必要がある。平成７年より，「教

諭または養護教諭をこれに充てる」と改正され，千

葉市においても養護教諭が保健主事を兼ねている学

校も見られるようになった。

３．養護教諭とのコミュニケーション

学校保健の活動内容を最も理解し協力してもらう養

護教諭とは十分な話し合いが必要である。今日，養護

教諭はナースであり，母親であり時には心の悩みを聞

いてもらえる相談相手として忙しく機能している。実

態を把握したうえで，どこまで協力してもらえるかを

歯・口の健康つくりをめざす
学校歯科保健活動の進め方

研究発表

３
―学校，家庭および地域社会との連携―

発表者 千葉市立幕張東小学校・園生小学校学校歯科医 鏡 宣昭

図１ 全校児童のDMFの動向（園生小学校）
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じっくり話し合うべきである。どんなに有効な方法で

あっても，決して無理強いはせず，環境の整備が整う

まで次の手を考える時間も必要である。

表１は，千葉市内の養護教諭１７１名を対象に，学校

歯科保健に対する役割についての調査から意見をまと

めたものである。検診時に保健指導をすることの意義

を認めながらも，現状ではそれだけの時間的余裕がな

いという声が２８％もあった。

４．担任教諭とのコミュニケーション

児童を最もよく理解している担任教諭は，教養科

目を教える専門家であるが，健康管理や指導は苦手

のようである。その原因の一つは，健康管理の知識

や方法など情報が得やすくなっている反面，個々の

児童に適した情報をどのようにアドバイスするべき

かわからないためと思われる。

健康管理はその専門家である養護教諭や学校歯科

医の役割であるが，一方，健康教育について学習は

担任教諭が適任である。そこで，２００２年から小学校

の教育課程に新設される，総合的学習の教材として

歯科保健を取り上げ，TT（ティーム・ティーチン

グ）のスタッフとして機能するように働きかける必

要がある。そのため，学校歯科医は個々の児童に

合った正確な情報提供が望まれる。

� 学校保健委員会への出席

通学する児童の健康と安全を考える場として設置

されたこの委員会は，学校・家庭・地域のそれぞれの

立場で健康と関わっている人々が中心になって，児

童との関わり方を話し合うのは承知の通りである。

学校歯科医は構成委員の一人として，検診結果を

基に健康管理と保健指導についての学校の状況（現

況）と指導の具体的な内容などを話し合うことは保

健活動を理解してもらうためにも必要なことである。

５．家庭との関わり
学校歯科保健活動に関する家庭とのかかわりは，「保

健だより」等間接的な情報の伝達が主となる。この情

報誌は学校側から出される健康に関する専門誌である

ため，できる限りわかりやすい解説が必要である。「保

健だより」は，必要に応じて繰り返し発信することが

できるが，受け手である保護者の反応が直には伝わっ

てこない。そこで，年間を通して１～２回直接情報の

交換が可能な機会として，就学児童の健康診査の時や

入学前のオリエンテーション，あるいは学校参観日な

どの利用が考えられる。

６．地域社会との関わり

学校歯科医と地域開業医（かかりつけの歯科医）

は，同じ地域歯科医師会に所属していながら，学校歯

科保健に対する連携は十分とはいえない。特に，春の

定期健康診断における検診結果をめぐる判断の違い

は，保護者の当惑するところである。原因の背景に

は，診断基準とスクリーニングに対する概念の不統一

があげられる。

千葉市歯科医師会では，学校歯科保健委員会が中心

となって，それらの問題に対して従来から取り組んで

きている。

地域保健の一翼となる学校保健は，生涯保健の中で

も最も重要な領域を担っているところである。加え

て，激動する社会環境のなかで児童の生活環境や日常

の習慣も変化してきている。そのため，地域社会との

かかわりもさらに実態に相応したものへと働きかける

必要がある。

７．まとめ

児童生徒の健康に対する創造を高めるための援助と

しての学校歯科保健活動は，児童生徒を中心とした社

会環境との関わり方が重要になってくる。

学校歯科医は，児童が積極的に自分の健康とかかわ

るための必要な支援として，健康についての的確な情

報を児童，家庭や地域，学校でそれぞれの役割を担っ

て活動している現場の先生に迅速に伝えることが望ま

れる。

表１ 養護教諭の役割について

養護教諭の意見 人数 ％

健康教育に必要な時間や保健指導をするゆとりがない １４ ２８．０

平成７年の改正は保健指導をするによい機会となった ３ ６．０

健康診断に対する一般的な感想 １９ ３８．０

歯式などに対する千葉市の方法には問題がある １４ ２８．０

（鏡，１９９７）

�第５１回全国学校保健研究大会・研究発表
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１１ ははじじめめにに

２２ 方方 法法

３３ 調調査査研研究究のの結結果果

現在，小・中学校における学校歯科保健活動は，か

つての「疾病の早期発見，早期治療」の保健管理重視

から平成６年１２月の定期健康診断の施行規則の改定に

より，「歯と口の健康づくり」に基づく健康志向の保

健教育重視に変わってきた。

そこで今回，まったくむし歯のない子供達の生活習

慣を調査することで，今後の学校歯科保健活動の指針

として「う蝕のない子供に育つ要因」を検討しようと

考えた。

本調査研究は，平成６年度より平成１１年度にわたっ

て行われた。平成６年度はトライアルとして都内９３

校，１，４２５名の就学児童受診のうちむし歯経験のない

児童（非う蝕児）を対象とした。平成７年度には前年

の結果を分析しアンケート内容，項目の検討を加え

た。平成８年度はアンケート内容を一部修正し都内１７０

校の小学１年生６，３３４名を対象とした。この結果は第

６０回全国学校歯科保健研究大会において誌上発表し

た。平成９年度には前年の調査結果で無効票（むし歯

経験の有無，男女別の記載の無かったもの）が多かっ

た為，方法，内容について更に検討を加えた。

平成１０年度は有効データーの回収率を上げる為，事

前に協力意思の確認をし，都内４８校の小学１年生２，３２３

名に実施した。平成１１年度には前年と同様の学校に事

前に承諾を頂き平成１０年度と同じ内容のアンケートを

都内４５校の小学１年生２，００４名に実施した。そして平

成１２年度にこれらの研究結果をまとめ，報告書として

発刊し都学歯会員と協力頂いた関係各位に配布したの

で，今回日本学校歯科医会会誌において誌上発表する

こととした。ご指導は日本大学歯学部衛生学教室の尾

崎哲則先生に，統計処理は同教室にお願いした。

「歯と口の健康アンケート」調査から子供たちの生

活習慣を中心とした行動変容可能な項目についての結

果を示した。それぞれの項目について男児，女児，全

体についての統計処理を行ったがここでは紙面の関係

で全体のみを示す。

Ⅰ 対象件数

調査出来た小学１年生総数４，３２７名からう蝕の有

無，性別が記入されていた２，１４４件（有効率４９．５％）

調 査 報 告

歯と口の健康アンケート調査報告（抄録）
� 東京都学校歯科医会

大森伸彦，河森一賢，児玉 剛，坂本真理子，武井秀光

横井伸洋，尾崎哲則＊，丸山進一郎＊＊，高木洋子＊＊

都学歯学術研究委員会委員，＊日本大学歯学部衛生学教室助教授，＊＊都学歯学術担当理事

表１ 対象者の男・女児の非う蝕児とう蝕児の数

合 計 男 児 女 児

非う蝕児 ９７３ ５３７ ４３６

う 蝕 児 １，１７１ ５７１ ６００
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645 34294

312 806 53

非う蝕児

う蝕児

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

午前7時まで
7時から7時29分
7時30分以降

409 323241

227 479 465

非う蝕児

う蝕児

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

午後9時まで
9時から9時29分
9時30分以降

493221

196 587 388

非う蝕児

う蝕児

0％ 20％10％ 30％ 50％ 70％ 90％40％ 60％ 80％ 100％

A群
B群
C群

259

1回 2回 3回 4回 5回以上

非う蝕児

う蝕児

80

60

40

20

0

（％）

刷 掃 回 数

を対象とした。

Ⅱ 調査項目別評価

１．子供の起床，就寝時間

表図２が示す通り，全体では非う蝕児の方が早く起

床する傾向が示された。また表図３が示す通り全ての

群で非う蝕児の方が早く寝る傾向が示された。

表図４が示す通り全体ではすべての群で非う蝕児の

方が早寝早起きの傾向が示された。

２．刷掃習慣

表図５が示す通り，全体では非う蝕児の方が刷掃回

数が多い傾向が示された。表図６が示す通り非う蝕児

の方が仕上げ磨きの実行頻度が高い傾向が示された。

全ての群で昼食後の歯磨きをする子はしない子に比べ

Odds 比０．６倍程度う蝕に成りにくい傾向が見られ

た。また平均歯磨き回数でも昼食後の歯磨きをする子

はしない子に比べてう蝕が少ない傾向が示された。

表２ 起床時間とう蝕（全体）

午前７時まで ７時から７時２９分 ７時３０分以降 合 計

非う蝕児 ２９４（３０．２％） ６４５（６６．３％） ３４（３．５％） ９７３

う 蝕 児 ３１２（２９．６％） ８０６（６８．８％） ５３（４．５％） １，１７１

表３ 就寝時間とう蝕（全体）

午前９時まで ９時から９時２９分 ９時３０分以降 合 計

非う蝕児 ２４１（２４．８％） ４０９（４２．０％） ３２３（３３．２％） ９７３

う 蝕 児 ２２７（１９．４％） ４７９（４０．９％） ４６５（３９．７％） １，１７１

表４ 就寝・起床時間とう蝕（全体）

Ａ群 Ｂ群 Ｃ群 合 計

非う蝕児 ２２１（２２．７％） ４９３（５０．７％） ２５９（２６．６％） ９７３

う 蝕 児 １９６（１６．７％） ５８７（５０．１％） ３８８（３３．１％） １，１７１

表５ 刷掃回数とう蝕（全体）

１回 ２回 ３回 ４回 ５回以上 合計

非う蝕児 ２０４（２１．１％）６４９（６７．０％）１０３（１０．６％）１２（１．２％）１（０．１％） ９６９

う 蝕 児 ３０３（２６．０％）７６１（６５．２％）８８（７．５％）１１（０．９％）４（０．３％） １，１６９

図２ 起床時間とう蝕（全体） 図３ 就寝時間とう蝕（全体）

図４ 就寝・起床時間とう蝕（全体） 図５ 刷掃回数とう蝕（全体）

�調査報告
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458 160354

324 648 193

非う蝕児

う蝕児

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

毎日
ときどき
しない

484 331153

249 640 275

非う蝕児

う蝕児

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

よくある
ときどき
ない

100％80％60％40％20％0％

601110

24948

毎日食べる

毎日食べない

非う蝕児

う蝕児

128 135698

747 179 231

非う蝕児

う蝕児

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

1回
2回
3回以上

せんべい 0.78

パン類 1.358

0 1 2

水 p＜0.1 0.835

麦茶 p＜0.1 0.982

牛乳 p＜0.05 0.776

紅茶飲料 p＜0.05 1.46

水炭酸飲料 p＜0.05 1.498

0 1 2

表６ 仕上げ磨きの頻度とう蝕（全体）

毎 日 ときどき しない 合 計

非う蝕児 ３５４（３６．４％） ４５８（４７．１％） １６０（１６．５％） ９７２

う 蝕 児 ３２４（２７．８％） ６４８（５５．６％） １９３（１６．６％） １，１６５

表７ 夕食後の再食とう蝕（全体）

よくある ときどき な い 合 計

非う蝕児 １５３（１５．８％） ４８４（５０．０％） ３３１（３４．２％） ９６８

う 蝕 児 ２４９（２１．４％） ６４０（５５．０％） ２７５（２３．６％） １，１６４

表８ 朝食の摂取とう蝕（全体）

毎日食べる 毎日食べない 合 計

非う蝕児 ９４８（９７．５％） ２４（２．５％） ９７２

う 蝕 児 １１１（９４．９％） ６０（５．１％） １１７

表９ 間食の回数とう蝕（全体）

１回 ２回 ３回以上 合 計

非う蝕児 ６９８（７２．６％） １２８（１３．３％） １３５（１４．０％） ９６１

う 蝕 児 ７４７（６４．５％） １７９（１５．５％） ２３１（２０．０％） １，１５７

図６ 仕上げ磨きの実施頻度とう蝕（全体） 図７ 夕食後の再食とう蝕（全体）

図８ 朝食の摂取とう蝕（全体） 図９ 間食の回数とう蝕（全体）

図１０ 間食の内容とう蝕の有無のオッズ比（全体）

ｐ＜０．０５

図１１ 飲み物の内容とう蝕の有無のオッズ比（全体）
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４４ 結結果果のの分分析析

５５ ままととめめ

３．食習慣

表図７が示す通り，非う蝕児の方が夕食後の再食を

する者の割合がｐ＜０．０１で有意に低い傾向が認められ

た。また，表図８が示す通り非う蝕児の方が毎日食べ

る者の割合がｐ＜０．０１で有意に高い傾向に見られた。

表図９では間食との関連を調べたが非う蝕児の方がｐ

＜０．０１で有意に間食回数が少ない傾向が認められた。

また間食内容では図１０，１１に示す通りパン類はう蝕促

進因子，煎餅はう蝕抑制因子と考えられた。炭酸飲料

と紅茶飲料はう蝕促進因子，牛乳はう蝕抑制因子と考

えられた。

１．子供の起床就寝時間

早寝早起きの子供はう蝕所有率が低く，遅寝遅起き

の子供はう蝕所有率が高い傾向が見られた。これはう

蝕だけの問題にとどまらず生活習慣病の促進因子とし

て将来の子供達の生活について大きな影響を与えるも

のと考えられる。

２．刷掃習慣

刷掃回数，仕上げ磨きの頻度においては全体及び男

児で有意差が見られたが女児においては差が見られな

かった。特に昼食後の歯磨きに有意差が見られた。こ

れは保護者が子供の口腔衛生にどれだけ関心を持ち実

践しているかという証しかと思われた。

３．食習慣

ａ）夕食後の再食

全ての群で非う蝕児の方が，夕食後再食をする者

の低い傾向が示唆された。

ｂ）朝食摂取状況

全ての群で非う蝕児の方が，毎日食べる率が高い

傾向が示唆された。

ｃ）間食の回数

全ての群で非う蝕児の方が，間食回数が少ない傾

向が示唆された。

ｄ）飲料の種類

全体と女児でパン類はう蝕促進因子，煎餅はう蝕

抑制因子と考えられた。男児ではアイスクリームが

う蝕促進因子，果物が抑制因子と考えられた。

ｅ）飲料の種類

全ての群で炭酸飲料と紅茶飲料はう蝕促進因子，

牛乳はう蝕抑制因子と考えられた。

ｆ）食事内容

有意な差を示す項目は見られなかった。

今回のアンケート調査は平成６年より平成１１年まで

行われた。その間予備調査を実施しながらアンケート

項目や実施方法に検討を重ねた。そして平成１０年およ

び平成１１年の調査結果に統計処理を施したのが本報告

書である。

非う蝕児とう蝕児の生活様式の中で起床就寝などの

基本的な生活習慣および食習慣，刷掃習慣の違いを比

較検討して非う蝕児の方がいわゆる「良い習慣」を

持っている傾向が明らかになった。

今回の調査対象が未就学児童や就学早々の児童とい

うことで家庭環境の差異がこの結果に反映されている

と思われる。

基本的な生活習慣が出来ていて保護者の歯と口の健

康に関する関心の高さが 非う蝕児として育てる上で

大きな影響を与えていると考えられた。本報告書では

取り上げなかったが本調査では出生時の母親の年齢，

兄弟のいる子と一人っ子との差異，第何子かによる違

い等多方面からの分析も行った。その中には興味ある

結果もあったが今回は割愛した。西連寺愛憲会長の発

案によって始められた本調査もここに一つの形を得る

ことが出来た。この結果は今後の歯科保健活動の指針

に大きな示唆を与えるものと確信する。

※尚この報告書は抄録のため割愛した部分も多いの

で，もっと詳しくお知りになりたい方は東京都学校歯

科医会にお問い合わせ下さい。

�調査報告
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１１ ははじじめめにに

２２ 対対象象おおよよびび方方法法

８０２０運動をはじめとして，生涯を通じた歯科保

健の必要性が叫ばれているなか，近年の調査研究に

よって，歯・口腔と全身の関連が明らかになってき

た。さらに，健康日本２１において歯・口腔の健康が重

要領域として捉えられているように，歯科保健が国民

の健康づくりに果たす役割の重要性も明確になってき

た。一方で，地域住民の参画や食の問題などが歯科保

健の課題として取り上げられてきているなど，個には

全人的な取り組みの，地域や学校等にあっては，幅広

い，かつ多様な歯科保健の取り組みの重要性が増して

いる。

学校歯科保健においても，保護者を含めた地域との

連携，歯科衛生士を交えたグループティーチング，食

と歯科保健を関連させた取り組みなど，先進的で時代

に即応した取り組みが多く行われてきている。しかし

ながら，取り組みの持続性や広がりについては十分と

は言えず，担当者の努力に応える支援体制の整備が望

まれる。

平成１２年度から，岩手県歯科医師会では，岩手医科

大学歯学部予防歯科学講座と岩手県の３者を中心に関

係機関・団体と連携を図りながら，乳幼児，児童生

徒，成人，高齢者の各世代を対象に，歯科臨床検査を

活用した口腔保健の支援を目的に，支援システムの構

築事業を開始している。

今回，学校歯科保健向上を図る目的で，アンケート

調査，歯科健診と唾液による歯科臨床検査，および事

後指導を実施し，う蝕と生活習慣に関するグループ分

けリスク評価方法を検討した。

モデル地区となった岩手県宮古市は，平成６年

度，７年度に，岩手県宮古保健所を実施主体として，

高校生の時期に思春期性の歯肉炎が増加することか

ら，歯科検診と歯磨き指導，口腔衛生の意識調査，衛

生講話等を行い，健康な歯をつくるための意識向上を

目的として，思春期歯科保健指導事業が実施された地

区である。保健所の事業としては，平成７年度に終了

したが，宮古歯科医師会では，本事業が高校生徒の歯

科保健意識向上に有効であるとともに，地域における

成人歯科保健としても有用な事業であるとの考えか

ら，高校関係者の協力を得て，現在まで，事業を継続

している。

岩手県宮古市内中学校１学年１３７名，宮古教育事務

所管内の高校１学年１０９名を調査対象とした。調査に

調 査 報 告

学校歯科保健における歯科臨床検査を
用いたリスク評価法についての検討

佐藤 保，狩野裕史，橋浦礼二郎，岩渕壮之助

久保宮 幸＊，稲葉大輔＊＊，米満正美＊＊

�岩手県歯科医師会，宮古歯科医師会＊，岩手医科大学歯学部予防歯科学講座＊＊

キーワード：学校歯科保健，歯科臨床検査，リスク評価
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３３ 結結果果おおよよびび考考察察

４４ 結結 論論

あたって実施基盤を整備し，岩手県歯科医師会と宮古

歯科医師会が綿密に打ち合わせを行い，教育委員会か

ら対象校までの連携をとりながら，生徒および保護者

に対しては，事前説明と選択のある同意形成を図っ

た。歯科臨床検査実施前日までにアンケート調査を実

施した。本アンケートにより，事後指導について集団

指導を行う際，グループ分けの指標とした。臨床検査

における唾液検査は，�ビーエムエル社のキットを用

い，パラフィンを噛ませ５分間の刺激唾液を歯科検診

時とその１ヶ月後の計２回採取し，検査結果の再現性

を検討すると共に，検診結果と比較した。事後指導

は，グループ別指導と個別指導とし，グループ別指導

は，唾液検査によるう蝕関連菌とアンケートによる生

活習慣の状態についての２つの要素を元に

・う蝕関連菌少なく，生活習慣良好

・う蝕関連菌少なく，生活習慣不良

・う蝕関連菌多く，生活習慣良好

・う蝕関連菌多く，生活習慣不良

以上の４つのグループに分類した。う蝕関連菌等の

臨床検査は，�ビーエムエル社に委託し，対象群の分

布状況を比較した。

� 対象者

表１に示すように生徒および保護者の承諾は，中学

校が１３７名中１０４名，高等学校において１０９名中１０６名か

ら得られた。

学校歯科保健事業の推進にあたっては，歯科医，学

校，保護者の連携が欠かせないことが，今回の調査で

も明らかであった。その連携をもとに，かつ事業推進

にあたっては，十分な説明と同意，選択性のある同意

形成が重要であると思われた。

� アンケート結果

アンケート調査において「わからない」と答えた者

が多かった設問は，口呼吸の有無とフッ素入り歯磨剤

の使用状況であった。

生活習慣のリスク評価の指標として用いたアンケー

ト調査において，日常の生活習慣をどのように把握で

きるか有効な手法であるが，設問の設定によっては投

影が困難となる。今後さらに生活習慣を示す指標とな

るようなアンケートについて検討する必要がある。

� 唾液検査のキャリブレーション

１回目と２回目の唾液検査の結果は，ほぼ同様で

あった。このことから，今回実施した唾液検査は，被

検集団内での再現性が高い検査であり，リスク評価に

用いる指標として有効であると考えられる。

� グループ分け

４つのグループ分けでは，人数の偏在が認められ

た。（表２）

歯科保健指導において，相談や教育を含め，個別に

対応することは効果があると思われるものの，グルー

プ分類の手法と事後指導の手法を確立する必要性が示

唆された。

� 唾液検査によるう蝕関連菌の分布状況は，中学

生，高校生では異なっていた。（図１～図４）

� 学校歯科保健事業の推進にあたっては，歯科医，

学校，保護者の連携が欠かせない。関係者の連携を

もとに，かつ事業推進にあたっては，十分な説明と

同意，選択性のある同意形成が重要である。

� アンケート調査は，日常の生活習慣を把握する有

表２ グループ分けと人数

菌少なく習慣良好 菌少なく習慣不良 菌多く習慣良好 菌多く習慣不良

２７．９％ ２．９％ ５２．９％ １６．３％

表１ 対象者ならびに承諾を得た者の割合

対 象 校 対象者数 承諾を得た者（％）

中 学 校 １３７名 １０４名（７５．９％）

高等学校 １０９名 １０６名（９７．２％）

�調査報告
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効な手法であるが，さらに生活習慣を示す指標とな

るようなアンケートについて検討する必要がある。

� 今回実施した唾液検査は，被検集団内での再現性

が高い検査であり，リスク評価に用いる指標として

有効であると考えられる。

� 歯科保健指導において，相談や教育を含め，個別

に対応することは効果があると思われるものの，グ

ループ分類の手法と事後指導の手法を確立する必要

性が示唆された。

図１ ミュータンスレンサ球菌数の分布（中学生） 図２ 乳酸桿菌数の分布（中学生）

図３ ミュータンスレンサ球菌数の分布（高校生） 図４ 乳酸桿菌数の分布（高校生）
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歯科問診票（部外秘）

地区 年 組 番 氏名 診査日： ０３

★診察の参考としますので，ありのままをご記入下さい。 ここは「わからない」または「はい」の場合ご記入下さい。↓

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

１

２ 口で呼吸をすることが多い は い いいえ わからない

３ 甘いものをよく飲食する は い いいえ ほぼ毎日 週４～５回 週１～３回

４ 毎日おいしく食事ができる は い いいえ

５ フッ素入りの歯磨きを使っている は い いいえ わからない

６ 現在歯科に通院している は い いいえ

７ 歯磨きの指導を受けたことがある は い いいえ 回くらい

８ 定期的に歯科検診を受けている は い いいえ およそ か月間隔

９ １年以内に歯科に通院した は い いいえ か月前

１０ 毎日歯を磨いている は い いいえ 「はい」の場合：１回 ２回 ３回以上

１１ 口の中がネバネバした感じがある は い いいえ

１２ 口臭が強いと感じる，または言われる は い いいえ

１３ 歯が動く感じがある は い いいえ

１４ 歯ぎしりやくいしばりをする癖がある は い いいえ

１５ 現在，歯並びの治療を受けている は い いいえ

１６ 歯並びが気になる は い いいえ

１７ 歯磨きの時，歯ぐきから出血する は い いいえ ほぼ毎回 時々

１８ 時々歯ぐきが腫れたり痛む は い いいえ

１９ アレルギーがある は い いいえ 原因：食品 薬剤 花粉 その他

２０ 現在治療中の病気がある は い いいえ 病名：

２１ 現在服用している薬がある は い いいえ 高血圧 糖尿病 心臓病 その他

２２ 傷口の出血が止まりにくいことがある は い いいえ

２３ 口の中が乾いた感じ（口渇感）がある は い いいえ

２４ 食べ物を飲み込みにくいことがある は い いいえ

２５ 生活は規則正しいですか は い いいえ

２６ 過去１か月以内に抗生物質を服用した は い いいえ わからない

２７ うがい薬（含嗽薬）を使っている は い いいえ 種類：

２８ ふだん間食をする は い いいえ 「はい」の場合：１日 回

２９ 日常の起床・就寝時刻を記入して下さい 起床： 時 分，就寝： 時 分

３０ 使っている歯磨きのメーカーと名前

３１ その他，気になることがある は い いいえ ある場合はご記入下さい↓

�調査報告
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フランスの人口は５，８１０万人，歯科医師数は３９，５００

人で歯科医師一人あたり１，４７７人の割である。就業し

ている歯科医師の９５％は開業医である。他に口腔科医

が登録され，また歯科矯正医は専門医として１，０９６人

が登録している。チェアサイドアシスタントは１２，０００

人，この国には歯科衛生士はなく，歯科技工士が１６，５００

人となっている。

歯科医師関係の団体としては，フランス歯科医師会

Asociation Dentaire Francaise と全国歯科医師組合連

合 Confederation Nationale des Syndicats Dontaires

がある。歯科大学は１６校あり，教育の年数は５年と

なっており，毎年１，０９７人の歯科医が誕生している。

卒業後 GES取得のため最低１年間の卒業直後研修

コースを終えなければならない。もちろん，これとは

別に博士取得のための卒業研究のコースがある。アシ

スタントのための学校は一校だけあるが，歯科技工士

の養成については高等学校，職業専門学校実質訓練セ

ンター等で行われ，特に歯科技工士としての専門学校

はない。

歯科医療制度についての調査によると，医療供給の

システムはまずほとんどの患者は治療確認書をもら

い，それを持ってまず開業医に支払いをおこない，こ

の確認書で疾病金庫が治療費の償還が出来るように

なっている。すなわち「療養費払い方式」である。フ

ランスでは９９％の歯科医師が歯科医師会と社会保障金

庫との間で取り交わされた協会に加入しているので，

患者は自分で選択した歯科医院で受診することが出

来，国の社会保障の恩恵（診療費の払い戻し）に浴す

ることになっている。現在の日本と違う所は，口腔外

科及び歯内療法の診療費の７５％が払い戻しされるが，

補綴及び矯正の治療は歯科医師が自由に料金を決定で

き，患者には診療費の２２％が償還されるというところ

である。

社会保険制度に対する予算として，政府は３００億フ

ランを支出しているが，社会保険料が主な財源となっ

ている。その内，歯科診療には１２０億フランがあてら

れている。これ等は日本の健康保険にあたるセキウリ

テ・ソシアル（社会保険）で，一般のフランス人及び

合法的に滞在，労働をしている外国人も加入する事が

出来る。しかし，社会保険だけでは全部をカバーする

ことが出来ないため，大部分の人が民間のアシュラン

ス・ミュチュエル（共同保険）に加入しているようで

ある。これらの制度に対しても４０億フランの予算を

とってある。

◎フランスの歯科保健について

フランスにおける砂糖の消費量は４１．２kg，フッ

素の使用について水道添加は無く，洗口で使われて

いるようである。またフランスでは GDPの９．７％

が保健に使われているが，その中で口腔の保健のた

めには０．５％が充てられている。

○現在のう蝕の感染率，DMFTの歴年変化，１２歳児

のDMFT及び歯の喪失率について簡単な表を別に

すると次のようである。

・う蝕罹患率

フランスの歯科事情
日本学校歯科医会 国際交流委員会

６歳児 ４．０％ DMFT ０．０６

９歳児 ３５．０％ DMFT ０．７

１２歳児 ６５．０％ DMFT ２．１

３５～４４歳 ４９．４％ DMFT １４．６

６５～７４歳 DMFT ２３．３

日本学校歯科医会会誌８７号２００２年２月
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・DMFTの経年変化

・歯の喪失

・１２歳児のDMFT

◎パリ小児歯科センターについて

１９５０年代にはフランスでも歯科の需要のアンバラ

ンスが甚しく，殊に子どもの歯科治療予防，教育等

について必要とは思いつつ，なかなか具体的に実行

に移すことは一般の歯科医師では困難であった。

そこで１９６４年に政府は思い切ってパリ市に２ヶ所

小児歯科センターを設置したのである。口腔診査，

歯科教育，フッ素塗布，ブラッシング指導はもちろ

ん，一般歯科治療，矯正，外科手術等が行える小児

歯科だけの施設である。これ等は街中にあるにもか

かわらず，かなり広い建物で大待合室，教育用小講

堂，予防医療相談室，各科治療室，学校での連絡そ

の他の事務室，大会議室，医局等が設置されてい

た。運営はパリ大首都圏の直接管理によって行わ

れ，利用対象は主として幼稚園や小学校の子どもで

個人でも利用出来る。

週の月，火，木，金にセンターから４台のバスが

２往復し，午前中に幼稚園８園，午後には小学校８

校の子どもを運ぶようになっている。また水曜と土

曜は個人用にあてられ費用は２５％を窓口で徴収され

る。なお，１２歳までは矯正も給付が可能であった。

この様なフランス政府の努力が実を結んで，フラン

スの児童の歯科保健は目に見えて良くなっているよ

うである。

６５～７４歳：平均１６．９本の歯を失っている。無

歯顎の率１６．３％

女子より男子の方が０．５少ない。私立学校の

方が公立学校より０．９少ない。

お詫び

上記の「フランスの歯科事情」は，２０００年１１月にフランス共

和国で開催された，FDI 第８８回パリ大会に国際交流委員会・

田中建吾委員長が出席参加された折に，同国の歯科に関する資

料を入手され，それに基づいて解説された記事です。

会誌紙面の都合などで掲載が今号になり，大変ご迷惑をおか

け致しましたことを田中委員長はじめ関係各位に深くお詫び申

し上げます。 （会誌広報編集委員会）

６歳児 １９８７－０．５２

１９９０－０．２２

１９９３－０．０６

１２歳児 １９８７－４．２

１９９０－３．０２

１９９３－２．０７

�フランスの歯科事情
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■４月から実施される新学習指導要領の目玉となる「総合的な学習の時間」（総合学習－自ら課題を見つけ

て考え解決する能力を育てることを狙い，地域の特色や子どもの興味を生かしながら教科横断型のテーマ学

習をする。テーマは各学校が独自に設定し，小中学校では週２～３時間程度を充てる。一部の学校では既

に，学年を限定するなどして試行している－）について，現場の教師の７４％がプラス効果が期待されるとし

たものの，その反面では不安をうかがわせているようである。しかし，この「総合学習」の一番の問題点

は，教師の資質・意欲によって学校間で学習の格差が生ずることである。「教科・生活指導に追われ総合学

習の準備をする時間がない」「講師を呼んだり，施設に生徒を連れていくなど負担が重くなる」などが指摘

されている。

ひるがえって，我々学校歯科医はどうか。同じように資質・意欲によって，学校間で歯科保健の格差が生

ずることは否定できないと思われる。

大阪での第６５回全国学校歯科保健研究大会も盛会裡に終わったが，いつものことながら準備・設営された

大阪府歯科医師会，府・市の学校歯科医会はじめ関係各位のご尽力は大変なものだと想像に難くない。「変革

に向けての学校歯科保健の飛躍」のメーンテーマのように，学校歯科医も変革していかねばならない。

（佐藤貞彦）

■会誌８７号をお届け致します。会誌は年間２冊発行され，原則として１冊は学術特集号として，１冊は本会

主催の全国学校歯科保健研究大会の特集号として発行しています。

今号は昨年１１月に大阪で開催された第６５回大会の特集号となっています。今回から大会のメインテーマが

「２１世紀の学校歯科保健―生涯に通ずる確かな健康観の育成をめざして―」から「変革に向けての学校歯

科保健の飛躍―生涯にわたる健康意識の向上と実践力の育成をめざして―」に変わりました。

いよいよ４月から「総合的な学習の時間」が登場し，「生きる力」を育む歯科保健の取り組みがこれまで

以上に期待されます。

昨今の世界や日本の政情は正に変革の真っ只中にあります。医療改革の論議も我々には誠に厳しいものが

あります。なかなか明るい展望は見えてきません。

そんな中でも未来の日本を担う子供達が心身共に健やかに育つ為に，学校歯科保健を通して少しでも貢献

できればと願うばかりです。

私事ですが，早朝のジョギングで大阪城を駈けて来ましたが，菊の花や樹木の紅葉が美しく朝日に輝くお

城は眩いばかりで本当に感動しました。

大阪の先生方お疲れさまでした。そしてありがとうございました。 （野溝正志）

■昭和６年の第１回から数え，６５回目を迎えた今大会会場のグランキューブ大阪の受け付けロビーは，たく

さんの人で溢れんばかりでした。２日間，３，８００余名もの参加があり，運営にあたられた方々のご苦労に感

謝申し上げます。

今回のテーマのなかで，「変革」と言うことばに目がいきました。古い制度などをとりやめ，新しくする

と言う意味です。丁度，４月から学校は大きく変わります。学校歯科保健も，疾病対策的意味合いから生涯

を通したQOLの向上を図るための保健教育へと移行してきました。問題解決の手段のみを選ばせるのでは

なく，態度，習慣を育てることが目的です。第２日目におこなわれた幼稚園・保育所（園）部会で，周囲の

人々に愛され安心して育ってゆく子供達の姿がスクリーンいっぱいに映しだされましたが，その陰には園関

編集後記
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係者と地域の人々による地道な貢献がありました。「変革」はこのような不断の努力があってはじめてなしと

げられるのだとおもいます。私達学校（園）歯科医も，学校（園）で活動を行うのみならず，地域社会の構成員と

して日常臨床を通しその責任を果たす地道な努力を続けることが必要ではないでしょうか。 （大塚一仁）

■２００１年という年は２１世紀スタートの年であると同時に，人々の身も心も震撼させる出来事が起った年だと

思う。９月１１日のニューヨークの同時多発テロ，そしてテロへの報復に対する不安と恐怖，追い打ちをかけ

るグローバル規模の経済不況など記憶に新しい。

話は変わるが，２１世紀における国民健康づくり運動である「健康日本２１」では，歯の健康に関し齲蝕，歯

周病は感染症且つ生活習慣病であり，正しい健康観と生活習慣を身につけることが極めて重要としている。

第６５回大阪大会の記念講演の中で，作家の渡辺淳一氏は「こころとからだ」について次のように述べてい

る。仲間同士で旅行に出掛けた折などで，枕が変ってもとんと気にならずすぐよく眠れる人，また，旅先で

皆が食中毒を起したなかで１人だけ元気でいる時など，皆と同じように食中毒にかかった方がよかったとい

う人もいるけれど，すぐ眠れる人，１人だけ元気な人はそれぞれ特技を持った人だと考えれば大変すばらし

いことで，これからの子育ては何事も完璧主義を求めるのでなくて，少し位鈍い人に育てた方が良いのでは

ないかと思う。また，普段自分自身の健康について「血液は今自分の体内を心地よく流れているか」位に考

えて余りむつかしく考えない方がよいと思う。大脳は良く使っている人でも１０％位しか使っていないから，

使えば使う程良い。使わないとどんどん退化してしまう。など面白く愉快にお話しになり，有意義な講演で

あった。 （片山公平）

■今年度から息子の通う中学校の学校評議員に任命された。子どもや保護者の価値観が多様化しつつある現

在，学校だけで種々の問題に対処するには限界があるのではないかと感じていたため，お引き受けした。委

員は６名で PTA役員経験者や地域の有識者の方々で，学校を良くしたいという思いが話し合いのなかでひ

しひしと伝わり刺激を受けている。学校側としては，委員の意見を闇雲に聞いたり，苦情を受け付けたりす

るだけでは，学校の運営には役だたない。委員は，いろいろな教育活動の場に参加し，学校の現状を実際に

見て生の学校を知り，生徒たちとも接し学校を理解しなければならないと思う。市のモデル校として，校長

がすべてをさらけだす姿勢で評議員会を立ち上げた経過を尊重して，学校が直面する問題や，子どもをめぐ

る社会問題などについて，自由に意見交換することから，自然にこの制度の方向性が見えてくると思ってい

る。 （野堀幸夫）
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